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  ４ 難病に関する施策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１６ 

  （１）難病患者等の安定した療養生活の確保と生活の質の向上・・・・ １１６ 

  （２）難病医療ネットワークの充実･･･・・・・・・・・・･・・・・・ １１６ 

  （３）難病に関する医療の確立・普及、難病患者の医療費助成・・・・ １１６ 

  （４）難病相談・支援センター等による相談支援や地域交流活動の促進 １１６ 

  （５）在宅人工呼吸器使用患者の支援・・・・・・・・・・・・・・・ １１６ 

  （６）難病等の特性に配慮した理解と協力の促進・・・・・・・・・・ １１６ 

  ５ 障害の原因となる疾病等の予防・早期発見・治療・・・・・・・・ １１７ 

  （１）疾病・障害等の早期発見・治療・早期療養の推進等・・・・・・ １１７ 

  （２）母子保健の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１８ 

  （３）精神障害の早期発見・早期治療・心の健康づくり・・・・・・・ １１８ 

  （４）子どもの心のケア・健康づくりの推進・・・・・・・・・・・・ １１８ 

  （５）健康づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１９ 

  （６）専門医療機関、身近な医療機関及び在宅医療 

保健サービス等の提供体制の充実・・・・・・・・・ １２０ 

（７）救急、急性期医療等の提供体制の確保等・・・・・・・・・・・ １２０ 

Ⅶ 情報アクセシビリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２１ 

  ＜現状と課題＞  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２１ 

  ＜重点施策と主要事業＞  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２２  

  １ 情報通信における情報アクセシビリティの向上・・・・・・・・・ １２２ 

  （１）通信環境整備等による情報バリアフリー化の推進・・・・・・・ １２２ 

  （２）情報通信機器及びサービス等の情報アクセシビリティの向上・・ １２２ 

  （３）障害のある人の情報通信技術の利用及び活用の機会の拡大・・・ １２２ 

  ２ 情報提供の充実等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２３ 

  （１）岡山県視覚障害者センターの運営等・・・・・・・・・・・・・ １２３ 

  （２）岡山県聴覚障害者センターの運営等・・・・・・・・・・・・・ １２３ 



 

 

  （３）県内施設のバリアフリー情報の提供等・・・・・・・・・・・・ １２３ 

  ３ 意思疎通支援の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２４ 

  （１）コミュニケーション支援の人材育成・確保・・・・・・・・・・ １２４ 

  （２）情報やコミュニケーションに関する支援機器の普及・周知・・・ １２４ 

  （３）絵記号（ピクトグラム）等の普及・・・・・・・・・・・・・・ １２４ 

  ４ 行政情報のバリアフリー化・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２４ 

  （１）行政情報の電子的提供におけるウェブアクセシビリティの向上・ １２４ 

  （２）知的障害のある人等にも分かりやすい情報の提供の検討・・・・ １２５ 

  （３）県関係施設や情報のバリアフリー化・・・・・・・・・・・・・ １２５ 

Ⅷ  安全・安心・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２６ 

＜現状と課題＞  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２６ 

  ＜重点施策と主要事業＞  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３０ 

１ 防災対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３０ 

   （１）災害に強い地域づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・ １３０ 

   （２）ハード・ソフト一体となった土砂災害防止対策・・・・・・・・ １３２ 

   （３）障害特性に配慮した情報伝達の体制整備・・・・・・・・・・・ １３３ 

   （４）災害時における要配慮者等の安全確保・・・・・・・・・・・・ １３４ 

   （５）福祉避難所の確保・バリアフリー化の推進・必要な物資の確保等 １３７ 

   （６）障害者支援施設・医療機関等における災害対策の推進、 

              ネットワークの形成・・・・・ １３８ 

   （７）ボランティアの確保・養成等・・・・・・・・・・・・・・・・ １３９ 

（８）東日本大震災からの復興支援等・・・・・・・・・・・・・・・ １３９ 

   ２ 防犯・交通安全対策の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４０ 

   （１）犯罪被害防止に向けた取組・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４０ 

   （２）安全・安心のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４１ 

   （３）交通安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４１ 

   ３ 消費者トラブルの防止及び被害からの救済・・・・・・・・・・・ １４２ 

Ⅸ 差別の解消及び権利擁護の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４３ 

  ＜現状と課題＞  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４３ 

  ＜重点施策と主要事業＞  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４５ 

  １ 障害を理由とする差別の解消の推進・・・・・・・・・・・・・・ １４５ 

  （１）障害者差別解消法に基づく差別の解消等の推進・・・・・・・・ １４５ 

  （２）雇用分野における差別の禁止等・・・・・・・・・・・・・・・ １４５ 

  （３）差別防止のための相談支援体制の整備等・・・・・・・・・・・ １４５ 

  ２ 権利擁護の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４６ 

  （１）障害者虐待防止法に基づく虐待の防止・啓発・・・・・・・・・ １４６ 

  （２）成年後見制度の利用促進等・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４６ 

  （３）相談窓口の設置や相談員の資質向上等・・・・・・・・・・・・ １４６ 

  （４）障害児虐待防止対策の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４７ 

   ３ 行政機関等における配慮及び障害のある人の理解促進等・・・・・ １４８ 

  （１）社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮・・・・ １４８ 



 

 

  （２）県における必要な研修等の実施・・・・・・・・・・・・・・・ １４８ 

  （３）アクセシビリティに配慮した情報提供・・・・・・・・・・・・ １４８ 

 

第３章 事業一覧  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４９ 

 Ⅰ 啓発・広報・社会参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４９ 

   １ 啓発・広報活動の推進  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９ 

（１）「心のバリアフリー」・「福祉のまちづくり」の推進・・・・・・１４９  

（２）様々な啓発・広報活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・ １４９ 

（３）障害のある人の雇用に向けた啓発の推進・・・・・・・・・・  １５０ 

     ２ 学校教育及び社会教育の充実等・・・・・・・・・・・・・・・・ １５０ 

   （１）障害のある人への理解の促進・・・・・・・・・・・・・・・・ １５０ 

   （２）学校教育及び社会教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・   １５０ 

     ３ ボランティア活動等の推進  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５１   

   （１）学生等のボランティア活動の推進 ・・・・・・・・・・・・・ １５１ 

   （２）ボランティア活動の推進・人材育成等・・・・・・・・・・・   １５２ 

   ４ 障害のある人の社会参加の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・  １５３  

 Ⅱ 生活支援  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５４   

   １ 相談支援体制の構築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５４ 

      （１）相談支援体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５４ 

   （２）発達障害のある人への相談支援 ・・・・・・・・・・・・・・ １５４ 

   （３）高次脳機能障害及びその関連障害に対する相談支援事業・・・・ １５５ 

   （４）難病患者への相談支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５５ 

（５）精神障害のある人等に対する相談支援 ・・・・・・・・・・ １５６ 

（６）ワンストップでの障害福祉サービス等の情報提供・・・・・・ １５６ 

（７）生活安定のための各種施策の周知等・・・・・・・・・・・・ １５６ 

     ２ 在宅サービス等の充実・地域移行の推進 ・・・・・・・・・・・・１５８ 

   （１）各種障害福祉サービスの充実・・・・・・・・・・・・・・・・ １５８ 

   （２）重症心身障害児者とその家族の支援・・・・・・・・・・・・・ １５９ 

   （３）地域生活支援事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５９ 

   （４）障害のある人の移動支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６２ 

   （５）地域移行の推進・障害者支援施設の入居者の生活の質向上・・・ １６２ 

（グループホームや一般住宅等への移行推進） 

  （６）精神障害のある人の地域移行の推進・・・・・・・・・・・・・ １６３ 

   （７）高齢の障害のある人に対する支援・・・・・・・・・・・・・・ １６３ 

   ３ サービスの質の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６４ 

   （１）福祉サービス第三者評価事業・・・・・・・・・・・・・・・・ １６４ 

   （２）福祉サービスに関する苦情の解決・・・・・・・・・・・・・・ １６４ 

   （３）障害福祉サービスの適切な利用に向けた必要な支援等・・・・・ １６４  

   （４）岡山県障害福祉計画の策定・計画的な推進・・・・・・・・・・ １６４ 

   （５）障害福祉サービスの提供体制の整備・・・・・・・・・・・・・ １６４ 

   （６）重症心身障害児者に対するサービスの向上・・・・・・・・・・ １６４ 



 

 

   （７）難病等の特性に配慮した障害福祉サービス等の提供・・・・・・ １６４ 

４ 障害児支援の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６４ 

   （１）子ども・子育て支援法等を主軸とする障害児支援の充実等・・・ １６４ 

   （２）相談体制機能の充実等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６５ 

   （３）幼児期の学校教育・保育の拡充等・・・・・・・・・・・・・・ １６５ 

（４）受入体制の促進・幼稚園等における特別支援教育体制の整備等・ １６５ 

（５）児童福祉法・障害者総合支援法等に基づく支援等・・・・・・・ １６５ 

（６）在宅障害児の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６６ 

（７）児童発達支援センター及び障害児入所施設の整備・・・・・・・ １６６ 

（８）経済的支援等及び生活環境整備・・・・・・・・・・・・・・・ １６６ 

（９）障害児虐待防止対策の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６８ 

５ 人材の育成・確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７０ 

（１）福祉専門職、医学的リハビリテーションの養成・確保等・・・・ １７０ 

   （２）障害福祉サービス・相談支援の提供者、指導者等の養成・・・・ １７１ 

（３）相談支援従事者等の養成・資質の向上等・・・・・・・・・・・ １７１ 

（４）障害福祉関係法令・労働法規の遵守の指導・・・・・・・・・・ １７１ 

６ 福祉用具等の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等・・・・・・ １７１ 

（１）福祉用具等の研究開発・普及の推進・・・・・・・・・・・・・ １７１ 

（２）身体障害者補助犬の育成等・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７１ 

Ⅲ 生活環境  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７２ 

   １ 障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進・・・・ ・・・１７２ 

   （１）福祉のまちづくりの総合的な推進・・・・・・・・・・・・・・ １７２ 

   （２）道路等のバリアフリー化の推進・・・・・・・・・・・・・・・ １７３ 

   （３）バリアフリー法に基づく障害のある人に配慮した交通対策の推進 １７３ 

   （４）都市公園等のまちづくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・ １７３ 

   （５）ユニバーサルデザインの普及・・・・・・・・・・・・・・・・ １７４ 

   ２ 住宅の確保・生活関連施設のバリアフリー化・・・・・・・・・・・１７４ 

   （１）公営住宅等のバリアフリー化等の推進・・・・・・・・・・・・ １７４ 

   （２）民間住宅等への障害のある人の円滑な入居の推進・・・・・・・ １７４ 

   （３）バリアフリー改修の促進・日常生活用具の貸与等・・・・・・・ １７４ 

   （４）グループホーム等の整備促進・・・・・・・・・・・・・・・・ １７５ 

   （５）グループホーム等の防火安全体制・・・・・・・・・・・・・・ １７５ 

   ３ 公共交通機関・移動手段等のバリアフリー化の推進等・・・・・・  １７５ 

   （１）公共交通機関や関係施設のバリアフリー化の推進・・・・・・・ １７５ 

   （２）公共交通機関や関係施設におけるユーザビリティの推進等・・・ １７５ 

   （３）教育訓練の実施等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７５ 

   （４）福祉移送支援・福祉車両の普及・移動支援等・・・・・・・・・ １７５ 

   （５）ユニバーサルツーリズムや移動支援の研究等 ・・・・・・・・ １７６ 

   ４ 公共的施設等のバリアフリー化の推進・・・・・・・・・・・・・・１７６ 

   （１）公共的施設のバリアフリー化の推進・・・・・・・・・・・・・ １７６ 

   （２）（３）県有施設のバリアフリー化の推進 ・・・・・・・・・・・１７６ 



 

 

   （４）バリアフリー相談及び人材育成等・・・・・・・・・・・・・・・１７６ 

 Ⅳ 教育・文化芸術活動・スポーツ・国際交流等・・・・・・・・・・・・・ １７７ 

   １ 特別支援教育推進のための取組・・・・・・・・・・・・・・・・・１７７ 

   （１）インクルーシブ教育システムの理念に基づく就学先決定への取組 ・１７７ 

   （２）障害のある児童生徒に対する適切な合理的配慮の提供・・・・・・ １７７ 

   （３）多様な学びの場の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７７ 

   （４）特別支援学校の教育の充実と教育体制の整備・・・・・・・・・・１７７ 

   （５）就学前、小学校、中学校、高等学校等における特別支援教育の充実１８０ 

   （６）発達障害のある子どもの支援・・・・・・・・・・・・・・・・・１８３ 

   （７）先進的な事例の収集・関係者への情報提供・・・・・・・・・・・１８４ 

   （８）障害のある児童生徒の就労支援の充実・・・・・・・・・・・・・１８４ 

   （９）ＩＣＴ等を活用した教育支援機器の充実・・・・・・・・・・・・１８４ 

   （１０）指導方法の調査・研究・普及・・・・・・・・・・・・・・・・１８４ 

２ 教育環境の整備等 

（１）生涯学習の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８４ 

   （２）高等学校入学者選抜試験における配慮・・・・・・・・・・・・・１８５ 

（３）災害発生時にも配慮した学校施設等のバリアフリー化・・・・・・１８５ 

  ３ 大学等における障害のある学生への支援・・・・・・・・・・・・・ １８６ 

   ４ 障害のある人の文化芸術活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・１８６ 

   （１）障害者アート等文化芸術活動の推進・・・・・・・・・・・・・・１８６ 

   （２）文化施設での字幕・音声案内サービスの提供等・・・・・・・・・１８７ 

５ 障害者スポーツの振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８７ 

（１）障害者スポーツの普及等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８７ 

（２）パラリンピック等におけるアスリートの育成強化・・・・・・・・１８７ 

（３）障害のある人とない人のスポーツによるふれあい・交流の促進・・１８７ 

（４）障害者スポーツの指導者の養成・ボランティア活動の推進等・・・１８８ 
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第１章 総論 
 

はじめに                          
 

 岡山県では、平成１１年４月に、平成１１年度から平成２２年度までの１２年間を計

画期間とする「岡山県障害者長期計画」を策定し、本県の障害者施策の総合的な推進を

図ってきました。 

 その後、平成２２年度に改定した「第２期岡山県障害者計画～だれもが自分らしく暮

らせる社会をめざして～」（平成２３年度～２７年度）の計画期間満了に伴い、次期計画

となる「第３期岡山県障害者計画（仮称）」を策定するものです。 

 

Ⅰ 計画策定の背景                     
 

 ここ数年の障害のある人を取り巻く国内外の環境は大きく変化しており、次のような

法整備・改正等が行われています。 

 

１ 障害者基本法の一部改正 

 「障害者基本法」は、障害がある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の基

本となる事項を定めたものですが、平成２３年の一部改正により、すべての人が、障

害の有無に関わらず、等しく人権を持っているという考え方に基づいて、「障害の有

無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会を実現する」ことを目指すことが明記されました。また「障害」の範囲が見直さ

れ、発達障害や難病等が含まれることになりました。あわせて、差別の禁止や国際的

協調の推進、国民の理解促進と責務等の規定が追加されました。 

 

２ 障害者総合支援法の施行・一部改正 

 障害者基本法の改正等を踏まえて、平成２４年６月に「地域社会における共生の実

現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法規の整備に関する法律」が

成立し、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」（障害者総合支援法）に改称され、平成２５年４月に施行されました。 

 本法律の施行により、障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等

が含まれることとなりました。制度の対象となる対象疾病については、当面の措置と

して、難病患者等居宅生活支援事業の対象となっていた１３０疾病を対象としていま

したが、難病医療費助成の対象となる指定難病の検討がなされ、平成２７年１月に１

５１疾病、さらに、平成２７年７月に３３２疾病に拡大されました。 

併せて、従来までの「障害程度区分」に変わり「障害支援区分」が創設されるとと

もに、障害者に対する支援の拡充（重度訪問介護の対象拡大、地域移行支援の対象拡
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大、地域生活支援事業の追加等）がなされました。また、共同生活介護（ケアホーム）

の共同生活援助（グループホーム）への一元化もなされました。 

 

３ 障害者虐待防止法の成立・施行 

 権利擁護分野では、平成２３年６月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対す

る支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」が成立し、障害者虐待の防止のための

法整備が図られました。（平成２４年１０月１日施行） 

これにより、養護者、障害者福祉施設従事者等、または使用者による障害者虐待が

禁止されるとともに、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障

害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、虐待を発見した人に対する通報義務

が課されました。 

 また、市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町

村障害者虐待防止センター」や「県障害者権利擁護センター」が設置されています。 

 

４ 障害者雇用促進法の一部改正 

平成２５年度に「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」が改

正され、障害者法定雇用率が引き上げられました。（民間企業１．８％→２．０％。

国・地方公共団体等２．１％→２．３％。） 

精神障害のある人についても、身体障害のある人、知的障害のある人に加え、雇用

が義務となり、法定雇用率の算定基礎に精神障害のある人を加えることとなります。

（平成３０年４月１日施行） 

また、雇用の分野における障害のある人に対する差別の禁止や、事業主に対し、過

重な負担を及ぼさない範囲で、障害のある人が職場で働くに当たっての支障を改善す

るための合理的な配慮を講ずることが義務付けられました。（平成２８年４月１日施

行） 

 

５ 障害者優先調達推進法の成立・施行 

 国・地方公共団体等からの官公需受発注の増大を目的とした「国等による障害者就

労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」が平

成２４年６月に成立しました。（平成２５年４月１日施行） 

当法律の成立・施行によって国や地方公共団体等は物品や役務の調達にあたって、

障害者就労施設等から優先的に調達するよう努めるとともに、毎年度、障害者就労施

設等からの物品等の調達目標を定めた調達方針を作成し、当該年度の終了後、物品等

の調達実績を公表することとなりました。 

 また、国や独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるにあたって、

法定障害者雇用率を満たしている事業者に配慮するなど、障害のある人の就業を促進

するために必要な措置を講ずるよう努め、地方公共団体及び地方独立行政法人は、国

及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めることとされまし

た。 
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６ 障害者差別解消法の成立 

 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、平成２５年６月に「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が成立（平成２８年４月１日

施行）しました。 

 これは、障害者基本法第４条に基本原則として規定された「差別の禁止」をより具

体的に規定し、それが遵守されるための具体的な措置等を定めたものであり、「障害

を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止」、「障害のある人に対する合理的配慮の不

提供禁止」とともに、差別の解消につながるような支援措置として、「相談紛争解決

の体制整備」「地域における連携」「啓発活動」「情報収集」などが規定されています。 

また、同法に基づく、政府における施策の基本的な方向などを示す「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する基本方針」が、障害者政策委員会でのヒアリング、議

論等を経て平成２７年２月に閣議決定されました。 

 

７ 障害者権利条約の批准 

 差別の禁止を基本理念とした「障害者基本法」の改正、「障害者差別解消法」など

の国内法が整備された後、日本は平成２６年１月２０日に「障害者の権利に関する条

約（障害者権利条約）」を批准しました。この条約は、障害者の人権や基本的自由の

享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現する

ための措置等を規定しています。このことにより、日本において、障害者の権利の実

現に向けた取組が一層強化され、人権尊重についての国際協力が促進されることとな

ります。 

 

８ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」が平成２５年

６月に成立しました。（平成２６年４月施行 一部平成２８年４月施行） 

精神障害のある人の医療に関する指針の策定、保護者制度の廃止、医療保護入院に

おける入院手続等の見直し等が行われ、精神障害のある人の地域生活への移行を促進

することとなりました。 

 

９ 「難病の患者に対する医療等に関する法律」の成立・施行 

 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく

措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費

税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立する他、

基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ず

るため、「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成２６年５月に成立しまし

た。（平成２７年１月施行） 
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１０ 第３次障害者基本計画の策定 

国の障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本計画である「第

３次障害者基本計画」が平成２５年９月に定められ、障害者基本法に基づき、共生社

会の実現に向け、障害のある人を社会参加の主体として捉え、自己実現できるよう支

援するとともに、社会的障壁を除去するための障害者施策の基本的な方向が定められ

ました。 

 

このような障害者施策に関する様々な状況の変化を踏まえ、今回、「第２期岡山県

障害者計画」を見直し、平成３２年度を目標年度とした「第３期岡山県障害者計画（仮

称）」を策定することといたしました。 

 

Ⅱ 計画の性格及び位置付け                 
 

ア この計画は、障害者基本法第１１条第２項に規定する「都道府県における障害者の

ための施策に関する基本的な計画」（都道府県障害者計画）として策定するものであり、

県の障害のある人のための施策の推進に当たっての基本的な考え方を示して、今後の

障害のある人のための施策の総合的な推進を図ろうとするものです。 

 

イ 改定にあたっては、平成２５年度に策定された国の「第３次障害者基本計画」を基

本として、本県の総合的計画「晴れの国おかやま生き活きプラン」を踏まえたものと

なっており、関連する他の県計画との整合性も図っています。  

また、昨年度、障害のある人を対象に実施したアンケート、及び今年度、一般県民

を対象に実施したアンケートの結果も踏まえて、障害のある人の現状や障害者団体の

意見を反映し、岡山県障害者施策推進審議会や県議会に諮りながら策定します。  

 

ウ この計画は、県全体の障害のある人のための施策の基本的方向を示すものであり、

障害者基本法第１１条第３項の規定に基づく市町村障害者計画策定に当たっての基

本となるものです。 

 

エ 障害福祉サービス等の円滑な提供を確保するため、障害者総合支援法第８９条第１

項の規定に基づいて平成２７年３月に策定した「第４期岡山県障害福祉計画」を、こ

の計画の生活支援に関する実施計画として位置付け、両計画が相まって、障害のある

人のための施策の一層の推進を図ろうとするものです。 

 

オ 県が直接取り組む施策・事業のみならず、岡山県の障害のある人の福祉の向上に寄

与するために、県民、民間事業者、市町村、国等が取り組む施策・事業についても必

要に応じて盛り込んでいます。 
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カ 本計画の全体構成は、各分野の施策の展開について、現状と課題を分析し、重点

施策と主要事業を記載します。また、第３章として、分野別施策ごとに事業一覧を

作成し、施策の全体像を分かりやすくするともに、計画の着実な推進を図るため、

新たに「数値目標」を加えます。  

  ●第１章 総論（基本理念・施策の体系等） 

●第２章 施策の展開（現状と課題・重点施策と主要事業）   

●第３章  事業一覧 

●第４章 数値目標  

 

Ⅲ 計画の期間                       

 この計画の期間は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間を対象とします。 

  ただし、障害のある人を取り巻く施策の変化に的確に対応するため、計画期間中であっ

ても、必要に応じて改訂（又は新計画の策定）を行います。 

 

Ⅳ 計画の推進体制                     

  県では、今後、この計画に基づき、障害のある人のための施策の充実を図っていきま

す。また、この計画については、市町村も含め、様々な関係者に周知等を図っていきま

す。また、岡山県障害者施策推進審議会において、この計画に定める内容の進行管理や

検証等を行うとともに、この計画の推進に必要な対策等についても継続的に検討を行っ

ていきます。 

 

Ⅴ 計画の基本理念                     

 全ての県民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのな

い個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会を実現するため、全ての障害のある人に社会参加の機会が確保さ

れること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会におい

て他の人々と共生することを妨げられないこと並びに日常生活又は社会生活を営む上で

障壁となる事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを基本理念と

し、必要な障害福祉サービス等の充実を図っていきます。 

引き続き、重点的な視点として、ノーマライゼーションの考え方に基づき、「岡山県障

害者長期計画」及び「第２期岡山県障害者計画」の基本的な考え方となっている「自立

の支援」・「主体的な選択の尊重」・「地域で共生する社会の実現」の３つを施策体系の柱

とします。 
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（１）自立の支援                               

 ○ 障害のある人が、ライフステージのあらゆる段階において、社会の対等な一員と

して人権を尊重され、その人らしい自立した生活を確保できるよう支援します。 

 ○ 就労、スポーツ、文化活動、レクリエーションなどを通じて、一人ひとりの個性

と可能性を活かすことができるよう、社会参加を促進します。  

  ○ 生活の質（ＱＯＬ）の向上を図るため、福祉・保健・医療・教育・就労などの幅

広い分野において、その人のニーズに応じた総合的かつ継続的なサービスを提供で

きるよう体制づくりを進めます。 

 

（２）主体的な選択の尊重                           

  ○ 障害のある人が、自らの生活を自らの意思で選択・決定し、築いていくという考

え方を尊重し、生活ニーズに応じたサービスを選択できるよう、情報や学習の場と

自己決定を支援する体制の充実を図ります。 

  ○ サービスに対する苦情解決と利用者の権利擁護を推進します。 

 ○ 施策の分野として、新たに「教育・文化芸術活動・スポーツ・国際交流等」を

追加します。 

 

（３）地域で共生する社会の実現                        

 ○ 障害の有無にかかわらず、地域で共生する社会を形成していくため、ノーマライ

ゼーションの理念の普及・啓発と障害のある人本人の意向を尊重した施設等入所

（院）者の地域生活への移行を促進します。 

 ○ 住み慣れた地域で、安心していきいきと生活できるよう、障害の状態やライフス

タイルに応じて、利用することができるサービス基盤の整備を図ります。 

 ○ 安全で快適な生活ができるよう、心・情報・物の障壁を取り除くため、バリアフ

リーのまちづくりを推進します。 

 ○ 施策の分野として、「安全・安心」及び「差別の解消及び権利擁護の推進」を新設

します。 

 ○ 県民すべての参加と協力による計画の推進を図ります。



7 
 

Ⅵ 施策の体系                      

 

ノ 

ー 

マ 

ラ 

イ 

ゼ 

ー 

シ 
ョ 

ン 

の 

実 

現 
 

Ⅰ 啓発・広報・社会参加 
  （１）啓発・広報活動の推進 
  （２）学校教育及び社会教育の充実等 
  （３）ボランティア活動等の推進 

（４）障害のある人の社会参加の促進  

Ⅸ 差別の解消及び権利擁護の推進  
（１）障害を理由とする差別の解消の推進  
（２）権利擁護の推進  
（３）行政機関等における配慮及び障害のある人の理解促進等  

Ⅱ 生活支援 
  （１）相談支援体制の構築 
  （２）在宅サービス等の充実・地域移行の推進 
  （３）サービスの質の向上 
  （４）障害児支援の充実 
  （５）人材の育成・確保 

（６）福祉用具等の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等  

Ⅲ 生活環境 
  （１）障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 
  （２）住宅の確保・生活関連施設のバリアフリー化  
  （３）公共交通機関・移動手段等のバリアフリー化の推進等  

（４）公共的施設等のバリアフリー化の推進  

Ⅳ 教育・文化芸術活動・スポーツ・国際交流等  
  （１）特別支援教育推進のための取組 
 （２）教育環境の整備等   

（３）大学等における障害のある学生への支援 
  （４）障害のある人の文化芸術活動の推進 
 （５）障害者スポーツの振興 

（６）障害のある人等の国際交流の推進  

Ⅴ 雇用・就業、経済的自立の支援 
  （１）障害のある人の雇用の推進 

（２）総合的な就労支援 
（３）一般就労への移行推進 

 （４）障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保  
 （５）福祉的就労の底上げ 
 （６）経済的自立の支援  

Ⅵ 保健・医療 
 （１）保健・医療の充実等 
 （２）精神保健・医療の提供等 
  （３）保健・医療人材の育成・確保 
  （４）難病に関する施策の推進 

（５）障害の原因となる疾病等の予防・早期発見・治療  

Ⅶ 情報アクセシビリティ 
  （１）情報通信における情報アクセシビリティの向上  

（２）情報提供の充実等 
（３）意思疎通支援の充実 
（４）行政情報のバリアフリー化  

Ⅷ 安全・安心  
（１）防災対策の推進  
（２）防犯・交通安全対策の推進  
（３）消費者トラブルの防止及び被害からの救済  

自立の支援  

主体的な選
択の尊重  

地域で共生

する社会の

実現  
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Ⅶ 障害のある人の現状                    

（１）岡山県における障害のある人の現状                        

 本県の障害のある人の数は、岡山県障害者長期計画策定当時から年々増加しており、

平成 27 年 3 月 31 日現在、身体障害、知的障害、精神障害のある人（身体障害者手帳、

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者）の合計は、106,926 人となっています。 

 また、難病患者のうち特定疾患医療受給者証所持者の数は、16,528 人となっています。 

 

●障害のある人の状況                                       （単位：人） 

 

 

 

区 分 

 

 

 

身体障害 

のある人 

知的障害 

のある人 

精神障害 

のある人 

難病患者 

 

身体障害者 

手帳所持者 

 

療育手帳 

所 持 者     

 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

 

（参考） 

厚生労働省 

患者調査 

平成23年度 

特定疾患医療       

受給者証所持者 

特定医療費 

（指定難病）受

給者証所持者 

平成27年3月31日 平成27年3月31日 平成27年3月31日 平成27年3月31日 

       80,429       15,704        10,793   約79,000       16,528 

手帳所持者計                    106,926         － 

 

（２）身体障害のある人の現状                           

 

  身体障害者手帳を所持している人は、平成 27 年 3 月 31 日現在、80,429 人となって

おり、17 年前(平成 9 年度)に比べ 12,577 人(18.5 パーセント)増加しています。 

  等級別にみると、１・２級の人が 22.0 パーセント増加、３・４級の人が 39.7 パー

セント増加しているのに対し、５・６級の人が 24.1 パーセント減少しており、障害の

重度化の傾向がみられます。 

  障害区分別にみると、内部障害のある人の増加が顕著となっており、10,144 人(79.0

パーセント)増加しています。一方、視覚障害のある人は 1,700 人(24.9 パーセント)

減少しています。 

  年齢別にみると、18 歳以上の人は 79,030 人で、12,570 人(18.9 パーセント)増加し

ており、また、全体に占める割合も平成 9 年度の 97.9 パーセントから 98.3 パーセン

トへ増加しています。 
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 ●身体障害者手帳所持者の等級別状況                     （各年度 3 月 31 日現在） 

 

区  分 

 

平成9年度   平成21年度   平成26年度 

 

(人) 

構成比 

(％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H9対比 

(％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H9対比 

(％) 

   １  級 18,302   27.0 25,724   30.6  +40.6 25,196  31.3 +37.7 

   ２  級 12,437   18.3 14,113   16.8  +13.5 12,316 15.3 -1.0 

   ３  級  9,323   13.7 11,199   13.3  +20.1 11,077 13.8 +18.8 

   ４  級 13,778   20.3 20,552   24.5  +49.2 21,200 26.4 +53.9 

   ５  級  7,168   10.6  6,245    7.4  -12.9  5,259 6.5 -26.6 

   ６  級  6,844   10.1  6,181    7.4  - 9.7 5,381 6.7 -21.4 

   合  計 67,852  100.0 84,014  100.0  +23.8 80,429 100 +18.5 

 

 

●身体障害者手帳所持者の障害区分別状況                 （各年度 3 月 31 日現在） 

 

区  分 

 

平成9年度 平成21年度 平成26年度 

 

(人) 

構成比 

(％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H9対比 

(％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H9対比 

(％) 

 視 覚 障 害           6,829   10.1  6,279    7.5  - 8.1 5,129   6.4 -24.9 

 聴覚･平衡機能障害  7,009   10.3  6,881    8.2  - 1.8 6,200   7.7 -11.5 

 音 声 ・ 言 語 障 害             734    1.1    909    1.1  +23.8 882   1.1 +20.2 

 肢 体 不 自 由          40,434   59.6 48,381   57.6  +19.7 45,228  56.2 +11.9 

 内 部 障 害          12,846   18.9 21,564   25.7  +67.9 22,990 28.6 +79.0 

 合 計          67,852  100.0 84,014  100.0  +23.8 80,429  100 +18.5 

 

 

●身体障害者手帳所持者の年齢別状況                 （各年度 3 月 31 日現在） 

  

区  分 

 

平成9年度 平成21年度 平成26年度 

 

(人) 

構成比 

(％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H9対比 

(％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H9対比 

(％) 

 1 8 歳 未 満          1,392   2.1 1,461 1.7 +5.0 1,399   1.7   +0.5 

  18歳以上65歳未満 24,561   36.2 － － － 19,266  24.0 -21.6 

 6 5 歳 以 上         41,899   61.8 － － － 59,764  74.3  +42.6 

 合 計         67,852  100.0 84,014 100.0 +23.8 80,429   100  +18.5 
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●身体障害者手帳所持者の等級別状況（各年度 3 月 31 日現在） 

 

●身体障害者手帳所持者の障害区分別状況（各年度 3 月 31 日現在） 
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●身体障害者手帳所持者の年齢別状況（各年度 3 月 31 日現在） 
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（３）知的障害のある人の現状                         

 

 療育手帳を所持している人は、平成 27 年 3 月 31 日現在、15,704 人となっており、17

年前(平成 9 年度)に比べ 6,873 人(77.8 パーセント)増加しています。 

 等級別にみると、療育手帳Ｂ（中・軽度）の人の占める割合が 65.6 パーセントとなっ

ており、17 年前(平成 9 年度)に比べて 101.5 パーセント増加しています。また、療育手

帳Ａ（重度）の人も 45.3 パーセント増加しています。 

  年齢別にみると、18 歳未満の人は 3,736 人で、全体に占める割合は 23.8 パーセント

ですが、1,921 人(105.8 パーセント)増加しており、18 歳以上の人の伸び(4,952 人、70.6

パーセント）に比べ、増加割合が高くなっています。（なお、平成 27 年 3 月 31 日現在の

65 歳以上の人は全体の 8.6 パーセントですが、平成 9 年度から 17 年間で 233.7 パーセ

ント増加しており、高齢化の傾向が現れています。） 

 

 ●療育手帳所持者の等級別状況                        （各年度 3 月 31 日現在） 

 

区  分 

 

平成9年度 平成21年度 平成26年度 

 

(人) 

構成比 

(％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H9対比 

(％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H9対比 

(％) 

  療育手帳Ａ  3,720   42.1  5,001   38.0  +34.4 5,404  34.4  +45.3 

    療育手帳Ｂ  5,111   57.9  8,169   62.0  +59.8 10,300  65.6 +101.5 

  合   計  8,831  100.0 13,170  100.0  +49.1 15,704   100  +77.8 

  

●療育手帳所持者の年齢別状況                        （各年度 3 月 31 日現在） 

  

区  分 

 

平成9年度 平成21年度 平成26年度 

 

(人) 

構成比 

(％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H9対比 

(％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H9対比 

(％) 

 1 8 歳 未 満          1,815   20.5 3,068 23.3 +69.0  3,736  23.8 +105.8 

  18歳以上65歳未満  6,613   74.9 9,152 69.5 +38.4 10,623  67.6 +60.6 

 6 5 歳 以 上            403    4.6 950 7.2 +135.7  1,345   8.6 +233.7 

 合 計          8,831  100.0 13,170 100.0 +49.1 15,704   100 +77.8 
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●療育手帳所持者の等級別状況（各年度 3 月 31 日現在） 

 
 

●療育手帳所持者の年齢別状況（各年度 3 月 31 日現在） 
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（４）精神障害のある人の現状                           

精神障害者保健福祉手帳を所持している人は、平成 27 年 3 月 31 日現在、10,793 人と

なっており、９年前(平成 17 年度)に比べ 6,158 人(132.9 パーセント)増加しています。 

 等級別にみると、２級の占める割合が 68.8 パーセントとなっています。また、９年前

と比べると、３級の人が 1,399 人(260 パーセント)増加しています。 

 

 ●精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別状況（各年度 3 月 31 日現在） 

 

区  分 

 

平成17年度 平成21年度    平成 26 年度 

 

(人) 

構成比

  (％) 

 

(人) 

構成比 

(％) 

H17対比 

(％) 

 

（人） 

構成比 

(％) 

H17対比 

(％) 

   １  級  1,025   22.1 1,186   16.9   +15.7 1,426 13.2 +39.1 

   ２  級  3,072   66.3 5,146   73.4   +67.5 7,430 68.8 +141.9 

   ３  級    538   11.6   676    9.7   +15.6 1,937 18.0 +260.0 

     合  計  4,635  100.0 7,008  100.0   +51.2 10,793 100.0 +132.9 

 

●精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別状況（各年度 3 月 31 日現在） 

 

 

なお、発達障害のある人については、平成 22 年 12 月の障害者自立支援法（現

在の障害者総合支援法）の改正により、精神障害のある人に位置付けられ、法に

基づくサービス等の対象となることが明確化されました。（発達障害のある人には、

固有の手帳制度や包括的な調査等がないことから、正確な実態は把握できていま

せんが、精神障害者保健福祉手帳を所持している人や患者調査における「その他

の精神及び行動の障害」の区分のうちには、発達障害のある人が含まれます。）  
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●厚生労働省の患者調査に基づく精神疾患のある患者の推計値 

  （第 4 期岡山県障害福祉計画より抜粋） 

  平成 23 年患者調査を基に県内の患者を推計すると約 79,000 人となります。 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

区 分 平成 23 年 

血管性及び詳細不明の認知症        3,000 

その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害 1,000 

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害       13,000 

気分「感情」障害（そううつ病を含む）       26,000 

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害       14,000 

その他の精神及び行動の障害       10,000 

アルツハイマー病        8,000 

てんかん        4,000 

                 精 神 疾 患 計       79,000 



16 
 

（５）難病患者の現状                                

難病は平成 26 年 12 月 31 日まで特定疾患治療研究事業として、５６疾患を対象として「特

定疾患医療受給者証」を交付していました。 

なお、平成 27 年１月から、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく新たな制度が

始まり、対象疾病が 56 から 110 に拡大され、指定難病患者には「特定医療費（指定難病）受

給者証」が交付されています。また、平成 27 年７月から対象疾病が 306 にさらに拡大されま

した。（なお、障害者総合支援法における対象疾病は、平成 27 年 7 月より 332 に拡大されま

した。） 

 

 ●「特定疾患医療受給者証所持者」・｢特定医療費(指定難病)受給者証所持者」の状況  

（各年度 3 月 31 日現在） 

 

疾 患 名 

 

 

 

適用 

年月 

 

 平成9年度 

 

 

（人） 

平成21年度 平成26年度 

 

 

（人） 

 

Ｈ9対比 

（％） 

 

 

（人） 

 

Ｈ9対比 

（％） 

1. ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病 

2．多発性硬化症 

3．重症筋無力症 

4．全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ 

5．ｽﾓﾝ 

6．再生不良性貧血 

7．ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ 

8．筋萎縮性側索硬化症 

9．強皮症・皮膚筋炎、

多発性筋炎 

10.特発性血小板減少性

紫斑病 

11．結節性動脈周囲炎 

12．潰瘍性大腸炎 

13．大動脈炎症候群 

14．ﾋﾞｭﾙｶﾞｰ病 

15．天疱瘡 

16．脊髄小脳変性症 

17．ｸﾛｰﾝ病 

18．難治性の肝炎のうち

劇症肝炎 

19．悪性関節ﾘｭｳﾏﾁ 

20．ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病関連疾患 

S47.4 

S48.4 

S47.4 

  〃 

  〃 

S48.4 

S49.10 

  〃 

  〃 

 

  〃 

 

S50.10 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

S51.10 

  〃 

  〃 

 

S52.10 

S53.10  

 

325 

117 

186 

691 

161 

174 

286 

92 

557 

 

490 

 

60 

940 

86 

214 

81 

260 

325 

26 

 

84 

905 

309 

187 

326 

841 

192 

160 

303 

131 

803 

 

391 

 

195 

1,977 

99 

160 

82 

396 

581 

3 

 

69 

2,220 

-4.9 

+59.8 

   +75.3   

+21.7   

+19.3    

-8.0    

+5.9   

+42.4 

+44.2 

 

-20.2 

 

+225.0 

+110.3 

+15.1 

-25.2 

+1.2 

+52.3 

+78.8 

-88.5 

 

-17.9 

+145.3 

329 

252 

374 

901 

159 

186 

425 

135 

889 

 

437 

 

253 

2,668 

113 

132 

90 

400 

715 

－ 

 

60 

2,605 

 

+1.2 

+115.4 

+101.1 

+30.4 

-1.2 

+6.9 

+48.6 

+46.7 

+59.6 

 

-10.8 

 

+321.7 

+183.8 

+31.4 

-38.3 

+11.1 

+53.8 

+120.0 

-100.0 

 

-28.6 

+187.8 
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疾 患 名 

 

 

 

適用 

年月 

 

 平成9年度 

 

 

（人） 

平成21年度 平成26年度 

 

 

（人） 

 

Ｈ9対比 

（％） 

 

 

（人） 

 

Ｈ9対比 

（％） 

21．ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽ 

22．後縦靱帯骨化症 

23．ﾊﾝﾁﾝﾄﾝ病 

24．ﾓﾔﾓﾔ病(ｳｲﾘｽ動脈輪

閉塞症) 

25．ｳｪｹﾞﾅｰ肉芽腫症 

26．特発性拡張型 

（うっ血型）心筋症 

27．多系統萎縮症 

28．表皮水疱症(接合部

型及び栄養障害型） 

29．膿疱性乾癬 

30．広範脊柱管狭窄症 

31．原発性胆汁性肝硬変 

32．重症急性膵炎 

33．特発性大腿骨頭壊死

症 

34．混合性結合組織病 

35．原発性免疫不全症候

群 

36．特発性間質性肺炎 

37．網膜色素変性症 

38．プリオン病 

39．肺動脈性肺高血圧症 

40．神経線維腫症 

41．亜急性硬化性全脳炎 

42．ﾊﾞｯﾄﾞ･ｷｱﾘ症候群 

43．慢性血栓塞栓性肺高

血圧症 

44．ﾗｲｿｿﾞｰﾑ病 

（ﾌｧﾌﾞﾘｰ病を含む） 

45．副腎白質ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ 

S54.10 

S55.12 

S56.10 

S57.10 

 

S59.10 

S60.1 

 

S61.1 

S62.1 

 

S63.1 

S64.1 

H2.1 

H3.1 

H4.1 

 

H5.1 

H6.1 

 

H7.1 

H8.1 

H14.6 

H10.1 

H10.5 

H10.12 

  〃 

  〃 

 

H13.5 

 

H12.4 

21 

639 

20 

121 

 

9 

202 

 

5 

7 

 

21 

97 

227 

34 

184 

 

        66 

        15 

 

        31 

       232 

         4 

      2 

  

      

 

 

 

 

 

 

  25 

   806 

    15 

   269 

 

    33 

   557 

    

   207 

     4 

 

    28 

   183 

   424 

    29 

   384 

   

   140 

    21 

       

    99 

   370 

     9 

   32 

   51 

     5 

     7 

    20 

       

   10 

      

8 

+19.0 

   +26.1 

   -25.0 

  +122.3 

 

  +266.7 

  +175.7 

 

+4,040.0 

   -42.9 

 

   +33.3 

   +88.7 

   +86.8 

   -14.7 

  +108.7 

 

  +112.1 

   +40.0 

 

  +219.4 

   +59.5 

  +125.0 

+1,500.0 

  40 

931 

20 

331 

 

53 

746 

 

231 

5 

 

28 

213 

570 

24 

410 

 

147 

23 

 

170 

393 

3 

50 

76 

4 

7 

56 

 

15 

 

9 

   +90.5 

+45.7 

0.0 

+173.6 

 

+488.9 

+269.3 

 

+4,520.0 

-28.6 

 

+33.3 

+119.6 

+151.1 

-29.4 

+122.8 

 

+122.7 

+53.3 

 

+448.4 

+69.4 

-25.0 

+2,400 
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疾 患 名 

 

 

 

適用 

年月 

 

 平成9年度 

 

 

（人） 

平成21年度 平成26年度 

 

 

（人） 

 

Ｈ9対比 

（％） 

 

 

（人） 

 

Ｈ9対比 

（％） 

46．家族性高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血

症（ﾎﾓ接合体） 

47．脊髄性筋萎縮症 

48．球脊髄性筋萎縮症 

49．慢性炎症性脱髄性多

発神経炎 

50．肥大型心筋症 

51．拘束型心筋症 

52．ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ病 

53．ﾘﾝﾊﾟ脈管筋腫症  

（LAM） 

54．重症多形滲出性紅斑

（急性期） 

55．黄色靱帯骨化症 

56．間脳下垂体機能障害 

H21.10 

 

 〃 

  〃 

  〃 

 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

 

  〃 

 

  〃 

  〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

8 

20 

 

11 

－ 

2 

2 

 

1 

 

5 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

20 

21 

81 

 

90 

－ 

20 

13 

 

1 

 

84 

363     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 7,997 13,352 ＋167.0 16,375 +204.8 

 

●特定疾患医療受給者証所持者の状況(各年度 3 月 31 日現在) 
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疾 患 名 

 

 

 

適用 

年月 

  

 平成9年度 

 

 

（人） 

平成21年度 平成26年度 

 

 

（人） 

 

Ｈ9対比 

（％） 

 

 

（人） 

 

Ｈ9対比 

（％） 

4.原発性側索硬化症 

9.神経有棘赤血球症 

10.ｼｬﾙｺｰ・ﾏﾘｰ・ﾄｩｰｽ病 

12.先天性筋無力症候群 

15.封入体筋炎 

16.ｸﾛｳ・深瀬症候群 

25.進行性多巣性白質脳 

 症 

26.HTLV-1関連脊髄症 

27.特発性基底核石灰化 

 症 

29.ｳﾙﾘｯﾋ病 

30.遠位型ﾐｵﾊﾟﾁｰ 

31.ﾍﾞｽﾚﾑﾐｵﾊﾟﾁｰ 

32.自己貪食空胞性ﾐｵﾊﾟ 

 ﾁｰ 

33.ｼｭﾜﾙﾂ･ﾔﾝﾍﾟﾙ症候群 

41.巨細胞性動脈炎 

45.好酸球性多発血管炎 

 性肉芽腫症 

48.原発性抗ﾘﾝ脂質抗体 

 症候群 

53.ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群 

54.成人ｽﾁﾙ病 

55.再発性多発軟骨炎 

61.自己免疫性溶血性貧 

 血 

62.発作性夜間ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ 

 尿症 

64.血栓性血小板減少性 

 紫斑病 

66.IgA腎症 

67.多発性嚢胞腎 

H27.1 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

 〃 

 〃 

 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

 〃 

 〃 

 〃 

 

 〃 

  

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

 〃 

  

 〃 

  

 〃 

 〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    － 

  － 

  － 

  － 

    2 

     3 

     － 

 

     2 

     － 

 

     － 

     1 

     － 

   － 

      

     － 

     － 

    12 

 

     － 

 

    28 

     4 

     2 

     4 

  

     － 

 

     － 

 

     46 

     31 

 

【Ｈ２７．１月から新たに追加指定された疾病名・人数】    （H27.3.31 時点） 
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80.甲状腺ﾎﾙﾓﾝ不応症 

81.先天性副腎皮質酵素 

 欠損症 

82.先天性副腎低形成症 

83.ｱｼﾞｿﾝ病 

92.突発性門脈圧亢進症 

94.原発性硬化性胆管炎 

95.自己免疫性肝炎 

98.好酸球性消化管疾患 

99.慢性特発性偽性腸閉 

 塞症 

100.巨大膀胱短小結腸 

 腸管蠕動不全症 

101.腸管神経節細胞僅 

 少症 

102.ﾙﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ･ﾃｲﾋﾞ症 

 候群 

103.CFC症候群 

104.ｺｽﾃﾛ症候群 

105.ﾁｬｰｼﾞ症候群 

106.ｸﾘｵﾋﾟﾘﾝ関連周期熱 

 症候群 

107.全身型若年性特発 

 性関節炎 

108.TNF受容体関連周期 

 性症候群 

109.非典型溶血性尿毒 

 症症候群 

110.ﾌﾞﾗｳ症候群 

 

〃 

〃 

 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

 〃 

 

 〃

  

 〃 

 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

 〃 

 

 〃 

 

 〃 

 

 〃 

       － 

     4 

 

    － 

     1 

    － 

     2 

     9 

     1 

    － 

 

    － 

 

    － 

 

    － 

 

    － 

    － 

    － 

     1 

 

    － 

   

    － 

 

    － 

 

    － 

 

計    153  

  ※疾病番号は H27.1 月からの指定難病における番号 
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（６）本計画における障害のある人（障害者）の定義               

この計画の対象者は、障害者基本法第２条の規定に基づき、身体障害、知的障害、精神障

害（発達障害を含みます。）その他の心身の機能の障害がある人であって、障害及び社会的

障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人とします。 

 なお、第２章「施策の展開」以降の具体的事業の対象となる障害のある人（障害者）に

ついては、それぞれの事業の根拠となる法令等の規定により、その範囲が定められます。  

 

【障害者基本法第２条抜粋】 

１ 障害者  

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下

「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活

又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  

 

２ 社会的障壁 

障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会におけ

る事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。  
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Ⅷ 障害保健福祉圏域の設定                 

 現在の障害福祉は、障害のある人に身近な行政である市町村が、障害のある人のニーズを

的確に把握した上で、主体的に取り組んでいくことが基本となっていますが、複数の市町村

による広域的な取組が必要な場合もあります。 

 これまで、本県では、「備前」・「備中」・「美作」の３つの障害保健福祉圏域を設定し、広域

的なサービス提供網の構築を図ってきました。また、「岡山県保健医療計画」の二次医療圏等

が５圏域に分かれていること等を考慮して、備中圏域に「倉敷・井笠サブ圏域」と「高梁・

新見サブ圏域」を、美作圏域に「真庭サブ圏域」と「津山・勝英サブ圏域」を設定していま

した。 

 一方、障害福祉サービス等の必要見込み量の確保を図っていくための単位である「区域」(障

害者総合支援法第８９条第２項第２号)については、平成２７年３月に策定した第４期岡山県

障害福祉計画において、入所系サービス以外の区域を、サブ圏域を含めた障害保健福祉圏域

（５圏域）を基に、５区域に設定しました。 

こうした状況の中で、本計画の改定にあたり、岡山県障害福祉計画の「区域」との整合性

をはかるとともに、長期的にも地域に密着した障害福祉施策を推進するため、従来までのサ

ブ圏域であった「倉敷・井笠サブ圏域」と「高梁・新見サブ圏域」、及び、「真庭サブ圏域」

と「津山・勝英サブ圏域」を「圏域」とし、「備前圏域」と併せて５圏域とします。 

【従来までの障害保健福祉圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備前圏域 

 備中圏域 

 美作圏域 

 津山･勝英圏域 

（サブ圏域） 

 真庭圏域 

（サブ圏域） 

 高梁･新見圏域

（サブ圏域） 

 倉敷･井笠圏域

（サブ圏域） 
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【改訂後の障害保健福祉圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   圏  域  名            構  成  市  町  村 

備前圏域 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 

倉敷・井笠圏域 倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 

高梁・新見圏域 高梁市、新見市 

真庭圏域 真庭市、新庄村 

津山・勝英圏域 津山市、美作市、鏡野町、久米南町、美咲町、勝央町、奈義町、西粟倉村 

 

 

津山・勝英圏域 

高梁・新見圏域 

備前圏域 倉敷・井笠圏域 

真庭圏域 
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第２章 施策の展開 

Ⅰ 啓発・広報・社会参加                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状と課題＞  

【障害や障害のある人に関する理解】 

● 障害及び障害のある人に関する県民の正しい理解を普及するための啓発活動をより一層

進めていく必要があります。 

 

●  障害のある・なしに関わらず、誰もが社会の一員としてお互いを尊重し、支え合って

暮らすことを目指す「ノーマライゼーション」という考え方を引き続き、広く県民に啓

発していく必要があります。 

 

● 障害のある人に対して、障害を理由とする偏見や差別の解消に向けて、引き続き、啓

発活動を進めていく必要があります。 

 

● 発達障害者支援法では、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習

障害（ＬＤ）や注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）などの発達障害のある本人やその家族

に対する支援が求められており、引き続き、発達障害についての県民の理解を促進して

いく必要があります。 

 

● 平成２５年６月に、「障害者差別解消法」が制定され（平成２８年４月施行）、障害を

理由とする不当な差別や、障害のある人にとって必要な合理的配慮の不提供は禁止され

ます。こうした制度の周知や、不当な差別の解消に向けて、県民に広く啓発していく必

要があります。 

 

 

＜基本的な考え方＞ 

障害のある人もない人も共に生活し活動できる社会の実現のためには、障害の
ある人の置かれた環境を十分に理解することによって障壁（バリア）を取りはら
う「心のバリアフリー」が重要です。障害や障害のある人についての県民の理解
と関心を高めるため、各種啓発活動や学校・社会教育、ボランティア活動等の実
施を推進します。 

また、障害のある人と障害のない人との交流・学習等を通して、障害のない人
にとっては、障害のある人の心に触れることで積極的な態度を養うとともに、社
会貢献意識の醸成を図っていきます。また、本計画で定める各分野の施策と一体
となった啓発活動やボランティア活動を実施することによって、県民が興味や関
心を持てる分野で参加しやすい交流機会を提供し、障害のある人もない人も一緒
に暮らせる共生の社会づくりと、一層のノーマライゼーションの推進を図ります。 
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●身体障害のある人の状況 

身体障害者手帳を所持している人は、平成２７年３月３１日現在で８０，４２９人と

なっており、平成２１年度からの５年間で４．３％減少しています。 

障害区分別にみると、内部障害の手帳所持者の増加が大きく、同じく６．６％増となっ

ています。 

 

●知的障害のある人の状況  

療育手帳を所持している人は年々増加しており、平成２７年３月３１日現在で１５，

７０４人となっており、平成２１年度からの５年間で１９．２％増加しています。等級

別にみると、療育手帳Ｂ（中・軽度）の所持者の増加が大きく、同じく２６．１％増と

なっています。 

 

●精神障害のある人の状況  

精神障害者保健福祉手帳を所持している人は年々増加しており、平成２７年３月３１

日現在で１０，７９３人と、平成２１年度の７，００８人から５年間で５４．０％増加

しています。等級別にみると、３級の所持者の増加が著しく、６７６人から１，９３７

人と２８６．５％増となっています。なお、発達障害のある人については、平成２２年

１２月の障害者自立支援法（現在の障害者総合支援法）の改正により、精神障害のある

人に位置付けられ、法に基づくサービス等の対象となることが明確化されました。 

しかし、発達障害は、はっきりと診断や判定することが難しいため、発達障害のある

人の正確な人数は把握できていないのが現状です。 

 

●難病の人の状況  

平成２５年４月から障害者総合支援法に定める障害児・者の範囲に難病患者が加えられ、

障害福祉サービス等の対象となりました。この時の難病等の範囲は、当面の措置として、

難病患者等居宅生活支援事業の対象疾病と同じ範囲（１３０疾病）とされていましたが、

新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、平成２７年

１月（１５１疾病）、７月（３３２疾病）と更に対象疾病が拡大されました。 

 

●障害のある人に対する差別の有無 

第３期岡山県障害者計画（仮称）の策定にあたって、平成２７年度に一般県民を対象

に県民意識調査（以下、「県民アンケート調査」）を行いました。県民アンケート調査で

は、「あなたは、世の中には障害のある人に対して、障害を理由とする偏見や差別があ

ると思いますか。」という問いに対して、「あると思う」と答えた人が４８．７％、「少

しはあると思う」と答えた人が３７．１％となっており、８割強の人が偏見や差別が「あ

る」又は「少しはある」と思っています。年齢別で見ると、偏見や差別が「ある」又は

「少しはある」と回答した人の割合が、２０代：９３．６％、３０代：１００％と、全

世代平均（８５．８％）より高くなっています。 

 

 



26 
 

●障害者差別解消法の認知度 

県民アンケート調査では、国では、平成２５年６月、全ての国民が、障害の有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害者差別解消

法」を制定し、平成２８年４月から施行することとしていますが、「あなたはこのこと

を知っていますか。」という問いに対して、「知らない」７７．３％、と回答した人が最

も多く、「詳しい内容は知らないが、法律ができたことは聞いたことがある」１５．１％

「法律の内容も含めて知っている」２．１％、「わからない」３．７％となっています。 

 

●「共生社会」又は「ノーマライゼーション」の認知度 

県民アンケート調査では、「あなたは、障害のある・なしにかかわらず、誰もが社会

の一員としてお互いを尊重し、支え合って暮らすことを目指す「共生社会」又は「ノー

マライゼーション」という考え方を知っていますか。」という問いに対しては、「知って

いる」２４．６％、「言葉だけは聞いたことがある」２９．９％、「知らない」４１．５％

となっています。 

 

●「共生社会」又は「ノーマライゼーション」についての考え 

県民アンケート調査では、「障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の

生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であ

る」という考え方について、どう思いますか。」という問いに対しては、「そう思う」   

４７．８％、「どちらかといえばそう思う」３１．８％と肯定意見が７９．６％、一方

「そう思わない」２．１％、「どちらかといえばそう思わない」０．９％と否定意見が

３．０％、「一概にいえない」が９．０％となっています。 

 

●障害のある人との交流 

県民アンケート調査では、「障害者週間を中心とした障害のある人に対する理解を深め

るための行事や催しに参加してみたいと思いますか」との問いに対し、「ぜひ参加したい」

３．７％、「機会があれば参加したい」５５．９％と、約６割の人が「ぜひ参加したい」

又は「機会があれば参加したい」と回答しています。 

 

●発達障害についての社会の理解 

県民アンケート調査では、「発達障害について社会の理解は深まっていると思いますか」

という問いに対して、「深まっていると思う」５．６％、「どちらかといえば深まってい

ると思う」３４．１％と肯定意見が３９．７％であったのに対し、「どちらかといえば深

まっているとは思わない」１７．２％、「深まっているとは思わない」１７．９％と否定

意見も３５．１％あります。 

（平成２２年度に、同じ問いを県民アンケートにて実施しましたが、その時は、肯定意見

が３６．５％、否定意見が４３．８％と、否定意見が肯定意見を上回っていました。） 
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【学校教育及び社会教育の充実】 

● 県民アンケートでは、障害のある人との交流の有無について、「障害のある人と気軽に話

したり、障害のある人の手助けをしたことがありますか」との問いに対して、「ある」６７．

１％、「ない」２８．５％となっていますが、「ない」理由として、「たまたま機会がなかっ

たから」が６１．８％と最も多くなっています。 

 

● 障害のある人を対象にしたアンケート（平成２６年度実施）では、障害があることで差

別や嫌な思いをする（した）ことの有無は、全体では「ない」が４１．７％と最も高く、

次いで「ある」（２５．４％）、「少しある」（２３．５％）となっています。障害別にみる

と、知的障害のある人、精神障害のある人（在宅者）、発達障害のある人は「ある（「ある」

と「少しある」の合計）」が「ない」を上回っています。 

 

● また、障害のある人を対象としたアンケートでは、「あなたは、どのような目的で外出す

ることが多いですか。」という問いに対して、全体では「買い物に行く」が６７．６％と最

も高く、次いで「医療機関への受診」（５２．６％）、「通勤・通学・通所」（３０．１％）、

「散歩に行く」（２６．６％）、「趣味やスポーツをする」（２５．０％）、「友人・知人に会

う」（２４．５％）となっており、新たな交流の場として、さまざまな行事や活動の機会を

創設することが求められています。 

 

● 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との「交流及び共同学習」を積極的に推進し、

相互理解の促進を図っていく必要があります（障害者基本法第１６条）。このことを通じて、

障害のある児童生徒の体験を広げ、積極的な態度を養い、社会性や人間性を育んでいく必

要があります。また、障害のない児童にとっては、早くから障害のある人の心に触れるこ

とでボランティアへの参加意欲や社会参加意識の醸成を図ることができます。 
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● 保健福祉施設等でのふれあい・介護体験等は、施設に入所・通所している障害のある人

への理解を深め、お互いが交流を進める上で重要な体験となるので、さらに推進していく

必要があります。 

 

【ボランティア活動の推進】 

● 保健福祉施設等でのふれあい・介護体験等は、施設に入所・通所している障害のある人

への理解を深め、お互いが交流を進める上で重要な体験となるので、さらに推進していく

必要があります。 

 

● 多様化する障害や地域福祉ニーズに対応するためには、ボランティアやＮＰＯ等、自発

的、主体的な地域住民と協働して、地域に密着した障害福祉サービスを提供することが不

可欠となっています。特に、今後、地域移行、一般就労が進んでいく中で、在宅福祉サー

ビス等において、ボランティア等による自発的な取組が大きな役割を果たすようになって

きています。 

 

● 障害のある人の意思の伝達、情報の確保など生活を多面的に支えるボランティア活動は、

次第に広がってきており、県民の関心は高まってきていますが、ボランティア活動に参加

したいという気持ちがあっても、きっかけがなく参加に結びつかない方もいます。そのよ

うな方々を参加に結びつける機会の提供が求められています。 

 

● また、子どもや学生の頃から、ボランティア活動や交流体験を通して、「障害」や「障害

のある人」に関わりふれあうことで、人生を通して、障害のある人への理解や共感につな

がるよう様々な機会の提供等に努める必要があります。 

 

● 高齢期の障害のある人は、一般の人に比べて健康管理が難しくなる傾向があり、そのた

め在宅診療の充実を図りつつ、医療と介護の連携を進めながら、ボランティア等の地域資

源を活用した支援体制を構築することも必要となっています。 

 

● 障害のある人が、住み慣れた地域で生活を営むためには、公的な在宅福祉サービスの充

実とともに、ボランティア等、地域の住民相互の助け合いによる地域福祉活動を一層推進

することが重要です。 

 

● 小学校、中学校、高等学校における福祉ボランティア活動を周知・充実・普及させてい

くためには、障害や障害のある人に関する学習、共感の意識醸成による「思いやりの心」

を醸成し、ボランティア活動の種類や内容、体験できる場所や施設の紹介等、情報提供等

を行っていく必要があります。 
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● ボランティア活動を行う団体が、地域団体、ＮＰＯ法人、各種団体等多岐に渡るため、

岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センターが中心となって連携して、取り組んでいく

必要があります。 

 

【障害のある人の社会参画の促進】 

● 障害のある人が、地域社会の一員として安心して地域で生活できるように、地域の行事

や活動への積極的な参加を促していく必要があります。地域で催される運動会、文化祭、

祭りなどへの地域住民の参加を促進していく必要があります。 

 

● 障害のある人の地域移行が進む中、地域の中で自立した生活を送るためには、地域住民

との関わりがますます重要になっており、障害のある人の社会参加について、理解と関心

を求めていく必要があります。 

 

＜重要施策と主要事業＞ 

１ 啓発・広報活動の推進 

障害のある人や障害についての県民の理解と関心を高め、障害者基本法及び本計画の目的

等に関する理解の促進を図るため、行政、一般県民、企業、民間団体、マスメディア等の

多様な主体との連携による幅広い啓発・広報活動を計画的かつ効果的に推進します。 

 障害者週間（毎年１２月３日から９日まで）における各種行事等、様々な機会を通して、

障害のある人、障害のない人、ボランティア参加者、学生など幅広い層の参加による啓発

活動を実施するとともに、障害のある人の就労に向けた啓発を関係機関と連携して推進し

ていきます。 

 障害のある人が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について、県民

の理解を深め、誰もが障害のある人等に自然に手助けすることのできる「心のバリアフ

リー」・「福祉のまちづくり」を推進します。また、本計画で定める分野別施策と一体となっ

た啓発活動を実施することによって、県民が興味や関心を持てる分野に参加しやすい機会

を提供し、障害のある人もない人も一緒に活動し暮らすことのできる共生社会の実現と

ノーマライゼーションの推進を図ります。 

 

（１）「心のバリアフリー」・「福祉のまちづくり」の推進             

（障害福祉課） 

障害のある人の体験や、障害のある人と障害のない人の交流を推進し、障害のある人が

障害のない人と同じように生活するための必要な配慮や、障害のある人への自然な手助け

を誰もが行うことのできるよう「心のバリアフリー」及び「福祉のまちづくり」を推進し

ます。 
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（２）様々な啓発・広報活動の推進                       

（障害福祉課、公聴広報課、医薬安全課、健康推進課、教育庁特別支援教育課・人権教育課） 

 ①様々な啓発・広報活動 

 障害者週間（１２月３日～９日）や知的障害者福祉月間（９月）、精神保健福祉普及運

動（１０月）、発達障害啓発週間（４月２日～８日）等での啓発・広報活動を推進し、障

害のある人に対する理解や関心の推進や、障害のある人の社会参加を促進します。 

また、広報誌やテレビ・ラジオ・新聞など様々な広報媒体を活用するとともに、街頭キャ

ンペーンや体験作文・ポスター、各種行事等の展開により積極的に県民の理解を促進します。 

 

②インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人

もない人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 

本計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携によ

る就労支援、観光・まちづくり、国際交流等）と啓発活動とを一体的、横断的に実施する

ことで、多くの一般県民が障害のある人との交流・参加しやすい機会を提供し、施策と啓

発の相乗効果等も創出していきます。 

また、学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れながら、

興味や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、相互

理解を深めていきます。 

 

③あいサポート運動の紹介 

様々な啓発活動等の一環で、あいサポート運動を紹介していきます。 

【参考】あいサポート運動 
鳥取県が平成２１年に創設した「県民が、多様な障がいの特性の理解に努め、障がいの

ある人に温かく接するとともに、障がいのある人が困っているときに、ちょっとした手助
けを行う運動」のこと。 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１４９参照】 

●福祉のまちづくりの推進（障害福祉課） 

●おかやま心のバリアフリー普及・促進事業（障害福祉課）  

●心のバリアフリー支援事業（障害福祉課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１４９参照】 

●障害者週間の普及啓発（障害福祉課）  

●心の輪を広げる障害者理解促進事業（障害福祉課）  

●障害のある幼児児童生徒への理解の促進（教育庁特別支援教育課） 

●障害のある人の県庁アートギャラリー（障害福祉課） 
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（３）障害のある人の雇用に向けた啓発の推進                                

（労働雇用政策課、教育庁特別支援教育課、障害福祉課） 

 岡山労働局等と連携しながらの障害のある人の雇用の啓発や、「障害者雇用支援月間」（９

月）等を通して、事業主又は県民に対して障害のある人の雇用の機運醸成を推進するとと

もに、障害のある人の職業的自立を支援するため、国、高齢・障害・求職者雇用支援機構

等と協力して、さまざまな啓発活動を展開します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校教育及び社会教育の充実等 

 県民の障害及び障害のある人に対する理解を促進するための取組を推進します。また、

未来を担う若者を中心に、障害や障害のある人に関わる学習や社会貢献活動を通して、思

いやりや助け合いの心を持った子どもを育てることを目的とした教育を推進します。同時

に様々な障害特性や必要な配慮等に関する理解や共感の促進を図ります。 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５０参照】 

●おかやま心のバリアフリー普及・促進事業（障害福祉課）【再掲】  

●障害のある人の雇用に向けた啓発の推進（労働雇用政策課） 

●月間ポスター原画募集（障害者雇用支援月間）（労働雇用政策課） 

●障害者雇用職場改善好事例募集（障害者雇用支援月間）（労働雇用政策課） 

●障害者雇用に関する全国表彰式の開催（障害者雇用支援月間）（労働雇用政策課） 

●「岡山の就労応援団」の構築や「地域型実習」の推進（教育庁特別支援教育課） 

●「可能性にチャレンジ～特別支援学校技能検定～」の実施（教育庁特別支援教育課） 

●「ジョブマッチング～特別支援学校生徒のためのジョブフェア」の実施 

（教育庁特別支援教育課） 

 

 

●こころをつなぐ作品展・発達障害児支援フォーラム（教育庁特別支援教育課） 

●発達障害のある人への理解を促進するための啓発・広報（障害福祉課）  

●難病のある人への理解を促進するための啓発・広報（医薬安全課） 

●精神障害のある人への理解を促進するための啓発・広報（健康推進課） 

●広報・啓発活動（公聴広報課） 

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）  

●あいサポート運動の紹介（障害福祉課） 
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（１）障害のある人への理解の促進                       

（障害福祉課） 

障害のある人が利用する視覚障害者誘導用ブロックや身体障害者補助犬、障害者用駐車

スペース等に対する理解を促進するとともに、その円滑な利活用に必要な配慮等について

周知を図ります。 

障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマーク等について、関連する事業者等の協

力のもと、県民に対する情報提供を行い、その普及及び理解の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校教育及び社会教育の充実                        

（障害福祉課、教育庁特別支援教育課・義務教育課・高校教育課） 

障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒との相互理解を深めるための交流活

動を一層進めることで、障害のある人に対する理解の促進と適切な対応に努めます。また、

学校等においては、障害及び障害のある人に関わる取組を通して、思いやりや助け合いの

心を持った児童・生徒の育成に努めます。 

さらに、地域社会における障害のある人への理解を促進するため、福祉施設、教育機関

等と地域住民等との日常的交流の一層の拡大を図ります。 

 

①学校における取組の推進 

●交流及び共同学習の推進 

障害のある子どもと、障害のない子どもや地域の人々による交流及び共同学習を行い、

互いを認め合い、尊重し合う心を育てる教育を推進します。 

特別支援学校と地域の小・中学校、高等学校等において、交流及び共同学習等を積極的

に推進することで、特別支援教育や障害のある児童生徒等に対する理解を深めます。 

 

●社会貢献活動の推進 

学校における「総合的な学習の時間」・「特別活動」の活用や、高等学校福祉科等での介

護等体験特別授業、児童生徒のボランティア活動の推進により、児童生徒の社会福祉への

理解と関心を深める機会を提供します。 

県立高等学校等での社会貢献活動の一環で、障害のある人へのボランティア活動等の機

会の提供に努めます。 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５０参照】 

●｢ほっとパーキングおかやま｣ 駐車場利用証制度の推進（障害福祉課）  

●身体障害者補助犬（障害福祉課） 

●視覚障害者誘導用ブロック（障害福祉課）  
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●バリアフリー体験や福祉施設訪問等による体験的学習の実施 

総合的な学習の時間や特別活動等において、車いすやアイマスクなどを用いたバリアフ

リー体験や福祉施設訪問等による体験的な学習を推進します。 

 

●障害のある人等による訪問・課外授業 

障害のある人や支援者などが学校を訪問し、課外授業を実施します。今後、社会との関

わりの中で障害のある人と接する機会が増える高校生及び中学生に対して、障害のある人

について考える機会をつくり、障害のある人に対する理解を促進します。 

 

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人

もない人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 

本計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携による

就労支援、観光・まちづくり、国際交流等）と、啓発活動とを一体的、横断的に実施しま

す。学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れながら、興味

や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、相互理解

を深めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域における社会教育や生涯学習の推進（障害福祉課、教育庁生涯学習課） 

●  地域住民の障害や障害のある人への理解を深めるため、障害福祉サービス事業所等に

よる障害に関する理解を深める研修会や障害のある人との交流会等の事業を推進します。 

 

● 市町村や社会福祉協議会等が、地域で開催する障害福祉に関する各種大会、講座や各

種事業等を通して地域住民の福祉意識の向上を図ります。また、各所において、介護・

福祉に関する生涯学習講座を開催します。 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５０参照】 

●交流及び共同学習の推進（教育庁特別支援教育課） 

●地域との交流活動の推進（障害福祉課） 

●健康の森学園交流促進事業（障害福祉課）  

●社会貢献活動の推進 

（障害福祉課、教育庁特別支援教育課・義務教育課・高校教育課）  

●県立高等学校福祉科等での福祉教育の推進（教育庁特別支援教育課・高校教育課） 

●体験的な学習の実施・障害のある人等による訪問・課外授業  

（障害福祉課、教育庁特別支援教育課・義務教育課・高校教育課） 

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】 
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● 県、市町村、各種団体、福祉施設等が行う文化活動、スポーツ大会、レクリエーショ

ン等の各種行事等を通じて、障害のある人とない人の交流、ふれあいを促進します。ま

た、地域における交流を促進するため、障害福祉サービス事業者、自立支援協議会、特

別支援学校と、地域団体の関係者等が情報を密にし連携を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

３ ボランティア活動等の推進 
障害のある人とない人が一緒に活動する機会をつくり、障害に対する理解や支え合う意

識を広げていくため、障害や障害のある人と関わるボランティア活動を推進します。その

ために、福祉事業者、学校、ＮＰＯ等地域団体が一緒になって地域ぐるみで福祉ボランティ

アを推進する環境づくりを推進するとともに、ボランティアへの参加啓発活動を推進します。 

また、身近な地域で障害福祉サービスを提供することができるよう、専門性等を有した

ボランティアの確保・育成にも努めます。 

 

（１）学生等のボランティア活動の推進                     

（障害福祉課、男女共同参画青少年課、教育庁義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・保健体育

課・生涯学習課） 

●小中学校でのボランティア活動推進 

（障害福祉課、教育庁義務教育課・特別支援教育課） 

小中学校においては、主に学校においてボランティア活動の充実を図ることにより、豊

かな人間性や思いやりの心、規範意識等を育みます。 

一方で、地域の方々と連携したボランティア活動に参加し、地域に根ざした取組を進め

ることで、地域や社会に積極的に貢献しようとする態度の育成を図ります。  

 

●高等学校でのボランティア活動推進 

（障害福祉課、教育庁高校教育課・特別支援教育課・保健体育課・生涯学習課） 

高等学校においては、教育活動や課外活動等を通して、学校内外におけるボランティア

活動を進め、ボランティア活動に臨む精神の涵養や態度の育成を図り、地域社会に積極的

に貢献しようとする心と豊かな人間性を育みます。併せて、障害や障害のある人に関わる

ことで、理解や共感とともに思いやり・助け合いの心の輪を広げ、福祉や地域社会貢献に

関心を持つきっかけとします。 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５１参照】 

●地域における交流（障害福祉課）  

●地域住民の福祉意識の向上（障害福祉課、教育庁生涯学習課） 

●各種レクリエーション活動等を通しての交流（障害福祉課）  

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】 

 



35 
 

また、県立高等学校等での社会貢献活動の一環で、障害のある人を支援するボランティ

ア活動に参加しやすい環境整備や、機会の提供や啓発推進に努めます。 

 

●大学生によるボランティア活動（障害福祉課） 

 大学生の中にはサークルやゼミを通して、自主的に様々な社会貢献活動やボランティア

活動に参加している学生がいます。若者に情報を伝えやすいホームページやフェイスブッ

ク等を活用して、ボランティアや福祉に関する情報を提供するとともに、障害や障害のあ

る人の理解や関心への啓発活動と一体となって、ボランティア活動への参加の促進に努め

ます。また、今まで、ボランティア等に関心が無かった学生の参加の推進にも努めます。 

 

●青少年ボランティア活動の推進 

（障害福祉課、男女共同参画青少年課、教育庁生涯学習課） 

高校生や大学生を中心に、学校の枠を越えて組織された地域単位のボランティア団体や

サークルがあり、まちづくりや社会貢献など様々な活動を行っています。 

こうした学生へも障害や障害のある人に対する興味・関心を呼びかけるとともに、学校

を越え、地域と一体となったボランティア活動参加への一層の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ボランティア活動の推進・人材育成等                    

（障害福祉課、県民生活交通課、男女共同参画青少年課、教育庁特別支援教育課・保健体育課） 
●ボランティア活動の推進（障害福祉課） 

県民総参加のもと、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、各種地域団体などが、障害のある

人等を支え理解するための各種ボランティア活動を実施し、いきいきと活動しながら共生

の社会づくりを進める多参画社会の形成を目指します。 

 

●ボランティア・ＮＰＯ活動の拠点施設の運営（県民生活交通課） 

 ボランティア・ＮＰＯの活動の健全な発展を支援するとともに、ボランティア・ＮＰＯ

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５１参照】 

●小中学校でのボランティア活動推進  

（障害福祉課、教育庁義務教育課・特別支援教育課） 

●高等学校でのボランティア活動推進  

（障害福祉課、教育庁高校教育課・特別支援教育課・保健体育課・生涯学習課） 

●大学生によるボランティア活動推進（障害福祉課）  

●青少年ボランティア活動の推進  

 （障害福祉課、男女共同参画青少年課、教育庁生涯学習課） 

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】  
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をはじめ、広く県民、事業者、行政機関の職員が気軽に集い、情報交換、交流及び連携を

進める場を提供するため、岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センターを運営し、県民

総参加のもと、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、各種団体などが、手を携えて、いきいき

と活動しながら社会・地域づくりを進める多参画社会の形成を目指します。 

 

●フェイスブック等による新たな情報発信（障害福祉課） 

  ホームページやフェイスブック等のＳＮＳの利用等、若者が興味を抱き、情報を入手し

やすい広報手段の活用を検討し、ＮＰＯ団体や地域団体等との連携も含めて、ボランティ

ア情報や交流体験等の情報発信や共有の強化に努めます。 

 

●ボランティア人材の育成・ネットワーク化 

（障害福祉課、男女共同参画青少年課） 

様々なボランティア活動を相互に結びつけ、調整やコーディネートを行い、さらには多

くの人々・団体等を巻き込むリーダーシップを持ったボランティア・リーダーやコーディ

ネーターを養成します。各校や各地域で行われているボランティア活動内容の周知に努め、

ボランティア活動への参加の輪の拡大を図ります。 

青少年に対してボランティア活動の体験や研修、交流の機会を参加しやすい形で提供す

るよう努めます。また、手話・要約筆記・点訳・朗読等、障害の種別や特性に応じて、障

害のある人を支援することのできる専門ボランティアの育成を促進します。 

 

●ボランティア受入体制の整備（障害福祉課） 

 県民が積極的にボランティア活動に参加できるように、障害者施設をはじめとした社会

福祉施設の受入体制の整備に努めます。 

 

●企業等におけるＣＳＲの推進（障害福祉課、教育庁特別支援教育課） 

近年、企業等で実施しているＣＳＲ活動の一環で、障害のある人を支えるボランティア

等を紹介し、企業や地域の人々が積極的に社会貢献活動へ参加することができる気運づく

りや環境づくりを進めるとともに、企業と障害福祉サービス事業者等とが様々な形で協働

できるように取り組むなど、県民の社会参加活動を推進します。 

 また、こうしたＣＳＲ活動を通して、障害や障害のある人への理解を推進し、障害のあ

る人の雇用推進等につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５２参照】 

●ボランティア活動の推進（障害福祉課） 

●ボランティア・ＮＰＯ活動の拠点施設の運営（県民生活交通課） 

●フェイスブック等による新たな情報発信（障害福祉課） 
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４ 障害のある人の社会参加の促進 
障害のある人のくらしと権利の相談事業、障害のある人の広報活動事業や福祉活動推進事

業等により、障害のある人の社会参加の促進に努めます。  
 

●「岡山県障害者社会参加推進センター」による社会参加の推進等（障害福祉課） 

障害のある人の社会参加の拠点として「岡山県障害者社会参加推進センター」を運営し、

障害のある人のくらしと権利の相談事業、障害のある人の広報活動事業や福祉活動推進事

業等により、障害のある人の社会参加の促進に努めます。  

また、障害者団体等と協力しながら各種事業を実施するとともに、市町村が地域の実状

に応じて実施する地域生活支援事業の取組を支援します。 
 

●様々な場面での社会参加の推進（障害福祉課） 

障害のある人の社会参加の促進と、障害のある人に対する理解の促進を図るため、地域

での文化祭、スポーツ大会や各種イベント・レクリエーションなど、障害のある人とない

人が交流する機会の拡大を図ります。 

障害や障害のある人に対する理解の促進を図るため、障害者施設等において、バザーの

開催や地域で企画される各種行事への参加など、地域との交流を促進します。 
 

●特別支援学校における社会参加（教育庁特別支援教育課） 

特別支援学校において、点字学習や手話講座等の開放講座、文化祭や夏祭りの催しなど、

それぞれの学校の特色を生かした地域住民との交流活動を推進し、学校への理解と障害の

ある人に対する理解を促進します。 

●「晴れの国づくり NET」の活用（県民生活交通課） 

●岡山県視覚障害者センターの運営（障害福祉課） 

●岡山県聴覚障害者センターの運営（障害福祉課） 

●高校生地域防災ボランティアリーダー養成事業（教育庁保健体育課） 

●大学生災害ボランティア研修会の開催（県民生活交通課） 

●ボランティア人材の育成・活動のネットワーク化（障害福祉課） 

●盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業（障害福祉課） 

●手話通訳者養成事業（障害福祉課） 

●点訳・朗読奉仕員養成事業（障害福祉課） 

●要約筆記者養成事業（障害福祉課） 

●音声機能障害者発声指導者養成事業（障害福祉課） 

●ボランティア受入体制の整備（障害福祉課） 

●企業等におけるＣＳＲの推進（障害福祉課、教育庁特別支援教育課） 
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●生産創作活動の製作品の普及による社会参加促進（障害福祉課） 

障害のある人が創作的活動を通して作った様々な作品や、福祉施設等での生産活動を通

して障害のある人が作った製品等を、周知・販売することで、障害のある人の社会参画へ

の理解促進に努めます。 
 

●特別支援学校の製作品の普及による社会参加促進（教育庁特別支援教育課） 

特別支援学校高等部等の生徒自らが製作した製品を直接販売し、職業教育等の学習成果

の発表を通じて、高等部生徒の自立と社会参加の意欲を高め、人と接する態度を育てると

ともに、特別支援学校で学ぶ生徒に対する県民や企業の理解の促進を目指します。 
 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５３参照】 

●「岡山県障害者社会参加推進センター」による社会参加の推進等（障害福祉課）  

●様々な場面での社会参加の推進（障害福祉課）  

●特別支援学校における社会参加（教育庁特別支援教育課）  

●生産創作活動の製作品の普及による社会参加（障害福祉課）  

●特別支援学校の製作品の普及による社会参加促進（教育庁特別支援教育課）  

●岡山県視覚障害者センター・聴覚障害者センターの運営（障害福祉課）【再掲】 

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】  

●特別支援学校における地域型実習の促進（教育庁特別支援教育課） 
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Ⅱ 生活支援                         

 

 

 

 

 

＜現状と課題＞  

１ 相談支援体制の構築 

【相談支援体制・サービス利用】 

● 障害のある人を対象としたアンケート（平成２６年６～８月実施）では、障害福祉サー

ビス（全２０）のうち、今後利用したいサービスとして「相談支援」を選択した人の割合

が４３．６％で最も高くなっています。また、障害種別では、「相談支援」を選択した人

の割合は、身体３７．８％、知的５５．６％、精神(入院)４４．６％と最も高い割合となっ

ています。 

 

● このため、障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることの

できるよう、障害種別に対応した総合的な相談支援体制を充実することが必要です。 

 

● 家族と暮らす障害のある人について、情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支

援するとともに、障害のある人同士が行う援助として有効かつ重要な手段である当事者に

よる相談活動の拡充を図る必要があります。 

 

● 平成２７年４月から障害福祉サービスを利用する全ての人についてサービス等利用計

画案の提出が求められることとなりました。このため、その作成を担う相談支援専門員の

養成、資質向上を図り、相談支援体制の充実に努める必要があります。 

 

● 県内に配置されている民生委員・児童委員は、それぞれの担当区域内の実情を把握する

ための社会調査や、相談活動、各種福祉情報の提供等の個別援助活動を行っており、障害

のある人が地域で生活していく上で大きな役割を担っています。  

 

【地域における自立支援】  

● 障害のある人に対する相談支援を充実させるために、総合的な相談支援業務を行い、地

域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置を促進するととも

に、地域課題の共有や相談支援体制の整備を目的とする地域自立支援協議会の活性化を図

る必要があります。 

＜基本的な考え方＞ 

障害の有無にかかわらず、県民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすこ

とのできる地域社会の実現を目指します。 

このため、社会参加の機会及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が

確保され、障害のある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい

日常生活又は社会生活を、身近な地域で営むことができるよう、障害福祉サービ

スや相談支援等の充実を図ります。 

。  
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● 障害のある人が地域において自立した生活を送ることができるよう、支援を充実するこ

とが必要です。また、知的障害又は精神障害（発達障害を含む。）により判断能力が不十分

な人による成年後見制度の適正な利用を促進する必要があります。  

 

【発達障害のある人への相談支援】  

● 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害

などの発達障害のある人について、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応す

る一貫した支援体制の整備を図る必要があります。  

 

● 青少年の発達障害等に関する相談について、相談体制の充実を図る必要があります。 

 

【高次脳機能障害のある人への相談支援】  

● 高次脳機能障害のある人に対して相談支援を行うとともに、医療及び福祉サービスの提

供等を支援する体制の整備を図る必要があります。  

 

【難病患者への相談支援】 

● 平成２５年４月に施行された障害者総合支援法では、障害者の定義に新たに難病がある

人が加わり、これらの人が障害福祉サービス、相談支援等の対象となりました。その後、

対象疾病が３３２に拡大されており、サービスを必要とする人が適切に利用できるよう周

知を図ることが必要です。 

 

● 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、難病等の特性（病状の変

化や進行、福祉ニーズ等）に配慮した円滑な事務が実施されるよう、難病患者への理解と

協力の促進を図る必要があります。  

 

【精神障害のある人等の相談支援】 

● 精神障害のある人（発達障害のある人を含む。）又は知的障害のある人が障害福祉サービ

スを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定の

支援に配慮しつつ、必要な支援を行う必要があります。  

 

【ワンストップでの障害福祉サービス等の情報提供】  

● ホームページでの情報提供にあたっては、障害のある人を含む全ての人の利用しやすさ

に配慮した情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブアクセシビリティ（障害

のある人や高齢者を含む誰もが、ウェブで提供されている情報を利用しやすくすること）

の向上等に向けた取組を促進する必要があります。  

 

【生活安定のための各種施策の周知等】  

● 障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業の促

進に関する施策との適切な組み合わせのもと、年金や諸手当等の各種施策が周知される必

要があります。 
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２ 在宅サービス等の充実・地域移行の推進 

● 障害のある人を対象としたアンケートでは、地域で生活するためにあればよいと思う支

援は、全体では「障害者に適した住宅の確保」が４２．７％と最も高く、次いで「経済的

な負担の軽減」（４１．４％）、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」（４１．１％）、

「在宅で医療ケアなどが適切に受けられること」（３５．７％）となっています。 

障害種別にみると、身体障害のある人は「障害者に適した住居の確保」が４７．８％と

最も高く、知的障害のある人は「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が４１．

３％と最も高くなっています。 

このため、住み慣れた地域で本人が希望する生活を営むことができるよう、グループホー

ムや一般住宅の確保を図るとともに、在宅サービス等の障害福祉サービスの更なる充実に

努めていくことが必要です。 

 

● 医療ニーズの高い重症心身障害児者（重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複してい

る障害児者）が地域で安心して暮らす上で、在宅で介護を行う家族の負担軽減に資する短

期入所（レスパイトサービス）は、利用ニーズが高いものの、地域的偏在の課題もあり、

本県では環境整備が十分とはいえません。このため、地域バランスのとれた短期入所の整

備・充実を進める必要があります。、  

 

● 精神保健福祉については、「入院医療から地域生活への移行」という基本的な方針に沿っ

て、精神障害のある人の真に幸福を感じられる生活の実現に向けて、本人の意向に沿った

移行支援を行い、地域の中で暮らしていけるよう体制を構築していく必要があります。 

 

● 障害のある人の高齢化が進んでいます。６５歳以上（４０歳以上６５歳未満の医療保

険加入者を含む）の障害のある人については、原則として介護保険法の規定による保険

給付が優先適用されますが、介護保険サービスを受けることができない場合には障害福

祉サービスを受給することができるよう、個別の状況に応じた対応が求められています。 

 

● 高齢になっても障害者支援施設等で生活することが適当な入所者については、引き続

き入所することができるよう、施設職員の介助技術の向上などにより、受け入れ体制の

整備を図っていく必要があります。 

 

● 本県では、高齢化が急速に進んでいる中、同様に視覚障害のある人の高齢化も進んで

おり、点字・音声案内などの視覚障害のある人が安心して利用できる設備を備えた施設

の整備が必要と考えられます。 

 

● 介護保険制度と障害福祉サービスの関係等、高齢の障害のある人に対する支援の在り

方について、障害者総合支援法の見直し等、国の動向に注視しながら適切な対応を進め

る必要があります。 
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３ サービスの質の向上 

● 障害のある人の意思が尊重され、地域の中で生活ができるよう、障害福祉サービスの質

の向上を図り、障害特性に応じた質の高いサービスを提供することが求められています。 

 

● 障害福祉サービスの質の向上のためには、事業者自らが提供するサービスを自己評価す

るとともに、第三者から客観的にサービス内容の評価を受けることが有意義です。 

 

４ 障害児支援の充実 

● 「子ども・子育て支援法」が成立し、この法律等に基づく「子ども・子育て支援新制度」

が、平成２７年４月にスタートしました。この制度により、幼児期の学校教育や保育・地

域の子育て支援の量の拡充や質の向上が進められ、障害児支援の体制整備に当たっては、

子ども・子育て支援新制度との緊密な連携を図る必要があります。 

 

● 教育、福祉、医療等の関係機関が連携し、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的

な支援の体制構築を図ることが必要です。 

 

５ 人材の育成・確保 

● 全国的に福祉分野については慢性的な人材不足に陥っています。本県の福祉分野での有

効求人倍率は非常に高く、全国で２番目に高い状況となっています（平成２７年５月現在）。 

※有効求人倍率（岡山県）  福祉分野：９．２３倍、全産業 １．４９倍 

       （全国平均）福祉分野：３．６６倍、全産業 １．１９倍 

         ※出典：平成２７年５月 福祉人材センター・バンク 

 

● 超高齢化社会を迎え、福祉・介護サービスの人材需要は今後ますます増大することが予

想されるため、福祉・介護人材の確保を図り、その定着を支援する必要があります。 

 

６ 福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 

障害のある人の高齢化が進む中で、良質で安価な福祉用具のニーズが高まっています。

本県産業の特徴の一つでもある福祉・医療分野等でのものづくり技術を活かし、引き続き

福祉用具の研究開発・情報提供に取り組み、誰もが使いやすい福祉用具の供給推進を図っ

ていくことが必要です。 

身体障害者補助犬（身体障害者補助犬法に基づいて認定された盲導犬・聴導犬・介助犬）

は、公共施設や交通機関をはじめ、飲食店やスーパー、ホテルなどの様々な場所に同伴で

きます。その育成、普及啓発に努めることで、障害のある人の一層の自立と社会参加を図

る必要があります。 
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＜重点施策と主要事業＞ 

１ 相談支援体制の構築 

（１）相談支援体制の充実                                  

① 身近な場所での相談支援体制の充実（保健福祉課、障害福祉課） 

（相談支援従事者の養成や市町村への助言等の支援） 

障害のある人及びその家族等が身近な地域で相談支援を受けることができるよう、相談

支援事業者や市町村の総合相談窓口等の機能の充実を図ります。  

そのため、相談支援従事者の計画的養成と資質の向上を図るとともに、相談支援体制を

強化するため、相談支援アドバイザー等を市町村や地域自立支援協議会に派遣し、地域の

ネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行います。 

また、民生委員・児童委員による福祉サービスに関する助言や相談機関の紹介などの支

援活動を推進します。 

 

② 総合的・専門的な相談支援体制の充実（障害福祉課、子ども未来課） 

障害のある人が、身近な地域で相談支援を受けることができるよう、福祉相談センター

の充実を図り、障害種別に対応した総合的・専門的な相談支援を提供する体制の整備を図

ります。 

 

③ 岡山県障害者社会参加推進センターによる社会参加の推進（障害福祉課） 

障害のある人の社会参加の拠点として、岡山県障害者社会参加推進センターを運営し、

障害のある人のくらしと権利の相談事業、障害のある人の広報活動事業や福祉活動推進事

業等により、障害のある人の社会参加の促進に努めます。  

 

④ 家族に対する相談支援・障害のある人・当事者同士の相談活動 

 （障害福祉課、子ども未来課） 

相談支援事業者、市町村相談支援窓口、福祉相談センターや岡山県障害者社会参加推進

センター等を通して、情報提供や相談支援等を行うことにより障害のある人の家庭や家族

を支援するとともに、障害のある人同士が行う援助としてピアカウンセリング等の相談活

動の更なる拡充に努めます。 

 

⑤ 基幹相談支援センターの設置促進（障害福祉課） 

障害のある人等の相談等を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担う

基幹相談支援センターの設置を促進するよう、市町村を支援します。  

 

⑥ 地域自立支援協議会の適正な運営（障害福祉課） 

相談支援事業所の拡充、質の向上及び医療機関、福祉団体、行政機関等の連携強化を図

る取組を進め、地域の連携・協力体制を強化するため、市町村が設置する地域自立支援協

議会の適切な運営を支援します。 
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⑦ 障害のある人の自立支援と成年後見等の促進（保健福祉課、障害福祉課） 

障害のある人が地域において、福祉サービス等を適切に利用し、自立した生活を送るこ

とができるよう支援します。また、知的障害又は精神障害（発達障害を含む。）により判断

能力が不十分な人々に対して、成年後見制度の適正な利用を周知・促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）発達障害のある人への相談支援                         

（障害福祉課、教育庁特別支援教育課、健康推進課、子ども未来課、男女共同参画青少年課） 

① 発達障害のある人への支援体制の整備促進  

  ア 発達障害者支援体制検討委員会の開催 

 医療、保健、福祉、教育及び労働等の関係部局、学識経験者、親の会等で構成する

岡山県発達障害者支援体制検討委員会を設置し、乳幼児期から成人期までの各ライフ

ステージに対応する一貫した支援体制の構築を図ります。また、同委員会の下部組織

として、実務者からなるワーキンググループを設置し、具体的な施策の立案に向けた

検討を行います。 

    ※教育委員会が設置する広域特別支援連携協議会と合同で開催  

  イ 県発達障害者支援センターの設置運営と機能強化  

県南・県北各１か所に発達障害者支援センターを設置し、発達障害のある人及びそ

の家族への相談に対する助言指導、就労相談の実施、関係機関の連携強化等の総合的

支援の充実を図ります。 

 また、発達障害者地域支援マネジャーの配置等により同センターの体制を強化し、

就労支援、障害福祉サービス事業所及び医療機関等との連携、市町村支援に係るバッ

クアップ等、機能の充実を図ります。  

  ウ 市町村支援体制の整備促進 

 発達障害のある人が身近な地域で支援を受けることができるよう、市町村への発達

障害者支援コーディネーターの配置により、相談支援や関係機関のコーディネート等

を行うことのできる支援体制の整備を促進します。 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５４参照】 

●相談支援専門員の養成及び研修（障害福祉課） 

●相談支援アドバイザー事業（障害福祉課） 

●岡山県障害者社会参加推進センターの運営（障害福祉課） 

●総合的・専門的な相談支援体制（障害福祉課、子ども未来課） 

●民生委員・児童委員活動の推進（保健福祉課） 

●市町村地域自立支援協議会（障害福祉課） 

●岡山県自立支援協議会（障害福祉課）  

●基幹相談支援センターの設置促進（障害福祉課）  

●日常生活自立支援事業（保健福祉課） 

●矯正施設退所者への福祉サービスの利用支援（地域生活定着促進事業）（保健福祉課） 

●成年後見制度の利用促進（障害福祉課） 
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  エ 家族支援体制の整備 

 発達障害のある人の保護者で所定の養成研修を修了したペアレントメンター（信頼

できる相談相手）登録者を研修等の活動に派遣し、同じ保護者の立場で相談を受ける

こと等により、家族の支援及び家族同士で支援できる体制の充実を図ります。  

    

② 発達障害のある人のトータルライフ支援  

  ア  早期からの支援（子どもの健やか発達支援事業）  

 各保健所・支所における、発達障害の疑いのある子どもの児童精神科医などの専門

医による相談の実施などにより、早期発見、早期療育による子育ての環境整備を図り

ます。 

  イ 就学前後における関係機関連携強化事業  

 発達障害のある子の就学期において、支援に必要な情報を小学校に確実に引き継ぐ

ことを目的としたモデル事業を市町村で実施し、県全域での普及を図ります。  

  ウ 様々なニーズに対応できる幅広い人材の育成  

  （ア）発達障害児（者）支援医師研修事業 

  発達障害の早期発見及び早期支援については、医師の役割が重要であることから、

小児科医や乳幼児健診に携わる医師に対する研修を通じて発達支援に関する専門性

の確保に努めます。 

  （イ）発達障害児支援保育士研修事業 

 人間形成の基礎となる乳幼児期を過ごす保育所において、子どもの発達の課題や特

徴を理解した正しい支援が行えるよう、保育士等を対象とした実務研修を実施し、保

育の実践力の向上を図ります。  

  （ウ）児童養護施設等対応機能強化事業  

  児童養護施設等に入所している発達障害児等への適切な支援が行えるよう、施設職

員を対象とした研修を実施し、支援技術の向上を図ります。  

  （エ）発達障害者支援キーパーソン登録・活用促進事業  

 それぞれの職種や職域ごとの研修会等を修了し、発達障害のある人への支援に携

わっている専門職を発達障害者支援キーパーソンとして登録し、多職種連携の支援、

個々のスキルアップ機会の提供など、発達障害のある人のトータルライフを支える人

材をサポートするとともに、地域における支援体制の充実など幅広い活用を図ります。 

 

③ 発達障害のある青少年の相談支援（男女共同参画青少年課） 

青少年に関する相談を総合的に行う窓口、岡山県青少年総合相談センターにおいて、

青少年の発達障害等に関する相談支援を行います。また、必要に応じて、適切な相談窓

口や機関の紹介などに取り組みます。 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５４参照】 

●発達障害者支援体制整備事業（障害福祉課）  

●発達障害者支援センターの運営（障害福祉課）  

●発達障害者支援体制検討委員会の開催（障害福祉課）  
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（３）高次脳機能障害及びその関連障害に対する相談支援事業           

（健康推進課） 

高次脳機能障害及びその関連障害のある人への支援体制の確立を図るため、支援拠点機

関に相談コーディネーターを配置して専門的相談や関係機関に対する助言・指導を行いま

す。また、関係機関の職員に対して研修等を実施します。 

 

 

  

 

 

（４）難病患者への相談支援                             

（医薬安全課） 

地域で生活する難病患者等の日常生活における相談・支援の拠点である岡山県難病相

談・支援センターにおいて、保健所、医療機関、雇用支援機関等との連携のもと、日常生

活に関する各種相談支援や疾患に関する専門研修、地域交流会等を実施するほか、様々な

ニーズにきめ細かく対応した就労に向けた相談支援、情報提供等に引き続き取り組みます。 

障害者の範囲に難病が加わり、難病のある人に対するホームヘルプサービスやショート

ステイ、日常生活 用具給付等の施策が障害福祉サービスに移行しましたが、対象疾病が

大幅に拡大したことを踏まえ、これらのサービスの実施主体である市町村において難病の

ある人への対応が円滑かつ適切に進められるよう、市町村の取組を支援します。  

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５５参照】 

●高次脳機能障害のある人への相談支援（健康推進課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５５参照】 

●特定疾患治療研究事業（医薬安全課）  

●指定難病への医療費助成（医薬安全課）  

●市町村支援体制整備事業の推進（障害福祉課）  

●ペアレントメンター養成・派遣事業（障害福祉課）  

●発達障害児(者)支援医師研修事業（障害福祉課）  

●発達障害者支援セミナーの開催（障害福祉課）  

●子どもの健やか発達支援事業（健康推進課） 

●就学前後における関係機関連携強化事業（障害福祉課、教育庁特別支援教育課） 

●発達障害児支援保育士研修事業（子ども未来課） 

●児童養護施設等対応機能強化事業（子ども未来課） 

●発達障害者支援キーパーソン登録・活用促進事業（障害福祉課）  

●専門指導員派遣事業（教育庁特別支援教育課）  

●多様な学びの場「特別支援教室」事業（教育庁特別支援教育課） 

●発達障害のある青少年の相談支援（男女共同参画青少年課） 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）精神障害のある人等に対する相談支援                     

（健康推進課） 

精神障害のある人が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己

決定を尊重する観点から、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等を行います。 

 精神保健及び精神障害のある人の福祉に関する総合的な技術中枢機関である精神保健福

祉センターにおいて、知識の普及・調査研究や相談指導事業、及び保健所や市町村等に対

する技術指導、技術援助を行います。 

  また、多職種による訪問支援チームを設置し、精神障害のある人の地域生活定着のため

訪問支援活動を行います。 

 

 

 

 

 

※精神障害のある人の地域移行の推進等に関する取組は「２ 在宅サービス等の充実・地域

移行の推進」の項に記載しています。 

 

（６）ワンストップでの障害福祉サービス等の情報提供                 

（保健福祉課） 

 社会福祉施設等の利用者等がワンストップで情報収集できるよう、県内の社会福祉施設

等及び社会福祉法人の情報を収集したポータルサイトをウェブアクセシビリティの向上等

に努めながら引き続き運営していきます。  

 

  

●小児慢性特定疾病への医療費助成（医薬安全課）  

●小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業（医薬安全課）  

●訪問相談事業（医薬安全課）  

●医療福祉相談事業（医薬安全課）  

●訪問指導事業（医薬安全課）  

●在宅難病患者・家族の集い事業（医薬安全課） 

●岡山県難病相談・支援センター事業（医薬安全課）  

●緊急時（災害時）における難病患者等の支援の充実（医薬安全課）  

●在宅難病患者一時入院事業（医薬安全課）  

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５６参照】 

●精神保健福祉センターの充実（健康推進課）  

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５６参照】 

●「おかやま福祉ナビ」（岡山県福祉施設情報ポータルサイト）の運営（保健福祉課） 
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（７）生活安定のための各種施策の周知等                     

（保健福祉課、障害福祉課、健康推進課、医薬安全課、税務課、住宅課）  

障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業（自

営業を含む。）の促進に関する施策との適切な組み合わせのもと、諸手当等を支給すると

ともに、各種の税制上の優遇措置を活用し、経済的自立を支援します。また、受給資格を

有する障害のある人が、制度の不知・無理解により、年金や諸手当、減免措置等を受ける

機会を逃すことのないよう、各種制度の周知に取り組みます。  

 

●  障害のある人の所得保障としては、公的年金制度及び特別障害者手当等の各種手当制

度のほか、保護者亡き後の生活の安定を図る制度としての心身障害者扶養共済制度など

がありますが、これらの制度の周知や適切な運用を進めます。また、年金生活者支援給

付金制度や特別障害給付金等、国が措置を行う各種制度の周知にも努めます。  

 

●  障害のある人の医療費の負担軽減を図るため、自立支援医療費の支給や心身障害者医

療費公費負担制度などの適切な運用を進めます。   

 

● 障害のある人の社会参加等に要する経済的負担を軽減するため、所得税・住民税の所

得控除や自動車税・自動車取得税などの税の減免の適切な運用について、関係機関、広

報媒体を通じ、制度の周知徹底を図ります。  

 

● 補装具を必要とする人に適切に補装具が支給されるよう市町村への助言等を行います。 

 

● 障害のある人などの経済的自立の促進と生活意欲の向上を図り、安定した生活を確保

するため、生活福祉資金の効果的な活用を進め、障害のある人の就業機会の拡大、雇用

の促進及び社会活動への参加促進等を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５６参照】 

●特別児童扶養手当の支給（障害福祉課）  

●特別障害者手当の支給（障害福祉課）  

●障害児福祉手当の支給（障害福祉課）  

●経過的福祉手当の支給（障害福祉課）  

●心身障害者扶養共済制度（障害福祉課）  

●自立支援医療（更生医療）（障害福祉課）  

●自立支援医療（育成医療）（障害福祉課）  

●自立支援医療（精神通院医療）（健康推進課） 

●心身障害者医療費公費負担制度（障害福祉課） 

●特定疾患治療研究事業（医薬安全課）【再掲】 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ●県施設利用に係る各種減免等                       

（財産活用課、文化振興課、都市計画課、航空企画推進課、教育庁生涯学習課・文化財課） 

障害のある人による県が所有・管理する施設の利用等に当たり、その必要性や利用実態

を踏まえながら、利用料等に対する割引・減免等の措置を講じます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 在宅サービス等の充実・地域移行の推進 

（１）各種障害福祉サービスの充実                       

（障害福祉課） 

●在宅サービス等の充実 

 障害のある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、個々の障害のある人のニーズ及び実態に応じて、在宅の障

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５７参照】 

●岡山県庁外来駐車場料金の免除（財産活用課） 

●県立図書館駐車場料金の免除（教育庁生涯学習課） 

●「人と科学の未来館サイピア」プラネタリウム観覧料の免除（教育庁生涯学習課） 

●県立博物館入館料の免除（教育庁文化財課） 

●岡山空港駐車場料金の免除（航空企画推進課） 

●後楽園入園料の免除（都市計画課）  

●岡山県総合グラウンドの有料公園施設利用料金、駐車場料金の減免等（都市計画課） 

●倉敷スポーツ公園の有料公園施設の利用料金の減免（都市計画課） 

●県立美術館観覧料の免除（文化振興課） 

●指定難病への医療費助成（医薬安全課）【再掲】 

●小児慢性特定疾病への医療費助成（医薬安全課）【再掲】 

●自動車税、自動車取得税の課税免除又は減免（税務課）  

●補装具（障害福祉課） 

●身体障害者補助犬育成事業（障害福祉課）  

●生活福祉資金貸付制度（障害福祉課）  

●県営住宅への優先入居（住宅課）  

●成年後見制度の利用促進（障害福祉課）【再掲】 

●日常生活自立支援事業（保健福祉課）【再掲】 

●福祉移送支援事業の推進（障害福祉課）  

●「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度の推進（障害福祉課）【再掲】 
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害のある人に対して居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うととも

に、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的･質的充実を図ります。 

 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体機能又は生活能力の向上

のために必要な訓練（機能訓練及び生活訓練）を提供していきます。  

 

●重症心身障害児者等 

常時介護を必要とする障害のある人が、自らが選択する地域で生活できるよう、重症心身

障害児（者）の受入が可能な医療型短期入所事業所等の整備を促進します。あわせて、相

談支援事業所や重症心身障害児が利用可能な障害児通所支援事業所等の情報を提供してい

きます。 

 

●障害福祉サービス事業等の施設整備  

 国庫補助事業等を活用して、障害のある人の地域生活を支える障害福祉サービス事業等

の施設整備を効果的に進めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５８参照】 

●居宅介護（ホームヘルプサービス）（障害福祉課）  

●重度訪問介護（障害福祉課）  

●同行援護（障害福祉課） 

●行動援護（障害福祉課） 

●重度障害者等包括支援（障害福祉課）  

●生活介護（障害福祉課） 

●自立訓練（機能訓練）（障害福祉課）  

●自立訓練（生活訓練）（障害福祉課）  

●就労移行支援（障害福祉課）  

●就労継続支援（Ａ型）（障害福祉課）  

●就労継続支援（Ｂ型）（障害福祉課）  

●療養介護（障害福祉課） 

●短期入所（障害福祉課） 

●共同生活援助（グループホーム）（障害福祉課）  

●施設入所支援（障害福祉課）  

●障害福祉サービス事業等の施設整備（障害福祉課） 
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（２）重症心身障害児者とその家族の支援                                 

（障害福祉課） 

医療的ニーズの高い重症心身障害児者が県内どこでも安心して生活できるよう、在宅で

介護を行う家族の負担軽減を図るため、地域バランスのとれた医療型短期入所の整備・充

実を進めます。併せて、相談支援事業所や重症心身障害児が利用可能な障害児通所支援事

業所等の情報を提供していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域生活支援事業の推進                         

（障害福祉課、健康推進課） 

① 市町村地域生活支援事業の推進 

障害のある人が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村が事

業主体となって、相談支援事業、移動支援事業や日中一時支援事業など、地域の実情に応

じて必要な事業を行います。県では、市町村地域生活支援事業に対する財政的な支援を行

うとともに、事業が適切に実施されるよう必要な助言等を行っていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５９参照】 

●理解促進研修・啓発事業（障害福祉課）  

●自発的活動支援事業（障害福祉課） 

●相談支援事業（障害福祉課）  

●成年後見制度利用支援事業（障害福祉課）  

●成年後見制度法人後見支援事業（障害福祉課）  

●意思疎通支援事業（障害福祉課）  

●日常生活用具給付等事業（障害福祉課）  

●手話奉仕員養成研修事業（障害福祉課）  

●移動支援事業（障害福祉課）  

●地域活動支援センター機能強化事業（障害福祉課） 

●日中一時支援事業（障害福祉課）  

●その他の事業（障害福祉課）  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１５９参照】 

●レスパイトサービス拡大促進事業（障害福祉課） 

●レスパイトサービス施設開設等支援事業（障害福祉課）  

●レスパイトサービス職員研修等事業（障害福祉課） 
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② 県地域生活支援事業の推進 

  発達障害者支援センター運営事業や各種養成研修事業など、専門性の高い相談支援や

人材育成等の広域的な見地からの支援事業については、県が事業主体となって行います。

障害のある人のニーズを踏まえた必要な事業の量と質が確保され、円滑なサービス提供が

可能となるよう配慮しながら事業を推進していきます。 

なお、地域生活支援事業は、地域の実情や障害のある人の状況に応じて柔軟な事業形

態による事業運営が可能な事業とされており、実施状況を踏まえながら、新たなニーズ等

への対応も可能となるよう、柔軟な事業運営を図っていきます。 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６０参照】 

●発達障害者支援センターの運営（障害福祉課）【再掲】 

●高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業（健康推進課）  

●障害者就業・生活支援センター事業（障害福祉課） 

●手話通訳者・要約筆記者養成研修事業（障害福祉課） 

●盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業（障害福祉課）【再掲】 

●手話通訳者・要約筆記者派遣事業（障害福祉課）  

●盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業（障害福祉課）  

●意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間等の連絡調整事業（障害福祉課） 

●相談支援体制整備事業（障害福祉課）  

●精神障害者地域生活支援広域調整等事業（地域生活支援広域調整会議等事業）  

                               （健康推進課） 

●精神障害者地域生活支援広域調整等事業（地域移行・地域生活支援事業）  

                               （健康推進課） 

●精神障害者地域生活支援広域調整等事業（災害派遣精神医療チーム体制整備事業） 

                               （健康推進課） 

●２４時間電話相談事業・ホステル事業（健康推進課）  

●試験外泊事業（健康推進課）  

●障害支援区分認定調査員等の養成（障害福祉課）  

●相談支援従事者の養成（障害福祉課）  

●サービス管理責任者の養成（障害福祉課）  

●強度行動障害支援者の養成（障害福祉課）  

●身体障害者・知的障害者相談員への研修（障害福祉課）  

●社会参加促進事業（岡山県障害者社会参加推進センター）（障害福祉課）  

●社会参加促進事業（障害者スポーツ教室の開催）（障害福祉課）  

●社会参加促進事業（身体障害者補助犬の育成）（障害福祉課） 

●社会参加促進事業（移動支援事業者情報提供事業）（障害福祉課） 

●生活訓練等の実施（自立支援拠点活動支援事業）（障害福祉課） 
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（４）障害のある人の移動支援                         

（障害福祉課） 

障害のある人や高齢者等移動に制約のある人の外出手段の整備を図るため、ＮＰＯ等非

営利法人による福祉移送サービスを普及するとともに、安全なサービスが安定的に供給さ

れるよう、従事者に対する研修体制の整備や、運送者相互のネットワーク形成を支援して

いきます。 

移動に制約のある車いす使用者が乗り降りしやすい福祉車両の普及を図るため、その取

得について助成を行い、障害のある人の自由な外出を支援します。 

 

 

 

 

 

（５）地域移行の推進・障害者支援施設の入居者の生活の質向上          

（障害福祉課） 

（グループホームや一般住宅等への移行推進）  

障害のある人の円滑な地域移行（病院・施設からの退院・退所）を促進するため、自立

訓練サービス等が適切に提供されるよう必要な支援等を行うとともに、障害のある人が地

域で自立した生活が送れるよう、その地域生活を支える関係者のネットワークの充実を図

るほか、手話通訳者など障害のある人の社会参加を支えるボランティアの人材養成、グルー

プホーム等の居住の場の整備等、地域生活を支える基盤の充実を図ります。  

【グループホーム等の充実・地域移行の推進】  

障害者支援施設について、地域で生活する障害のある人に対する在宅支援の拠点として

その活用を図るとともに入所者の生活の質の向上を図ります。また、グループホーム等の

充実を図り、入所者の地域生活（グループホームや一般住宅等）への移行を推進します。 

 

●生活訓練等の実施（オストメイト社会適応訓練）（障害福祉課） 

●生活訓練等の実施（音声機能障害者発声訓練）（障害福祉課） 

●情報支援等の実施（手話通訳者設置事業）（障害福祉課） 

●情報支援等の実施（字幕入り映像ビデオライブラリー事業）（障害福祉課） 

●情報支援等の実施（点字による即時情報ネットワーク事業）（障害福祉課） 

●障害者ＩＴ総合推進事業（障害者ＩＴサポートセンター運営事業 ）  

（障害福祉課）  

●障害者ＩＴ総合推進事業（重度障害者在宅就労促進事業）（障害福祉課） 

●障害者ＩＴ総合推進事業（パソコンボランティアの派遣等）（障害福祉課） 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６２参照】 

●福祉移送支援・福祉車両の普及（障害福祉課） 
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【地域生活支援拠点等の整備（障害のある人の地域生活の支援）】  

障害のある人の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支

援を更に推進する観点から、グループホーム又は障害者支援施設に、次の機能を付加した

拠点の整備を図っていきます。  

① 相談（地域移行、親元からの自立等）  

② 体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム等）  

③ 緊急時の受け入れ・対応（ショートステイの利便性・対応力向上等） 

④ 専門性（人材の確保・養成、連携等）  

⑤ 地域の体制づくり（サービス拠点、コーディネーターの配置等）  

また、地域生活支援拠点の整備としてではなく、地域における複数の機関が分担して、

有機的な連携のもとに、障害のある人に対する上記の支援を確保する体制（面的な体制）

についても、拠点と併せて整備を図っていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）精神障害のある人の地域移行の推進                    

（健康推進課） 

適正な精神医療の確保と精神障害のある人の自立・社会参加の促進を図ります。岡山県

障害福祉計画及び岡山県保健医療計画にも基づいて、精神保健福祉センター及び保健所等

と関係機関との連携のもと、精神科病院からの退院及び地域移行を促進するとともに、地

域における精神科医療連携体制と生活支援体制の充実を図ります。  

① 精神障害者地域移行・地域定着支援の体制整備  

 精神科病院に入院している退院可能な精神障害のある人に対し、本人の意に沿った地域

生活への移行支援を行うため、病院、市町村等を始め、地域の障害福祉事業者、外部の

支援者、ピアサポーター等が連携する体制づくりを進めて、地域生活への円滑な移行及

び安定した地域生活の実現を図ります。  

 

② 精神障害のある人への訪問支援活動  

 医療を中心とする専門職で構成する多職種チームが、保健所、市町村、相談支援事業所

等の関係者と支援ネットワークを形成し、医療導入や治療継続が困難な人の地域生活定

着のために、医療と生活面の包括的支援を提供します。併せて、多機関ネットワークに

よる訪問支援活動の普及を目指し、支援体制を構築します。  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６２参照】 

●グループホーム等の居住基盤整備等の推進（障害福祉課） 

●障害のある人の地域生活を支える関係者間のネットワークの充実（障害福祉課）  

●障害のある人の社会参加を支える人材の育成（障害福祉課） 

●地域生活支援拠点等の整備（障害福祉課）  
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③ 精神障害のある人の地域生活支援  

 地域で暮らす精神障害のある人を支援するため、２４時間対応の電話相談事業を実施し、

地域生活の不安をやわらげるとともに、短期間宿泊できる「ホステル」を運営し、再入

院防止のための休息の場を提供します。また、入院中の精神障害のある人の地域移行を

支援するため、一定期間、試験宿泊のための部屋を提供します。  

 

④ 入院患者社会復帰促進事業 

 精神障害のある人の住まいを確保するため、民間による家賃保証制度に要する経費の一

部を支援します。 

 

⑤ 家族への支援 

家族会と連携して、精神障害のある人やその家族の問題に対応するため、電話相談の実

施や交流会・研修会の開催など地域における生活を支援します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）高齢の障害のある人に対する支援                     

（障害福祉課、長寿社会課、保健福祉課） 

６５歳以上の障害のある人については、原則として、介護保険法の規定による保険給付が優先

適用されますが、保険給付の支給量が不足したり、介護保険に相当するサービスがない場合等

は、障害福祉サービスも併せて利用できることから、障害のある人の状況に応じた適切な支給決

定が行われるよう、介護保険と障害福祉サービスの適切な利用の推進に努めます。 

また、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援

が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築を目指します。  

● 高齢となった障害のある人の相談やニーズに適切に対応するため、市町村や地域自立支

援協議会、地域包括支援センターなどの関係機関の連携強化を図ります。  

 

● 在宅診療を支えるかかりつけ医と介護サービス計画を作成する介護支援専門員、サービ

ス等利用計画を作成する相談支援専門員の連携強化を図ります。  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６３参照】 

●精神障害者地域移行・地域定着支援の体制整備（健康推進課） 

●地域移行促進センター事業（健康推進課） 

●精神障害者アウトリーチ（訪問支援）事業（健康推進課）  

●入院患者社会復帰促進事業（健康推進課）  

●家族への支援（健康推進課）  

●ピアサポート支援事業（健康推進課） 
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● 地域包括ケアシステムの構築に向けて、「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支

援計画」に基づき、市町村の取組を支援するとともに、介護サービス基盤の整備と介護人

材の確保を図ります。 

 

● 障害特性を理解した介護職員等の人材育成に向け研修内容を充実し、介護職員等の資質

向上を図っていきます。 

 

● 障害者支援施設の高齢入所者受入れ機能の強化に向けて、支援施設職員の介護技術の習

得を図るとともに、高齢入所者が安全・快適に生活できるよう、施設内の段差解消や特殊

浴槽、車椅子用トイレの設置など、より一層のバリアフリー化等の整備に努めます。 

 

● 障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」も見据え、地域生活を支援する機能（相

談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）をグループ

ホーム等に付加した地域生活支援拠点機能について検討を行います。 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６３参照】 

●障害福祉サービスと介護サービスの関係機関等の連携強化(障害福祉課、長寿社会課) 

●地域包括ケアシステムの構築（長寿社会課） 

●障害福祉と介護の両面を担う人材育成等（障害福祉課、長寿社会課、保健福祉課） 

●障害者支援施設のバリアフリー化（障害福祉課） 

●地域生活支援拠点等の整備（障害福祉課）【再掲】 
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３ サービスの質の向上 

（１）福祉サービス第三者評価事業                       

（保健福祉課） 

県が認証した公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から、事業者の提供す

るサービスの質を評価し、その評価結果を公表する福祉サービス第三者評価事業を推進します。  

 

 

 

 

 

（２）福祉サービスに関する苦情の解決                         

（保健福祉課） 

岡山県社会福祉協議会内に「運営適正化委員会（苦情解決合議体）」を設置し、公正・中

立な第三者機関として、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決します。  

 

 

 

 

 

（３）障害福祉サービスの適切な利用に向けた必要な支援等             

（障害福祉課、健康推進課） 

知的障害のある人又は精神障害のある人（発達障害のある人を含む。）が障害福祉サービ

スを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定の

支援に配慮しつつ、必要な支援等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）岡山県障害福祉計画の策定・計画的な推進                 

（障害福祉課） 

岡山県障害福祉計画の策定・推進にあたっては、国の定める基本指針を基に、障害福祉サー

ビス及び相談支援並びに地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られ

るように取り組みます。 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６４参照】 

●障害福祉サービスの適切な利用に向けた必要な支援等（障害福祉課、健康推進課） 

●発達障害のある人の障害福祉サービスの適切な利用に向けた必要な支援等  

（障害福祉課）                               

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６４参照】 

●福祉サービス第三者評価事業（保健福祉課） 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６４参照】 

●福祉サービスに関する苦情の解決（保健福祉課） 
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（５）障害福祉サービスの提供体制の整備                    

（障害福祉課） 

障害福祉サービスの提供に当たっては、国の動向や他地域の先進事例等も参考にしながら、

地域課題を協議する市町村地域自立支援協議会への助言や市町村への適切な支援、介護人

材の確保等により、利用ニーズに適切に対応できる体制の整備を進めます。 

 

 

 

 

 

（６）重症心身障害児者に対するサービスの向上                  

（障害福祉課） 

重症心身障害児者が県内どこでも安心して生活できるよう、地域バランスのとれたレスパ

イトサービス環境の整備・充実を総合的に促進します。 
 

 

 

 

 

 

 

（７）難病等の特性に配慮した障害福祉サービス等の提供             

（医薬安全課） 

 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、市町村において、難病等

の特性（病状の変化や進行、福祉ニーズ等）に配慮した円滑な事務が実施されるよう、市

町村の理解と協力の促進を図ります。  

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６４参照】 

●レスパイトサービス拡大促進事業（障害福祉課）【再掲】 

●レスパイトサービス施設開設等支援事業（障害福祉課）【再掲】 

●レスパイトサービス職員研修等事業（障害福祉課）【再掲】 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６４参照】 

●岡山県障害福祉計画の策定・計画的な推進（障害福祉課）  

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６４参照】 

●岡山県自立支援協議会（障害福祉課）【再掲】 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６４参照】 

●難病等の特性に配慮した障害福祉サービス等の提供（医薬安全課）  

 

 



59 
 

４ 障害児支援の充実 

（１）子ども・子育て支援法等を主軸とする障害児支援の充実等          

（子ども未来課、健康推進課、労働雇用政策課）  

●子ども・子育て支援法等を主軸とする障害児支援の充実  

障害児やその家族を含め、全ての子どもや子育て家庭を対象として、身近な地域におい

て、子ども・子育て支援法に基づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに、障害

児が円滑に同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために必要な支援を行います。  

 

●乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援のための体制構築  

障害児の発達を支援する観点から、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒

業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図り、療育方

法等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行います。  

 

●地域ぐるみでの障害児支援の充実  

家庭とあわせて、地域、学校、企業等、社会全体で障害児を支え、その中で障害児が健

やかに育つ地域・社会づくりを目指します。  

地域は、子どもにとって、社会性や自主性を培う大切な場であることから、障害のある

子どももない子どもも一緒になって学びや様々な体験・活動を行うことができるような環

境整備を行うとともに、多様な子育て資源の掘り起こしや地域における人材の要請確保に

努め、障害児も含めた全ての子どもと子育て家庭を地域ぐるみで支援していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）相談体制機能の充実等                           

（子ども未来課、労働雇用政策課、教育庁生涯学習課） 

都市化の進展や核家族化の進行などにより、従来、家庭内あるいは地域社会が果たして

きた子育て支援機能の低下による子育て家庭の孤立化や負担感の増加が懸念され、子ども

の発育や発達関連の困りごと等に対する適切な相談体制の充実が必要となっています。 

このため、市町村等の窓口をはじめ、障害のある子どもも、障害のない子どもと同様に、

様々な媒体を通して保護者や子ども自身が必要なときに気軽に相談できる相談体制の整

備充実を積極的に進めるとともに、子育て家庭のニーズに対応した情報提供に努めます。 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６４参照】 

●地域組織活動（母親クラブ等）の促進（子ども未来課） 

●地域子育て支援拠点事業（子ども未来課） 

●子育て支援員研修（子ども未来課） 

●愛育委員会活動推進（健康推進課）  

●ファミリー・サポート・センターの充実支援（労働雇用政策課）  
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（３）幼児期の学校教育・保育の拡充等                     

（子ども未来課、総務学事課） 

障害のある子どもも障害のない子どもも、全ての子ども・子育て家庭を支援するため、

質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、教育・保育の

質的改善、地域における子ども・子育て支援の充実を図ります。放課後児童対策充実のニー

ズも高いことから、放課後児童クラブの設置を促進するとともに、大規模なクラブの分割

を進めます。さらに、子どもの発達段階に応じた良質なサービスが提供できるよう人材育

成にも努めます。 

 

（４）受入体制の促進・幼稚園等における特別支援教育体制の整備等        

（子ども未来課、障害福祉課、建築指導課、教育庁特別支援教育課） 

障害児を受け入れる保育所等のバリアフリー化の促進、障害児保育を担当する保育士等

の専門性向上を図るための研修の実施等により、障害児の保育所等での受入れを促進する

とともに、幼稚園における特別支援教育体制の整備を図るため、幼稚園等における特別支

援教育支援員の配置等を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６５参照】 

●子ども家庭電話相談事業（子ども未来課） 

●家庭相談室の運営（子ども未来課） 

●ひきこもり等児童福祉対策事業（子ども未来課） 

●児童環境づくり基盤整備事業（子ども未来課） 

●児童家庭支援センター運営事業（子ども未来課） 

●すこやか育児テレホン事業（教育庁生涯学習課）  

●仕事と家庭の両立支援（労働雇用政策課） 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６５参照】 

●発達障害児支援保育士研修（子ども未来課）【再掲】 

●放課後児童クラブ障害児受入サポート事業（子ども未来課） 

●障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進（障害福祉課、建築指導課） 

●幼稚園等の子育て活動の推進（総務学事課） 

●預かり保育の推進（総務学事課） 

●障害児就園対策事業（総務学事課）  

●幼児教育支援事業（総務学事課） 

●幼稚園等における特別支援教育体制の整備（教育庁特別支援教育課） 
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（５）児童福祉法・障害者総合支援法等に基づく支援等              

（障害福祉課） 

児童福祉法に基づき、障害児の発達段階に応じて、指導訓練等の支援を行う児童発達支援

や放課後等デイサービス等による適切な支援を提供します。また、障害者総合支援法に基

づき、居宅介護、短期入所、日中一時支援等を提供し、障害児が身近な地域で必要な支援

を受けられる体制の充実を図ります。 

併せて、障害児通所支援事業等の施設整備について、国庫補助事業等を活用して効果的

に進めます。また、身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度の難聴児に対して、補

聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な発育を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）在宅障害児の支援                                    

（障害福祉課） 

在宅障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受

けられるよう療育機能の充実を図ります。 

 

 

 

 

（７）児童発達支援センター及び障害児入所施設の整備                   

（障害福祉課） 

児童発達支援センター及び障害児入所施設について、障害の重度化・重複化や多様化を踏

まえ、その専門的機能の強化を図るとともに、これらの機関を地域における中核的支援施

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６５参照】 

●児童発達支援（障害福祉課）  

●医療型児童発達支援（障害福祉課） 

●放課後等デイサービス（障害福祉課）  

●保育所等訪問支援（障害福祉課）  

●発達障害者支援体制整備事業（障害福祉課）【再掲】  

●発達障害児（者）支援医師研修事業（障害福祉課）【再掲】 

●聴覚・言語障害児巡回相談事業（障害福祉課）  

●難聴児補聴器交付事業（障害福祉課） 

●居宅介護（障害福祉課）【再掲】  

●短期入所（障害福祉課）【再掲】  

●日中一時支援（障害福祉課）【再掲】  

●障害児通所支援事業等の施設整備（障害福祉課） 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６６参照】 

●障害児等療育支援事業（障害福祉課）  
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設と位置付け、障害児の多様なニーズに対応する療育機関としての役割を担うため、必要

な施設整備も含めて体制整備を図ります。  

 

 

 

 

 

（８）経済的支援等及び生活環境整備                       

（障害福祉課、子ども未来課、健康推進課、総務学事課、住宅課、教育庁特別支援教育課） 

障害児やその家族を含め、全ての子どもや子育て家庭を対象として、身近な地域におい

て、子ども・子育て支援法等に基づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに、障

害児が円滑に同法等に基づく教育・保育等を利用できるようにするために必要な支援を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６６参照】 

●児童発達支援センター（障害福祉課）  

●障害児入所施設（障害福祉課）  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６６参照】 

●特別児童扶養手当（障害福祉課）【再掲】  

●特別障害者手当の支給（障害福祉課）【再掲】  

●障害児福祉手当の支給（障害福祉課）【再掲】 

●経過的福祉手当の支給（障害福祉課）【再掲】  

●児童手当（子ども未来課） 

●児童扶養手当（子ども未来課）  

●心身障害者医療費公費負担制度（障害福祉課）【再掲】  

●小児医療費公費負担制度（障害福祉課）  

●高等学校等就学支援金（総務学事課）  

●私立高等学校納付金減免補助金（総務学事課）  

●修学のための給付金（総務学事課）  

●奨学金貸与事業（総務学事課）  

●特別支援教育就学奨励費（教育庁特別支援教育課）  

●県営住宅への優先入居（住宅課）【再掲】 

●おかやま子育て応援マンション認定事業（住宅課） 

●発達障害者支援体制整備事業（障害福祉課）【再掲】  

●発達障害者支援センター運営（障害福祉課）【再掲】  

●発達障害児（者）支援医師研修事業（障害福祉課）【再掲】  

●発達障害者支援キーパーソン登録・活用促進事業（障害福祉課）【再掲】  

●発達障害児支援保育士研修事業（子ども未来課）【再掲】 

●子どもの健やか発達支援事業（健康推進課）【再掲】 

●専門指導員派遣事業（教育庁特別支援教育課）【再掲】  

●多様な学びの場「特別支援教室」事業（教育庁特別支援教育課）【再掲】  

●施設型給付費（子ども未来課）  

●地域型保育給付費（子ども未来課）  
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（９）障害児虐待防止対策の充実                        

（障害福祉課・子ども未来課・健康推進課） 

障害児の虐待については、児童虐待防止法等に基づき、市町村要保護児童対策地域協議会

を中心に、切れ目のない支援を行うとともに、障害者虐待防止法に基づき、市町村、労働

局等の関係機関と連携しながら、虐待防止等を図ります。障害者権利擁護センター、障害

者虐待防止センターによる虐待防止と併せて、子どもへの虐待については、発生予防から

アフターケアまで切れ目のない支援を行い、岡山県児童虐待防止総合推進事業を推進して

いきます。福祉相談センター（児童相談所）の体制を強化するとともに、妊婦や子育て家

庭の相談体制の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●一時預かり事業（子ども未来課）  

●病児保育事業（子ども未来課）  

●延長保育事業（子ども未来課）  

●発達障害児支援保育士研修（子ども未来課）  

●放課後児童クラブ障害児受入サポート事業（子ども未来課）  

●放課後子どもプラン合同研修事業（子ども未来課）  

●放課後児童指導員等研修事業（子ども未来課）  

●子育て支援員研修事業（子ども未来課）  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１６８参照】 

●県障害者権利擁護センターの適正な運営（障害福祉課）  

●法律相談窓口（市町村向け）の設置（障害福祉課） 

●研修事業や普及啓発事業等の実施（障害福祉課）  

●児童相談所カウンセリング事業（子ども未来課） 

●児童相談所法的対応強化事業（子ども未来課） 

●児童相談所２４時間・３６５日相談体制強化事業（子ども未来課） 

●一時保護機能強化事業（子ども未来課） 

●一時保護所体制強化事業（子ども未来課） 

●児童相談所スーパーバイズ機能強化事業（子ども未来課） 

●児童虐待対応力向上事業（子ども未来課） 

●児童虐待対応強化事業（子ども未来課） 

●児童虐待防止等ネットワーク事業（子ども未来課） 

●乳児家庭全戸訪問事業(地域子ども・子育て支援事業)（子ども未来課、健康推進課） 

●養育支援訪問事業(地域子ども・子育て支援事業)（子ども未来課、健康推進課） 

●子ども家庭電話相談事業（子ども未来課） 

●家庭相談室の運営（子ども未来課） 

●児童環境づくり基盤整備事業（子ども未来課） 

●おかやま妊娠・出産サポーター事業（健康推進課） 

●ハイリスク妊産婦保健指導。妊娠中からの切れ目のない支援システム（健康推進課） 

●ハイリスク児家庭訪問指導（健康推進課）  

●死亡事例等の検証（子ども未来課） 

※虐待防止関連事業については｢Ⅸ 差別の解消及び権利擁護の推進｣にも記載しています。 
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５ 人材の育成・確保 

 必要なサービス量が十分に充足されることを目指し、障害福祉サービスや市町村地域生

活支援事業等を支える様々な人材の養成確保を進めていきます。  

 養成後においても、研修の修了者に岡山県社会福祉協議会が運営する岡山県福祉人材セ

ンターへの登録について周知を図るともに、サービス提供に従事してもらうよう働きかけ

るなど、人材の確保に努めます。  

 

（１）福祉専門職、医学的リハビリテーションの養成・確保等           

（保健福祉課） 

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の福祉専門職について、その有効な活用を図

りつつ、養成及び確保に努めるとともに、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装

具士、言語聴覚士等の医学的リハビリテーションに従事する者について、専門的な技術及

び知識を有する人材の確保を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）障害福祉サービス・相談支援の提供者、指導者等の養成          

（障害福祉課、健康推進課） 

障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービス等を提供する

者及びこれらの者に対し必要な指導を行う者を養成します。 

ホームヘルプサービスについて、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を

行います。  

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７０参照】 

●岡山県福祉人材センターの運営（保健福祉課） 

●福祉・介護人材確保対策推進協議会の運営（保健福祉課） 

●福祉・介護人材確保推進事業（保健福祉課） 

●中学生・高校生向けの取組（保健福祉課） 

●女性、高齢者等興味・関心がある方向けの取組（保健福祉課） 

●養成施設の学生向けの取組（保健福祉課） 

●介護福祉士等修学資金の貸付（保健福祉課） 

●求職者向けの取組（保健福祉課） 

●離職者の再就職を促す取組（保健福祉課） 

●離職者を減らす取組（保健福祉課） 

●働きやすい職場環境づくり（保健福祉課） 



65 
 

（３）相談支援従事者等の養成・資質の向上等                        

（障害福祉課、保健福祉課、健康推進課）  

各種ガイドラインの策定及び普及、障害者相談員や相談支援に従事する職員に対する研

修の実施等により、相談業務の質の向上を図るとともに、児童相談所、更生相談所、保健

所等の関係機関間のネットワークの形成及びその活用を推進し、障害のある人が身近な地

域で専門的相談を行うことができる体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）障害福祉関係法令・労働法規の遵守の指導                             

（障害福祉課） 

障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、障害福祉関係法令や労働法規等の遵守を

徹底するよう適切に指導します。 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７１参照】 

●盲ろう者向け通訳・介助員指導者養成研修会（障害福祉課） 

●強度行動障害支援者の養成（障害福祉課）【再掲】 

●高次脳機能障害支援研修会（健康推進課）  

●精神障害関係従事者養成研修（健康推進課） 

●相談支援従事者の養成（障害福祉課）【再掲】 

●サービス管理責任者の養成（障害福祉課）【再掲】 

●障害支援区分認定調査員等の養成研修（障害福祉課）【再掲】 

●相談支援体制整備事業（障害福祉課）【再掲】 

●身体障害者・知的障害者相談員への研修（障害福祉課）【再掲】 

●介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修会の実施（障害福祉課）  

●民生委員・児童委員の研修会の実施（保健福祉課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７１参照】 

●関係法令の遵守の指導（障害福祉課） 
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６ 福祉用具等の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 

（１）福祉用具等の研究開発・普及の推進                       

（産業振興課、障害福祉課） 

●福祉用具等の研究開発・普及の推進  

 障害のある人にやさしい社会の実現のため、産学官民の連携組織「ハートフルビジネス

おかやま」の活動を通じて、障害のある人等のニーズを踏まえた誰もが使いやすい福祉用

具等の開発と普及を支援します。  

 

●補装具等の支給等（障害福祉課）                   

補装具の購入又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給、日常生活用具の給付・

貸与を行います。 

 

●福祉用具に関する相談窓口の整備、福祉用具相談等職員の資質向上（障害福祉課） 

情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築により、福祉用具に関する情報の提

供や相談窓口の整備を推進するとともに、研修の充実等により、福祉用具の相談等に従事

する専門職員の資質向上を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）身体障害者補助犬の育成等                        

（障害福祉課） 

身体障害者補助犬法に基づき、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の育成及

び身体障害者補助犬を使用する身体障害のある人の施設等の利用の円滑化を図ります。  

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７１参照】 

●「ハートフルビジネスおかやま」の活動支援（産業振興課）  

●福祉現場とのマッチング等（障害福祉課、産業振興課） 

●補装具（障害福祉課）【再掲】 

●日常生活用具給付等事業（障害福祉課）【再掲】 

●福祉用具等の情報提供（障害福祉課） 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７１参照】 

●身体障害者補助犬育成事業（障害福祉課）【再掲】 
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Ⅲ 生活環境                         

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状と課題＞  

【障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進】 

●  本県では、「岡山県福祉のまちづくり条例」や「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律」（以下バリアフリー法）により、障害のある人に配慮したまちづくりを計

画的に推進し、バリアフリー化を促進してきました。今後も、障害のある人も含めた全て

の人が、安心・安全・快適に暮らしていける福祉のまちづくりを計画的に推進していくこ

とが必要です。 

 

● 不特定多数の障害のある人等を対象とした施設のバリアフリー化は、平成２８年４月か

ら施行される障害者差別解消法に基づき、障害のある人からの社会的障壁の除去を必要と

する意思表示があり、過重な負担にならない範囲で、必要かつ合理的な配慮がなされる必

要があります。 

 

● 障害のある人を対象としたアンケートでは、外出する目的は、全体では「買い物に行く」

が６７．６％と最も高く、次いで「医療機関への受診」（５２．６％）、「通勤・通学・通所」

（３０．１％）、「散歩に行く」（２６．６％）、「趣味やスポーツをする」（２５．０％）、「友

人・知人に会う」（２４．５％）となっています。障害別にみると、身体障害のある方、精

神障害のある方（入院患者）は「買い物に行く」（それぞれ７１．２％、７２．１％）が最

も高くなっています。従って、買い物等日常生活や観光・レジャーなどの面でも、障害の

ある人が、快適に過ごすことのできるまちづくりの推進が必要です。 

 

● 高齢者や障害のある人が旅行等に出かけたいという要望があるにも関わらず、障害のあ

る人たちへの個別対応が不十分であるため、 旅行や外出することを諦めざるを得ない状況

があり、その結果、そうしたニーズが潜在化する現状があります。 

 

 

＜基本的な考え方＞ 

 障害のある人の自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい生活環境

の整備を推進するため、障害のある人が安心して生活できる住宅の確保、建築物、

公共交通機関等のバリアフリー化を推進します。また、引き続き「岡山県福祉の

まちづくり条例」に基づき、県民総参加で｢心｣、｢情報｣、｢物｣の３つのバリアフ

リーによる福祉のまちづくりを推進していきます。  

。  
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【ユニバーサルデザインの普及】 

● ユニバーサルデザイン（ＵＤ）社会を実現するためには、建物や設備、道路、交通機関、

公園などの新設、改修といったハード面でのユニバーサルデザインに配慮した整備と併せ

て、一人ひとりの個性や特徴を互いに理解すること、すなわちＵＤマインドを持ち、実践

するというソフト面での対応が重要です。今後、障害のある人の高齢化や国際化が進展す

るなかで、誰もが暮らしやすい社会を作っていくために、ハード･ソフト両面からのバラン

スが取れた取組が必要です。 

 

【住宅の確保・生活関連施設のバリアフリー化】  

● 障害のある人を対象としたアンケートでは、地域で生活するためにあればよいと思う支

援は、全体では「障害者に適した住宅の確保」が４２．７％と最も高くなっています。障

害別にみると、身体障害のある人は「障害者に適した住居の確保」が４７．８％と最も高

く、知的障害のある人は「必要な住宅サービスが適切に利用できること」が４１．３％と

最も高くなっています。障害のある人の住宅の確保とバリアフリー化が必要となっていま

す。 

 

● 障害のある人の高齢化・重度化に対応して、介護が必要となっても本人の希望によりグ

ループホームを利用し続けることができるよう、平成２６年度よりケアホームがグループ

ホームに一元化されました。グループホーム等の整備・活用促進によって、地域生活への

移行を推進するとともに、その安全性にも配慮していく必要があります。 

また、一元化に伴い、利用者の状態に応じた柔軟なサービス提供が行えるよう、外部の

居宅介護事業者と連携すること等により介護サービスを提供することが可能となる一方、

グループホームにおけるサービスの質の確保、向上を図る必要があります。  

 

● 自力で住まいを確保するのが困難な障害のある人に対しては、これまでバリアフリー化

された公営住宅の供給等により対応してきました。  

一方、公営住宅は老朽化した住宅の改修等にシフトしてきていることから、今後は民営

借家（アパート等）や一般住宅等を障害のある人の住まいとして安定して供給できるよう

に促進していくことも求められます。  

 

● 公営住宅においては、引き続き、障害のある人や高齢者向けの住宅建設、設備の改善に

取り組む必要があります。また、既存公共施設を含む公共施設の環境改善を実施し、施設

のバリアフリー化の状況を情報提供する必要があります。 

 

● 民間借家については、住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律。平成１９年法律第 112 号）等に基づき、賃貸人、障害のあ

る人双方に対する情報提供等の支援等、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する必要が

あります。 
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●今後は、一般住宅においても安心して暮らせるよう、住宅の改修やバリアフリー化され

た住宅の新築・改築を促進することが求められます。 

 

【公共交通機関・移動手段等のバリアフリー化の推進等】  

●障害のある人を対象としたアンケートでは、外出する場合に困ることは、全体では、「公共

交通機関が少ない」が３０．２％と最も高く、次いで、「道路や駅に階段や段差が多い」が

２６．９％となっています。障害別にみると、身体障害のある人は「道路や駅に階段や段

差が多い」が３４．８％と最も高くなっており、移動手段の確保及び公共の場での段差の

解消などのバリアフリー化が重要です。 

 

●バリアフリー法及びバリアフリー化に関する各種ガイドライン等により、ユニバーサルデ

ザインにも配慮しながら、交通・移動手段のバリアフリー化を推進する必要があります。 

 

＜重点施策と主要事業＞ 

１ 障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 

（１）福祉のまちづくりの総合的な推進                      
  全ての人が個性と人権を尊重され、あらゆる活動へ主体的に参加し、快適にいきいきと

生活できるバリアフリー社会の実現をめざして、障害のある人や高齢者等の活動を阻む

様々な障壁（バリア）を取り除き、誰もが自らの意思で自由に行動し、安全かつ快適に生

活できる住みよい福祉のまちづくりを県民総参加で進める必要があります。 

  このため、引き続き岡山県では「岡山県福祉のまちづくり条例」に基づき、県民総参加

で｢心｣、｢情報｣、｢物｣の３つのバリアフリーによる福祉のまちづくりを一層推進します。 

 

【岡山県福祉のまちづくり条例・バリアフリーの推進】（障害福祉課、建築指導課） 

岡山県福祉のまちづくり条例及びバリアフリー法に基づき、指導・助言等の必要な措置

を適切に講じることで、障害のある人や高齢者をはじめ全ての県民が安全かつ快適に公共

的施設を利用できるよう推進します。 

 また、誰もが安心して利用でき、気軽にまちへ出かけられるようにするため、「ほっと

パーキングおかやま」駐車場利用証制度の普及やバリアフリーステッカーの交付等を、引

き続き推進していきます。 

 

【心のバリアフリーの推進】（障害福祉課） 

将来の福祉のまちづくりの担い手である若い人を中心に、様々な障害を持つ人々の特

性や多様性を理解し、思いやりや助け合いの心を育んでいけるよう、啓発活動等に取り

組みます。 
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 心のバリアフリー啓発冊子の作成・配付や障害者週間等での啓発とともに、総合的な

学習の時間やボランティア活動などを活用し、障害のある生徒とない生徒による交流活

動等を通じて、障害のある人の体験を共有する取組などを推進していきます。 

 

【情報のバリアフリーの推進】（障害福祉課） 

情報を得ることが困難な人に対して、文字情報と併せて、絵文字（ピクトグラム）や図

を組み合わせて、インターネット等による多様な伝達方法によって、情報提供を進め、社

会参加を促進します。 

障害のある人が外出する際に役立つ情報を提供するため、県内施設のバリアフリー情報

を集約して、ホームページ「岡山県バリアフリー施設ガイド楽々おでかけ便利帳」を通じ

て継続的に情報提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）道路等のバリアフリー化の推進                         

（道路建設課、道路整備課、都市計画課） 

道路整備に当たっては、幅広い歩道の整備、視覚障害のある人のための誘導ブロックやス

ロープの設置、横断歩道橋の改善など、岡山県福祉のまちづくり条例及びバリアフリー法

等に基づき、障害のある人や高齢者にやさしい道路等のバリアフリー化を推進します。  

主要生活関連経路において、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しながらの幅の広い

歩道の整備や無電柱化等の推進を図ります。 

視覚障害のある人に配慮した音響式信号機等の整備を進め、安全な通行の確保に努めます。 

   

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７２参照】 

●生活関連施設の届出・協議（建築指導課） 

●バリアフリーステッカーの交付（障害福祉課） 

  ●「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度の推進（障害福祉課）【再掲】 

  ●おかやま心のバリアフリー普及・促進事業（障害福祉課）【再掲】 

  ●心のバリアフリー支援事業（障害福祉課）【再掲】   

  ●障害者週間の普及啓発（障害福祉課）【再掲】 

●発達障害のある人への理解を促進するための啓発・広報（障害福祉課）【再掲】 

●難病のある人への理解を促進するための啓発・広報(医薬安全課)【再掲】 

●精神障害のある人への理解を促進するための啓発・広報（健康推進課）【再掲】 

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】 

  ●バリアフリーガイドホームページの管理・充実（障害福祉課） 

  ●バリアフリー相談事業（障害福祉課） 

  ●移動支援のための情報提供方法等の研究（障害福祉課） 
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（３）バリアフリー法に基づく障害のある人に配慮した交通対策の推進            

（警察本部交通規制課、道路整備課）  

バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成す

る道路において、歩行者用信号が青であることを音で知らせる音響式信号機や、歩行者・

自転車と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行う高齢

者等感応化装置等のバリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道路標識等の整備

を推進します。 

【信号灯器の LED 化、道路標識の高輝度化の推進】(警察本部交通規制課、道路整備課) 

 障害のある人が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器の LED 化、道路標識

の高輝度化等を推進します。 

 

【速度抑制や通過交通の抑制等】（警察本部交通規制課） 

市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域（ゾーン）を

設定して、最高速度 時速３０キロメートルの区域規制、路側帯の設置・拡幅、物理的デ

バイス設置等の対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）都市公園等のまちづくりの推進                        

（都市計画課、河川課） 

都市計画の推進にあたり、引き続き環境負荷の軽減、防災性の向上、良好な景観の保全・

形成、生活環境の増進等、都市が抱える各種の課題に対応等とあわせて、バリアフリー化

への対応を推進していきます。  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７３参照】 

●道路等のバリアフリー化の推進（道路建設課、道路整備課、都市計画課）  

●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく道路の構造の基準

を定める条例（道路整備課） 

●無電柱化事業の整備（道路整備課） 

●「道の駅」のバリアフリー化の推進（道路整備課） 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７３参照】 

●視覚障害者用付加装置の整備（警察本部交通規制課） 

●高齢者等感応化装置の整備（警察本部交通規制課） 

●視覚障害者用道路横断帯(エスコートゾーン)の設置（警察本部交通規制課） 

●信号灯器のＬＥＤ化（警察本部交通規制課） 

●ゾーン３０事業（警察本部交通規制課） 
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都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のため岡山県福祉のまちづくり条例

及びバリアフリー法に基づく基準により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害のある

人等が利用可能な通路やトイレの設置等を進めます。また、身近な自然空間である河川の

魅力を誰もが享受できるような水辺整備をまちづくりと一体となって進めます。  

 

  

 

 

 

 

（５）ユニバーサルデザインの普及                         

（人権施策推進課） 

福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進、公園等との一体的整備

の促進、生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害のある人が安心・快適

に暮らせるまちづくりを推進します。  

多くの県民にユニバーサルデザイン（ＵＤ）の考え方をより一層、理解・定着してもら

うために、セミナー、体験事業等の実施により、広く普及啓発に取り組みます。NＰＯ等

と協働し、ワークショップやＵＤ体験等を組み込んだ多彩な事業の実施により、ユニバー

サルデザインの学びの場と機会を提供します。 

また、ＩＴ分野におけるユニバーサルデザインの推進も図ります。 

 

 

 

 

 

２ 住宅の確保・生活関連施設のバリアフリー化 

（１）公営住宅等のバリアフリー化等の推進                     
（住宅課、建築指導課） 

 本県の公営住宅は、「岡山県住生活基本計画」に基づき、障害のある人及び高齢者の生活

に適切に配慮した仕様で施設の改善に取り組んでいます。今後の建替えに当たっても、障

害のある人及び高齢者が安全かつ快適に生活できるバリアフリー化を積極的に推進して

いきます。公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既

存の公営住宅のバリアフリー化改修を促進し、障害のある人向けの公共賃貸住宅の供給を

推進します。 

また、公営住宅等での障害のある人に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするた

めの取組も推進していきます。  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７３参照】 

●都市公園等のバリアフリー化の推進（都市計画課、河川課） 

●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定公園施設の設

置の基準を定める条例（都市計画課）  

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７４参照】 

●ユニバーサルデザイン推進事業（人権施策推進課） 

●ＩＴ分野におけるユニバーサルデザインの推進（人権施策推進課） 
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（２）民間住宅等への障害のある人の円滑な入居の推進                  

（障害福祉課、住宅課、健康推進課）  

住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法

律。平成１９年法律第１１２号）に基づき設置した岡山県居住支援協議会と連携し、賃貸

人、障害のある人双方に対する情報提供等の支援、必要な相談体制の整備等を行うととも

に、家賃債務保証制度の活用を促進し、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進します。  

また、障害のある人の世帯や高齢者世帯に対して、住宅の増改築のための生活福祉資金

の貸付を行うとともに、精神障害のある人の住まいを確保するため、民間による家賃保証

制度の活用を促進するとともに、家賃保証料の一部を助成するなど支援します。 

 

（３）バリアフリー改修の促進・日常生活用具の貸与等              

（障害福祉課、住宅課、建設指導課） 

障害のある人や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するとともに、

障害のある人の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与、及び用具の

設置に必要な住宅改修等に対する市町村の取組に対して適切に支援していきます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（４）グループホーム等の整備促進                       

（障害福祉課） 

障害のある人が日常生活上の相談援助等を受けながら共同生活を行うグループホームの

整備及び利用の促進を図ります。 

 

（５）グループホーム等の防火安全体制                     

（障害福祉課、消防保安課、建築指導課） 

グループホーム等に入居する障害のある人が安心して生活できるよう、非常災害時にお

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７４参照】 

●公営住宅のバリアフリー化（住宅課、建築指導課） 

●県営住宅への優先入居（住宅課）【再掲】  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７４参照】 

●住宅セーフティネット法等に基づく民間賃貸住宅への円滑な入居促進（住宅課）  

 ●住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業（住宅課） 

●バリアフリー住宅の普及促進（障害福祉課） 

 ●バリアフリー相談事業（障害福祉課）【再掲】 

●入院患者社会復帰促進事業（健康推進課）【再掲】 
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ける消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法（昭和 25 年

法律第 201 号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）の基準に適合させるための支援等を実

施することにより、防火安全体制の強化を図ります。  

 

 

 

 

 

 

３ 公共交通機関・移動手段等のバリアフリー化の推進等  

（１）公共交通機関や関係施設のバリアフリー化の推進              

（障害福祉課、県民生活交通課、航空企画推進課）  

 障害のある人や高齢者等の交通弱者が、日常生活に必要なバスを安全かつ円滑に利用で

きるよう、低床型バスの導入・運行を促進します。また、公共交通ターミナル、公共交通

機関等のバリアフリー化を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共交通機関や関係施設におけるユーザビリティの推進等         

（障害福祉課、県民生活交通課、航空企画推進課）  

公共交通機関の旅客施設及び車両内等において、障害特性に配慮した案内表示や情報提

供の充実を推進します。 

 

 

 

 

 

 

（３）教育訓練の実施等                            

（障害福祉課、県民生活交通課、航空企画推進課） 

交通事業者等における障害のある人に対する適切な対応の確保を図るため、教育訓練の

実施等が促進されるよう要望していきます。  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７５参照】 

●低床型バスの導入促進（障害福祉課）  

●「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度の推進（障害福祉課）【再掲】 

●公共交通機関のバリアフリー化の推進等（鉄道）（県民生活交通課） 

●岡山空港のバリアフリー化の推進等（航空企画推進課） 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７５参照】 

●公共交通機関や関係施設におけるユーザビリティの推進等  

              （障害福祉課、県民生活交通課）  

●岡山空港におけるユーザビリティの推進等（航空企画推進課）  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７５参照】 

●グループホーム等の居住基盤整備等の推進（障害福祉課）【再掲】 

●障害のある人の地域生活を支える関係者間のネットワークの充実【再掲】 
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（４）福祉移送支援・福祉車両の普及・移動支援等                    

（障害福祉課）  

障害のある人や高齢者等移動に制約のある人の外出手段の整備を図るため、ＮＰＯ等非

営利法人による福祉移送サービスを普及するとともに、安全なサービスが安定的に供給さ

れるよう、運送者相互のネットワーク形成をより一層支援していきます。  

移動に制約のある車いす使用者が乗り降りしやすい福祉車両の普及を図るため、その取

得について助成を行い、障害のある人の自由な外出を支援します。 

また、屋外での移動に著しい制限などがある障害のある人に対して、社会生活上必要な

外出及び余暇活動の社会参加のための外出の際の移動を支援します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ユニバーサルツーリズムや移動支援の研究等                    

（障害福祉課、観光課） 

ユニバーサルツーリズム（障害のある人や高齢者等が気軽に快適な旅行を楽しめるよう

に配慮がなされた旅行）の推進等を図るため、移動支援に必要な情報提供手段の研究等を

行い、障害のある人が観光や外出を楽しめる機会の提供に努めます。 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７５参照】 

●福祉移送支援事業の推進（障害福祉課）【再掲】 

●福祉車両の普及（障害福祉課）【再掲】 

●移動支援事業（障害福祉課）【再掲】 

●移動支援事業者情報提供事業（障害福祉課）【再掲】 

●「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度の推進（障害福祉課）【再掲】  

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７６参照】 

●ユニバーサルツーリズムや移動支援の研究等（障害福祉課、観光課） 

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７５参照】 

●教育訓練の実施等（障害福祉課、県民生活交通課、航空企画推進課） 

 

 



76 
 

４ 公共的施設等のバリアフリー化の推進 

（１）公共的施設のバリアフリー化の推進                   

（建築指導課、障害福祉課） 

公共的施設については、岡山県福祉のまちづくり条例やバリアフリー法で定められる施

設において、建築主、設置者等に対する基準の遵守が図られるように、県、市等が指導・

助言を行い、障害のある人等が安全・快適に利用できるようバリアフリー化を積極的に進

めます。 

 

（２）県有施設のバリアフリー化の推進（新設）                 

（財産活用課、建築営繕課、住宅課） 

県有建築物を新設する場合は、岡山県福祉のまちづくり条例やバリアフリー法の整備基

準を遵守するとともに、ユニバーサルデザインの概念（すべての人にとって安全で使いや

すいものにするという考え方）を踏まえ、障害のある人等が安全・快適に利用できるよう

整備を図ります。 

 

（３）県有施設のバリアフリー化の推進（既存施設）               

（財産活用課、建築営繕課、住宅課） 

既存施設については、重要度・緊急度の高いものから、段差解消や車いすトイレの設置

などバリアフリー化を図ります。一般県民と接することの多い窓口業務を行う施設につい

ては、特にバリアフリー化の推進を図ります。 

 

（４）バリアフリー相談及び人材育成等                      

（障害福祉課） 

利用者参加によるバリアフリー施設整備の促進を図るため、県事業を対象に施設の整備

計画・設計段階から高齢者や障害のある人等の意見を聴くバリアフリー相談検討会を開催

します。また、これまで養成したバリアフリーアドバイザーの資質向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７６参照】 

●公共的施設のバリアフリー化の推進（建築指導課、障害福祉課）  

●県有施設のバリアフリー化の推進（財産活用課、建築営繕課、住宅課）  

●バリアフリー相談検討会（障害福祉課） 

●バリアフリーアドバイザーの資質向上（障害福祉課）  
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Ⅳ 教育・文化芸術活動・スポーツ・国際交流等        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

＜現状と課題＞  

【特別支援学校の教育の充実と教育体制の整備】 

●一人一人の教育的ニーズに対応した学校づくり  

障害種別に対する専門性とあわせて、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教育

課程の下での指導の充実が必要です。  

特に、高等部において、知的障害が比較的軽い生徒の増加や重複障害のある生徒への対応、

一人一人の教育的ニーズに応じて、自立と社会参加をめざす学科・教育課程の改善・充実

が求められています。 

 

●教員の専門性の向上 

 特別支援学校の教員は、勤務校に在籍する幼児児童生徒の教育と併せて、特別支援学校

のセンター的機能への小・中学校等からの期待も高まっていることから、高い専門性を有

するため、特別支援学校教諭免許状の保有を一層推進することが必要です。  

 また、自立活動の指導に関する専門性の向上や、発達障害を含む様々な障害種に対応で

きる指導力の向上も必要となっています。  

 

●センター的機能の充実 

学校教育法には、特別支援学校は、幼稚園（保育所）、小学校、中学校、高等学校等の要

請に応じて、障害により教育上特別の支援を必要とする幼児児童生徒の教育に関して必要

な助言又は援助を行うよう努めることが規定されています。また、小・中学校等からの助

言の期待も高まっていることから、特別支援学校のセンター的機能の充実に努める必要が

あります。 

 

●高等部教育の充実 

特別支援学校では、高等部入学後に、中学校等の必要な指導・支援を適切に引き継ぐこと

＜基本的な考え方＞ 

 障害の有無によって分け隔てられることなく、県民が相互に人格と個性を尊重

し合う共生社会とノーマライゼーションの実現に向け、障害のある幼児児童生徒

が、合理的配慮を含む必要な支援のもと、その年齢及び能力に応じ、かつその特

性を踏まえた十分な教育を可能な限り障害のない幼児児童生徒と共に受けるこ

とのできるよう、インクルーシブ教育システムの構築や教育環境の整備を推進し

ていきます。また、障害のある人が、障害者アート等の文化芸術活動やスポーツ

等を楽しむことで、心豊かな社会生活を送ることができるよう環境の整備等を推

進していきます。 

。  
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ができるよう、「個別の教育支援計画」等による適切な引継ぎが十分に行われる必要があり

ます。 

また、本県における特別支援学校卒業生の就職率は全国平均を下回る状況でしたが、平

成２３年度には３３．３％で全国平均を上回り、平成２６年度は３９．５％となり過去、

最高となりました。 

引き続き、キャリア教育の視点を踏まえた教育内容等の充実や、就労に向けた企業等と

の連携・協力、重度の障害のある生徒の移行支援と進路先の保障等が必要です。 

 

【就学前、小学校、中学校、高等学校等における特別支援教育の充実】 

●就学前における支援の充実  

・平成２６年度に実施した本県独自の調査によると、県内の公立幼稚園（５歳児を対象）

では、各園で把握している特別な支援を必要とする幼児の割合は、１６．５％と平成２４

年度と比べて増加していることが明らかになり、就学前の早期からの適切な支援が求めら

れています。（平成２４年度：１４．８％） 

・幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズにより適切に対応したものになるよう取組を進め

ていく必要があります。「個別の教育支援計画」等を作成している幼稚園等はまだ少なく、

就学前の支援に関する情報が小学校等へ円滑に引き継がれていない現状があります。  

 

●小・中学校における特別支援教育の充実 

・小・中学校の特別支援学級に在籍する生徒数や通級による指導を受けている児童生徒が

増加しています。平成２６年度に実施した県調査によると、各学校で把握している通常

学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒の割合は、小学校１１．７％、中学校

で８．７％であり、平成２４年度に比べ増加していることから、その対応が一層必要と

なっています。（平成２４年度 小学校９．５％、中学校６．７％） 

・特別な支援を必要とする児童生徒が在籍している通常学級では、個に対する適切な指導・

支援の充実に向けて教職員の課題意識は高まっていますが、集団での活動や生活を基本

とした学級経営、授業における指導・支援の適切な在り方等について、研究・実践の積

み重ねが求められています。  

・特別支援学級では、自閉症・情緒障害特別支援学級の児童生徒数が急増するとともに、

実態が多様化しており、将来の社会生活を見通して、「自立活動」を教育課程上に位置づ

けることや、指導法の工夫、特別支援教育支援員の効果的な活用等が求められています。  

・小・中学校では、通級による指導を希望する児童生徒が増加しており、実態も多様化し

ています。また、中学校区を単位とした地域内の学校間で継続した取組も重要であり、

今後も、地域の自立支援協議会や発達障害者支援センター等と協力し、関係機関との連

携に努めることが求められています。 

 

●高等学校における特別支援教育の充実 

・平成２６年度に実施した県調査では、各学校が把握している特別な支援を必要とする生

徒の割合は、全体で３．７％であり、平成２４年度に比べ増加しており、発達障害を含

む特別な支援を必要とする生徒一人一人に対して、学習や生活面における適切な指導・
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支援を行うことが一層求められています。（平成２４年度 全体３．２％） 

・発達障害をはじめとする障害のある生徒の特性に配慮した指導方法等の工夫や教育内容

等についての研究を進めていく必要があります。また、高等学校に在籍する特別な支援

を必要とする生徒の自立と社会参加に向けて、一人一人の卒業後の生活を見据え、キャ

リア教育を充実させるとともに、教育相談や就労や進学などの進路相談等の充実を図る

ことが求められています。 

 

●発達障害のある子どもの支援 

全教職員の発達障害を含む障害への理解を深めるため、校内研修や県総合教育センター等

での研修を充実していく必要があります。また、特別支援学校の教員からなる専門指導員

や医療・福祉等外部の専門家を要請のあった学校に派遣するなど、特別な支援を必要とす

る生徒へ適切に対応するための助言・援助を充実させる必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育環境の整備等】 

● 障害のある人が、生涯にわたって学習する機会をもち、自己の可能性を追求し、生活の

ゆとりや豊かさを実感し、社会参加を果たすことは極めて重要です。 

 

【大学等における障害のある学生への支援】 

●大学等での様々な機会におけるバリアフリー化の推進  

大学等への進学率が高まる中、障害のある学生についての理解の促進や、大学が提供する

様々な機会におけるバリアフリー化の推進を図っていくことが求められてきています。  

平成２８年度からの障害者差別解消法施行に向けて、障害のある学生が学べるよう、文部

科学省が、大学等が入学試験や授業面等で講じるべき合理的な配慮等の支援策の指針を策

定しているところです。 

 

【文化芸術活動、スポーツ等の振興】 

● スポーツ、レクリエーション及び文化芸術活動は、障害のある人が心豊かな社会生活を

送る上で、大きな役割を果たします。 

このように特別支援学校、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等において特別支援教

育を着実に推進していくことは、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム

構築に向けて必要不可欠です。 

本県においても、インクルーシブ教育システム構築を目指すことが重要であり、可能

な限り障害のある子どもと障害のない子どもが同じ場で共に学ぶことを目指すため、通

常学級においても特別支援教育の充実を図るとともに、障害の状態に応じた多様な指導

の場（通常学級、特別支援教室、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校など）

の教育の充実が必要です。その際には、個人に必要な「合理的配慮」の充実を図る上で

「基礎的環境整備」の充実を図っていく必要があると考えています。  
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● スポーツは、誰もが日常生活の中で楽しむことができるスポーツから競技性の高いス

ポーツまで、障害の状況に応じて、楽しみ、取り組むことができるよう、幅広く積極的に

推進する必要があります。 

 

● 平成２５年１月に行われた世論調査（※1）によると、成人の週１回以上のスポーツ実

施率は４７．５％となっています。 一方で、平成２５年１１月に行われた調査（※2）

によると、障害のある人（成人）の週１回以上のスポーツ・レクリエーション実施率は１

８．２％にとどまっています。 

※1：文部科学省「体力・スポーツに関する世論調査」 

※2：文部科学省委託事業「『健常者と障害者のスポーツ・レクリエーション活動連携推進事業 

（地域における障害者のスポーツ・レクリエーション活動に関する調査研究）』報告書」 

 

● 本県で実施した障害のある人を対象としたアンケート（平成２６年度実施）では、運動・

スポーツの活動頻度は、全体では「ほとんどしない」が４１．７％と最も高く、次いで「週

に１・２回程度する」（１５．４％）、「月に１・２回程度する」（９．９％）、「ほとんど毎

日する」（８．３％）となっています。障害別にみると、発達障害のある人と精神障害のあ

る人（在宅者）は「ほとんどしない」が５割を超えています。 

「運動・スポーツをしない理由」として、全体では「できる種目・種類がない」が４０．

９％と最も高く、次いで「きっかけがない」（３５．０％）、「興味がない」（２２．８％）、

「疲れやすい」（２０．１％）、「仲間がいない」（１９．６％）となっています。障害別に

みると、身体障害のある人、知的障害のある人は「できる種目・種類がない」が最も高く、

精神障害のある人（在宅者）、精神障害のある人（入院患者）、発達障害のある人は「きっ

かけがない」が最も高くなっています。これらのことから、障害のある人が、運動・スポー

ツを楽しめる機会を提供することが必要です。 

 

● 地域の身近な障害のある人に、スポーツの生活化を促進する「初級障害者スポーツ指導

員」は、全国で１８、８１０名（平成２６年１２月時点）となっています。障害者スポー

ツ指導員の数は過去２０年間で大きく増加しましたが、ここ１０年は横ばいとなっていま

す。障害者スポーツを支える指導員の確保・育成に努めることが必要です。 

 

● 障害のある人を対象にとしたアンケートでは、芸術文化活動の頻度は、「週１回以上」と

回答した人は全体の１７．９％にとどまっています。芸術文化活動をしない理由は、全体

では「きっかけがない」が４２．１％と最も高く、次いで「できる種目・種類がない」（３

５．６％）、「興味がない」（２８．５）、「仲間がいない」（１８．０％）、「施設が近くにな

い」（１４．４％）となっています。  

障害別にみると、身体障害のある人、精神障害のある人（在宅者）、精神障害のある人（入

院患者）、発達障害のある人は「きっかけがない」が最も高く、知的障害のある人は「でき

る種目・種類がない」が最も高くなっています。  
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● 日本は平成２６年１月２０日に「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」を批准

しました。この条約は、障害のある人の人権や基本的自由の享有を確保し、障害のある人

の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害のある人の権利を実現するための措置等を規定

しています。このことにより、日本において、障害のある人の権利の実現に向けた取組が

一層強化され、人権尊重についての国際交流が促進されることとなります。  

こうした状況と併せて、近年、グローバル化が進む中で、障害をはじめとした福祉分野

でも、国際的な視野を持って、様々な施策や取組が進められることが必要となっています。  

 

＜重点施策と主要事業＞ 

１ 特別支援教育推進のための取組 

（１）インクルーシブ教育システムの理念に基づく就学先決定への取組       

（教育庁特別支援教育課） 

市町村教育委員会は、障害のある児童生徒の就学先決定に当たり、障害の状態、本人の

教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学

校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から、就学先の判断を行うこととなります。 

なお、この場合において、市町村教育委員会が本人・保護者に対し十分な情報提供をし

つつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、

教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として、最終的には市町村

教育委員会が行政上の役割として就学先を決定することとなります。 

 

 

 

 

 

（２）障害のある児童生徒に対する適切な合理的配慮の提供            

（教育庁特別支援教育課） 

障害のある児童生徒に対する合理的配慮については、児童生徒一人一人の障害の状態や

教育的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上

で決定し、提供されることが望ましいことを周知します。  

 

 

 

 

 

 

【※第３章 事業一覧 Ｐ．１７７参照】 

●インクルーシブ教育システムの理念に基づく就学先決定への取組  

 

【※第３章 事業一覧 Ｐ．１７７参照】 

●障害のある児童生徒に対する適切な合理的配慮の提供(教育庁特別支援教育課) 

 



82 
 

（３）多様な学びの場の充実                          

（教育庁特別支援教育課） 

合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、障害のある人とない人が同じ場で共に学ぶ

ことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある子どもに対して、自立と社会参加を

見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応えた指導を提供できるようにするため、

小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校という連

続性のある「多様な学びの場」のそれぞれの充実を図ります。  

 

 

 

 

（４）特別支援学校の教育の充実と教育体制の整備                

（教育庁特別支援教育課） 

 一人一人の教育的ニーズに応じて、知的障害・肢体不自由の専門的教育をできる限り身

近な地域で受けられる体制の整備を図ります。また、就労による社会自立を目指した専門

的教育を実施する高等支援学校の募集定員の拡大を検討します。  

 医療的ケアの必要な児童生徒に対して、適切に医療的ケアを実施できる体制の整備を図

ります。  

① 一人一人の教育的ニーズに対応した学校づくり  

【専門的な教育をできる限り身近な地域で受けられる体制整備】 

 近隣に肢体不自由特別支援学校のない地域については、既存の知的障害特別支援学校

が肢体不自由を伴う重複障害のある児童生徒を積極的に受け入れるよう、体制の整備に努

めます。 

 

【一人一人の教育的ニーズに対応した教育の充実】 

 特別支援学校においては、それぞれの障害種における教育の専門性を確保するとともに、

重複障害のある児童生徒の指導の充実に努めます。 

また、発達障害を併せ有する児童生徒について、その特性等に対応した指導・支援の充

実に努めます。 

 

【知的障害特別支援学校の児童生徒増加に対応した学校設置等】 

 児童生徒の急増対策として、これまでプレハブ校舎等の設置により対応してきましたが、

老朽化したプレハブ校舎について、教室整備を検討していきます。 

 

【就労による社会自立を目指した専門的な教育を実施する特別支援学校の設置等】 

 知的障害の程度が比較的軽い生徒が増加していることから、施設の状況等も勘案しなが

ら、高等支援学校等の募集定員の拡大について検討します。 

【※第３章 事業一覧 Ｐ．１７７参照】 

●多様な学びの場の充実 (教育庁特別支援教育課) 
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 また、県立高等学校の余裕教室を活用し、高等学校生徒と特別支援学校高等部生徒との

日常的な交流及び共同学習を行うことのできる分校・分教室の設置について研究します。 

 

【医療的ケア実施体制等の整備】 

 医療的ケア実施に際しては、安全・安心な環境で行う必要があることから、医療的ケア

に対応した教室等の整備について検討するとともに、医療的ケアの実施内容や対象児童生

徒数の推移等を見ながら、医療的ケアが適切に実施できる看護師の時間数を確保します。 

 また、看護師が必要な研修を受けた教員と連携して医療的ケアにあたる体制などについ

て整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②教員の専門性の向上 

【特別支援学校教諭免許状保有率の向上】 

  特別支援学校の特別支援学校教諭免許状の保有率の向上を図るため、特別支援学校を

希望する同免許状保有者の採用枠の拡大や、免許法認定講習の拡充に努めます。 

  また、現在、特別支援学校に勤務している教員について、免許状の取得をさらに推進

します。 

 

【自立活動の指導等に関する専門性の向上】 

  各学校においては、自立活動の指導に関する教員の専門性を一層高めるため、学校の

現在のニーズに沿った研修を実施して、実態把握、自立活動の指導計画作成、評価等に

関する教員の力量の向上に努めます。また、外部専門家を活用し、自立活動の指導が改

善・充実するようにします。 

 

【発達障害を含む様々な障害種に対応できる指導力の向上】 

  各障害種に対応した専門性とともに、発達障害や障害の重複化に対応できる指導力の

向上を図るための研修を充実します。 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７７参照】 

●専門的な教育をできる限り身近な地域で受けられる体制整備 

(教育庁特別支援教育課) 

●一人一人の教育的ニーズに対応した教育の充実(教育庁特別支援教育課) 

●知的障害特別支援学校の児童生徒増加に対応した学校設置等  

(教育庁特別支援教育課) 

●就労による社会自立を目指した専門的な教育を実施する特別支援学校の設置等 

(教育庁特別支援教育課) 

●医療的ケア実施体制等の整備(教育庁特別支援教育課) 
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③センター的機能の充実 

【地域における教育と福祉の連携】 

就学前から卒業後の福祉サービス利用まで、一貫した支援を継続するために、特別支

援学校は、地域の自立支援協議会等関係機関と積極的に連携し、小・中学校等の支援に

活かします。また、各地域の相談窓口について保護者や地域の人々への周知に努めます。 

 

【県総合教育センターと特別支援学校との連携・協力体制の整備】 

  県総合教育センターと特別支援学校の関係者で構成する連絡協議会を開催し、連携・

協力体制を整備し、情報の共有化等に努めます。 

 

【センター的機能の充実】 

  特別支援学校のセンター的機能として発達障害を含む障害のある幼児児童生徒一人一

人に応じた適切な指導・支援の方法（アセスメントを含む）、「個別の教育支援計画」等

の作成、関係機関との連絡等に関する助言又は援助等を行います。各学校で構成する連

絡協議会を設置し、センター的機能の充実を努めます。 

 

【センター的機能発揮のための校内支援体制の整備】 

  特別支援学校がセンター的機能を十分に発揮するため、障害の特性等について専門的

な知識を有する専門指導員を任命し、地域の小・中学校等からの要請に応じて迅速・適

切な対応ができるよう校内体制の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７８参照】 

●特別支援学校教諭免許状保有率の向上(教育庁特別支援教育課) 

●自立活動の指導等に関する専門性の向上(教育庁特別支援教育課) 

●発達障害を含む様々な障害種に対応できる指導力の向上(教育庁特別支援教育課) 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７８参照】 

●地域における教育と福祉の連携(教育庁特別支援教育課) 

●県総合教育センターと特別支援学校との連携・協力体制の整備 

（教育庁特別支援教育課） 

●センター的機能の充実（教育庁特別支援教育課） 

●センター的機能発揮のための校内支援体制の整備(教育庁特別支援教育課) 
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④高等部教育の充実 

【中学校等からの生徒の情報の引継ぎの充実】 

高等部入学後に、中学校等の必要な指導・支援を適切に引き継ぐことができるよう、中

学校等が作成する「個別の教育支援計画」等による引継ぎを推進します。 

 

【キャリア教育の視点を踏まえた教育内容等の充実】 

  各学校において、生徒一人一人が卒業後の生活を見据え、自立への意欲を高めること

ができるよう、キャリア教育の視点を踏まえ、卒業後のＱＯＬ（生活の質）の向上につ

ながる教育課程の見直しや教育実践に取り組みます。  

  また、複数の種類の障害を併せ有する生徒については、専門的な知識や技能を有する

教員の下に指導を行うことや、必要に応じて医師及びその他の専門家の指導・助言を求

めるなどして、指導・支援の充実に努めます。 

 

【就労による社会自立に向けた教育課程の改善と企業等との連携・協力】 

  全ての特別支援学校において、実社会からの学びができる地域型の実習の研究・校内

検定の実施や各種の資格取得等を通して、職業教育に関する教育課程の改善・充実に努

めるとともに、引き続き、早期からの職場体験の拡充とキャリア教育の充実に努めます。

また、教員の指導力を育成するために、企業等への内地留学や、県総合教育センターに

おける就労支援に対応した研修講座を実施します。 

  また、高等部に配置している就労支援コーディネーター等が開拓した就労先や実習先

の情報については、学校間での情報を共有します。 

 

【重度の障害のある生徒の移行支援と進路先の保障】 

重度の肢体不自由のある生徒について、保健、福祉等関係機関との連携を促進します。

進路先における支援の継続を図るため、保護者と共通理解をした上で、「個別の教育支援

計画」等が、福祉施設等の進路先へ円滑に引き継がれるように働きかけます。 

  また、地域の自立支援協議会等の協力を得て、肢体不自由連絡協議会を開催するとと

もに、特別支援学校を中心とした地域ごとの生活介護事業所説明会等を実施することに

より、卒業後の進路を充実させ、卒業後のＱＯＬ（生活の質）の向上を図る取組を進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１７９参照】 

●中学校等からの生徒の情報の引継ぎの充実(教育庁特別支援教育課) 

●キャリア教育の視点を踏まえた教育内容等の充実 (教育庁特別支援教育課) 

●就労による社会自立に向けた教育課程の改善と企業等との連携・協力 

(教育庁特別支援教育課) 

●重度の障害のある生徒の移行支援と進路先の保障(教育庁特別支援教育課) 
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（５）就学前、小学校、中学校、高等学校等における特別支援教育の充実         

 （教育庁特別支援教育課） 

①就学前における支援の充実 

【早期支援のための関係機関との連携】 

  幼稚園等は保護者の気持ちを受け止めながら教育相談を実施し、地域の相談支援の情

報提供を行うとともに、指導・支援の充実に努めます。そのためには、教育、保健、福

祉等の地域の関係機関との連携のもとに、幼稚園等において、保護者と共に「個別の教

育支援計画」等を作成し活用することが必要であるため、作成・活用に向けて市町村教

育委員会への助言・援助を行います。  

 

【幼稚園等の教職員の特別支援教育に関する専門性の向上】 

幼稚園等においては、特別な支援を必要とする乳幼児への適切な支援を行うことが必

要です。県教育委員会は、市町村教育委員会と連携し、教職員が早い段階に気づき、特

別支援教育の視点をもって指導・支援にあたることができるようするため、研修等を実

施し、教職員の特別支援教育に関する専門性の向上を図るとともに、就学前についての

指導資料を作成し周知します。 

 

【適切な就学に向けた支援の充実】 

地域の保健・福祉等関係機関の協力を得ながら、相談機関の一覧や就学手続き等を示

したパンフレットを作成し、就学に関する情報を保護者にわかりやすく提供します。 

また、市町村教育委員会による保護者への情報提供、学校への指導・助言等により、

適切な就学指導ができるよう、連絡協議会を開催します。併せて、保護者が早期から身

近な相談ができるよう、市町村教育委員会に対して、地域の保健・福祉等の相談機関と

連携した就学相談会の実施を働きかけます。 

特別支援学校への就学については、就学前の在籍校・園等での支援の状況や、将来に

向けた教育的ニーズがより明確になるよう、「個別の教育支援計画」等による引継ぎが行

われるよう指導していきます。 

知的障害児施設に入所する児童生徒については、障害の状態によって、特別支援学校

に就学している現状がありますが、入所する知的障害児施設の住所地を学区とする公立

小・中学校等への就学の可能性や必要性について、市町村教育委員会に働きかけます。  

 

【就学前からの支援の継続、学校園間の連携】 

  地域の保健、福祉等関係機関と連携し、幼稚園等における「個別の教育支援計画」等

の作成と活用を促進します。また、就学前の支援の継続を図るため、保護者と共通理解

をした上で、「個別の教育支援計画」等が小学校等へ円滑に引き継がれるよう働きかけます。  
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②小・中学校における特別支援教育の充実  

【校内支援体制の機能化】 

 校長のリーダーシップのもと、全教職員が、特別支援教育に関する専門性を高めてい

きます。また、特別支援教育コーディネーターの役割を明確にし、校内委員会を適切に

開催し、校内支援体制の機能化を図ります。 

 「個別の教育支援計画」等の作成と活用を促進し、一人一人に対応できる校内支援体制

づくりについて指導をしていきます。また、特別支援学校の教員からなる専門指導員等

を要請のあった学校等に派遣し、特別な支援を必要とする児童生徒への適切な対応に関

する指導・助言等を引き続き行います。  

 

【特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりと学級づくり】 

  通常学級において特別な支援の必要な児童生徒の学習指導の充実を図るため、障害特

性に配慮した授業づくりと学級づくりを推進します。 

また、発達障害のある児童生徒の多くが通常学級に在籍していることから、発達障害

に関する研修の拡充等により、指導・支援の充実を図ります。また、特別な支援を必要

とする全ての児童生徒について、「個別の教育支援計画」等を作成し、職員間での共有

に努めます。 

 

【特別支援学級の自立活動の計画的な取組と指導内容の充実】 

  特別支援学級に在籍する全ての児童生徒について、保護者との共通理解を図りながら、

「個別の教育支援計画」等に基づいた指導が行われるよう努めます。 

  自立活動については、児童生徒の実態を的確に把握し、教育課程に明確に位置づけた

上で指導を行うことが重要であり、研究協議会等を通して取組が進むよう努めます。 

特に、自閉症・情緒障害特別支援学級においては、個別指導の充実とともに、大きな

集団の中でも充実した学習や生活ができるよう、ソーシャルスキルトレーニング等によ

り、人間関係の育成やコミュニケーション能力等、将来の社会生活において必要な力の

育成に努めます。また、教員の特別支援教育の専門性の維持と向上に努めます。 

 

【交流及び共同学習の充実】 

  障害のある児童生徒と障害のない児童生徒の相互理解を進めるため、交流及び共同学

習を実施し、共生社会の実現に向けた取組を推進します。 

【※第３章 事業一覧 Ｐ．１８０参照】 

●早期支援のための関係機関との連携 (教育庁特別支援教育課) 

●幼稚園等の教職員の特別支援教育に関する専門性の向上 (教育庁特別支援教育課) 

●適切な就学に向けた支援の充実 (教育庁特別支援教育課) 

●就学前からの支援の継続、学校園間の連携 (教育庁特別支援教育課) 
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【通級指導教育の充実】 

  通級による指導を希望する児童生徒の増加に対応するよう、通級指導教室の充実に努

めます。また、発達障害等多様な教育的ニーズに対応した効果的な指導の充実を図るた

めに研究協議会を実施し、特別支援教育に関する専門性の確保と指導力の向上に努める

とともに、通級指導教室担当教員間の連携強化を図ります。 

  また、児童生徒の在籍校と協力し、保護者との共通理解を図りながら、通級による指

導を受けている全ての児童生徒について「個別の教育支援計画」等の作成活用を行うよ

うに努めます。 

 

【中学校区等における学校間連携の促進・強化】 

  特別な支援を必要とする幼児児童生徒への適切な指導・支援には、地域内での研修の

充実や情報の共有化等の促進が大切です。中学校区等を単位とした幼稚園（保育所）・小

学校・中学校等の学校間連携の促進が図られるよう、市町村教育委員会への助言、援助

を行います。 

 

【特別支援教育支援員等の効果的な活用】 

  特別支援教育支援員活用の手引きの作成や、支援員を対象とした研修会の開催などに

より、支援員の効果的な活用を図ります。 

 

【地域人材等の活用】 

  教員ＯＢ等の地域人材や大学生を小・中学校の特別支援学級等で活用できるよう、市

町村教育委員会等と連携し、人材活用のための仕組みづくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８１参照】 

●校内支援体制の機能化(教育庁特別支援教育課) 

●特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりと学級づくり 

 (教育庁特別支援教育課) 

●特別支援学級の自立活動の計画的な取組と指導内容の充実(教育庁特別支援教育課) 

●交流及び共同学習の充実(教育庁特別支援教育課) 

●通級指導教育の充実(教育庁特別支援教育課) 

●中学校区等における学校間連携の促進・強化(教育庁特別支援教育課) 

●特別支援教育支援員等の効果的な活用(教育庁特別支援教育課) 

●地域人材等の活用(教育庁特別支援教育課) 
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③高等学校における特別支援教育の充実 

【特別な支援を必要とする生徒に対する理解の促進】 

  県総合教育センター等での研修を充実させ、特別支援教育や発達障害に関する教職員の

理解を深めるとともに、特別支援教育コーディネーターやミドルリーダーの養成に努め

ます。 各学校においては、校長のリーダーシップのもと、特別支援教育コーディネーター

を中心として、全教職員の理解促進に努めます。また、特別支援学校の教員からなる専

門指導員等を要請のあった学校に派遣し、特別な支援を必要とする生徒への適切な対応

に関する指導・助言等を行います。  

  特に、定時制高等学校については、適切な指導・支援の充実が急務であり、教員を対象

とした研修の充実や、専門指導員の派遣等により支援します。  

 

【各学校の実情に応じた機能しやすい支援体制づくり】 

  県総合教育センターでは、特別支援教育コーディネーターの養成及びスキルアップのた

めの研修を実施します。また、特別支援教育推進の中心となる教員について、高等学校

と特別支援学校との兼務や人事交流、特別支援教育総合研究所等での研修の機会の設定

を通して、教職員の専門性の向上に努め、高等学校の特別支援教育の充実を図ります。  

  また、生徒の卒業後の社会自立に向けて、インターンシップなど校内外の教育活動の充

実とともに、教育相談や生徒指導、進路指導等に特別支援教育の観点を取り入れ、発達

障害者支援センター等の関係機関と連携を図りながら相談支援体制が整備されるよう、

助言等を行います。 

 

【中学校からの情報を引き継ぐ仕組みづくり】 

  特別な支援を必要とする生徒に対して、入学後の指導・支援の方針を早期に立てられる

よう、中学校からの情報の引継ぎについて、市町村教育委員会や校長会等の協力を得な

がら進めます。特に、特別支援学級に在籍していた生徒や通級による指導を受けていた

生徒については、中学校で作成している「個別の教育支援計画」等を高等学校へ引き継

ぐことにより、全教職員の共通理解のもとで、必要な指導・支援が行われるよう指導し

ます。また、特別な支援を必要とする生徒の入学者選抜については、その手続きに関し、

中学校の進路指導担当者等への周知に努めます。 

 

【特別な支援を必要とする生徒に対する指導等の充実】 

中学校から引き継いだ情報をもとに、個々の教育的ニーズを踏まえた「個別の教育支援

計画」が作成されるよう、県総合教育センターにおける研修を充実させるとともに、各学

校に指導主事や専門指導員等を派遣し、具体的な作成の仕方等の指導・助言を行うことに

より、特別な支援を必要とする全ての生徒について、「個別の教育支援計画」の作成と活用

が推進されるよう努めます。 

また、生徒の介助等のため、必要に応じて特別支援教育支援員を配置するなどして、支
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援の充実を図ります。発達障害のある生徒に対しては、中学校との連携や、特別支援教育

の観点を取り入れた授業づくりや評価方法の工夫等について研究を行い、先進的な取組を

進め、その成果を提供することで各学校における指導・支援の改善を図ります。 

また、そうした研究成果等を踏まえ、少人数指導や効果的なティームティーチング等に

よる一人一人の教育的ニーズに対応した指導・支援について研究します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）発達障害のある子どもの支援                         

（障害福祉課、健康推進課、子ども未来課、教育庁特別支援教育課） 

発達障害のある子どもの支援のため、市町村、保健所、児童相談所、発達障害者支援セ

ンター等が連携して、総合的な相談や障害の早期発見、早期療育に努めるとともに、学校

においては、教員の専門性や校内の体制整備を行い、特別支援教育を推進します。  

また、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援体制の整備

を図るとともに、発達障害のある子どもやその家族に対する相談支援やペアレントメン

ターの養成等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８３参照】 

●発達障害者支援体制整備事業（障害福祉課）【再掲】  

●発達障害者支援センター運営事業（障害福祉課）【再掲】  

●発達障害児（者）支援医師研修事業（障害福祉課）【再掲】  

●発達障害者支援キーパーソン登録・活用促進事業（障害福祉課）【再掲】  

●発達障害児支援保育士研修事業（子ども未来課）【再掲】 

●子どもの健やか発達支援事業（健康推進課）【再掲】  

●児童養護施設等対応機能強化事業（子ども未来課）【再掲】 

●専門指導員派遣事業（教育庁特別支援教育課）【再掲】 

●多様な学びの場「特別支援教室」事業（教育庁特別支援教育課）【再掲】 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８２参照】 

●特別な支援を必要とする生徒に対する理解の促進 (教育庁特別支援教育課) 

●各学校の実情に応じた機能しやすい支援体制づくり (教育庁特別支援教育課) 

●中学校からの情報を引き継ぐ仕組みづくり (教育庁特別支援教育課・高校教育課) 

●特別な支援を必要とする生徒に対する指導等の充実  

(教育庁特別支援教育課・高校教育課) 
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（７）先進的な事例の収集・関係者への情報提供                   

（教育庁特別支援教育課） 

障害のある児童生徒への支援に関する先進的な事例の収集を行うとともに、関係者に対

して情報提供を行います。 

 

 

 

 

（８）障害のある児童生徒の就労支援の充実                    

（教育庁特別支援教育課） 

特別支援学校卒業生の円滑な就労移行等を支援するため、企業団体等と連携し障害のあ

る生徒の就労意欲を高め、将来の社会自立に資する「岡山県就労・生活支援研究協議会」

を継続的に実施することにより、企業団体との協力関係を構築するとともに、就労支援コー

ディネーターを活用した職場開拓、高等部の産業現場等における実習の充実を図ります。  

  また、生徒の進路意識の高揚を図るため、ジョブ支援員を活用して中学部からの職場体

験を実施していきます。 

 さらに、卒業後、企業等での就労による社会自立を目指す特別支援学校生徒の「働く力」

をより一層育成し、職業教育・就労支援の充実を図るため、「岡山の就労応援団」を構築し、

特別支援学校高等部におけるこれまでの産業現場実習に加え、中学部における実習や地域

と連携した「地域型実習」を県内全域で推進できるよう取り組んでいきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）ＩＣＴ等を活用した教育支援機器の充実                                          

（教育庁特別支援教育課） 

障害のある児童生徒の一人一人の教育的ニーズに応じた教科書を始めとする教材の提供

を推進するとともに、情報通信技術（ICT）を活用した分かりやすい授業等の実施により、

障害のある児童生徒の一人一人の障害の状態や特性等に応じた教育の充実に努めます。  

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８４参照】 

●岡山県就労・生活支援研究協議会（教育庁特別支援教育課） 

●ジョブ支援員の活用（教育庁特別支援教育課） 

●「岡山の就労応援団」の構築や「地域型実習」の推進  

（教育庁特別支援教育課）【再掲】 

●「可能性にチャレンジ～特別支援学校技能検定～」の実施 

（教育庁特別支援教育課）【再掲】 

●「ジョブマッチング～特別支援学校生徒のためのジョブフェア」の実施 

（教育庁特別支援教育課）【再掲】 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８４参照】 

●指導資料「通常学級の特別支援教育ガイド」(教育庁特別支援教育課) 
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（１０）指導方法の調査・研究・普及                                           

（教育庁特別支援教育課） 

障害のある児童生徒に対する指導方法に関する調査・研究を推進するとともに、研究成

果の普及を図ります。 

 

 

 

 

２ 教育環境の整備等 

（１）生涯学習の推進                              

（教育庁生涯学習課） 

障害の有無に関わらず、生涯にわたって学習する機会をもち、自己の可能性を追求し、

生活のゆとりや豊かさを実感し、社会参加を果たすことは極めて重要であるため、生涯学

習活動を促進します。また、地域の障害のある子どももない子どもも、同じように地域ぐ

るみで居場所をつくり育む仕組みづくりを推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８４参照】 

●おかやま子ども応援事業（教育庁生涯学習課）  

●土曜日教育支援事業（教育庁生涯学習課）  

●親のグッドスタート事業（教育庁生涯学習課） 

●親育ち応援隊！家庭教育支援チーム推進事業（教育庁生涯学習課） 

●おかやま子ども応援センター（子ども応援人材バンク）（教育庁生涯学習課） 

●防災キャンプ推進事業（教育庁生涯学習課） 

●「ぱっちり！モグモグ」生活リズム向上キャンペーン（教育庁生涯学習課） 

●「地域デビュー」支援事業（教育庁生涯学習課） 

●地域づくり人材養成セミナー（教育庁生涯学習課） 

●教育支援活動コーディネーター等研修会（教育庁生涯学習課） 

●親育ち応援学習リーダー養成講座（教育庁生涯学習課） 

●生涯学習・社会教育関係職員研修講座（教育庁生涯学習課） 

●生きる力応援事業「夢さがしの旅」（教育庁生涯学習課） 

●学校における文化活動の促進（教育庁生涯学習課） 

●親育ち応援学習リーダー養成講座（教育庁生涯学習課） 

●デジタル岡山大百科（教育庁生涯学習課） 

●岡山県生涯学習大学（教育庁生涯学習課） 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８４参照】 

●県総合教育センターにおけるＩＣＴ活用研修(教育庁特別支援教育課) 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８４参照】 

●県総合教育センターにおける調査・研究(教育庁特別支援教育課) 
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（２）高等学校入学者選抜試験における配慮                       

（教育庁高校教育課） 

障害のある生徒の高等学校への進学に対応するため、個別の状況に応じた入学者選抜に

おける配慮を行います。 

 

 

 

 

（３）災害発生時にも配慮した学校施設等のバリアフリー化            

（建築指導課、教育庁財務課） 

災害発生時における利用等の観点も踏まえつつ、ユニバーサルデザインの整備を計画的

に進めていくとともに、必要なバリアフリー化の整備を推進していきます。  

 

 

 

 

３ 大学等における障害のある学生への支援 

（障害福祉課） 

● コミュニケーション等の合理的配慮・施設のバリアフリー化等  

大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加

できるよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮、教科書・教材に関

する配慮等を促進するとともに、施設のバリアフリー化を推進するよう、障害のある学生

への国の支援指針等を参考に、県内大学等に要請していきます。  

 

● 大学入試センター試験での配慮 

 大学入試センター試験において実施されている障害のある受験者の配慮については、障

害のある学生一人一人のニーズに応じて、より柔軟な対応に努めるとともに、高等学校及

び大学関係者に対し、配慮の取組について、一層の周知を図るよう、障害のある学生への

国の支援指針等を参考に、県内大学等に要請していきます。  

 

● 大学等の入試や単位認定等の試験における適切な配慮の実施  

障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試や単

位認定等の試験における適切な配慮の実施を促進するよう、障害のある学生への国の支援

指針等を参考に、県内大学等に要請していきます。  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８５参照】 

●高等学校入学者選抜試験における配慮（教育庁高校教育課） 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８５参照】 

●災害発生時にも配慮した学校施設等のバリアフリー化（建築指導課、教育庁財務課） 
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● 配慮内容・バリアフリー化等の情報公開の促進  

 入試における配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援

体制、障害のある学生の受入れ実績等に関する各大学等の情報公開を促進するよう、障害

のある学生への国の支援指針等を参考に、県内大学等に要請していきます。  

 

● 支援体制の整備等 

 各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置など、支援体制の整備を促進す

るよう、障害のある学生への国の支援指針等を参考に、県内大学等に要請するとともに、

障害のある学生への修学支援に関する先進的な取組を行う大学等の事例収集等を実施する

とともに、大学等間や地域の地方公共団体、高校及び特別支援学校等とのネットワーク形

成を促進するよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 障害のある人の文化芸術活動の推進 

 障害のある人が、絵画、音楽、工芸、文芸など多彩な趣味を持つことは、豊かな感性を

引き出し、交流の拡大・生きがい・生活の充実等につながることから、障害のある人が、

文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取り組みます。また、今まで文化芸術に参

加・活動するきっかけがなかった障害のある人も、文化芸術活動に触れる機会の提供を推

進します。 

 

（１）障害者アート等文化芸術活動の推進                                    

（障害福祉課、文化振興課） 

障害のある人の作品展など文化芸術に関する体験や発表の場、芸術作品の観賞の場の充

実を図るとともに、障害のある人とない人が、障害者アート等文化芸術活動を通して一緒

に楽しめる環境づくりの推進にも努めていきます。 

①  障害のある人の県庁アートギャラリー  

障害のある人が、創作活動を頑張る契機となるよう、個性輝く作品を県庁１階県民室で

定期的に作品を展示し、県民に鑑賞していただきます。 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８６参照】 

●コミュニケーション等の合理的配慮・施設のバリアフリー化等の要請（障害福祉課） 

●大学入試センター試験での配慮の周知等の要請（障害福祉課） 

●大学等の入試や単位認定等の試験における適切な配慮の実施の要請（障害福祉課） 

●配慮内容・バリアフリー化等の情報公開の促進の要請（障害福祉課） 

●支援体制整備等の要請（障害福祉課） 
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② こころをつなぐ作品展 

 県内の特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級の幼児児童生徒が授業等で作成した

作品を展示します。 

 

③  障害者アート等文化芸術活動の普及・推進 

 障害のある人々による芸術作品は、「エイブル・アート」や「アール・ブリュット（生

の芸術）」などと呼ばれ、近年アートの世界でも注目を集めています。こうした状況を踏

まえ、文化芸術活動の発表・発信機会の更なる確保や、障害者アートを通しての障害のあ

る人とない人の交流の創出など、県民に広く普及・周知するための取組の研究等を行い、

障害のある人が発信する障害者アート等の文化芸術活動を推進します。また、障害のある

人とない人の交流を通じて、「障害」と「障害のある人」に対する理解を深めていきます。 

 

④ 県民文化祭との連携 

障害の有無に関わらず、文化芸術活動への参加の機会を増やすため、県民文化祭の岡山

県美術展覧会「県展」や「岡山県文学選奨」への参加を呼びかけ、障害のある人の作品発

表の機会を増やすとともに、障害のある人とない人との交流に努めます。  

 

⑤ 文化芸術活動に携わる人材の派遣  

文化芸術活動に携わる人材の派遣等の取り組みを行い、障害の有無にかかわらず、文化

芸術活動を行うことのできる環境づくりに取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）文化施設での字幕・音声案内サービスの提供等               

（文化振興課、都市計画課、教育庁文化財課） 

博物館、美術館等における文化芸術活動の公演・展示等において、字幕や音声案内サー

ビスの提供等、障害のある人のニーズに応じた工夫・配慮が提供されるように努めます。 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８６参照】 

●障害のある人の県庁アートギャラリー（障害福祉課）【再掲】 

●こころをつなぐ作品展（教育庁特別支援教育課）【再掲】 

●障害者アート等文化芸術活動の普及・推進（障害福祉課） 

●県民文化祭と障害者アートの連携（障害福祉課、文化振興課） 

●文化芸術活動に携わる人材の派遣（文化振興課） 

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】 
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５ 障害者スポーツの振興 

（１）障害者スポーツの普及等                        

（障害福祉課、福祉相談センター） 

岡山県障害者スポーツ大会の開催や全国障害者スポーツ大会への派遣を通じて、障害の

ある人のスポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組を支

援します。 

 これまで、スポーツに参加する機会が少なかった障害のある人もスポーツ活動を行うこ

とのできる環境づくりに取り組みます。また、身体障害のある人や知的障害のある人に比

べて普及が遅れている精神障害のある人のスポーツの振興に取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

（２）パラリンピック等におけるアスリートの育成強化               

（障害福祉課） 

パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス等への参加の支援等、ス

ポーツ等における障害のある人の国内外の交流を支援するとともに、パラリンピック等の

競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成を支援します。  

 

 

 

 

 

（３）障害のある人とない人のスポーツによるふれあい・交流の促進        

（障害福祉課、福祉相談センター、スポーツ振興課、税務課、都市計画課） 

 地域住民の誰もが気軽に参加できるスポーツ活動の場を提供し、子どもから高齢者、障

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８７参照】 

●文化施設での字幕・音声案内サービスの提供等（文化振興課、教育庁文化財課） 

●県立美術館観覧料の免除（文化振興課）【再掲】 

●県立博物館入館料の免除（教育庁文化財課）【再掲】 

●後楽園入園料の免除（都市計画課）【再掲】 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８７参照】 

●岡山県障害者スポーツ大会の開催（障害福祉課、福祉相談センター）  

●全国障害者スポーツ大会への派遣（障害福祉課、福祉相談センター）  

●障害者スポーツ教室の開催（障害福祉課、福祉相談センター）  

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８７参照】 

●パラリンピック等への参加支援（障害福祉課）  
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害のある人を含めて、それぞれの特性に応じて主体的にスポーツ活動に参加できる環境づ

くりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）障害者スポーツの指導者の養成・ボランティア活動の推進等         

（障害福祉課、福祉相談センター） 

① 障害者スポーツの指導者の養成・ボランティア活動の推進  

専門的な知識や指導技術を有し、地域での活動の中心的な役割を担うスポーツ指導者

を養成します。また、障害者スポーツに関する関心を高め、ボランティア活動への参加

を推進します。 

 

② スポーツやレクリエーションを楽しむための環境整備 

● 必要な時にガイドヘルパー（外出介護従業者）の派遣ができるように人材の確保

を図るとともに、都道府県間の利用が可能となるよう体制の充実に努めます。 

 

● 障害のある人が、旅行、観光、娯楽などにより充実したレクリエーション活動を

楽しむことができるように、県内の情報を集約して、県のホームページで公表する

など、情報提供の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８７参照】 

●障害者スポーツに係る情報提供（障害福祉課、福祉相談センター） 

●岡山吉備高原車いすふれあいロードレースの開催（障害福祉課、福祉相談センター） 

●スポーツの場の提供（スポーツ振興課） 

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】  

●バリアフリー情報の提供（障害福祉課）【再掲】  

●ゴルフ場利用税の非課税（税務課）  

●岡山県総合グラウンドの有料公園施設利用料金、駐車場料金の減免等  

（都市計画課）【再掲】 

●倉敷スポーツ公園の有料公園施設の利用料金の減免（都市計画課）【再掲】 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８８参照】 

●障害者スポーツ指導員の養成（障害福祉課、福祉相談センター）  

●障害者スポーツボランティア活動の推進（障害福祉課、福祉相談センター）  

●移動支援事業者情報提供事業（障害福祉課）【再掲】  

●観光等のホームページの充実（観光課、障害福祉課）  
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６ 障害のある人等の国際交流の推進 

（障害福祉課） 

 近年、グローバル化が進む中で、障害をはじめとした福祉分野でも、国際的な視野を持っ

て、様々な施策や取組が進められることが必要となっています。  

国際交流団体が行う各種活動や在住外国人との交流等、又は諸外国における障害のある

人を取り巻く状況や諸福祉施策等の情報交換等を通してネットワークの構築等に努めます。 

また、スペシャルオリンピックスへの参加等、民間団体等が行う障害者スポーツを通じた

国際交流の取組を支援します。

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８８参照】 

●福祉分野を中心とした国際交流（障害福祉課）  

●障害者スポーツによる国際交流（障害福祉課）  

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】 
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Ⅴ 雇用・就業、経済的自立の支援                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜現状と課題＞  

【障害のある人の雇用の推進】 

● 障害のある人の就業については、平成２５年度に「障害者の雇用の促進等に関する法律」

に基づく法定雇用率が１．８％から２．０％に引き上げられ、障害のある人の就労意欲の

高まりもあり、雇用者数は年々増加しています。引き続き障害のある人がその適性や能力

に応じて働くことができるよう、就業支援や雇用の促進に取り組む必要があります。  

 

● 法定雇用率 民間企業 ２．０％ 、自治体 ２．３％ 

岡山県の民間企業実雇用率 ２．１６％ 

平成２６年６月時点 全国１．８２％ 対 前年比０．２３％増 

 

● 同法に基づき、精神障害のある人の雇用が義務化された（平成３０年４月施行）ことも

踏まえ、精神障害のある人の雇用の促進のための取組を充実させる必要があります。 

 

● 障害のある人を対象にしたアンケート（平成２６年度実施）では、「平日の日中の主な過

ごし方」として、全体では「会社勤めや、自営業、家業などで収入を得て仕事をしている」

が１５．４％でした。また、仕事をしていない人では、今後の就労意向は、「仕事をしたい」

（４３．８％）、「仕事はしたくない」（４２．９％）となっていて、就労意向があるにも関

わらず就労できていない場合もあり、一層の就労に向けた支援が必要となっています。 

 

● 同じアンケートでは、「障害者の就労支援として必要なこと」は、「職場の障害者理解」

が４３．０％と最も高く、次いで「職場の上司や同僚に障害の理解があること」が４１．

７％となっており、より多く就業できるよう事業所において障害者雇用に対する理解を深

めていくことが必要となっています。  

＜基本的な考え方＞ 

 障害のある人が社会を構成する一員として地域のあらゆる活動に参加できる

共生社会を実現するためには、障害のある人が自らの能力を最大限発揮できるよ

う支援することが必要であり、働く意欲のある人が能力や適性に応じた就労の場

に円滑に移行できるよう支援することが重要です。  

このため、一般就労を希望する人には、関係機関等と連携しながら就労移行支

援事業所等において、できる限り一般就労できるよう支援を行います。一方、一

般就労が困難な人には就労継続支援Ｂ型事業所等での工賃の水準が向上するよ

う支援を行います。また、障害特性に応じた就労支援や、多様な就業の機会の確

保等にも努めていきます。 

。  
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● 平成２７年度に実施した一般県民を対象にした県民アンケート調査では、「障害のある人

のために企業などの民間団体が行う活動について、どのようなことを希望しますか」とい

う問いに対して、「障害者になっても継続して働くことができる体制の整備」が６４．５％

と最も高く、続いて、「障害のある人の雇用の促進」（５８．２％）、「障害のある人に配慮

した事業所等の改善・整備」（４９．０％）と、障害のある人の雇用推進や、就労環境の改

善に関する要望が上位となりました。 

 

【総合的な就労支援】 

● 障害のある人の一般就労への移行及び定着のためには、身近な地域において就業及び日

常生活に関する指導や助言その他の支援を行う必要があります。 

 

● 障害のある人を対象にしたアンケートでは、勤務形態は、全体では「自営業、農林水産

業など」が３８．８％と最も高く、次いで「正職員と勤務条件等に違いはない」（１８．９％）、

「パート・アルバイト等の非常勤職員、派遣職員」（１６．５％）となっています。   

障害別にみると、身体障害のある人は「自営業、農林水産業など」が４９．１％と最も

高くなっています。 

 

● 職業能力の開発 

福祉から雇用・就業への移行を促進するため、就職を希望する障害のある人が、個々の

就職ニーズに即した職業能力を身につけることができるよう、その障害の状態に応じた職

業訓練を推進する必要があります。  

 

【一般就労への移行推進】 

● 障害のある人の就労について、本県では福祉的就労から一般就労へ移行する人の割合が、

全国の半分にとどまっています。  

   ※全国：４．５％ 岡山県：２．２％ 

（平成２４年度一般就労移行者数÷就労系サービス利用者数）  

 

● 障害のある人の一般就労及び定着には、就業面及び生活面の一体的な支援を行う障害者

就業・生活支援センターが大きな役割を果たしていますが、本県においては、同センター

は障害保健福祉圏域の数に応じて３か所（岡山・倉敷・津山）しかなく、センターの遠隔

地における就労支援が不十分な実態があり、圏域の見直しに対応して設置体制の充実を図

る必要があります。 

 

【障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保】 

● 障害のある人がその能力を発揮して働くためには、障害種別や障害特性などによって、

多様な働き方を選択できる環境を整備する必要があり、一人ひとりの状況に応じたきめ細

かな就労支援を行うため、関係機関との連携体制を充実していく必要があります。  

 

● 障害者総合支援法においては、障害のある人に就労の機会を確保するとともに、一般就
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労に向けた能力の向上を図るため、福祉的就労の場として就労支援サービス（就労移行支

援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型）が設けられています。 

 

● 障害者総合支援法に基づく「岡山県障害福祉計画」とも相まって、こうした就労支援サー

ビスの充実や一般就労への移行の促進を図るとともに、障害のある人が能力と適性に応じ

て、職業を通じ社会活動に参加して活躍できるよう、雇用の場の確保と就労の促進を図る

必要があります。 

 

● 就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）のうち、農業分野で活動している事業所が６１事業所

※と、３年前の約２倍となっており、福祉事業所の農業への参入意欲は高まっていると考

えられます。（※平成２６年１２月現在） 

 

● 障害のある人にとっては、農業は、障害の特性や程度に応じて柔軟に作業に従事できる

と考えられ、就業機会の拡大が期待できるものと考えられます。 

 

【福祉的就労の底上げ】 

● 障害のある人の生活基盤の安定を図るため、働く意欲と能力を有する人の一般就労を支

援するとともに、一般就労が困難な人の福祉的就労による所得の向上を支援する必要があ

ります。 

 

● 県では、平成２４年度から平成２６年度までを対象期間とする「第１期岡山県障害のあ

る人の自立に向けた所得向上計画」を策定し、障害のある人の所得向上に取り組んできま

したが、所得向上に当たっては、計画に基づく継続的な取組が必要です。 

 

● 障害者総合支援法においては、障害のある人の自立を促進するため、就労支援サービス

の充実が図られており、障害のある人が地域において自立した生活を営み、社会参加を進

める上でも、自営を含めてその職業的自立を図る必要があります。 

 

【経済的自立の支援】 

● 障害のある人の所得保障には障害者年金や各種手当・減免制度等がありますが、制度を

よく理解していないことが原因で受給できるはずの手当等を受給できないことがないよう、

今後も継続して各種制度の周知・利用促進に努めていくことが重要です。  
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＜重点施策と主要事業＞ 

１ 障害のある人の雇用の推進 

（労働雇用政策課） 

● 平成２５年度に障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく法定雇用率が１．８％から

２．０％に引き上げられており、障害のある人がその適性や能力に応じて働くことができ

るよう、引き続き、一層の雇用の促進を図ります。 

 

● 平成２５年の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、精神障害のある人の雇

用が義務化（平成３０年４月施行）されたことも踏まえ、精神障害のある人の雇用の促進

のため、岡山労働局等関係機関と連携して啓発・周知の取組を充実させます。  

 

● 法定雇用率を達成していない民間企業については、公共職業安定所（ハローワーク）に

よる指導などを通じ、障害のある人の雇用に関する専門相談や助成金制度の説明を行うと

ともに、岡山労働局等関係機関と連携した各種啓発・周知を行い、法定雇用率の達成を促

進します。 

 

● 企業が障害のある人を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し、障

害のある人を雇用するよう、岡山労働局等関係機関と連携して啓発・周知を行うとともに、

障害のある人の雇用を検討している中小企業等に、障害者雇用促進アドバイザーを派遣し

て適切な相談・助言を行い、中小企業等における障害者雇用の促進を図ります。 

 

● 雇用分野における障害のある人に対する差別の禁止、及び障害のある人が職場で働くに

当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）が新たに規定された改正

障害者雇用促進法（平成２８年４月施行）に基づき、岡山労働局等関係機関と連携して事

業者に対する啓発・周知を行い、障害のある人もない人もともに働く機会の実現と均等な

待遇確保の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８９参照】 

●経済団体等への要請行動の実施等（労働雇用政策課） 

●「障害者ワークフェア・インおかやま」の開催（労働雇用政策課） 

●法定雇用率制度の周知による障害のある人の雇用促進（労働雇用政策課） 

●精神障害のある人の雇用に対する理解促進（労働雇用政策課） 

●中小企業等障害者雇用促進事業(障害者雇用促進アドバイザー）（労働雇用政策課） 
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２ 総合的な就労支援 

（１）障害者就業・生活支援センターによる就労支援                

（障害福祉課、労働雇用政策課） 

障害のある人が身近な地域で、就業及びこれに伴う日常生活等の相談・支援が受けられ

るよう障害者就業・生活支援センターを広く周知し、就業を希望する障害のある人の要望

にきめ細かに対応できるよう相談支援体制の充実を図ります。また、地域の就労支援機関

と連携をしながら、継続的な職場定着支援を実施します。 

また、同センターによる支援体制を強化するため、障害保健福祉圏域の３圏域から５圏

域への見直しに対応し、現在の３センター（岡山・倉敷・津山）に加えて、高梁・新見地

域及び真庭地域への設置を検討します。 

 

 

 

 

（２）雇用・保健福祉・教育等の関係機関の連携                     

（障害福祉課、労働雇用政策課） 

障害者就業・生活支援センターや地域自立支援協議会が中心となって、雇用、保健福祉、

教育等の関係機関の連携を推進し、障害のある人の就業面及び生活面からの一体的な相談

支援を実施するためのネットワークを構築します。  

 雇用面では、障害者就業・生活支援センターと、岡山労働局、地域障害者職業センター

等をはじめとする地域の関係機関が密接に連携して、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支

援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施します。 

 

 

 

 

 

（３）障害のある人の在宅就労・ＩＴ利用等の促進                

（障害福祉課） 

短時間労働や在宅就業、自営業など障害のある人が多様な働き方を選択できる環境を整

備するとともに、情報通信技術（ICT）を活用したテレワークの一層の普及・拡大を図り、

時間や場所にとらわれない働き方を推進します。 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８９参照】 

●障害者就業・生活支援センター等による連携の推進（障害福祉課）  

●障害者就労支援サポート事業（障害福祉課）  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８９参照】 

●障害者ＩＴサポートセンターおかやまの運営（障害福祉課）  

●バーチャル工房おかやまの運営（障害福祉課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８９参照】 

●障害者就業・生活支援センター事業（障害福祉課、労働雇用政策課）【再掲】 
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（４）就業機会の拡大と雇用の促進                         

（労働雇用政策課、障害福祉課）  

障害のある人の就業機会の拡大と雇用の促進を図るため、岡山労働局と連携して就職面

接会等の開催を行うとともに、障害者雇用を検討している中小事業者に対する助言・相談

等を行います。 

 障害のある人を雇用するための環境整備等の相談、関連する各種助成金制度等、障害者

雇用に関するノウハウの提供等を岡山労働局、地域障害者職業センター等関係機関と連携

して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）職業訓練・職業能力の開発                        

（労働雇用政策課） 

公共職業能力開発施設において障害のある人向けの職業訓練を実施するほか、民間教育

訓練機関等の訓練委託先を活用し、障害のある人の身近な地域において障害のある人の状

況に応じた多様な委託訓練を実施します。  

また、障害のある人の職業能力開発を効果的に行うため、地域における雇用、福祉、教

育等の関係機関が連携の強化を図りながら職業訓練を推進するとともに、障害のある人の

職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や県民の理解を高めるための啓発に努めま

す 

① 県立高等技術専門校では、公共職業安定所等との連携のもとに、施設内において、身

体障害のある人や知的障害のある人等を対象とした訓練を実施します。また、特別委託

訓練では、身体障害のある人を対象とした機械系分野（２年課程）の訓練を、委託訓練

では、特別支援学校の生徒や様々な障害種別の人を対象として、企業、社会福祉法人、

民間教育機関等、職業能力開発資源を活用した訓練を実施し、多様化する訓練ニーズに

応じた職業訓練を推進します。 

  なお、国の「吉備高原障害者職業能力開発校」においては、一般校において受講する

ことが困難な重度障害のある人等、職業訓練上特別な支援を要する障害のある人を積極

的に受け入れ、障害の程度、特性に応じた職業訓練を実施していきます。 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１８９参照】 

●障害者就職準備講習会・就職面接会の開催（労働雇用政策課） 

●職場適応訓練の実施（労働雇用政策課） 

●手話協力員の配置（労働雇用政策課） 

●障害のある人自身の一般就労等に関する理解の促進（障害福祉課） 

●障害のある人を雇用するための各種制度等の利用促進のための周知 

（労働雇用政策課） 

●障害のある人を雇用するための相談・助言（労働雇用政策課） 



105 
 

② 障害のある人の職業能力開発に関する技能大会の障害者技能競技大会（アビリンピッ

ク）を通じて、障害のある人の技能に対する社会の認識を高め、技能が尊重される社会

の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

（６）学校現場等での職業指導等の充実                     

（教育庁特別支援教育課） 

障害のある人の円滑な就労移行等を支援するため、教育・福祉・労働等の連携により、

障害のある生徒の就労意欲や自立への意欲を高めるための進路指導、職場開拓、産業現場

等における実習の充実等を図ります。 

併せて、生徒一人一人の卒業後の生活を見据え、自立への意欲を高めるため、ＱＯＬ（生

活の質）の向上につながる教育課程の見直しや教育実践に取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 一般就労への移行推進 

（１）障害福祉サービスによる一般就労への移行推進               

（障害福祉課、労働雇用政策課） 

就労移行支援事業所において、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に

必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。また、就労継続支援（Ａ型・Ｂ

型）事業所において、一般企業等で働くことが困難な人に、働く場を提供するとともに、

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

こうした就労系サービスからの一般就労が促進されるよう、障害者就業・生活支援セン

ターと連携した就労アセスメントの実施等による支援を進めます。 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９０参照】 

●職業訓練の推進（労働雇用政策課） 

●技能競技大会を通じての啓発（労働雇用政策課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９０参照】 

●岡山県就労・生活支援研究協議会（教育庁特別支援教育課）【再掲】 

●ジョブ支援員の活用（教育庁特別支援教育課）【再掲】 

●「岡山の就労応援団」の構築や「地域型実習」の推進  

（教育庁特別支援教育課）【再掲】 

●「可能性にチャレンジ～特別支援学校技能検定～」の実施 

（教育庁特別支援教育課）【再掲】 

●「ジョブマッチング～特別支援学校生徒のためのジョブフェア」 

（教育庁特別支援教育課）【再掲】 
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（２）その他関係機関等と連携した取組                     

（障害福祉課、健康推進課、労働雇用政策課、人事課） 

就労移行支援事業所等からの一般就労を促進するため、積極的な企業での実習（施設外

支援）や求職活動の支援等の推進を岡山労働局等関係機関と連携して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 

（１）精神障害（発達障害含む）のある人の就労支援                       

（障害福祉課、健康推進課） 

発達障害等の特性に応じた就労支援の充実・強化を図ります。また、精神障害に関する

事業主等の理解を一層促進し、精神障害のある人の雇用拡大を図ります。精神障害のある

人に対する就労支援に当たっては、就労支援機関が医療機関と連携を図りつつ、就労の定

着を促進します。また、ハローワーク等において発達障害のある人、精神障害のある人等

に対する専門的な支援の強化を図ります。  

 

 

 

 

 

（２）難病患者の就労支援                           

（医薬安全課）  

難病患者の就労支援を促進するため、岡山県難病相談・支援センターに就労支援専門員

を配置し、公共職業安定所等関係機関やハローワーク岡山に配置の難病患者就職サポー

ターとも連携を図りながら、きめ細やかな相談・援助、情報の提供を行います。  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９１参照】 

●障害のある人の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講（労働雇用政策課） 

●岡山県精神障害者職場研修事業（健康推進課） 

●おかやま心のバリアフリー普及・促進事業（障害福祉課）【再掲】  

●知的障害のある人の岡山県非常勤職員への採用（人事課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９１参照】 

●就労移行支援（障害福祉課）【再掲】 

●就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）（障害福祉課）【再掲】 

●障害者就労支援サポート事業（障害福祉課）【再掲】  

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９１参照】 

●精神障害（発達障害含む）のある人の就労支援（障害福祉課、健康推進課） 
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（３）農業分野における障害者就労、就労訓練の推進               

（障害福祉課、農産課） 

農業分野における障害者就労又は就労訓練を推進するため、「農福連携」により、農業法

人等の農業関係者や福祉関係者等に対する情報の提供とニーズの把握、労働に係る身体的

な負荷の低減に向けた技術開発等を通じて、農業分野での障害者就労を推進します。  

また、中国四国農政局を中心とした関係者のネットワークを活用して農業と福祉の連携

を深めるとともに、就労継続支援事業所における農産物の生産拡大や農作業の受託促進、

地域団体との連携による６次産業化などにより、農業分野における取組の拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

５ 福祉的就労の底上げ 

（１）工賃向上等による福祉的就労の底上げ                   

（障害福祉課） 

 国が定める「『工賃向上計画』を推進するための基本的な指針」及び事業所の意向を踏ま

えた上で、「岡山県障害のある人の自立に向けた所得向上計画」を策定し、一般就労が困難

な人が利用する就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃水準の向上支援及び障害者優先調

達の継続的な推進に加え、福祉的就労から一般就労への移行促進を含めて、障害のある人

の就労を通じた所得向上に総合的に取り組みます。 

また、障害のある人が一人ひとりの個性と可能性を活かして働くことができるよう、就

労支援サービスの基盤整備を図るとともに、適切な就労支援サービスが提供されるよう必

要な支援を行います。 

 県は、各事業所が工賃向上への取組を円滑に進めることができるよう、関係施策の充実

に努めるとともに、調達方針に基づき障害者就労施設等からの調達の拡大に取り組み、こ

の計画に掲げる目標達成を目指すものとします。  

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９１参照】 

●農業分野における障害者就労、就労訓練の推進（障害福祉課、農産課） 

●インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９２参照】 

●所得向上計画の策定と推進（障害福祉課） 

●所得向上支援組織による取組の促進（障害福祉課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９１参照】 

●岡山県難病相談・支援センター事業（医薬安全課） 
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（２）障害者優先調達等の推進                             

（障害福祉課、監理課、用度課） 

障害のある人の工賃向上を進める上で、官公需の拡大が効果的であることから、障害者

優先調達推進法に基づき、毎年度調達方針を策定した上で、障害者就労施設等の提供する

物品・サービスの優先購入を引き続き推進していきます。  

また、県の工事や物品購入等の入札に際しては、障害のある人の雇用状況を評価する制

度の活用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

６ 経済的自立の支援 

（１）生活安定のための各種施策の周知・推進等                 

（保健福祉課、障害福祉課、健康推進課、医薬安全課、税務課、住宅課）  

障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業（自

営業を含む。）の促進に関する施策との適切な組み合わせのもと、諸手当等を支給すると

ともに、各種の税制上の優遇措置を運用し、経済的自立を支援します。また、受給資格を

有する障害のある人が、制度の不知・無理解により、年金や諸手当、減免措置等を受ける

機会を逃すことのないよう、各種制度の周知に取り組みます。  

 

（２）県施設利用に係る各種減免等                       

（財産活用課、文化振興課、都市計画課、航空企画推進課、教育庁生涯学習課・文化財課） 

障害のある人による県が所有・管理する施設の利用等に当たり、その必要性や利用実態

を踏まえながら、利用料等に対する割引・減免等の措置を講じます。 

 

※具体的な取組については、「第３章 Ⅱ 生活支援 生活安定のための各種施策」（ｐ．１５６）  

に記載しています。 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９２参照】 

●障害者優先調達の推進（障害福祉課） 

●県建設工事における入札参加資格（監理課） 

●県の物品購入等における入札参加資格（用度課） 
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Ⅵ 保健・医療                         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

１ 保健・医療の充実等 

● 医療体制の充実 

本県の医療体制は、「岡山県保健医療計画」に基づき次のように保健医療圏を設定して、

医療資源の効率的かつ適正な配置を図るとともに、医療機関相互の機能分担と連携を推進

しています。 

○一次保健医療圏（市町村域）  

 地域住民の日常的な健康相談、健康管理や頻度の高い一般的な傷病の治療などに    

対応する基礎的な圏域。 

○二次保健医療圏（５圏域） 

  原則として、入院医療の需要に対応し、比較的専門性の高い領域も含めて、一般    

的な保健医療がおおむね完結できる体制づくりを目指す圏域。  

○三次保健医療圏（県全域） 

  高度又は特殊な保健医療サービスを提供する圏域。  

 

●  リハビリテーション医療は、障害のある人の自立を支援するために重要です。また、高

齢化が急速に進展している中、脳卒中や転倒・骨折等の傷病を契機として日常生活が不活

発になり、障害が重度化するおそれがあることから、その予防の観点も持って、医療や介

護サービスが十分に連携して提供される必要があります。  

 

● 障害のある人の歯科診療は、多くの医療スタッフを必要としたり、長時間の診療を要す

ることもあり、歯科医師の協力が得にくい場合があるので、歯科診療体制の整備を推進す

ることが必要です。 

 

＜基本的な考え方＞ 

 障害のある人が身近な地域において、保健・医療サービス等を受けることがで

きるよう、提供体制の充実を図ります。特に、入院中の精神障害のある人の退院

や地域移行を推進するため、精神障害のある人が地域で暮らせる環境の整備に取

り組みます。あわせて、難病に関する施策を推進します。  

 また、障害の原因となる疾病等の予防・早期発見・治療等を推進するとともに、

母子保健や心のケア・健康づくり等の各種取組を推進していきます。  

 

。  
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２ 精神保健・医療の提供等 

● 精神障害のある人が、地域で安心して生活するためには、必要なときに、身近な地域で、

適切な医療を受けられる体制を整備する必要があります。また、保健所や精神保健福祉セ

ンター等において精神保健相談や訪問指導など、地域における精神保健対策の充実を図っ

ていくことが重要です。 

 

● 近年、社会や人間関係が複雑化する中で、うつ病などのストレス性疾患が年々増加して

おり、心の健康の重要性が高まっています。 

 

３ 保健・医療人材の育成・確保 
● 障害のある人のニーズが多様化する中で、必要な保健医療サービスを受けられるよう、

専門的技術を有する保健・医療従事者の養成・確保及び資質の向上を図ることが重要となっ

ています。 

 

４ 難病に関する施策の推進 

● 疾患の原因が不明であり、効果的な治療方法が未確立の難病については、今後とも医療

体制の確保を図るとともに、患者の療養生活の質（ＱＯＬ）の向上に向けた施策を進める

必要があります。 

 

● 平成２５年４月から、障害者総合支援法に定める障害者等の対象に、難病患者が加わり、

障害福祉サービス等の対象となりました。難病患者についても、医療体制の確保とあわせ

て、障害福祉サービスや相談支援を継続することが必要です。 

 

５ 障害の原因となる疾病等の予防・早期発見・治療 

【障害の原因となる疾病の予防】 

● 妊娠・出産から新生児、幼児に至る過程の中で、疾病等の予防・早期発見が障害の予

防や軽減につながることから、保健、医療、福祉等の連携を図りながら、より一層の保

健施策を充実していくことが必要です。  

 

● 安心して妊娠・出産することができる周産期医療体制の整備が必要です。 
 

● 育児不安・負担感を抱える家庭の増加、児童虐待の増加等の現状を踏まえ、発達障害児

の支援、乳幼児の事故防止、思春期保健対策等について、それぞれの地域の特性に応じた

母子保健対策の推進が必要となっています。 
 

● 高齢化の進展や食生活の乱れ、運動不足などを原因のひとつとして、生活習慣病になる

人々の増加や寝たきり等の要介護状態になってしまう人々の増加が深刻な社会問題となっ

ています。 
 

● 社会経済環境の変化に伴い、物質的には豊かで生活は便利になる反面、人々の受けるス

トレスは高まり、心の健康を損ねて、神経症やうつ病などにかかる人が増えています。 
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【障害の早期発見・治療の推進】 

● 乳幼児の障害を早期に発見し、早期に治療や適切な療育につなぐ必要があります。 

 

● ひきこもりの長期化は、本人の社会参加の遅れ、家族の悩みの増大をまねくことから、

大きな社会問題となっており、また、これらの問題の要因として精神障害が関与している

場合もあります。 

 

● 精神障害を早期に発見し治療に繋げていくことは、障害の状態の軽減、重症化の防止に

有効であり、また、早期の受診を進めるためには、心の病気に対する誤解や偏見を取り除

いていくことが必要です。 

 

＜重点施策と主要事業＞ 

１ 保健・医療の充実等 

（１）地域医療体制の充実等                          

（医療推進課、医薬安全課、長寿社会課） 

① 障害のある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地

域医療体制等の整備を図ります。その際、特に、高齢化等による障害の重度化・重複化

の予防及びその対応に留意します。  

 

② 障害のある人に対し、機能回復訓練から、ＡＤＬの向上、社会参加の実現に至る一貫

したサービスの提供ができるリハビリテーション体制等の整備に努めます。 

（医療推進課、長寿社会課） 

 

③ 中核病院と地域の診療所などとの適切な役割分担によって、脳卒中、糖尿病、５大がん、心

筋梗塞の発病時の急性期治療から在宅での療養まで、地域連携クリティカルパスの活用等に

より切れ目のない医療を提供する体制の構築を進めます。 （医療推進課） 

 

④ 難病患者の身近な入院施設及び相談体制の確保のため、二次保健医療圏（５圏域）に

指定している拠点病院・協力病院とともに、レスパイト事業において準協力病院の指定

を増やすなど、難病医療ネットワークの充実を図ります。（医薬安全課） 

 

⑤ 在宅医療と介護の連携推進（医療推進課、長寿社会課） 

例え障害があっても可能な限り、高齢者が住み慣れた地域で日常生活を継続しながら、

必要な医療と介護が受けられるようにするため、在宅医療と介護の連携を推進する体制

整備を図っていきます。県は、医療・介護関係団体の協働のための合意形成や市町村の

取組の支援に努めます。 
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（２）重症心身障害児者とその家族の支援【再掲】                        

（障害福祉課） 

医療的ニーズの高い重症心身障害児者が県内どこでも安心して生活できるよう、在宅で

介護を行う家族の負担軽減を図るため、地域バランスのとれた医療型短期入所の整備・充

実を進めます。併せて、相談支援事業所や重症心身障害児が利用可能な障害児通所支援事

業所等の情報を提供していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９３参照】 

●岡山県保健医療計画の推進（医療推進課）  

●医療連携体制の構築（医療推進課）  

●在宅医療推進事業（在宅医療提供体制推進事業）（医療推進課） 

●在宅医療推進事業（人材育成・確保事業）（医療推進課、長寿社会課） 

●難病医療提供体制整備事業（難病医療ネットワークの構築）（医薬安全課） 

●地域包括ケアシステムの構築（長寿社会課）【再掲】 

●地域包括ケア体制推進事業（長寿社会課） 

●地域包括ケア体制づくり市町村支援事業（長寿社会課）  

●高齢者在宅生活支援事業（長寿社会課） 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９４参照】 

●レスパイトサービス拡大促進事業（障害福祉課）【再掲】  

●レスパイトサービス施設開設等支援事業（障害福祉課）【再掲】  

●レスパイトサービス職員研修等事業（障害福祉課）【再掲】 
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（３）医療費等の助成                                

（障害福祉課、医薬安全課、健康推進課） 

 自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）、心身障害者医療費公費負担制度、

指定難病に係る特定医療、特定疾患治療研究事業などの公費負担制度の普及を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）福祉サービスと保健サービスの提供体制の充実                

（障害福祉課、保健福祉課、健康推進課） 

障害のある人の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健サービスの

提供体制の充実を図ります。また、障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の

予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図ります。 

 

 

 

 

（５）障害のある人の歯科疾患の予防等・歯科専門職の育成等                 

（健康推進課） 

 定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害のある人に対

する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る取組を進めるとともに、障害

の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組を促進します。  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９４参照】 

●自立支援医療（更生医療）（障害福祉課）【再掲】 

●自立支援医療（育成医療）（障害福祉課）【再掲】 

●自立支援医療（精神通院医療）（健康推進課）【再掲】 

●心身障害者医療費公費負担制度（障害福祉課）【再掲】 

●特定疾患治療研究事業（医薬安全課）【再掲】 

●指定難病への医療費助成（医薬安全課）【再掲】  

●小児慢性特定疾病への医療費助成（医薬安全課）【再掲】  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９４参照】 

●子どもの歯の健康づくり支援事業（健康推進課） 

●８０２０健康長寿社会づくり推進事業（健康推進課） 

●母子歯科保健の充実（健康推進課）  

●在宅歯科医療体制の充実（健康推進課） 

●障がいのある子ども(人)の歯科保健医療対策｢こんにちは歯医者さん事業｣ 

（健康推進課） 

●在宅療養者（児）の歯科保健医療対策（健康推進課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９４参照】 

●保健所保健福祉サービス調整推進会議（保健福祉課） 
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２ 精神保健・医療の提供等（健康推進課） 

（１）精神障害のある人の地域移行の推進・社会資源の整備               

精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに、入院

中の精神障害のある人の早期退院（入院期間の短縮）及び地域移行を推進し、いわゆる社

会的入院を解消するため、以下の取組を通じて、精神障害のある人が地域で生活できる社

会資源を整備します。 

ア 専門診療科以外の診療科、保健所等、健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進す

るとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救急医療システムを確立するなど地

域における適切な精神医療提供体制の確立や相談機能の向上を推進します。 

イ 精神科デイケアの充実や、外来医療、多職種による訪問支援活動の充実を図ります。 

ウ 居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の

提供体制の整備を図ります。 

エ 精神障害のある人の地域移行の取組を担う精神科医、看護職員、精神保健福祉士、心理

職等について、人材育成や連携体制の構築等を図ります。 

 

（２）精神障害のある人等に対する相談体制の構築                      

精神障害のある人及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図ります。学校、

職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング等の機会の充実により、県

民の心の健康づくり対策を推進するとともに、精神疾患の早期発見の機会の確保・充実を

図ります。 

 

（３）精神医療における人権の確保等                      

精神医療審査会や、実地指導・実地審査等により、人権に配慮した適切な医療の提供と

入院環境の確保を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９５参照】 

●精神保健知識の普及啓発（健康推進課） 

●精神保健相談（健康推進課） 

●高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援事業（健康推進課） 

●精神障害者地域移行・地域定着支援事業（健康推進課）【再掲】 

●精神障害者アウトリーチ（訪問支援）事業（健康推進課）【再掲】 

●入院患者社会復帰促進事業（健康推進課）【再掲】 

●ひきこもり予防支援事業（健康推進課） 

●地域移行促進センター事業（健康推進課）【再掲】） 

●精神科救急医療システム（健康推進課） 

●岡山県精神保健福祉センター（健康推進課）  

●岡山県精神科医療センター（健康推進課） 
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３ 保健・医療人材の育成・確保 

（１）医師・看護職員等の確保・養成                      

● 地域に必要な医師・看護職員等の育成と確保を図ります。岡山大学での地域枠医師の

養成や、寄付講座による地域医療実習など教育の充実により、県北部を中心に地域で診

療に従事する医師の確保を推進します。また、職場定着や普及啓発等の取組により、看

護職員確保に取り組みます。（医療推進課） 

 

● 地域医療の中核を担う医師等医療従事者を対象に、難病に関する最新知識の普及を図

るための研修会を行います。（医薬安全課） 

 

 

 

 

 

 

（２）保健所、保健センター等の職員の資質の向上等               

（保健福祉課） 

地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の職員の資質の向上を図るとと

もに、地域の保健・医療・福祉事業従事者間の連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

（３）在宅医療と介護を支える人材の育成                     

（医療推進課、長寿社会課） 

今後、増えていく在宅医療や介護などのニーズに対応するためには、在宅医療と介護に

従事する様々な職種（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員等）の役割や専

門性について十分に理解した上で、関係職種と協働する人材の育成が不可欠です。このた

め、多職種に対する研修会を開催します。 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９６参照】 

●医師確保対策事業（医療推進課） 

●看護職員確保対策事業（医療推進課） 

●かかりつけ医研修会（医薬安全課）  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９６参照】 

●保健師活動（保健福祉課） 

●保健所保健福祉サービス調整推進会議（保健福祉課）【再掲】 

●保健所、保健センター等の職員の資質の向上（保健福祉課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９６参照】 

●在宅医療推進事業（人材育成・確保事業）（医療推進課、長寿社会課）【再掲】 
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４  難病に関する施策の推進 （医薬安全課） 

（１）難病患者等の安定した療養生活の確保と生活の質の向上            

難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、

在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその

家族の生活の質の向上を図ります。  

 

（２）難病医療ネットワークの充実【再掲】                      

難病患者の身近な入院施設及び相談体制の確保のため、二次保健医療圏（５圏域）に指

定している拠点病院・協力病院とともに、レスパイト事業において準協力病院の指定を増

やすなど、難病医療ネットワークの充実を図ります。 

 

（３）難病に関する医療の確立・普及、難病患者の医療費助成               

難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図るた

め、医療費助成を行います。 

 

（４）難病相談・支援センター等による相談支援や地域交流活動の促進        

難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々

なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推

進するため、難病相談・支援センター等により、地域で生活する難病患者の日常生活にお

ける相談・支援や地域交流活動の促進などを行います。 

  

（５）在宅人工呼吸器使用患者の支援                        

 筋萎縮性側索硬化症患者等のうち、特に人工呼吸器を使用している患者の在宅療養につ

いては、人工呼吸器の点検、体位変換などの看護や介護業務を２４時間にわたり行わなけ

ればならないため、医療保険の枠を超える訪問看護費について公費で負担し、在宅療養を

支援します。 

 

（６）難病等の特性に配慮した理解と協力の促進                 

（医薬安全課、障害福祉課） 

難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、難病等の特性（病状の変

化や進行、福祉ニーズ等）に配慮した円滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を

図ります。 
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５ 障害の原因となる疾病等の予防・早期発見・治療 

（１）疾病・障害等の早期発見・治療・早期療養の推進等               

（医療推進課、健康推進課）  

妊産婦健診、乳幼児及び児童に対する健康診査、保健指導の適切な実施、周産期医療・

小児医療体制の確保を図るとともに、これらの機会の活用により、疾病等の早期発見及び

治療、早期療養を図ります。また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療育に知見と

経験を有する医療・福祉の専門職の確保を図ります。 

【乳幼児の障害の早期発見・治療の推進】 

 ① 乳幼児の障害を早期に発見し、早期に治療や適切な療育につなぐため、市町村が行

う健康診査など母子保健活動の充実に向けた支援を行います。 

 ② 聴覚障害の早期発見・早期治療（療育）のために、市町村が実施している新生児を

対象にした新生児聴覚検査事業の精度管理を行うなどの支援を行います。 

 ③ 各種乳幼児健診などで、言葉の遅れや情緒面において支援の必要な子どもとその保

護者を対象に、乳幼児の健やかな発達・発育の促進を目的として子どもの健やか発達

支援事業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９６参照】 

●難病特別対策推進事業（医薬安全課） 

●難病医療提供体制整備事業(難病医療ネットワークの構築)（医薬安全課）【再掲】 

●在宅難病患者一時入院事業（医薬安全課）  

●特定疾患治療研究事業（医薬安全課）【再掲】 

●指定難病への医療費助成（医薬安全課）【再掲】 

●小児慢性特定疾病への医療費助成（医薬安全課）【再掲】 

●先天性血液凝固因子障害等治療研究事業（医薬安全課） 

●スモン患者に対するはり・きゅう及びマッサージ治療研究事業（医薬安全課） 

●岡山県難病相談・支援センター事業（医薬安全課）【再掲】 

●在宅人工呼吸器使用患者支援事業（医薬安全課） 

●障害福祉サービスの提供（医薬安全課、障害福祉課） 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９８参照】 

●周産期医療体制の確保（医療推進課） 

●先天性代謝異常検査（健康推進課） 

●新生児聴覚検査（健康推進課） 

●発達障害児支援強化事業（健康推進課） 
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（２）母子保健の推進                               

（健康推進課） 

国の「健やか親子２１（第２次）」に基づき策定した岡山県母子保健計画（平成２７年度

を始期とする「岡山いきいき子どもプラン２０１５」内に含まれる。）を推進し、より質の

高い母子保健サービス提供体制を構築します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）精神障害の早期発見・早期治療・心の健康づくり                 

（健康推進課） 

保健所、医療機関等関係機関の連携による心の健康に関する相談・カウンセリング等の

機会の充実、ひきこもりの予防やひきこもりの本人及び家族への支援により、心の健康づ

くり対策を推進します。また、心の健康づくりに関する知識の普及、啓発を図るとともに、

精神疾患の早期発見の機会の確保・充実を図ります。   

 

 

 

 

 

 

 

（４）子どもの心のケア・健康づくりの推進                    

（健康推進課、教育庁教職員課・生徒指導推進室・人権教育課・保健体育課） 

発達障害等様々な子どもの心の問題や被虐待児の心のケア等に対応するため、診療拠点

病院を整備し、拠点病院を中心とした保健・医療・福祉・教育・司法等の各機関が連携し

た支援体制ネットワークの構築を図ります。  

また、学校教育を通して、不登校対策やいじめ問題など、思春期にある子どもの心のケ

アや、健康・体力づくりを推進します。  

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９８参照】 

●母子保健の推進（健康推進課） 

●不妊治療対策（健康推進課） 

●相談体制の整備（健康推進課） 

●産後ケアの充実（健康推進課） 

●市町村母子保健活動の支援（健康推進課） 

●乳幼児の先天性疾病予防対策（健康推進課） 

●子どもの健やか発達支援（健康推進課） 

●小児医療対策（健康推進課） 

●妊娠･出産に関する正しい知識の普及（健康推進課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９８参照】 

●精神保健相談（健康推進課） 

●普及啓発事業（健康推進課）【再掲】 

●心の健康づくり（健康推進課） 

●ひきこもり予防支援事業（健康推進課）【再掲】 
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（５）健康づくりの推進                            

（健康推進課） 

糖尿病等の生活習慣病の発症予防と重症化予防のため、栄養・食生活、身体活動・運動、

休養・こころの健康、飲酒、喫煙及び歯・口の健康に関する生活習慣の改善による健康づ

くり施策を推進します。 

そのため、子どもから高齢者まで、全ての県民が健康で生きる喜びを感じられる長寿社

会の実現を基本理念とした県民の健康づくり計画「第２次健康おかやま２１」に基づき、

各種事業に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９９参照】 

●子どもの心の問題への対応（健康推進課） 

●不登校対策のための教員派遣事業（教育庁教職員課）  

●スクールカウンセラー配置事業（教育庁生徒指導推進室） 

●スクールソーシャルワーカーを活用した行動連携推進事業  

（教育庁生徒指導推進室） 

●思春期サポート事業（教育庁生徒指導推進室） 

●教育相談体制の整備（教育庁生徒指導推進室） 

●学級サポートチーム派遣事業（教育庁教育庁生徒指導推進室） 

●小学校における不登校対策実践研究事業（教育庁生徒指導推進室） 

●いじめ防止対策等総合推進事業（教育庁生徒指導推進室） 

●子どもの運動の習慣化事業（チャレンジランキング）（教育庁保健体育課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．１９９参照】 

●第２次健康おかやま２１推進体制整備事業（健康推進課）  

●健康生活環境整備事業（健康推進課）  

●健康寿命長期化モデル事業（健康推進課）  

●禁煙推進事業（健康推進課）  

●岡山禁煙サポート事業（健康推進課）  

●アルコール健康障害対策事業（健康推進課）  

●データヘルス推進モデル事業（健康推進課）  

●晴れの国３３プログラム活用事業（健康推進課）  

●働くあなたの健康づくり応援事業（健康推進課） 

●糖尿病予防戦略事業（健康推進課）  

●生活習慣病等対策推進事業（健康推進課）  
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（６）専門医療機関、身近な医療機関及び在宅医療、保健サービス等の提供体制の充実  

（医療推進課、保健福祉課、健康推進課、子ども未来課） 

疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療

機関及び在宅における医療の提供体制の確保、保健所、精神保健福祉センター、児童相談

所、市町村等による保健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連携を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）救急、急性期医療等の提供体制の確保等                  

（医療推進課） 

外傷等に対する適切な治療を行うため、救急医療、急性期医療等の提供体制の確保及び

関係機関の連携を促進します。 

 

 

●岡山県南部健康づくりセンター（健康推進課）  

●「健康の森」の管理（健康推進課）  

●地域・職域保健連携の推進（健康推進課） 

●特定健診・特定保健指導への支援（健康推進課）  

●岡山県愛育委員連合会（愛育委員）（健康推進課）  

●岡山県栄養改善協議会（栄養委員）（健康推進課）  

【第３章 事業一覧 Ｐ．２００参照】 

●在宅医療推進事業（人材育成・確保事業）（医療推進課、長寿社会課）【再掲】 

●小児等在宅医療連携拠点事業（医療推進課） 

●保健師活動（保健福祉課）【再掲】 

●保健所保健福祉サービス調整推進会議（保健福祉課）【再掲】 

●精神保健福祉センターの保健サービス等の充実（健康推進課）  

●児童相談所の保健サービス等の充実（子ども未来課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０１参照】 

●救急、急性期医療等の提供体制の確保（医療推進課） 
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Ⅶ 情報アクセシビリティ                                           

 

 

 

 

 

 
 

 

＜現状と課題＞  

● 行動の制約を伴う障害のある人にとって、ホームページや電子メールは、非常に有効な

情報収集・コミュニケーションの手段となっており、福祉・医療・教育の分野など、日常

生活の様々な場面において、必要な情報を身近で容易に取得できるように、ＩＴの恩恵、

利便性を実感できる生活を実現する必要があります。 

 

● 障害のある人にとって、パソコン等ＩＴを活用した情報収集や情報交換は、社会参加や

コミュニケーションの幅を広げる有効な手段となっています。 

県では障害のある人がＩＴを活用することにより自立と社会参加が促進されるよう、

県ホームページでの情報アクセシビリティの向上、障害者ＩＴサポートセンターおかや

まの運営や、各種機材の貸出などに取り組んできました。今後も、引き続き、情報通信

におけるアクセシビリティの向上等を更に進め、コミュニケーションの円滑化に努める

必要があります。 

 

● 県視覚障害者センター及び県聴覚障害者センターにおいて、点字図書の貸し出しや、字

幕付きビデオテープの制作・貸出等、視覚障害のある人及び聴覚障害のある人に対して

情報支援の充実を図ってきました。 

今後も、全ての人が等しく情報を得ることができるよう、障害のある人に配慮した情

報提供の充実を図っていくことが必要です。 

 

● 広報誌については、点字広報「おかやま」を発行するなど、障害のある人が利用しやす

い情報提供に努めています。 

障害のある人を対象としたアンケートでは、「障害のことや福祉サービスなどに関する情

報の入手先」について「行政機関の広報誌」が３３．７％と、「本や新聞、雑誌の記事、テ

レビやラジオのニュース」（３６．７％）に次いで高くなっており、引き続き、広報誌等に

よる行政情報の提供について充実を図る必要があります。 

 

● 障害のある人を対象としたアンケートでは、「外出目的」について、「買い物に行く」が、

＜基本的な考え方＞ 

 障害のある人が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを

行うことができるように、情報通信における情報アクセシビリティの向上、情報

提供の充実、コミュニケーション支援の充実等、情報の利用におけるアクセシビ

リティの向上を推進します。 

 

。  
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身体障害のある人７１．２％、精神障害のある人（入院患者）７２．１％と最も高くなっ

ており、外出先での障害のある人のためのトイレの整備状況、視覚障害のある人のための

誘導ブロックの敷設状況等、各地域のバリアフリー情報を適切に提供していく必要があり

ます。 

 

● 障害のある人が自立し、社会参画するためには、意思疎通手段が確保されている必要が

あります。これまでも障害のある人の種別・特性に応じ、意思疎通の支援人材の充実を図っ

てきました。今後も、多様な障害特性に対応した意思疎通支援の充実が必要です。  

 

＜重点事業と主要事業＞ 

１ 情報通信における情報アクセシビリティの向上 

（１）通信環境整備等による情報バリアフリー化の推進              

（情報政策課） 

県内各地域の市役所等の公共施設と連携した岡山情報ハイウェイ等の高速ネットワーク

網や、公衆無線 LAN サービス「おかやまモバイル SPOT」の整備を活用するとともに、障害

のある人や高齢者を含む誰もが、ウェブで提供されている情報を利用しやすくする、いわ

ゆるウェブアクセシビリティに配慮しながら、時間・距離に制約されない幅広い交流を促

進します。 

 

（２）情報通信機器及びサービス等の情報アクセシビリティの向上          

（情報政策課） 

県における情報通信機器及びサービス等（県ホームページに関するサービスやシステム

等）の調達・開発は、障害のある人に配慮した情報アクセシビリティの向上を推進し、国

際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて、引き続き実施します。 

【ウェブアクセシビリティの向上】  

県のホームページが、高齢者や障害のある人を含め、誰にも支障なく利用できるよう、

ホームページ管理システム（CMS ： Content(s) Management System）を使用して、

アクセシビリティに配慮したホームページを作成します。 

 

（３）障害のある人の情報通信技術の利用及び活用の機会の拡大              

（障害福祉課） 

障害のある人に対するＩＴ（情報通信技術）相談等を実施する「障害者ＩＴサポート

センターおかやま」の運営の充実等により、障害のある人の情報通信技術の利用及び活

用の機会の拡大を図ります。 
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２ 情報提供の充実等 
（１）岡山県視覚障害者センターの運営等                    

（障害福祉課） 

岡山県視覚障害者センターにおいて、視覚障害のある人の支援を図るため、新聞等を即

時点訳するネットワーク事業や点字図書の貸し出し等を行っており、情報提供やボラン

ティア活動の拠点としての機能充実を図ります。 

 

（２）岡山県聴覚障害者センターの運営等                    

（障害福祉課） 

岡山県聴覚障害者センターにおいて、聴覚障害のある人への情報提供の充実を図り、文

化・学習・レクリエーション活動等を支援するため、字幕（手話）付き映像ライブラリー

等の制作・貸出、情報機器の貸出等コミュニケーション支援、相談事業、手話通訳者及び

要約筆記者の養成及び派遣のためのコーディネート等を行っていきます。 

また、情報通信技術（ICT）の発展に伴うニーズの変化も踏まえながら、情報提供やボ

ランティア活動の拠点としての一層の機能充実を図ります。 

 

（３）県内施設のバリアフリー情報の提供等                   

（障害福祉課）  

県内の施設のバリアフリー情報を集約し、県のホームページ等を通じて継続的に情報提

供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０１参照】 

●通信環境整備等による情報バリアフリー化の推進（情報政策課）  

●情報通信機器及びサービス等の情報アクセシビリティの向上（情報政策課） 

●岡山県ウェブアクセシビリティ方針（情報政策課） 

●障害者ＩＴサポートセンターおかやまの運営（障害福祉課）【再掲】 

●パソコン利用促進事業（障害福祉課） 

●重度障害者在宅就労促進事業（障害福祉課）【再掲】 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０２参照】 

●岡山県視覚障害者センターの運営（障害福祉課）【再掲】 

●点字による即時情報ネットワーク事業（障害福祉課）【再掲】 

●岡山県聴覚障害者センターの運営（障害福祉課）【再掲】 

●手話通訳者設置事業（障害福祉課）【再掲】 

●字幕入り映像ビデオライブラリー事業（障害福祉課）【再掲】 

●情報機器の貸出（障害福祉課） 

●バリアフリー情報の提供（障害福祉課）【再掲】 
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３ 意思疎通支援の充実 

（１）コミュニケーション支援の人材育成・確保                 

（障害福祉課） 

障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害のある人に対して、手話通訳者、要約

筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等による支援を行うとともに、手話通

訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点訳奉仕員等の養成研修等の実施により

人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させます。 

また、市町村が実施する手話奉仕員養成事業の実施率の向上を図り、意思疎通支援者の

拡大を図ります。 

 

（２）情報やコミュニケーションに関する支援機器の普及・周知          

（障害福祉課） 

 障害のある人の情報取得やコミュニケーションを支援する機器等の普及を図り、情報の

バリアフリー化を推進します。 

 

（３）絵記号（ピクトグラム）等の普及                    

（障害福祉課） 

意思疎通に困難を抱える人が自分の意志や要求を的確に伝え、正しく理解してもらう

ことを支援するための絵記号等の普及を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

４ 行政情報のバリアフリー化 
（１）行政情報の電子的提供におけるウェブアクセシビリティの向上          

（情報政策課） 

障害のある人を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に

取り組むとともに、県ホームページづくり等にあたってウェブアクセシビリティの向上等

に向けた取組を促進します。 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０２参照】 

●手話奉仕員養成研修事業（市町村事業）（障害福祉課）【再掲】 

●盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業（障害福祉課）【再掲】 

●手話通訳者・要約筆記者の派遣（市町村事業）（障害福祉課）【再掲】 

●手話通訳者等の養成（障害福祉課）【再掲】 

●パソコンボランティアの派遣等（障害福祉課）【再掲】 

●点字による即時情報ネットワーク事業（障害福祉課）【再掲】 

●意思疎通支援事業（市町村事業）（障害福祉課）【再掲】 

●日常生活用具給付等事業（市町村事業）（障害福祉課）【再掲】 

●絵記号（ピクトグラム）等の普及（障害福祉課）  
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（２）知的障害のある人等にも分かりやすい情報の提供の検討               

（障害福祉課） 

障害のある人や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際に

は、知的障害のある人等にも分かりやすい情報の提供に努めます。  

 

（３）県関係施設や情報のバリアフリー化                       

（下記各課） 

障害のある人の情報の取得や、意思疎通の支援の充実・普及を図り、情報のバリアフリー

化を推進します。また、視覚障害のある人へ行政情報を提供するため、「点字広報おかやま」

を、引き続き、発行します。 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０３参照】 

●障害のある人に配慮したホームページ等の運営（情報政策課） 

●知的障害のある人等にも分かりやすい情報の提供（障害福祉課） 

●岡山県視覚障害者センターの点字図書、録音図書の貸出、対面朗読（障害福祉課） 

●点字広報「おかやま」の発行（公聴広報課） 

●図書の郵送貸出・録音図書・対面朗読室（岡山県立図書館） 

●研修講座で配付する資料や聴覚障害のある人への配慮（総合教育センター） 

●講演会等における配慮（教育庁） 

●「ファックス１１０番」・「メール１１０番」の運用（警察本部通信指令課） 

●岡山国際交流センターのバリアフリー化（国際課） 
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Ⅷ 安全・安心                            

 

 

 

 

 

 

＜現状と課題＞  

【防災対策の推進】 

●  平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、多くの尊い命が失われましたが、障

害のある人の死亡率は被災地住民全体の死亡率の約２倍との調査もあります。また、障害

のある人、高齢者等の※要配慮者について、情報伝達、避難支援、避難生活等、様々な場

面で対応が不十分であったと指摘されています。大規模災害における障害者支援への対応

が課題となっています。 

※(参考)東日本大震災で多くの障害のある人が死亡しました。 

･被災３県全体の死亡率 ０.７８％ 

･被災３県の障害のある人の死亡率１．４３％  

（平成２４年９月５日現在ＮＨＫ調べ 被災３県：岩手県、宮城県、福島県） 

 

● このため、東日本大震災から得られた教訓をもとに、平成２５年６月、災害対策基本法

が改正され、市町村長に「※避難行動要支援者名簿」の作成等が義務付けられるなど、障

害のある人を含む災害時に自力で迅速な避難行動をとることが困難な人に対する避難支援

等の対策が強化されました。 

市町村においては、個別計画の作成や社会福祉施設等を活用した「福祉避難所」の指定

をはじめ、日頃の備え、発災後の応急対策、生活の再建といった各段階に応じた対策を準

備し、要配慮者支援体制を強化することが求められています。 

※「要配慮者」 

高齢者や障害のある人、乳幼児その他の特に配慮を要する人。「避難行動要支援者」を含む。 

※「避難行動要支援者」 

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが

困難な人であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人。 

 

● 障害のある人を対象としたアンケートでは、災害時の対応について「あなたは、火事や

地震等の災害時に一人で避難できますか。」という問いに対し、全体では「できない」が４

＜基本的な考え方＞ 

 障害のある人が地域社会において、安全・安心に生活することができるよう、

防災・防犯対策を推進します。 

災害に強い地域づくりに向け、障害のある人など要配慮者等の災害時の安全の

確保に向けた取組を、市町村や関係機関等と連携して推進します。  

。  
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２．１％と最も高く、「できる」（３７．１％）、「わからない」（１８．６％）となっていま

す。障害別にみると、知的障害のある人は「できない」（６６．４％）が「できる」（１４．

０％）を大きく上回っており、知的障害のある人の多くが、災害時の不安を抱えているこ

とが明らかになりました。 

 

● このため、地震や風水害などの災害発生時において、障害のある人等の要配慮者が安全

に避難し、避難先で安心して生活できるように、市町村、自主防災組織、地域住民、保健

福祉施設、関係団体等の連携による支援体制を整備することが重要です。  

 

● 障害のある人や高齢の人等の要配慮者が住み慣れた地域で安心して生活するためには、

防災対策が適切に講じられていること、また、地震、火災等災害情報の伝達や災害発生時

における避難誘導等が適切に行われる必要があります。  

今後とも、関係機関、地域等と密接な連携を図りながら、災害に強い地域づくりを推進

していく必要があります。 

 

● 平成２６年８月に広島市で発生した土砂災害等を踏まえ、土砂災害防止法が改正され、

土砂災害警戒区域内の社会福祉施設など、防災上の配慮を要する者が利用する施設への避

難体制の強化・充実を図っていくことが今まで以上に重要となっています。  

 

【要配慮者等の安全確保計画】 

● 近年の都市化、高齢化、人口減少が進む中山間地域等での集落の衰退、国際化など社会

構造の変化により、障害のある人、難病のある人、高齢者、妊産婦等に対する災害時の情

報提供や避難誘導など配慮の必要性が高まっています。 

 

● 在宅生活者でも、一人暮らしの障害のある人や高齢夫婦のみの世帯など、家族による援

助を受けにくい人が増えており、中には、災害発生時の情報把握や安全な場所への避難等

について、自らの力のみで迅速かつ適切な行動をとることが難しい「避難行動要支援者」

もいます。 

 

●  また、自立した生活のために介護機器、補装具、特定の医療用品などを必要とする人も

いますが、災害時にはその確保が困難です。そのため、要配慮者の置かれている状況や特

性に応じた対策が適切に講じられる必要があります。 

 

【災害時における要配慮者の支援に向けて】 

●  障害のある人等、要配慮者については、それぞれの障害の特性に応じた対策が立てられ

る必要があります。 

●  基本的に、避難は家族とともに行われますが、家族による援助を受けにくい人も多くい

ます。障害のある人を対象としたアンケートでは、「家族が不在の場合や一人暮らしの場合、

近所にあなたを助けてくれる人はいますか。」という質問に対しては、全体では「わからな
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い」が３４．０％と最も高く、次いで「いる」（３２．０％）、「いない」（２６．８％）と

なっています。 

障害別にみると、発達障害のある人は「いない」が５０．８％とすべての障害の中で最

も高くなっています。次いで、精神障害のある人（在宅者）が３６．８％となっています。

単独行動は、被災家屋に取り残されるおそれがあり、安否確認が困難となるので、極力避

け、地域住民の協力応援を得て、避難することが必要です。 

 

● 災害発生時は、常時医療の対象となる人、避難生活により慢性的疾患が顕著になる人等、

特に介護を要する人について、適切な医療介護環境の整った施設への入所や福祉避難所等

へ避難を誘導する必要があります。 

 

● 要配慮者に対しては、発災後の避難誘導、避難所等における情報提供や応急生活の支援

など、様々な場面を想定した平時からの備えが重要であることから、避難所等におけるバ

リアフリー化や障害特性等に応じた情報提供手段の整備など、福祉のまちづくりの観点も

踏まえて計画的に推進していくことが必要です。  

 

● 災害時には、特別な技能知識を要する専門ボランティアの需要が高まること、また一般

のボランティア活動を効率的に進めるうえで、現場において的確な判断と活動ができるボ

ランティアリーダーが求められることなどから、これらボランティアの養成と登録を平常

時から実施しておく必要があります。 

 

【東日本大震災からの復興支援】 

東日本大震災・東京電力福島第一原発の事故から、平成２７年９月で、約４年半が経過し

ました。時の経過とともに、明るい兆しもありますが、東北の被災３県では、地震・津波

被害からの復旧工事は進まず、未だに約２０万人（平成２７年９月時点）もの多くの人々

が故郷を離れ、避難生活を余儀なくされています。  

とりわけ、福島県では、地震、津波の被害に加え、原発事故の影響によって、多くの人々

が県内外に避難を余儀なくされています。一方で、懸命な放射線の除線作業や、徹底した

安全検査等がなされ、また各種インフラの再整備など、復興に向けた前向きな動きもあり

ます。しかし、日本全国に目を移せば、正しい情報が行き渡らないことによる風評被害が

根強く残り、また、震災の記憶の風化といった課題もあります。 

 

●急速な高齢化の加速等 

福島県では、以前から高齢化が進んでいましたが、原発事故直後の放射線に対する懸念

等から、若年家族層を中心に人口が流出し、更に高齢化が加速化しました。現在、同県沿

岸部に長期間に渡って出されていた避難指示が徐々に解除されつつありますが、引き続き、

若年層を中心に故郷に帰らない人も多くいます。また、避難生活に起因した心身の不調を

訴える高齢者や要介護となる人も増えてきています。 
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●避難生活の長期化等による心身の不調 

長引く避難生活による環境の変化、放射線の影響で故郷への帰還の見通しが立たない現

状、また、仮に故郷に帰還したとしても、その後の生活へ不安を感じるなど様々なストレ

スを抱えている人も多くなっています。また、仮設住宅で生活する人々は、平成２７年９

月時点でも、高齢者を中心に東北で約７万人います。狭い空間で長期間生活することによっ

て、足腰など身体の不調を訴える人もいます。一方、避難による家族・友人との別れやコ

ミュニティの分断によって、孤独を感じる人も多くなっています。 

（参考） 

 宮城県や岩手県は震災による直接死が大半でありますが、福島県は、震災後の心身の不調やスト

レスに起因する「震災関連死」で亡くなっている人の方が多くなっています。 

※「震災関連死」とは、地震などの直接的な被害によるものではなく、その後の避難生活での心身

の体調悪化やストレス過労など間接的な原因で死亡することです。一方、津波や地震による直

接的な原因に起因する死亡を「直接死」と呼びます。 

※東日本大震災における「震災関連死」の死者数 

（復興庁公表 被災３県・平成２７年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

●子どもの肥満の増加等 

震災・原発事故直後を中心に、福島県内の広いエリアで、子どもだちが外で遊ぶことが

禁止・自粛されたため、福島県の子どもの肥満割合が増加しています。平成２６年度の文

部科学省の「学校保健統計調査」によると、肥満度が一定の水準を超えた「肥満傾向児」

の割合は５〜１７歳の全年齢層のうち６つの年齢層で福島県が全国最多を占めています。

この傾向は震災後から続いています。  

また、幼くして避難生活を強いられたり、友達と離ればなれになるなど人間関係に悩ん

だり、精神的なストレスを抱えている子どももいます。 

 

●医療・福祉サービスの専門職やボランティアの人手不足 

要介護者の人が増えるなど、障害の予防が必要な中で、若い人が県内外に流出し、医療・

福祉サービスの人手不足が深刻となっています。また、高齢者、子どもなどが抱える気持

ちに寄り添うボランティアのニーズは、震災後、月日が経った現在、より一層その必要性

が増していると言えます。一方で、実際にボランティアで東北に足を運ぶ人は、震災直後

は多かったですが、現在は減少しています。  

死者等内訳 福島 宮城 岩手 

震災関連死 1,914  910  452  

（前回 H26.9.30 比） （＋121) (＋10) (＋6) 
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【安全・安心な生活・社会環境の整備】 

● 県民の安全・安心を確保するため、「岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例（平

成１８年岡山県条例第６４号）」に基づき、関係機関と連携し、犯罪に強い、まちづくり

を推進していく必要があります。  

 

● 地域での日常生活において、障害のある人の安全・安心を確保するためには、警察や

消防等にアクセスする際の困難を軽減するなど、障害のある人の特性に配慮した取組が必

要です。 

 

＜重点施策と主要事業＞ 

１ 防災対策の推進 

（１）災害に強い地域づくりの推進                       

（危機管理課、保健福祉課、障害福祉課等） 

災害に強い地域づくりに向け、国、県、市町村、指定公共機関等が、岡山県地域防災計

画で定めたそれぞれの果たすべき役割を的確に実施するとともに、相互に密接な連携を図

ります。併せて、県及び市町村が連携し、住民への防災知識の普及や地域住民や事業者等

が相互に連携、協力して行う自主防災組織活動を促進し、国、公共機関、県、市町村、事

業者、住民等が一体となって地域防災力の向上を図ります。  

 

【要配慮者等の安全確保計画】  

乳幼児、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、難病のある人、高

齢者、妊婦、外国人等の要配慮者について、その状況を把握し、それに応じて防災知識の

普及を図るとともに、緊急時に備え、要配慮者及びその保護者等との連絡体制、状況の確

認方法等の整備・把握に努めます。  

また、医療・福祉対策との連携の下で要配慮者に速やかな支援を行うための協力体制の

確立等を図り、防災施設等を整備するとともに、防災拠点スペース（避難スペース）を設

置するなど、要配慮者向けの避難先である福祉避難所を確保します。  

社会福祉施設等においては、要配慮者が災害発生時においても安全で快適な暮らしがで

きるよう、平素から、施設・設備の点検・整備、防災組織の整備、防災教育・訓練の実施

等、防災対策の充実に努めます。  

地域においては、自主的な防災組織の設置・育成により、要配慮者に対する体制を整備

するとともに、要配慮者を助け合える地域社会づくりを進めます。その際、女性の参画の

促進に努めます。 
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●要配慮者等の安全確保計画 

  ・要配慮者等の把握、避難行動要支援者名簿等  

 ・福祉避難所の確保 

 ・避難行動要支援者の避難誘導体制の整備  

・防災知識の普及 

 ・災害広報及び情報提供 

 ・生活の支援等 

 ・連絡体制等の整備 

 ・施設間相互の連携 

 

① 地域防災計画等の作成（危機管理課、保健福祉課、障害福祉課等） 

防災関係部局と福祉関係部局の連携の下で、地域防災計画を必要に応じて適宜見直し、

障害のある人等にも配慮した計画づくりに努めます。  

 

② 防災訓練の実施（危機管理課、保健福祉課、障害福祉課等）  

県が実施する防災訓練において障害特性に応じた災害時要配慮者対象の訓練を積極的

に取り入れるとともに、市町村や保健福祉施設等における適切な防災訓練の実施を促進

し、被災時の安全の確保を図ります。 

障害のある人等に配慮した自主防災組織の防災訓練計画の指導、助言に努めます。  

 

③ 災害への対応（保健福祉課） 

災害発生時において、人的被害、住家被害など被害状況の確認・把握に努め、災害救

助法の適用の決定や救助方法の検討などを行うとともに、必要に応じて市町村への救助

の委任を行うなど、災害救助法の適切な運用を行います。  

 

④ 福祉避難所の指定促進（保健福祉課） 

今後発生が想定される大規模地震や、台風などの風水害による被災に対して、市町村

において、あらかじめ十分な福祉避難所を確保しておくよう、指定箇所数の増加や施設・

設備の拡充、住民への周知等の市町村の働きかけに努めます。  

 

⑤ 難病患者等の支援、防災意識の高揚（医薬安全課） 

緊急時（災害時）には、平成２２年度に策定した「難病患者等の行動・支援マニュア

ル」に基づき、関係機関・団体等とも連携し、迅速かつ安全で適切な支援活動を行うと

ともに、緊急時の援護に有益な情報を記載した緊急医療支援手帳を難病患者に配布する

ことで、防災意識の高揚を図ります。  

  

⑥ 災害に強いＩＴ基盤の構築（情報政策課） 

 東日本大震災等を踏まえ、災害時の「ライフライン」となる情報通信ネットワーク、

システムなどＩＴ基盤の災害対策を進めます。 
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（２）ハード・ソフト一体となった土砂災害防止対策               

（防災砂防課、危機管理課、保健福祉課、障害福祉課） 

 要配慮者関連施設（避難に手助けが必要な障害のある人等が利用される施設）が土砂災

害のおそれのある箇所に立地している場合において、ハード・ソフト一体となった土砂災

害対策を重点的に推進します。  

①【ハード対策の推進】（防災砂防課） 

土砂災害のおそれのある個所のうち、緊急性の高い箇所から、砂防、地すべり、急傾斜

崩壊対策事業等のハード対策を順次推進します。  

 

②【ソフト対策の推進】 

●ハザードマップ等の公表（危機管理課、防災砂防課） 

県はホームページで土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等を公表し、市町村に対し、

土砂災害警戒区域等を地域防災計画に掲載するとともに、ハザードマップを作成し、住民

へ周知するよう働きかけます。  

 

●警戒避難体制の充実・強化 （危機管理課、防災砂防課、保健福祉課、障害福祉課） 

 土砂災害のおそれのある箇所に立地する要配慮者利用施設に対して、市町村や地域の防

災関連機関、自主防災組織と連携し、土砂災害を対象とした避難訓練や避難場所の確保な

ど避難体制の強化を促進します。 

 

●総合防災情報システム等と連動した土砂災害警戒情報等の提供 

（危機管理課、防災砂防課） 

県は気象台と共同で土砂災害警戒情報を発令し、岡山県総合防災情報システム、防災情

報ネットワーク等を活用して情報提供を行うとともに、地域の詳細な土砂災害発生の危険

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０４参照】 

●地域防災計画等の作成（危機管理課、保健福祉課、障害福祉課等） 

●防災訓練の実施（危機管理課、保健福祉課、障害福祉課等） 

●災害への対応（保健福祉課） 

●福祉避難所の指定促進（保健福祉課） 

●福祉避難所の物資・器財等の確保や施設・設備の整備等（保健福祉課） 

●難病患者等の支援、防災意識の高揚（医薬安全課） 

●岡山情報ハイウェイの災害対策強化（情報政策課）  

●災害発生時等におけるホームページへのアクセス集中等を軽減するための他県及

び民間事業者との連携（情報政策課） 

●避難所となる公共施設等における無線 LAN 利用環境の整備促進（情報政策課）  

●情報システムの分散管理等による住民データの安全な保管の推進（情報政策課） 
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度を、メッシュで区割りした地図上に着色表示でお知らせし、県民の早期避難や防災関係

機関の危機管理体制強化を支援します。  

 

●「土砂災害防止月間」における各種啓発活動（防災砂防課） 

土砂災害防止月間（６月１日～３０日）に合わせて、土砂災害を防止するための各種啓

発活動を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）障害特性に配慮した情報伝達の体制整備                  

① 障害特性に配慮した情報伝達（危機管理課、保健福祉課、障害福祉課）  

 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害のある人に対して適切に情報

を伝達できるよう、民間事業者等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達や、情報

伝達の多重化等の体制整備を促進します。 

  

 

 

 

 

 

② ＩＴ等を活用した防災・減災対策（危機管理課、保健福祉課） 

 行動の制約を伴う障害のある人等要配慮者に対して、ＩＴ技術等を活用して、迅速か

つ正確に情報伝達が行われるよう、効率性や視認性を確保した各種取組を行います。  

 

 ●総合防災情報システム・防災情報ネットワーク等の効果的な運用  

県民への情報伝達や市町村との情報共有を行う総合防災情報システムによって、イン

ターネットや防災情報メール、地上デジタル放送のデータ放送等により効果的な情報提供

を行うとともに、防災メール配信の設定方法をわかりやすくするなど、障害のある人にも

配慮して視認性や操作性の向上等を図り、また、防災行政無線と岡山情報ハイウェイを併

用した防災情報ネットワークを安定的に運用します。  

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０５参照】 

●土砂災害防止対策（ハード対策の推進）（防災砂防課） 

●ハザードマップ等の公表（防災砂防課） 

●警戒避難体制の充実・強化（危機管理課、防災砂防課、保健福祉課、障害福祉課） 

●総合防災情報システム・防災情報ネットワーク等と連動した土砂災害警戒情報等  

の提供（危機管理課、防災砂防課） 

●「土砂災害防止月間」における各種啓発活動（防災砂防課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０５参照】 

●情報伝達の際の役割等の明確化（危機管理課）  

●情報伝達の確保 伝達手段の多重化・多様化（危機管理課）  

●避難所・避難者への情報伝達等（保健福祉課、障害福祉課）  
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●放送事業者との連携や県内自治体と連携した災害関連情報システムの導入検討  

災害情報を集約し住民に届けるため、放送事業者等に一括して提供する情報連携システ

ムである「Ｌアラート」について、放送事業者等と調整しながら適切な運用を図ります。 

また、災害発生時、住民基本台帳のデータをもとに被災者台帳を作成し、被災状況を入

力することで、罹災証明書の発行、支援金や義援金の交付、救援物資の管理、仮設住宅の

入退居などを一元的に管理できる被災者支援システムの県内市町村への導入を働きかけ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ファックスや E メール等による通報体制整備や利用促進等（消防保安課） 

火事や救急時におけるファックスや E メール等による通報を可能とする体制の充実に

取り組むとともにその利用の促進を図ります。 

 

 

 

 

（４）災害時における要配慮者等の安全確保                   

（危機管理課、消防保安課、医薬安全課、保健福祉課、障害福祉課、県民生活交通課） 

県は、市町村が、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の

もと、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握して避難行動要支援者名簿を作成

し、災害発生時に効果的な利用により、避難行動要支援者に対する避難支援や迅速な安否

確認等が適切に行われるよう働きかけるとともに、自治会組織、自主防災組織、消防団、

民生委員・児童委員等福祉関係者が情報を共有し、災害時に要支援者名簿を活用できる体

制を整えるよう市町村に働きかけます。  

① 要配慮者に対する支援 

● 県は、乳幼児、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、難病のある

人、高齢者、妊婦、外国人等の要配慮者について、その状況を把握し、それに応じて防

災知識の普及を図るとともに、緊急時に備え、要配慮者及びその保護者等との連絡体制、

状況の確認方法等の整備・把握に努めます。  

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０５参照】 

●総合防災情報システム・防災情報ネットワーク等の効果的な運用（危機管理課） 

●放送事業者との連携や県内自治体と連携した災害関連情報システムの導入検討  

                    （危機管理課、保健福祉課） 

●岡山県防災マップ（危機管理課）  

●おかやま防災情報メール（危機管理課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０５参照】 

●聴覚障害のある人の通報手段の拡大（消防保安課） 
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●  県は、市町村に対し、災害の発生に備え、要配慮者に対する援護が適切に行われるよ

うに、要配慮者の居住地、自宅の電話番号、家族構成、保健福祉サービスの提供状況な

どの詳細情報を地域包括支援センターの活用等により、日頃から把握しておくよう助言

します。 

 

② 避難行動要支援者名簿の作成・活用の推進等  

● 県は、市町村に対し、市町村が避難行動要支援者名簿を作成することに関し、避難支

援等関係者となる人、名簿に搭載する人の範囲、名簿作成に必要な個人情報及びその入

手方法、名簿の更新に関する事項などを地域防災計画に定めるよう助言します。  

 

● 県は、市町村に対し、避難支援等に携わる関係者として市町村地域防災計画に定めた

消防機関、県警察、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避

難行動要支援者本人の同意を得て、個人情報の漏えい防止に十分留意した上で、あらか

じめ避難行動要支援者名簿を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者

に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を働

きかけます。 

 

● 県は、市町村に対し、避難行動要支援者名簿について、定期的に更新し、地域におけ

る避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとな

るよう働きかけます。 

 

● 県は、市町村に対し、安全が確認された後に、避難行動要支援者を避難場所から避難

所、あるいは一般の避難所から福祉避難所へ円滑に移送するため、運送事業者等の協力

を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ定めるよう働きかけます。  

 

● 県は、市町村に対し、市町村が避難行動要支援者名簿を作成することに関し、避難支

援等関係者となる者、名簿に搭載する者の範囲、名簿作成に必要な個人情報及びその入

手方法、名簿の更新に関する事項などを地域防災計画に定めるよう助言します。  

 

③ 福祉避難所の確保 

● 県は、市町村が行う福祉避難所の確保に協力するものとし、必要な場合は、社会福祉

施設等の関係団体と協力協定の締結等を行います。  

 

● 県は、市町村に対し、平時から福祉避難所の対象となる要配慮者の現況把握に努め、

全ての対象者の入所が可能となることを目標に、福祉避難所として利用可能な施設の把

握及び福祉避難所の指定を行うよう働きかけます。  

 

● 県は、市町村に対し、福祉避難所指定の際、小・中学校や公民館等の避難所に介護や

医療相談を受けることができるスペースを確保した地域における身近な福祉避難所や、

老人福祉施設や障害者支援施設などと連携し、障害のある人などに、より専門性の高い
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サービスを提供できる地域における拠点的な福祉避難所の指定を行うようとともに、難

病のある人に対しては、県、周辺市町村と連携し、避難所の確保に努めるよう働きかけ

ます。 

 

● 県は、市町村に対し、福祉避難所の指定に当たって、施設管理者と連携し、福祉避難

所として機能するために、プライバシーへの配慮など要配慮者の心身の状態に応じ、必

要な施設整備や物資・器材の備蓄や業務継続計画の策定を行うとともに、その所在や利

用対象者の範囲等を、要配慮者を含む地域住民に周知するよう努めることを働きかけま

す。 

 

④ 避難支援計画の整備等 

● 県は、市町村に対し、福祉関係部局、自主防災組織、福祉関係者等との連携の下、一

人ひとりの避難行動要支援者に対して複数の避難支援者を定めるなど、具体的な避難支

援計画の整備に努めるよう働きかけます。  

 

● 県は、市町村に対し、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安否確認を行うため、

地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事

業者、ボランティア等の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援者

に関する情報の把握及び関係者との共有に努めるとともに、情報伝達体制の整備、避難

支援計画の策定、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を図るよう働きかけます。  

 

● 県は、市町村に対し、災害時において、要配慮者に対する福祉避難所等にかかる情報

提供や支援等が迅速かつ的確に行われるよう、要配慮者に係る情報伝達、安否確認、避

難誘導並びに必要な支援の内容に関する事項、ボランティア等生活支援のための人材確

保に関する事項、要配慮者の特性等に応じた情報提供に関する事項などを含む避難計画

及び避難支援プランを作成することを助言します。  

 

● 県は、介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらかじめ、その所在する都道府県

や近隣都道府県における同種の施設やホテル等の民間施設等と施設利用者の受入れに関

する災害協定を締結するよう指導に努め、併せて、その内容を都道府県に登録するよう

要請します。 

 

● 県は、あらかじめ、介護保険施設、障害者支援施設等に対して、災害時に派遣可能な

職員数の登録を要請することや、関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行う

ことにより、介護職員等の派遣体制の整備に努めます。  

 

⑤ 防災知識の普及啓発等 

● 県は、市町村と協力して、要配慮者の実情に配慮した防災知識の普及啓発を行うとと

もに、社会福祉施設等において適切な防災教育が行われるよう指導します。また、要配

慮者に対して、市町村においては避難支援プランなどによる支援制度があることなどを

周知するよう努めます。 
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● 県は、市町村に対し、社会福祉協議会等と連携をとりながら、災害時における要配慮

者の在宅生活の安全を確保するため、本人をはじめ家族、障害者相談員、関係施設職員

及びボランティア等に対し、防災知識の普及啓発や研修等を行うよう働きかけるととも

に、地域で生活する外国人に外国語の防災パンフレットの配布を行うなど、防災意識の

普及に当たって、外国人にも配慮するよう助言します。防災訓練に当たっては、地域住

民が要配慮者とともに助け合って避難できることに配慮するよう働きかけます。  

 

● 県は、社会福祉施設、要配慮者を雇用する事業所等の管理者は施設職員や入所者等に

対し防災教育を実施します。 

 

● 県は、災害に関する情報を、必要に応じて、外国語に翻訳し、県のホームページ等を

通じて広報するとともに、市町村へ電子ファイル等で速やかに情報提供します。  

 

● 県は、県社会福祉協議会等関係団体と連携し、市町村等による要配慮者に関する生活

支援策の確立について助言等を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）福祉避難所の確保・バリアフリー化の推進・必要な物資の確保等        

（保健福祉課、障害福祉課） 

 避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、避難所において障害のあ

る人が、必要な物資を含め、障害特性に応じた支援を得ることができるよう、市町村にお

ける必要な体制整備を支援します。 

また、福祉避難所の確保を推進するに当たり、施設のバリアフリー化や設置の際に必要

となる物資・器財の確保のための支援を行い、体制整備の充実を図ります。  

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０６参照】 

●避難行動要支援者名簿の作成・活用の推進（危機管理課） 

●要配慮者に対する支援（危機管理課、障害福祉課） 

●地域の自主防災組織の育成及び消防団の活性化（危機管理課、消防保安課） 

●出前講座や自主防災組織支援講師団講師の派遣（危機管理課） 

●地域防災力強化総合支援事業（危機管理課） 

●県民に向けた普及啓発（危機管理課）  

●避難支援・生活支援策に係る計画作成等（保健福祉課） 

●災害時の障害のある人の相談体制（障害福祉課） 

●難病患者等に対する災害時の支援（医薬安全課） 

●災害救援専門ボランティアの登録推進・技術向上等  

（県民生活交通課、保健福祉課、障害福祉課） 
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（６）障害者支援施設・医療機関等における災害対策の推進、ネットワークの形成 

（医療推進課、障害福祉課、医薬安全課、健康推進課、危機管理課） 

災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害者支援

施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、地域内外の他の社会福祉施設・

医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組みます。 

●医療機関等における災害対策の推進・ネットワークの形成  

岡山県地域防災計画等に基づき、災害拠点病院、県医師会、消防等の関係機関と連携し

て災害時における被災者の救命を図ることとしており、災害拠点病院やＤＭＡＴ等の体制

の充実に取り組んでいきます。また、大規模地震等の災害時において、被災者等に対する

医療を安定して提供できるよう、医療施設の耐震化を促進します。  

 

●障害者支援施設等における災害対策の推進・ネットワークの形成 

災害発生後にも障害福祉サービスを継続して提供することができるよう、障害者支援施

設等における災害対策を推進するとともに、他の社会福祉施設等とのネットワーク形成を

促進します。 

 

●災害時協力協定の締結の推進  

災害や事故発生に際して、組織力や専門性を生かした人的、物的、技術的な応援を受け

ることができるよう、民間団体等との災害時応援協定の締結を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０６参照】 

●福祉避難所の確保への協力・バリアフリー化の推進（保健福祉課） 

●専門的人材の確保・備蓄の充実等（保健福祉課） 

●バリアフリー化に向けて施設管理者等への要請（保健福祉課、障害福祉課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０７参照】 

●医療機関等における災害対策の推進・ネットワークの形成（医療推進課） 

●災害時精神科医療体制の整備（健康推進課） 

●障害者支援施設等における災害対策の推進、ネットワークの形成（障害福祉課）  

●障害者支援施設等に対する災害協定の締結の推進等（保健福祉課、障害福祉課） 

●障害者支援施設・介護職員等の派遣体制の整備（保健福祉課、障害福祉課） 

●在宅重症難病患者の療養継続確保（医薬安全課） 

●災害時協力協定の締結の推進（危機管理課） 
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（７）ボランティアの確保・養成等                       

（県民生活交通課、危機管理課、保健福祉課、障害福祉課、男女共同参画青少年課、教育

庁保健体育課・生涯学習課） 

ボランティアの自主性を尊重しつつ、災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、

平時から、社会福祉協議会、日本赤十字社等との連携を図ります。 また、災害時における専門

ボランティアの迅速かつ有効な活用を図るため、県災害救援専門ボランティアの研修や登録を行

います。また、市町村と協力して、障害のある人等に対して防災知識の普及啓発を行います。 

①ボランティアの確保・養成 

②ネットワーク化の推進 

③防災知識の普及啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）東日本大震災からの復興支援等                       

（障害福祉課） 

●「心の復興」に向けた取組 

 東日本大震災から多くの年月が経ち、その影響が長期化する中で、今後は、建物や堤防

といった目に見えるものの復興だけではなく、現地に住む人々、避難する人々の気持ちに

寄り添う息の長い取組が大切となってきています。 

こうした中で、東北のボランティア団体等とも連携しながら、現地で頑張っている人々

や東北の復興の様子、又は現地の人々の心や健康のケア等の復興支援をはじめとした様々

なボランティア情報や必要性を、ホームページ等を通して県民に対して情報提供する等、

震災の記憶を風化させず、東北の人々の気持ちに寄り添う「心の復興」支援に努めます。 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０７参照】 

●災害救援専門ボランティアの登録推進・技術向上等  

（県民生活交通課、保健福祉課、障害福祉課）【再掲】 

●防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業（教育庁保健体育課） 

●高校生地域防災ボランティアリーダー養成事業（教育庁保健体育課）【再掲】 

●防災キャンプ推進事業（教育庁生涯学習課）【再掲】 

●ボランティア・ＮＰＯ活動の拠点施設の運営（県民生活交通課）【再掲】 

●大学生災害ボランティア研修会の開催（県民生活交通課）【再掲】 

●ボランティア関係機関の連絡応援体制の整備（保健福祉課、障害福祉課） 

●防災知識等の普及啓発（危機管理課）  

●「おかやま防災知識情報」（危機管理課）  
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●東北との社会課題の共有 

東日本大震災以後、現在、東北で進んでいる高齢化、少子化、心の問題、若者の流出、

災害への備えといった社会課題は、東北だけの地域課題ではなく、岡山をはじめとして

全国的にも将来共通して起こりうる課題で、震災・原発事故の発生によって、先行的に

進んでいるものだと言えます。従って、社会共通の課題として、人ごとではなく東北の

課題を共有していくことが必要となっています。 

こうした東北の課題を、社会共通の先進的課題としてとらえ、本県の福祉施策等に役

立てていきます。また、学生を中心に東北に学ぶことで、社会・地域課題への関心、防

災意識、社会貢献意識を高め、本県の将来の福祉人材等の育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防犯・交通安全対策の推進 

（安全・安心な生活・社会環境の整備）  

（１）犯罪被害防止に向けた取組                         

（警察本部子ども女性安全対策課・総務課・情報管理課・地域課・通信指令課） 

① くらしの安全 Web Map やスマートフォン・アプリ「くらしの安全音声 Navi」、岡山県

警察ももくん安心メール、交番・駐在所が発行するミニ広報紙等のあらゆる媒体を通じて、

不審者情報・防犯情報等を発信し、犯罪被害防止啓発を行うなど支援体制を強化します。 

 

② 視覚・言語障害のある人等の支援 

聴覚・言語障害のある人等の事件・事故発生時の１１０番通報を目的に、警察本部通信

指令室に設置されている「ファックス１１０番」及び「メール１１０番」の一層の普及促

進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０８参照】 

●くらしの安全 Web Map（警察本部総務課） 

●スマートフォン・アプリ「くらしの安全音声 Navi」（警察本部情報管理課） 

●ももくん安心メール（警察本部子ども女性安全対策課）  

●「ファックス１１０番」・「メール１１０番」の運用（警察本部通信指令課）【再掲】 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０８参照】 

●「心の復興」に向けた取組（障害福祉課） 

● 東北との社会課題の共有（障害福祉課） 

● インクルーシブな交流・分野横断的な啓発の推進（障害福祉課）【再掲】 
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 （２）安全・安心のまちづくり                             

（くらし安全安心課） 

「岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例」に基づき、市町村、自治会等、ボラン

ティア・ＮＰＯ、事業者及び障害のある人も含めたすべての県民との連携協働により、安

全・安心なまちづくりを推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）交通安全対策                               

（くらし安全安心課、道路整備課、警察本部交通規制課） 

 高齢社会の進展に伴い、障害のある人や高齢者も含めた県民の交通事故を防止するため、

周囲環境の安全対策を図り、交通安全意識の高揚と保護・誘導啓発活動の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０９参照】 

●県民運動の推進（くらし安全安心課） 

●防犯ボランティアの活動促進等（くらし安全安心課） 

●自主防犯活動を支援（くらし安全安心課） 

●障害のある人・高齢者等の犯罪被害防止（くらし安全安心課） 

●特殊詐欺被害の防止（くらし安全安心課） 

●情報紙「安全・安心通信」の発行（くらし安全安心課） 

●岡山県防犯カメラ設置支援事業（くらし安全安心課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２０９参照】 

●県交通安全教育講師団講師の派遣（くらし安全安心課）  

●高齢者交通安全県民運動等による交通安全意識の啓発（くらし安全安心課） 

●ITS（高度道路交通情報システム）の推進と活用による  

バリアフリールートマップの提供等（道路整備課） 

●道路等のバリアフリー化の推進（道路整備課）【再掲】  

●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく道路の構造の基準

を定める条例（道路整備課）【再掲】 

●視覚障害者用付加装置の整備（警察本部交通規制課）【再掲】 

●高齢者等感応化装置の整備（警察本部交通規制課）【再掲】 

●視覚障害者用道路横断帯(エスコートゾーン)の設置（警察本部交通規制課）【再掲】 

●信号灯器のＬＥＤ化（警察本部交通規制課【再掲】、道路整備課） 

●ゾーン３０事業（警察本部交通規制課）【再掲】  
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３ 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

（くらし安全安心課） 

●  消費者トラブルの防止・被害からの救済・消費者トラブルの関連情報の収集・発信・

被害からの救済に関して必要な情報提供  

①  消費者トラブルに関する情報を収集し、積極的な発信を行うとともに、その被害か

らの救済に関して必要な情報提供を行い、消費者トラブルの防止及び被害からの救済

を図ります。 

 

②  障害者団体、消費者団体、福祉関係者、行政等、地域の多様な主体の連携を促進し、

消費者被害に遭うリスクの高い障害のある人や高齢者等を地域で見守る安全安心ネッ

トワークの構築に取り組みます。  

 

③  岡山県消費生活センター等におけるファックスや Eメール等での消費者相談の受付

や、相談員等の障害のある人の理解のための研修の実施等の取組を促進することによ

り、障害のある人の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図ります。  

 

④  消費者トラブルの防止及び障害のある人の消費者としての利益の擁護・増進に資す

るよう、障害のある人及び障害のある人に対する支援を行う者の各種消費者教育関係

講座への参加の促進等により、障害のある人等に対する消費者教育を推進します。  

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１０参照】 

●消費生活センター等での消費生活相談等（くらし安全安心課） 

●消費者意識の啓発（くらし安全安心課） 

●消費者教育を推進するコーディネーターの配置（くらし安全安心課） 

●消費生活サポーターの養成（くらし安全安心課） 

●消費者被害防止啓発活動の推進（くらし安全安心課） 

●消費者被害撲滅事業（くらし安全安心課） 
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Ⅸ 差別の解消及び権利擁護の推進              

 

 

 

 

 

 

 

＜１ 現状と課題＞  

１ 障害を理由とする差別の解消の推進 
●  障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法が平成２８年４月から施行されることか

ら、障害を理由とする差別を解消する施策及び合理的配慮の推進が必要です。  

 

● 障害のある人を対象にしたアンケートでは、障害があることで差別や嫌な思いをする

（した）ことの有無は、全体では「ない」が４１．７％と最も高く、次いで「ある」（２

５．４％）、「少しある」（２３．５％）となっています。障害別にみると、知的障害のあ

る人、精神障害のある人（在宅者）、発達障害のある人は「ある（「ある」と「少しある」

の合計）」が「ない」を上回っています。  

 

＜基本的な考え方＞ 

 障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い

ながら共生する社会の実現に向け、障害者差別解消法等に基づき、障害を理由と

する差別の解消の推進に取り組みます。あわせて、障害者虐待防止法に基づく障

害者虐待の防止等、障害者の権利擁護のための取組を進めます。  

 

。  
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２  権利擁護の推進 

● 障害者虐待防止法が平成２３年に制定され、障害のある人やその家族が相談できる窓

口を設置し、各種専門相談を実施するとともに、権利擁護センターを設置するなど障害の

ある人の虐待防止に努めてきました。今後も障害のある人の権利擁護の推進のため、更な

る取組が必要です。 

 

● 障害のある人を対象にしたアンケートでは、差別や嫌な思いをした場所は、全体では

「外出先」が４６．８％と最も高く、次いで「住んでいる地域」（３１．７％）、「学校・

仕事場」（３０．９％）、「余暇を楽しむとき」（１７．７％）、「病院などの医療機関」（１

４．８％）、「仕事を探すとき」（１３．９％）となっています。 

障害別にみると、身体障害のある人、知的障害のある人は「外出先」が最も高く、精神

障害のある人（在宅者）、精神障害のある人（入院患者）、発達障害のある人は「学校・仕

事場」が最も高くなっています。 

 

● 障害のある人を対象にしたアンケートでは、成年後見制度の認知度は、全体では「名

前も内容も知っている」が３６．８％と最も高く、次いで「名前を聞いたことがあるが、

内容は知らない」（２８．１％）、「名前も知らない」（２５．４％）となっています。 

障害別にみると、知的障害のある人は「名前も内容も知っている」が５２．８％と最も

高く、精神障害のある人（入院患者）は「名前も内容も知らない」が４８．２％と最も高

くなっています。 

 

３ 行政機関等における配慮及び障害のある人の理解促進等 

障害者差別解消法においては、「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害

者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、そ

の実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、

当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要

かつ合理的な配慮をしなければならない。」と定められています。 

障害のある人の権利利益を侵害することがないよう、必要かつ合理的な配慮を実施する

必要があります。 
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＜重点施策と主要事業＞ 

１ 障害を理由とする差別の解消の推進 

（１）障害者差別解消法に基づく差別の解消の推進                

（障害福祉課、教育庁、警察本部） 

障害者差別解消法及び同法に規定される基本方針に基づき、県職員を対象とした対応要領を

策定するとともに、法の趣旨・目的等に関する効果的な広報・啓発活動、相談・紛争解決体制の

整備、障害者差別解消支援地域協議会の組織の促進等に取り組み、同法の適切な運用及び障

害を理由とする差別の解消の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）雇用分野における差別の禁止等                          

（労働雇用政策課） 

雇用分野における障害のある人に対する差別の禁止及び障害のある人が職場で働くに当

たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）が新たに規定された改正障

害者雇用促進法（平成２８年４月施行）に基づき、障害のある人とない者との均等な機会

及び待遇の確保について、岡山労働局等関係機関と連携して啓発・周知を行ないます。 
 

 

 

 

（３）差別防止のための相談支援体制の整備等                    

 （障害福祉課） 

障害のある人に対する差別を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決

等を実施する体制の整備等に取り組むとともに、その利用の促進を図ります。 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１１参照】 

●県職員を対象とした対応要領の策定（障害福祉課、教育庁、警察本部）  

●職員研修による県職員の意識啓発（障害福祉課）  

●事業者に対する意識啓発（障害福祉課）  

●県民に対する意識啓発（障害福祉課）  

●「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度の推進（障害福祉課）【再掲】  

●障害者差別解消支援地域協議会の組織の活用等（障害福祉課）  

●あいサポート運動の紹介（障害福祉課）【再掲】 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１１参照】 

●雇用分野における差別の禁止等（労働雇用政策課）  

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１１参照】 

●相談・紛争解決体制の整備（障害福祉課） 
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２  権利擁護の推進 

（１）障害者虐待防止法に基づく虐待の防止・啓発                

（障害福祉課） 

障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動や、市町村や障害者福祉施設等の職

員を対象とした研修を行うとともに、同法の適切な運用を通じ、障害者虐待の防止及び養

護者に対する支援に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）成年後見制度の利用促進等                        

（障害福祉課） 

障害のある人本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、意思

決定支援の在り方を検討するとともに、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を

進めます。 

  

 

 

 

 

（３）相談窓口の設置や相談員の資質向上等                   

（障害福祉課） 

障害のある人の虐待を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施

する体制の充実に取り組むとともに、その利用の促進を図ります。 

 また、障害者相談員の資質向上を図るための研修会を開催し、障害のある人の権利擁護の

ための取組を支援します。 

 

 

 

 

  

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１２参照】 

●障害者虐待防止体制の整備（障害福祉課） 

●市町村担当者、障害者福祉施設の職員等向けの研修（障害福祉課） 

●法律相談窓口（市町村向け）の設置（障害福祉課） 

●普及啓発事業（障害福祉課） 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１２参照】 

●岡山県障害者権利擁護センターによる相談等（障害福祉課）  

●相談員の資質向上（研修会等）（障害福祉課）【再掲】  

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１２参照】 

●成年後見制度の利用促進（障害福祉課）【再掲】 
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（４）障害児虐待防止対策の充実                        

（障害福祉課、子ども未来課、健康推進課） 

障害児の虐待については、児童虐待防止法、障害者虐待防止法等に基づき、市町村等の

関係機関と連携しながら、障害のある人に対する虐待防止等を促進します。「岡山県障害

者権利擁護センター」、「障害者虐待防止センター」による虐待防止と併せて、子ども・

子育て支援制度による子育て支援を通じた防止対策の充実を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１２参照】  

●岡山県障害者権利擁護センターの適正な運営（障害福祉課）【再掲】 

●法律相談窓口（市町村向け）の設置（障害福祉課）【再掲】  

●研修事業や普及啓発事業等の実施（障害福祉課）【再掲】 

●児童相談所カウンセリング事業（子ども未来課）【再掲】 

●児童相談所法的対応強化事業（子ども未来課）【再掲】 

●児童相談所２４時間・３６５日相談体制強化事業（子ども未来課）【再掲】 

●一時保護機能強化事業（子ども未来課）【再掲】 

●一時保護所体制強化事業（子ども未来課）【再掲】 

●児童相談所スーパーバイズ機能強化事業（子ども未来課）【再掲】 

●児童虐待対応力向上事業（子ども未来課）【再掲】 

●児童虐待対応強化事業（子ども未来課）【再掲】 

●児童虐待防止等ネットワーク事業（子ども未来課）【再掲】 

●乳児家庭全戸訪問事業（地域子ども・子育て支援事業）  

（子ども未来課・健康推進課）【再掲】 

●養育支援訪問事業（地域子ども・子育て支援事業）  

（子ども未来課・健康推進課）【再掲】 

●子ども家庭電話相談事業（子ども未来課）【再掲】 

●家庭相談所の運営（子ども未来課）【再掲】 

●児童環境づくり基盤整備事業（子ども未来課）【再掲】 

●おかやま妊娠・出産サポーター事業（健康推進課）【再掲】 

●ハイリスク妊産婦保健指導。妊娠中からの切れ目のない支援システム  

（健康推進課）【再掲】 

●ハイリスク児家庭訪問指導（健康推進課）【再掲】 

●死亡事例等の検証（子ども未来課）【再掲】 
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３ 行政機関等における配慮及び障害のある人の理解促進等 

（１）社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮           

（障害福祉課） 

県における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法に基づき、障害のある人が必

要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行います。 

 

  

 

 

（２）県における必要な研修等の実施                                  

（障害福祉課） 

障害及び障害のある人に関する理解を促進するため必要な研修を実施し、窓口等における障

害のある人への配慮の徹底を図ります。 

 

 

 

 

（３）アクセシビリティに配慮した情報提供                   

（各課） 

県における行政情報の提供等に当たっては、情報通信技術（ICT）の進展等も踏まえ、

アクセシビリティに配慮した情報提供に努めます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１３参照】 

●県職員を対象とした対応要領の策定（障害福祉課）【再掲】 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１３参照】 

●障害のある人に配慮したホームページ等の運営（情報政策課）【再掲】 

●点字広報「おかやま」の発行（公聴広報課）【再掲】 

●図書の郵送貸出・録音図書・対面朗読室（岡山県立図書館）【再掲】 

●研修講座で配付する資料や聴覚障害のある人への配慮（総合教育センター）【再掲】 

●講演会等における配慮（教育庁）【再掲】 

●岡山国際交流センターのバリアフリー化（国際課）【再掲】 

【第３章 事業一覧 Ｐ．２１３参照】 

●職員研修による県職員の意識啓発（障害福祉課）【再掲】  
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第３章 事業一覧 
Ⅰ 啓発・広報・社会参加                           
１ 啓発・広報活動の推進 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(1)｢心のバリアフ
リー｣・｢福祉のま
ちづくり｣の推進 

福祉のまちづくり
の推進 

全ての人が個性と人権を尊重され、あらゆる活動へ主体的に参加し、快適にいきいきと生
活できるバリアフリー社会の実現をめざして、「岡山県福祉のまちづくり条例」に基づき、
県民総参加で「心」、「情報」、「物」の３つのバリアフリーによる福祉のまちづくりを
推進します。 

障害福祉課 

おかやま心のバリ
アフリー普及・促進
事業 

企業・団体等を対象に、障害のある人の特性や障害者差別解消法等についての啓発や、啓
発を行うことで心のバリアフリーを推進し、また、障害のある人の就労に対する意識向上
を図るとともに、働きやすい環境の整備と新たな職場開拓を図ります。また、啓発冊子等
を活用した県民への普及啓発を推進します。 

障害福祉課 

心のバリアフリー
支援事業 

高齢者や障害のある人等への理解を深めるため、市町村や地域住民が取り組む車いす・ア
イマスク体験会や高齢者疑似体験等の開催に対して、助言や資機材の提供等の支援を行い、
県内全域での体験事業の実施を推進します。 

障害福祉課 

 
(2)様々な啓発・広
報活動の推進 
 
 

障害者週間の普及
啓発 

「障害者週間（１２月３日～９日）」に当たり、関係団体等と協働で各種啓発事業を行い、
障害のある人の福祉についての関心と理解を深め、障害のある人の社会参加を促進します。 

障害福祉課 

心の輪を広げる障
害者理解促進事業 

障害の有無にかかわらず、誰もが地域や職場・学校などで共に支え合って暮らす「共生社
会」の実現を目指した 内閣府主催の「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間ポスタ
ー」を募集し、応募があった作品については、県が審査を行い、内閣府に推薦します。 

障害福祉課 

障害のある幼児児
童生徒への理解の
促進 

発達障害を含む特別支援教育に関する教職員の理解を深めるため、校内研修や県総合教育
センター等での研修を充実させます。 

教育庁特別支援教育課 

障害のある人の県
庁アートギャラリ
ー 

「障害」と「障害のある人」に対する理解を深めていただき、障害のある人が創作活動を
頑張る契機となるよう、県庁県民室に障害のある人のアートギャラリーを開設し、個性輝
く作品を展示します。 

障害福祉課 

こころをつなぐ作
品展・発達障害児支
援フォーラム 

県内の特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級の幼児児童生徒が授業等で作成した作
品の展示（こころをつなぐ作品展）や発達障害児に関する講演等の実施（発達障害児支援
フォーラム）により、社会の人々の障害のある子どもに対する理解を深めます。 

教育庁特別支援教育課 

発達障害のある人
への理解を促進す
るための啓発・広報 

世界自閉症啓発デー（発達障害者週間）で街頭啓発等を実施します。 障害福祉課 

難病のある人への
理解を促進するた
めの啓発・広報 

難病のある人の就労支援として、雇用主側へ難病のある人への理解を促進するための啓発
等を実施します。患者交流会等において、難病についての普及啓発を行います。 

医薬安全課 

精神障害のある人
への理解を促進す
るための啓発・広報 

精神保健福祉普及運動期間を中心に、正しい精神保健知識の普及を図るとともに、広く県
民の心の健康づくりの重要性の認識と精神障害に対する正しい理解を向上させ、さらには、
身近な相談者となりうるよう心の健康づくりの県民講座を開催しています。 

健康推進課 

広報・啓発活動 
広報紙やテレビ・ラジオ・新聞など様々な広報媒体を活用し、積極的に県民の理解を促進
します。 

公聴広報課 

インクルーシブな
交流・分野横断的な
啓発の推進 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人も
ない人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携
による就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的
に実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出
していきます。学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れな
がら、興味や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、
相互理解を深めていきます。 

障害福祉課 

あいサポート運動
の紹介 

様々な啓発活動等の一環で、あいサポート運動を紹介していきます。 
【参考】あいサポート運動 
鳥取県が平成２１年に創設した「県民が、多様な障がいの特性の理解に努め、障がいのあ
る人に温かく接するとともに、障がいのある人が困っているときに、ちょっとした手助け
を行う運動」のこと。 

障害福祉課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(3)障害のある人
の雇用に向けた啓

発の推進 
 

おかやま心のバリ
アフリー普及・促進

事業【再掲】 

企業・団体等を対象に、障害のある人の特性や障害者差別解消法等についての啓発や、啓

発を行うことで心のバリアフリーを推進し、また、障害のある人の就労に対する意識向上
を図るとともに、働きやすい環境の整備と新たな職場開拓を図ります。また、啓発冊子等
を活用した県民への普及啓発を推進します。 

障害福祉課 

障害のある人の雇

用に向けた啓発の
推進 

障害のある人が働くこと等を通して社会参加し、活躍できるよう、「障害者就業・生活支

援センター」等において、岡山労働局等と連携しながら、事業主に対して、障害のある人
の雇用の周知・啓発を図ります。 

労働雇用政策課 

障害者雇用支援月
間 

高齢・障害・求職者雇用支援機構の主催で行われる障害者雇用支援月間の取組みを、同機
構岡山支部と連携して周知を行ない、事業主及び県民に対し広く障害者雇用に対する理解

を深め、障害者雇用の啓発を図ります。 
 ・月間ポスター原画募集 
 ・障害者雇用職場改善好事例募集 

 ・障害者雇用に関する全国表彰式 

労働雇用政策課 

「岡山の就労応援
団」の構築や「地域
型実習」の推進 

卒業後、企業等での就労による社会自立を目指す特別支援学校生徒の「働く力」をより一
層育成し、職業教育・就労支援の充実を図るため、「岡山の就労応援団」を構築し、特別
支援学校高等部におけるこれまでの産業現場実習に加え、中学部における実習や地域と連
携した「地域型実習」を県内全域で推進できるよう取り組んでいきます。 

教育庁特別支援教育課 

可能性にチャレン
ジ～特別支援学校
技能検定～ 

特別支援学校生徒の就職意識を高め、企業等に雇用を促すため、企業団体と連携して開発
した認定資格を付与するための技能検定を実施します。 

教育庁特別支援教育課 

ジョブマッチング
～特別支援学校生
徒のためのジョブ
フェア～ 

特別支援学校生徒の就労による社会自立を促進するため、生徒が企業担当者と面談を行い
ます。 

教育庁特別支援教育課 

 

２ 学校教育及び社会教育の充実等 
重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(1)障害のある人
への理解の促進 

「ほっとパーキン
グおかやま」駐車場
利用証制度の推進 

車いすマークの駐車場を利用できる方を明らかにした上で、その対象者（障害のある方や
高齢の方、妊産婦などで歩行が困難な方）に専用の利用証を交付する一方、県と協定を結

んだ施設に駐車スペースを確保し、利用証を交付された方がそのスペースを優先して利用
できるよう、車いすマークの駐車場の適正利用を図ります。 

障害福祉課 

身体障害者補助犬 
障害のある人の行動範囲の拡大等、社会参加の促進を図るため、身体障害者補助犬を育成
します。今後とも、制度の周知や理解に努めます。 

障害福祉課 

視覚障害者誘導用

ブロック 

視覚障害者を安全に誘導するために地面や床面に敷設されているブロックの適正な使用に

向けた周知啓発に努めます。 
障害福祉課 

(2)学校教育及び

社会教育の充実 
(①学校における
取組の推進) 

交流及び共同学習
の推進 

地域の幼稚園、小・中学校、高等学校等の幼児児童生徒や地域の人々との活動、特別支援
学級と通常学級の児童生徒との学習活動などを通して、障害のある子どもの自立と社会参
加を促進するとともに、障害のある子どもと障害のない子どもが互いに理解し合い、共に

支え合って生きていくことができるよう、居住地校交流や、学校間交流等の交流及び共同
学習を推進します。 

教育庁特別支援教育課 

地域との交流活動
の推進 

保健福祉施設等において、障害のある人と地域との交流を推進し、障害のある人の生きが
いの高揚や社会復帰に向けた自立意欲の助長を図るとともに、障害及び障害のある人に対

する理解を促進します。 

障害福祉課 

健康の森学園交流
促進事業 

岡山県健康の森学園において、知的障害のある人と県民との交流を促進し、理解と意識啓
発を進めるため、収穫祭と作品展を実施します。 

障害福祉課 

社会貢献活動の推
進 

学校における「総合的な学習の時間」・「特別活動」の活用や、高等学校福祉科等での介
護等体験特別授業、児童生徒のボランティア活動の推進により、児童生徒の社会福祉への

理解と関心を深める機会を提供します。 
県立高等学校等での社会貢献活動の一環で、障害のある人へのボランティア活動等の機会
の提供に努めます。 

障害福祉課 
教育庁特別支援教
育課・義務教育課・ 

高校教育課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(2)学校教育及び

社会教育の充実 
(①学校における
取組の推進) 

県立高等学校福祉
科等での福祉教育
の推進 

県立高校福祉科（１校）及び県立高等支援学校（１校）に介護福祉士国家試験受験資格が
得られるカリキュラムを導入し、介護福祉に携わる福祉専門職の育成をめざしています。 

教育庁特別支援教
育課・高校教育課 

バリアフリー体験
や福祉施設訪問等
による体験的な学
習の実施 

総合的な学習の時間や特別活動等において、車いすやアイマスクなどを用いたバリアフリ
ー体験や福祉施設訪問等による体験的な学習を推進します。 

障害福祉課 
教育庁義務教育
課・高校教育課・ 
特別支援教育課 

障害のある人等に
よる訪問・課外授業 

障害のある人や支援者などが学校を訪問し、課外授業を実施します。今後、社会との関わ

りの中で障害のある人と接する機会が増える高校生及び中学生に対して、障害（者）につ
いて考える機会をつくり、障害や障害のある人に対する理解を促進します。 

障害福祉課 

教育庁高校教育課・ 
特別支援教育課 

インクルーシブな
交流・分野横断的な

啓発の推進【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人も
ない人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携
による就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的
に実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出
していきます。学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れな
がら、興味や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、
相互理解を深めていきます。 

障害福祉課 

(2)学校教育及び

社会教育の充実 
(②地域における
社会教育や生涯学

習の推進) 

地域における交流 
地域住民の障害や障害のある人への理解を深めるため、障害者差別解消や障害に関する理

解を深める講演会等を開催し、障害のある人との交流等を啓発します。 
障害福祉課 

地域住民の福祉意
識の向上 

市町村や社会福祉協議会等が、地域で開催する障害福祉に関する各種大会、講座や各種事

業等を通して地域住民の福祉意識の向上を図ります。また、各所において、介護・福祉に
関する生涯学習講座を開催します。 

障害福祉課 
教育庁生涯学習課 

各種レクリエーシ
ョン活動等を通し

ての交流 

県、市町村、各種団体、福祉施設等が行う文化活動、スポーツ大会、レクリエーション等
の各種行事等を通じて、障害のある人とない人の交流、ふれあいを促進します。 

障害福祉課 

インクルーシブな

交流・分野横断的な
啓発の推進【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人も
ない人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携
による就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的
に実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出
していきます。学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れな
がら、興味や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、
相互理解を深めていきます。 

障害福祉課 

 
３ ボランティア活動等の推進 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(1)学生等のボラ

ンティア活動の推
進 

小中学校でのボラ

ンティア活動推進 

小中学校においては、主に学校においてボランティア活動の充実を図ることにより、豊か
な人間性や思いやりの心、規範意識等を育みます。 

一方で、地域の方々と連携したボランティア活動に参加し、地域に根ざした取組を進める
ことで、地域や社会に積極的に貢献しようとする態度の育成を図ります。 

障害福祉課 
教育庁義務教育課・ 
特別支援教育課 

高等学校でのボラ

ンティア活動推進 

高等学校においては、教育活動や課外活動等を通して、学校内外におけるボランティア活
動を進め、ボランティア活動に臨む精神の涵養や態度の育成を図り、地域社会に積極的に

貢献しようとする心と豊かな人間性を育みます。併せて、障害や障害のある人に関わるこ
とで、理解や共感とともに思いやり・助け合いの心の輪を広げ、福祉や地域社会貢献に関
心を持つきっかけとします。 

また、県立高等学校等での社会貢献活動の一環で、障害のある人へのボランティア活動に
参加しやすい環境整備や、機会の提供や啓発推進に努めます。 

障害福祉課 

教育庁高校教育課・ 
特別支援教育課・ 
保健体育課・生涯学

習課 

大学生によるボラ
ンティア活動推進 

大学生の中にはサークルやゼミを通して、自主的に様々な社会貢献活動やボランティア活
動をしている学生がいます。若者に情報を伝えやすいホームページやフェイスブック等を

活用して、ボランティアや福祉に関する情報を提供し、障害や障害のある人の理解や関心
への啓発活動によって、ボランティア活動への参加の促進に努めます。また、今まで、ボ
ランティア等に関心が無かった学生の参加の推進にも努めます。 

障害福祉課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(1)学生等のボラ
ンティア活動の推

進 

青少年ボランティ

ア活動の推進 

高校生や大学生を中心に、学校の枠を越えて組織された地域単位のボランティア団体やサ
ークルがあり、まちづくりや社会貢献など様々な活動を行っています。 

こうした学生へも障害や障害のある人に対する興味・関心を呼びかけるとともに、学校を
越え、地域と一体となったボランティア活動参加への一層の推進を図ります。 

障害福祉課 
男女共同参画青少年課 
教育庁生涯学習課 

インクルーシブな

交流・分野横断的な
啓発の推進【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人も
ない人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携
による就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的
に実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出
していきます。学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れな
がら、興味や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、
相互理解を深めていきます。 

障害福祉課 

(2)ボランティア
活動の推進・人材
育成等 

ボランティア活動

の推進 

県民総参加のもと、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、各種地域団体などが、障害のある人
等を支え理解するための各種ボランティア活動を実施し、いきいきと活動しながら共生の
社会づくりを進める多参画社会の形成を目指します。 

障害福祉課 

ボランティア・ＮＰ
Ｏ活動の拠点施設
の運営 

ボランティア・ＮＰＯの活動の健全な発展を支援するとともに、ボランティア・ＮＰＯを

はじめ、広く県民、事業者、行政機関の職員が気軽に集い、情報交換、交流及び連携を進
める場を提供するため、岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センターを運営し、県民総
参加のもと、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、各種団体などが、手を携えて、いきいきと

活動しながら社会・地域づくりを進める多参画社会の形成を目指します。 

県民生活交通課 

フェイスブック等
による新たな情報
発信 

ホームページやフェイスブック等のＳＮＳの利用等、若者が興味を抱き、情報を入手しや
すい広報手段を検討し、ＮＰＯ団体や地域団体等との連携も含めて、ボランティア情報や
交流体験等の情報発信や共有の強化に努めます。  

障害福祉課 

「晴れの国づくり

NET」の活用 

障害のある人に対する活動や福祉も含め、地域づくりに関わっている団体相互の情報交換

や交流の場として気軽に利用できるポータルサイト「晴れの国づくりNET」を運営し、団体
の紹介、実施するイベント情報、活動報告、支援制度の紹介等を行うことにより、地域や
活動の範囲等の枠を越えた全県的なネットワークの構築や団体相互の新たな連携を推進し

ます。 

県民生活交通課 

岡山県視覚障害者
センターの運営 

視覚障害のある人への各種事業及びボランティア活動の拠点として、岡山県視覚障害者セ
ンターを運営します。 

障害福祉課 

岡山県聴覚障害者
センターの運営 

聴覚障害のある人への各種事業及びボランティア活動の拠点として、岡山県聴覚障害者セ
ンターを運営します。 

障害福祉課 

高校生地域防災ボ
ランティアリーダ
ー養成事業 

東日本大震災を契機として、災害発生時には、高校生らが地域の力として貢献できるよう、
防災に関する基本的な理解を深め、搬送法や救急法、炊き出し、消火器使用法等の実践力
を身につけるためのリーダー養成研修会を実施していきます。 

教育庁保健体育課 

大学生災害ボラン
ティア研修会の開

催 

県、岡山県社会福祉協議会及び県内１６大学では、「災害時における被災者支援ボランテ
ィアに関する協定」を締結しており、このうち希望する大学に対しては、学生を対象とし

て災害ボランティア研修を実施しています。 

県民生活交通課 

ボランティア人材
の育成・活動のネッ

トワーク化 

様々なボランティア活動を相互に結びつけ、調整やコーディネートを行い、さらには多く
の人々・団体等を巻き込むリーダーシップを持ったボランティア・リーダーやコーディネ

ーターを養成します。各校や各地域で行われているボランティア活動内容の周知に努め、
ボランティア活動への参加の輪の拡大を図ります。 
また、青少年に対してボランティア活動の体験や研修、交流の機会を参加しやすい形で提

供するよう努めます。 

障害福祉課 

盲ろう者向け通
訳・介助員養成研修
事業 

盲ろう者の通訳・介助に関する専門の知識と技術を持った盲ろう者通訳・介助員を養成し

ます。 
障害福祉課 

手話通訳者養成事

業 

市町村で養成された手話奉仕員等を対象により高い手話技術、通訳技術等の指導を行い、

手話通訳者として養成します。 
障害福祉課 



 153 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(2)ボランティア
活動の推進・人材
育成等 

点訳・朗読奉仕員養
成事業 

視覚障害のある人の福祉に理解と熱意を有する方に対し、点訳・朗読の指導を行い、奉仕
員を養成します。 

障害福祉課 

要約筆記者養成事

業 

手話通訳によるコミュニケーションが困難な難聴者・中途失聴者等のコミュニケーション

手段としての文字によるコミュニケーションを支援する要約筆記者を養成します。 
障害福祉課 

音声機能障害者発
声指導者養成事業 

疾病等により喉頭を摘出し、音声機能を喪失した人に対し、発声訓練を行い、これにより、
発声訓練を行う指導者を養成します。 

障害福祉課 

ボランティア受入
体制の整備 

県民が積極的にボランティア活動に参加できるように、障害者施設をはじめとした社会福
祉施設の受入体制を整備します。 

障害福祉課 

企業等におけるＣ
ＳＲの推進 

近年、企業等で実施しているＣＳＲ活動の一環で、「岡山の就労応援団」等障害のある人

を支えるボランティア等を紹介し、企業や地域の人々が積極的に社会貢献活動へ参加する
ことができる気運づくりや環境づくりを進めるとともに、企業と障害福祉サービス事業者
等とが様々な形で協働できるように取り組むなど、県民の社会参加活動を推進します。 

また、こうしたＣＳＲ活動を通して、障害や障害のある人への理解を推進し、障害のある
人の雇用推進等につなげていきます。 

障害福祉課 
教育庁特別支援教育課 

 
４ 障害のある人の社会参加の促進 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

障害のある人の 

社会参加の促進 

「岡山県障害者社会
参加推進センター」に
よる社会参加の推進

等 

障害のある人の社会参加の拠点として「岡山県障害者社会参加推進センター」を運営し、
障害のある人のくらしと権利の相談事業、障害のある人の広報活動事業や福祉活動推進

事業等により、障害のある人の社会参加の促進に努めます。 
また、障害者団体等と協力しながら各種事業を実施するとともに、市町村が地域の実状
に応じて実施する地域生活支援事業の取組を支援します。 

障害福祉課 

様々な場面での社会

参加の推進 

・障害のある人の社会参加の促進と、障害のある人に対する理解の促進を図るため、地

域での文化祭、スポーツ大会や各種イベント・レクリエーションなど、障害のある人と
ない人が交流する機会の拡大を図ります。 
・障害や障害のある人に対する理解の促進を図るため、障害者施設等において、バザー

の開催や地域で企画される各種行事への参加など、地域との交流を促進します。 

障害福祉課 

特別支援学校におけ

る社会参加 

特別支援学校において、点字学習や手話講座等の開放講座、文化祭や夏祭りの催しなど、
それぞれの学校の特色を生かした地域住民との交流活動を推進し、学校への理解と障害
のある人に対する理解を促進します。 

教育庁特別支援教育課 

生産創作活動の製作

品の普及による社会
参加 

障害のある人が創作的活動を通して作った様々な作品や、福祉施設等での生産活動を通

して障害のある人が作った製品等を、周知・販売することで、障害のある人の社会参画
への理解促進に努めます。 

障害福祉課 

特別支援学校の製作
品の普及による社会

参加促進 

特別支援学校高等部等の生徒自らが製作した製品を直接販売し、職業教育等の学習成果
の発表を通じて、高等部生徒の自立と社会参加の意欲を高め、人と接する態度を育てる

とともに、特別支援学校で学ぶ生徒に対する県民や企業の理解の促進を目指します。 

教育庁特別支援教育課 

岡山県視覚障害者セ
ンターの運営【再掲】 

視覚障害のある人への各種事業及びボランティア活動の拠点として、岡山県視覚障害者
センターを運営します。 

障害福祉課 

岡山県聴覚障害者セ
ンターの運営【再掲】 

聴覚障害のある人への各種事業及びボランティア活動の拠点として、岡山県聴覚障害者
センターを運営します。 

障害福祉課 

インクルーシブな交
流・分野横断的な啓発
の推進【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人

もない人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連
携による就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横

断的に実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等
も創出していきます。学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取
り入れながら、興味や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流

することで、相互理解を深めていきます。 

障害福祉課 
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Ⅱ 生活支援                                

 
１ 相談支援体制の構築 

重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)相談支援体制
の充実 

相談支援専門員の
養成及び研修 

サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成を担う相談支援専門員の養成と資質向
上を図るための研修を行い、市町村における障害福祉サービス等の適切な支給決定を支援

します。 

障害福祉課 

相談支援アドバイ
ザー事業 

相談支援体制の強化を図るため、相談支援アドバイザー等を市町村や地域自立支援協議会
に派遣し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行います。 

障害福祉課 

岡山県障害者社会
参加推進センター

の運営 

障害のある人の社会参加の拠点として岡山県障害者社会参加推進センターを運営し、障害
のある人のくらしと権利の相談事業、身体障害者福祉広報活動事業や障害者福祉活動推進

事業等により、障害のある人の社会参加の促進に努めます。 

障害福祉課 

総合的・専門的な相

談支援体制（福祉相
談センターの充実） 

福祉相談センターは、中央児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、
女性相談所の４つの機能を兼ね備えています。児童、身体障害のある人、知的障害のある
人、女性を取り巻く社会環境の変化と、これに伴う福祉サービスへの需要の多様化に的確

に対応して、総合的な相談、支援の更なる充実を図っていきます。 

障害福祉課 
子ども未来課 

民生委員・児童委員

活動の推進 

障害のある人及びその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、ニーズ
に合った福祉サービスについての助言や専門の相談機関の紹介など、支援活動を推進しま
す。 

保健福祉課 

(１)相談支援体制
の充実 

(地域における自
立支援) 

市町村地域自立支
援協議会 

相談支援事業所の拡充、質の向上及び医療機関、福祉団体、行政機関の連携強化を図る取

組を進め、地域の連携・協力体制を強化するため、市町村が設置する地域自立支援協議会
の適切な運営を支援します。 

障害福祉課 

岡山県自立支援協
議会 

障害のある人への支援体制の整備及び障害福祉サービス等の推進に必要な関係機関の連携
強化を図るため、岡山県自立支援協議会の運営を行うとともに、市町村地域自立支援協議

会と連携し地域における課題の把握及び解決に向けた取組を進めます。 

障害福祉課 

基幹相談支援セン
ターの設置促進 

障害のある人の相談等を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹
相談支援センターの設置が促進されるよう市町村を支援します。 

障害福祉課 

日常生活自立支援
事業 

認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人等のうち判断能力が十分でない方が
地域において自立した生活を送れるよう、適切な福祉サービスの利用援助など日常生活に

必要な支援を行います。 

保健福祉課 

矯正施設退所者へ
の福祉サービスの
利用支援（地域生活

定着促進事業） 

平成22年度に設置した「地域生活定着支援センター」において、高齢や障害のあることに

より矯正施設から退所した後に自立した生活を営むことが困難と認められる人に対して、
保護観察所と協働して、退所後直ちに福祉サービス等を利用できるよう支援を行います。 

保健福祉課 

成年後見制度の利
用促進 

判断能力が不十分な障害のある人の財産管理や各種契約などの法律行為を支援し、権利を
擁護することを目的とした成年後見制度の適正な利用を周知、促進します。 

障害福祉課 

 
(２)発達障害のあ

る人への相談支援 
(発達障害者支援
体制整備事業) 

 

発達障害者支援体

制整備事業 

乳幼児期から成人期までの一貫した発達障害のある人への支援体制の整備を図るため、発

達障害のある人への支援を推進します。発達障害者支援センター等において、発達障害の
ある人及びその家族に対し、相談支援や就労支援等を行うとともに、早期発見とライフス
テージを通じた支援が行えるよう各種研修等による人材育成や関係機関の連携強化を図り

ます。また、身近な地域で発達障害のある人を支援する市町村の取組を促進するとともに、
発達障害のある人及びその家族に対し適切な個別支援を行うため、ペアレントメンターの
養成・派遣の実施を通じ、家族の支援及び家族同士で支援できる体制を構築し、発達障害

のある人に対する総合的な支援体制の整備を図ります。 

障害福祉課 

 

発達障害者支援セ

ンターの運営 

専門的な相談支援等を行う拠点として県発達障害者支援センターを県南・県北に各１ヶ所

設置・運営します。発達障害のある人及びその家族からの相談に対する助言指導、就労相
談の実施、関係機関の連携強化等の総合的支援の充実を図ります。 
また、「発達障害者地域支援マネージャー」の配置により同センターの体制を強化し、就

労支援、障害福祉サービス事業所等との連携等、機能の充実を図ります。  

障害福祉課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(２)発達障害のあ

る人への相談支援 
(①発達障害者支
援体制整備事業) 

発達障害者支援体
制検討委員会の開

催 

医療、保健、福祉、教育及び労働等の関係部局、学識経験者、親の会等で検討委員会を設
置し、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援体制の構築を

図ります。（年３回程度開催） 

障害福祉課 

市町村支援体制整

備事業の推進 

発達障害のある人が身近な地域で支援を受けることができるよう、市町村へ「発達障害者
支援コーディネーター」を配置し、関係機関と連携した支援ネットワークを構築する等の
事業に取り組む市町村を支援します。   

障害福祉課 

ペアレントメンタ

ー養成・派遣事業 

ペアレントメンター（信頼できる相談相手）が、同じ発達障害のある子どもをもつ親の立

場で相談を受け、家族の支援及び家族同士で支援できる体制を構築します。 
障害福祉課 

発達障害児(者)支

援医師研修事業 

発達障害の早期発見及び早期支援については、医師の役割が重要であることから、小児科
医や乳幼児検診に携わる医師に対する研修を通じて発達支援に関する専門性の確保等、体
制の充実を図ります。 

障害福祉課 

発達障害者支援セ

ミナーの開催 

発達障害に関する理解の促進や、発達障害のある人に対する支援体制の確立を図るための

普及啓発を中心としたセミナーを開催します。 
障害福祉課 

(２)発達障害のあ

る人への相談支援 
(②発達障害のあ
る人のトータルラ

イフ支援プロジェ
クト) 

子どもの健やか発
達支援事業 

各保健所・支所において、児童精神科医などの専門医による発達障害の疑いのある子ども
の相談を実施するなど、早期発見、早期療育による子育ての環境整備を図ります。 

健康推進課 

就学前後における
関係機関連携強化

事業 

発達障害のある子どもの就学期において、支援に必要な情報を幼稚園・保育所から小学校
に確実に引き継ぐことを目的としたモデル事業を市町村で実施し、県全域での普及を図り

ます。 

障害福祉課 
教育庁特別支援教育課 

発達障害児支援保

育士研修事業 

人間形成の基礎となる乳幼児期を過ごす保育所において、子どもの発達の課題や特徴を理
解した正しい支援が行えるよう、保育士等を対象とした実務研修を実施し、保育の実践力
の向上を図ります。 

子ども未来課 

児童養護施設等対

応機能強化事業 

児童養護施設等に入所している発達障害児等への適切な支援が行えるよう、施設職員を対

象とした研修を実施し、支援技術の向上を図ります。 
子ども未来課 

発達障害者支援キ

ーパーソン登録・活
用促進事業 

各職種や職域ごとの研修会等を修了し、発達障害のある人への支援に携わっている専門職
を発達障害者支援キーパーソンとして登録し、多職種連携の支援、個々のスキルアップ機
会の提供など、発達障害のある人のトータルライフを支える人材をサポートするとともに、

地域における支援体制の充実など幅広い活用を図ります。 

障害福祉課 

専門指導員派遣事
業 

発達障害等の児童生徒に対する適切な支援のため、特別支援学校の教員等からなる専門指
導員が学校の要請に応じて指導・支援を行います。 

教育庁特別支援教育課 

多様な学びの場 
「特別支援教室」事

業 

通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童に、自立活動の視点での教科の取り出し
指導を行うモデル事業を小学校において実施します。 

教育庁特別支援教育課 

(２)発達障害のあ
る人への相談支援 
(③発達障害のある
青少年の相談支援) 

発達障害のある青
少年の相談支援 

青少年に関する相談を総合的に行う窓口、「岡山県青少年総合相談センター」において、
青少年の発達障害等に関する相談支援を行います。また、必要に応じて、適切な相談窓口

や機関の紹介などに取り組みます。 

男女共同参画青少年課 

(３)高次脳機能障

害及びその関連障
害に対する相談支
援事業 

高次脳機能障害の
ある人への相談支

援 

高次脳機能障害のある人への支援を行うために支援拠点機関を指定し、相談支援コーディ

ネーターを配置して、専門的な相談支援、関係機関の地域支援ネットワークの充実、高次
脳機能障害の支援手法に関する研修等を通じ、高次脳機能障害のある人に対する支援体制
の整備及び支援の普及を行います。 

健康推進課 

(４)難病患者への
相談支援 

難病患者への相談

支援（概要） 

岡山県難病相談・支援センターにおいて、難病のある人の療養相談や就労相談などの各種

相談を行います。各疾病ごとの患者交流会を実施し、同じ病気の人と話をすることにより、
患者各自が日常生活で気をつけることなどへの理解を深める機会を設けます。 
障害者総合支援法において、サービスの対象疾病が拡大したことについて、難病の医療を

行う指定医療機関あてに、通知を行うなど、周知を図ります。 

医薬安全課 

特定疾患治療研究

事業 

原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、特定の疾患にり患している
人で、病態など一定の基準を満たす人に対して、原因の究明と治療法開発のため、医療受
給者証を交付し、医療費の自己負担分について、公費負担を行います。 

医薬安全課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

（４）難病患者へ
の相談支援 

指定難病への医療
費助成 

難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病にり患している人で、病態など一定
の基準を満たす人に対して、原因の究明と治療法の開発のため、医療受給者証を交付し、医
療費の自己負担分について、保険が同一の世帯の所得に応じて公費負担を行います。 

医薬安全課 

小児慢性特定疾病
への医療費助成 

小児慢性疾病のうち、特定の疾病にり患している１８歳未満の児童（引き続き治療が必要で
あると認められる場合は、２０歳未満）に対して、治療の確立と普及を図るため、小児慢性
特定疾病医療受給者証を交付し、医療費の自己負担分について、保険が同一の世帯の所得に
応じて公費負担を行います。 

医薬安全課 

小児慢性特定疾病
児童等日常生活用
具給付事業 

小児慢性特定疾病児童等の患者が在宅療養を行う際に、日常生活において必要な用具の給付
を行います。 

医薬安全課 

訪問相談事業 
保健所・支所の保健師等が訪問し、難病患者や家族が抱える日常生活や療養上の悩み等につ
いての相談に応じます。 

医薬安全課 

医療福祉相談事業 
専門の医師が、病気や療養生活の相談に応じます。また、ケースワーカー等が各種福祉制度
の活用に関する相談に応じます。 

医薬安全課 

訪問指導事業 必要に応じて専門医・保健師等が訪問し、医療面・生活面の相談に応じます。 医薬安全課 

在宅難病患者・家族
の集い事業 

難病患者とその家族の情報交換や励まし合いの場として交流会を、そして病気の正しい理解
とリハビリ・介護等の在宅療養の技術習得の場として在宅療養教室を開催しています。 

医薬安全課 

岡山県難病相談・支
援センター事業 

地域で生活する難病患者等の日常生活における相談・支援、地域交流活動の促進及び就労支
援などを行う拠点として、岡山県難病・相談支援センターを運営し、患者等の療養上、日常
生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、患者等の持つ様々なニーズに対応したきめ
細やかな相談や支援を通じて、地域における患者等支援対策を一層推進します。 

医薬安全課 

緊急時（災害時）に
おける難病患者等
の支援の充実（マニ
ュアルの策定） 

緊急時（災害時）には、策定した難病患者等の行動・支援マニュアルに基づき、関係機関・
団体等とも連携し、迅速かつ安全で適切な支援活動を行うとともに、難病患者に配付した緊
急時の援護に有益な情報を記載した緊急支援手帳について、普及を進めます。 

医薬安全課 

在宅難病患者一時
入院事業 

難病患者の一時的な入院を推進することにより、最も身近で介護している家族の負担軽減を
図り、在宅における安定的な療養生活の継続を図ります。 

医薬安全課 

(５)精神障害のあ
る人等に対する相
談支援 

精神保健福祉セン
ターの充実 

精神保健及び精神障害のある人の福祉に関し、知識の普及を図り、調査研究を行い、相談及
び指導を行う施設であり、総合的技術センターとして地域精神保健福祉活動推進の中核とな
る機能を担っており、更なる充実を図ります。 

健康推進課 

(６)ワンストップ
での障害福祉サー
ビス等の情報提供 

「おかやま福祉ナ
ビ」（岡山県福祉施
設情報ポータルサ
イト）の運営 

社会福祉施設等の利用者等がワンストップで情報収集できるよう、県内の社会福祉施設等及
び社会福祉法人の情報を収集したポータルサイトを運営します。 

保健福祉課 

(７)生活安定のた
めの各種施策の周
知等 

概要 

障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業（自営業
を含む。）の促進に関する施策との適切な組み合わせのもと、諸手当等を支給するとともに、
各種の税制上の優遇措置を活用し、経済的自立を支援します。また、受給資格を有する障害
のある人が、制度の不知・無理解により、年金や諸手当、減免措置等を受ける機会を逃すこ
とのないよう、各種制度の周知に取り組みます。 

関係各課 

特別児童扶養手当
の支給 

精神又は身体・知的に障害のある２０歳未満の児童を家庭において監護している児童の父母
又は養育者を対象に手当を支給します。 

障害福祉課 

特別障害者手当の
支給 

精神又は身体・知的に、重度の障害があるため日常生活において、常時特別な介護を必要と
する２０歳以上の在宅の重度の障害のある人を対象に手当を支給します。 

障害福祉課 

障害児福祉手当の
支給 

精神又は身体・知的に、重度の障害があるため日常生活において、常時介護を必要とする２
０歳未満の在宅の重度の障害のある子どもを対象に手当を支給します。 

障害福祉課 

経過的福祉手当の
支給 

 昭和６１年４月１日に従来の福祉手当の受給資格があった２０歳以上の人で「特別障害者
手当」「障害基礎年金」「特別障害給付金」のいずれも支給されない人を対象に手当を支給
します。 

障害福祉課 

心身障害者扶養共
済制度 

心身に障害のある人を扶養する保護者が相互扶助に基づき、保護者の加入時の年齢に応じて
毎月一定の掛金を納めることにより、保護者の死亡又は重度障害発生後、心身に障害のある
人に年金を支給します。 

障害福祉課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(７)生活安定のた
めの各種施策の周
知等 

自立支援医療 
（更生医療） 

身体障害のある人の職業能力を増進し、又は日常生活を容易にするため、指定医療機関で行
われた障害を除去・軽減する治療について、医療費の一部を公費負担します。 

障害福祉課 

自立支援医療 
（育成医療） 

身体障害のある１８歳未満の児童を対象に、指定医療機関で行われた障害を除去・軽減する
治療について、医療費の一部を公費負担します。 

障害福祉課 

自立支援医療 
（精神通院医療） 

精神障害のある人の障害の治療と自立、社会復帰を促進するため、指定医療機関等により行
われた医療について、医療費の一部を公費負担します。 

健康推進課 

心身障害者医療費
公費負担制度 

重度心身障害者（児）が必要とする医療を受けやすくするため、その医療費の一部を公費負
担します。 

障害福祉課 

特定疾患治療研究
事業【再掲】 

原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、特定の疾患にり患している人
で、病態など一定の基準を満たす人に対して、原因の究明と治療法開発のため、医療受給者
証を交付し、医療費の自己負担部分について、公費負担を行います。 

医薬安全課 

指定難病への医療
費助成【再掲】 

難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病にり患している人で、病態など一定
の基準を満たす人に対して、原因の究明と治療法の開発のため、医療受給者証を交付し、医
療費の自己負担分について、保険が同一の世帯の所得に応じて公費負担を行います。 

医薬安全課 

小児慢性特定疾病
への医療費助成【再
掲】 

小児慢性疾病のうち、特定の疾病にり患している１８歳未満の児童（引き続き治療が必要で
あると認められる場合は、２０歳未満）に対して、治療の確立と普及を図るため、小児慢性
特定疾病医療受給者証を交付し、医療費の自己負担分について、保険が同一の世帯の所得に
応じて公費負担を行います。 

医薬安全課 

自動車税、自動車取
得税の課税免除又
は減免 

障害のある人の社会参加等に要する経済的な負担を軽減するため、一定の要件を満たす場合
に、申請によって自動車税や自動車取得税を減免します。 

税務課 

補装具 
義肢、装具、車いす等、障害のある人の失われた身体機能を補完又は代替し、長期間使用さ
れる用具について、その購入又は修理に要した費用を支給するものです。 

障害福祉課 

身体障害者補助犬
育成事業 

身体障害者補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）を必要とする方に対し、育成した補助犬を貸
与します。 

障害福祉課 

生活福祉資金貸付
制度 

低所得者、高齢者、障害のある人等の経済的自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活を
確保するため、岡山県社会福祉協議会が行う生活福祉資金の貸付に要する経費を補助しま
す。 

障害福祉課 

県営住宅への優先
入居 

障害のある人が県営住宅の入居募集に応募した場合に、当選率の優遇措置を実施します。 住宅課 

成年後見制度の利
用促進【再掲】 

判断能力が不十分な障害のある人の財産管理や各種契約などの法律行為を支援し、権利を擁
護することを目的とした成年後見制度の適正な利用を周知、促進します。 

障害福祉課 

日常生活自立支援
事業【再掲】 

認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人等のうち判断能力が十分でない方が地
域において自立した生活を送れるよう、適切な福祉サービスの利用援助など日常生活に必要
な支援を行います。 

保健福祉課 

福祉移送支援事業
の推進 

福祉有償運送に取り組むＮＰＯ法人、社会福祉法人等のネットワーク形成を支援することを
通じて、ＮＰＯ法人等の特性を活かした福祉移送サービスの普及促進を図り、移動制約者の
外出機会の拡大をめざします。 

障害福祉課 

「ほっとパーキン
グおかやま」駐車場
利用証制度の推進
【再掲】 

車いすマークの駐車場を利用できる方を明らかにした上で、その対象者（障害のある方や高
齢の方、妊産婦などで歩行が困難な方）に専用の利用証を交付する一方、県と協定を結んだ
施設に駐車スペースを確保し、利用証を交付された方がそのスペースを優先して利用できる
よう、車いすマークの駐車場の適正利用を図ります。また、本制度の新たな協力施設を募集
していきます。 

障害福祉課 

(７)生活安定のた
めの各種施策の周
知等(県施設利用

に係る各種減免
等) 

岡山県庁外来駐車
場料金の免除 

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
方及びその付添人の方は駐車料金が無料となります。 
また、土・日・祝日に県庁外来駐車場に駐車して岡山県立図書館を利用される場合も上記対
象となります。 

財産活用課 

岡山県立図書館駐
車場料金の免除 

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
及び同伴の介護者は無料になります。 

教育庁生涯学習課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(７)生活安定のた

めの各種施策の周
知等(県施設利用
に係る各種減免

等) 

「人と科学の未来
館サイピア」プラネ

タリウム観覧料の
免除 

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・スモン健康管理手帳・特定疾患医療

受給者証・小児慢性特定疾患医療受診券の提示で、付添の方１名様を含め無料になります。 
教育庁生涯学習課 

県立博物館入館料
の免除 

身体障害者手帳・療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を有する方は手帳の提示により
入館料が無料となります。なお、付添の方も無料となります。 

教育庁文化財課 

岡山空港駐車場料

金の免除 

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

及びその付添人の方は、岡山空港の第一駐車場の駐車料金が無料となります。 
航空企画推進課 

後楽園入園料の免
除 

障害者手帳・療育手帳・特定疾患等の医療受給者証およびスモン健康管理手帳をお持ちの方
の入園料を免除します。また、介護の必要な方は介護者１名無料となります。 

都市計画課 

岡山県総合グラウ
ンドの有料公園施

設利用料金、駐車場
料金の減免等 

○身体障害者、知的障害者、精神障害者で組織する団体が主催し、スポーツのために使用す
る場合は、原則として、有料公園施設の利用料金の２分の１に相当する額を減免します。 
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がスポーツの

ために使用する場合、（グループ利用については、利用者の半数以上が手帳の交付を受けて
いる者であること）有料公園施設（駐車場を除く）の利用料金の２分の１に相当する額を減
免します。また、駐車場料金の全額を免除します。 

都市計画課 

倉敷スポーツ公園

の有料公園施設の
利用料金の減免 

身体障害者等で組織する団体が主催し、スポーツのために使用する場合に、利用料金の２分

の１に相当する額を減免します。（入場料を徴収する場合は利用料金の３分の１に相当する
額） 

都市計画課 

県立美術館観覧料
の免除 

身体障害者手帳・療育手帳・特定疾患の受給者票等をお持ちの方（付き添いの方１名を含む。）
は無料でご覧いただけます。 

文化振興課 

 

２ 在宅サービス等の充実・地域移行の推進 
重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)各種障害福祉
サービスの充実 

(訪問系サービス) 

居宅介護 
（ホームヘルプ） 

ホームヘルパー等が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介護、掃除・洗濯等の家事援助等を
行うサービスです。 

障害福祉課 

重度訪問介護 
ホームヘルパー等が居宅を訪問し、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害
により、行動上著しい困難を有する人で常に介護が必要とされる人に、入浴、排せつ、食事の

介護や外出時における移動支援などを総合的に行うサービスです。 

障害福祉課 

同行援護 
視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読を含
む。）、移動の援護等の外出支援を行うサービスです。 

障害福祉課 

行動援護 
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害があり、常に介護を必要とする人
が行動する際に、危険を回避するために必要な支援や外出時における移動中の介護等の外出支

援を行うサービスです。 

障害福祉課 

重度障害者等包括
支援 

常時介護を必要とする障害があり、その介護の必要の程度が著しく高い人に対して、サービス
等利用計画に基づき居宅介護等の複数のサービスを包括的に行うサービスです。 

障害福祉課 

(１)各種障害福祉
サービスの充実 
(日中活動系サー

ビス) 

生活介護 
常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を行うとともに、
創造的活動又は生産活動の場の機会を提供するサービスです。 

障害福祉課 

自立訓練 
（機能訓練） 

身体障害のある人が地域生活を営む上で、身体機能、生活能力の維持・向上のため、一定期間、

身体機能のリハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーションや家事等の訓練を行うサービ
スです。 

障害福祉課 

自立訓練 
（生活訓練） 

知的障害のある人や精神障害のある人が地域生活を営む上で、生活能力の維持、向上等のため、
一定期間、入浴、排せつ、食事等日常生活能力を向上するための訓練を行うサービスです。 

障害福祉課 

就労移行支援 

一般就労を希望する６５歳未満の障害のある人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練や適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行うサービ
スです。 

障害福祉課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)各種障害福祉
サービスの充実 
(日中活動系サー

ビス) 

就労継続支援 
（Ａ型） 

継続的に就労することが可能な６５歳未満の障害のある人に、雇用契約に基づく働く場を
提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、一般就労への移行に向

けた支援を行うサービスです。 

障害福祉課 

就労継続支援 
（Ｂ型） 

一般企業や就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験があって、年齢や体力の面で就労が困

難となった人や、就労移行支援事業を利用したものの一般企業や就労継続支援（Ａ型）の
雇用に結びつかなかった人などに、雇用契約に基づかない働く場を提供するとともに、知
識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。 

障害福祉課 

療養介護  
医療及び常時介護を必要とする人に、医療機関において医学的管理の下に、食事、入浴等
の介護及び日常生活上の相談支援等を行うサービスです。 

障害福祉課 

短期入所 
居宅において障害のある人の介護をする人が病気等の場合に、夜間も含め短期間、施設で
入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援等を行うサービスです。 

障害福祉課 

(１)各種障害福祉

サービスの充実 
(居住系サービス) 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

地域において自立した日常生活を営むために共同生活を行う住居で、障害のある人に相談

や日常生活の援助、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。 
障害福祉課 

施設入所支援 
生活介護、自立訓練及び就労移行支援等のサービスを受ける人に、これらの日中活動とあ
わせて、入所施設（障害者支援施設）において、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護
を行うサービスです。 

障害福祉課 

(１)各種障害福祉

サービスの充実 
(障害福祉サービス

事業等の施設整備) 

障害福祉サービス
事業等の施設整備 

社会福祉施設等施設整備費補助事業などを活用して、障害福祉サービス事業等の施設の計
画的な整備を促進します。 

障害福祉課 

(２)重症心身障害
児者とその家族の
支援 

レスパイトサービ

ス拡大促進事業 

市町村（岡山市を除く。）と連携し、重症心身障害児者による短期入所の利用日数に応じ

て事業所に対して補助を行います。 
障害福祉課 

レスパイトサービ
ス施設開設等支援

事業 

重症心身障害児者の新規受入れ又は受入れ拡大を行う短期入所事業所に対し、設備整備又
は備品購入の経費の補助を行います。 

障害福祉課 

レスパイトサービ
ス職員研修等事業 

短期入所事業所の看護職員等を対象とした専門機関でのケア実習や、短期入所事業所への
専門家、担当医の派遣等を行います。  

障害福祉課 

(３)地域生活支援
事業の推進 

(市町村地域生活
支援事業) 

理解促進研修・啓発
事業 

障害のある人に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業です。 障害福祉課 

自発的活動支援事

業 
障害のある人やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援する事業です。 障害福祉課 

相談支援事業 
障害のある人、その保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の支援を行
うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要な援助を行う事業です。 
また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を図ります。 

障害福祉課 

成年後見制度利用

支援事業 

補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な知的障害又は精神障害のある人に対し、

費用を助成する事業です。 
障害福祉課 

成年後見制度法人
後見支援事業 

市民後見人の活用を含めた法人後見の活動を支援するため、研修会の開催や地域の実態把
握、検討会の開催等による体制整備を行う事業です。 

障害福祉課 

意思疎通支援事業 
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人と
その他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者、要約筆記者等の派遣などを行う事

業です。 

障害福祉課 

日常生活用具給付
等事業 

日常生活を営むことに支障がある重度の障害のある人等に対し、自立生活支援用具等の日
常生活用具の給付又は貸与を行う事業です。 

障害福祉課 

手話奉仕員養成研
修事業 

聴覚障害のある人との交流活動の促進、市町村の広報活動の支援者として期待される日常
会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する事業です。 

障害福祉課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(３)地域生活支援

事業の推進 
(市町村地域生活
支援事業) 

移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人に、外出のための支援を行う事業です。 障害福祉課 

地域活動支援セン
ター機能強化事業 

障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動を行う場の提供、社会との交流の促進等を行
う事業です。 

障害福祉課 

日中一時支援事業 
障害のある人の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援と介護者の一時的な休息を
提供する事業です。 

障害福祉課 

その他の事業 

市町村の判断により、障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事

業（福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、社会参加支援事業、権利擁護支援事業、就業・
就労支援事業等）を実施することができます。 

障害福祉課 

(３)地域生活支援
事業の推進(県地
域生活支援事

業)(①専門性の高
い相談支援事業) 

発達障害者支援セ

ンターの運営 
【再掲】 

専門的な相談支援等を行う拠点として県発達障害者支援センターを県南・県北に各１ヶ所設
置・運営します。発達障害のある人及びその家族からの相談に対する助言指導、就労相談の

実施、関係機関の連携強化等の総合的支援の充実を図ります。 
また、「発達障害者地域支援マネージャー」の配置により同センターの体制を強化し、就労
支援、障害福祉サービス事業所等との連携等、機能の充実を図ります。  

障害福祉課 

高次脳機能障害及

びその関連障害に
対する支援普及事
業 

高次脳機能障害のある人への支援を行うため、支援拠点機関に相談支援コーディネーターを

配置して、専門的な相談支援や関係機関の支援ネットワークの充実、高次脳機能障害の支援
手法等に関する研修などを通じ、高次脳機能障害のある人に対する支援体制の整備を行いま
す。 

健康推進課 

障害者就業・生活支

援センター事業 

障害のある人の就業と職場定着を促進するため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関の連

携の下、身近な地域において就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施します。  
障害福祉課 

(３)地域生活支援
事業の推進(県地

域生活支援事
業)(②専門性の高
い意思疎通支援を

行う者の養成研修
事業) 

手話通訳者・要約筆
記者養成研修事業 

聴覚に障害があるため意思疎通を図ることに支障がある人の、自立した日常生活または社会
生活を営むことができるようにすることを目的として、手話通訳者及び要約筆記者を養成し

ます。 

障害福祉課 

盲ろう者向け通訳・ 
介助員養成研修事
業【再掲】 

盲ろう者の通訳・介助に関する専門の知識と技術を持った盲ろう者通訳・介助員を養成しま

す。 
障害福祉課 

(３)地域生活支援

事業の推進(県地
域生活支援事
業)(③専門性の高

い意思疎通支援を
行う者の派遣事
業) 

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業 

障害者団体が主催する広域的かつ公益的な行事並びに市町村での対応が困難な手話通訳者

等の派遣に対し、専門性の高い手話通訳者等を派遣します。 
障害福祉課 

盲ろう者向け通訳・ 
介助員派遣事業 

盲ろう者の社会参加を促進するため、養成した盲ろう者向け通訳・介助員を派遣し、盲ろう
者のコミュニケーションと情報の保障及び移動等を支援します。 

障害福祉課 

(３)地域生活支援

事業の推進(県地
域生活支援事業)
（④意思疎通支援

を行う者の派遣に
係る市町村相互間
の連絡調整事業） 

意思疎通支援を行

う者の派遣に係る
市町村相互間等の
連絡調整事業 

聴覚に障害があるため意思疎通を図ることに支障がある人の意思疎通を支援するため、市町
村での意思疎通支援者の派遣事業に係る市町村相互間等の連絡調整等広域的な対応を行い

ます。 

障害福祉課 

(３)地域生活支援
事業の推進(県地
域生活支援事

業)(⑤広域的な支
援事業) 

相談支援体制整備
事業 

相談支援事業の強化や市町村地域自立支援協議会の適切な運営を図り、地域における相談支
援体制の整備を進めるため、相談支援アドバイザー等を派遣し、地域のネットワーク構築に

向けた指導・調整等の広域的支援を行います。 

障害福祉課 

精神障害者地域生
活支援広域調整等
事業 

ア 地域生活支援
広域調整会議等事
業 

アウトリーチ事業の実施について、活動状況の把握や定期的なモニタリング、評価、検証等
を行うためにアウトリーチ事業支援者連絡会議を開催するとともに、精神障害のある人の地
域移行支援に係る調整業務を行うため、精神障害者地域移行推進検討委員会を開催します。 

健康推進課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(３)地域生活支援

事業の推進(県地
域生活支援事
業)(⑤広域的な支

援事業) 

精神障害者地域生
活支援広域調整等

事業 イ地域移行・
地域生活支援事業 

精神障害がある人の視点からの支援を行うピアサポーターの派遣を実施します。 健康推進課 

精神障害者地域生
活支援広域調整等

事業 ウ 災害派遣
精神医療チーム体
制整備事業 

大規模災害等の緊急時に専門的な心のケアを行う災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を整
備します。 

健康推進課 

２４時間電話相談
事業・ホステル事業 

在宅の精神障害のある人やその家族から、２４時間、通年受付で生活相談など各種相談に応

じるとともに、本人の意思や事情により一時的に入所が必要な人のために、利用期間を限り
宿舎を提供します。 

健康推進課 

試験外泊事業 
精神科病院に入院している退院可能な精神障害のある人が円滑に地域生活に移行できるよ
う、試験外泊事業を行います。 

健康推進課 

(３)地域生活支援
事業の推進(県地
域生活支援事

業)(⑥上記の他任
意事業) 

障害支援区分認定

調査員等の養成 

障害支援区分の判定等が客観的かつ公平・公正に行われるよう障害支援区分認定調査員や市

町村審査会委員等の養成研修を実施します。 
障害福祉課 

相談支援従事者の
養成 

障害のある人の意向に基づき、障害福祉サービス等が総合的かつ適切に利用できるよう支援
する相談支援従事者（相談支援専門員等）の養成研修を実施します。 

障害福祉課 

サービス管理責任
者の養成 

事業所や施設において個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理が適切に行われ
サービスの質が確保されるよう、サービス管理責任者の養成研修を実施します。 

障害福祉課 

強度行動障害支援

者の養成 

行動障害を有する人のうち著しい不適応行動を頻回に示す強度行動障害に適切に対応する

ため、その支援者の養成研修を実施します。 
障害福祉課 

身体障害者・知的障
害者相談員への研
修 

市町村が委託する身体障害者相談員や知的障害者相談員の相談対応能力の水準の向上が図

られるよう、相談員に対する研修を実施します。 
障害福祉課 

社会参加促進事業 

ア 岡山県障害者社
会参加推進センタ
ー 

障害のある人の社会参加促進の拠点として岡山県障害者社会参加推進センターを運営し、障
害者総合相談事業、身体障害者福祉広報活動事業や障害者福祉活動推進事業等により、障害

のある人の社会参加の促進を図ります。 

障害福祉課 

社会参加促進事業 

イ 障害者スポー
ツ教室の開催 

障害のある人がスポーツやレクリエーションに親しむ機会の提供を通して、障害のある人の
体力増強、交流、余暇の活用等に資するため、障害者スポーツ教室を開催します。 

障害福祉課 
福祉相談センター 

社会参加促進事業 
ウ 身体障害者補助

犬の育成 

障害のある人の行動範囲の拡大等、社会参加の促進を図るため、身体障害者補助犬を育成し、
貸与します。 

障害福祉課 

社会参加促進事業 
エ 移動支援事業者
情報提供事業 

重度の視覚障害のある人が、都道府県・指定都市間を移動する場合に、その目的地において

必要となるガイドヘルパーの紹介・斡旋・情報提供を行います。 
障害福祉課 

生活訓練等の実施 

 ア 自立支援拠点
活動支援事業 

視覚障害のある人・聴覚障害のある人の福祉増進や自立支援を行う拠点として設置されてい

る岡山県視覚障害者センターや岡山県聴覚障害者センターを中心として、障害のある人の生
活に必要な各種講習会等を行います。 

障害福祉課 

生活訓練等の実施 
イ オストメイト

社会適応訓練 

オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）に対して、日常生活上必要な装具の使用方法等
についての訓練・指導を行います。 

障害福祉課 

生活訓練等の実施 
ウ 音声機能障害
者発声訓練 

 

疾病等により喉頭を摘出して音声機能を喪失した人に対して、発声訓練を行います。 障害福祉課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(３)地域生活支援

事業の推進(県地
域生活支援事
業)(⑥上記の他任

意事業) 

情報支援等の実施 
ア 手話通訳者設
置事業 

岡山県聴覚障害者センターに手話通訳者２名を配置し、会議等の通訳を行うとともに、聴覚
障害のある人の各種相談に対応するなど、コミュニケーション支援に努めます。 

障害福祉課 

情報支援等の実施 
イ 字幕入り映像
ビデオライブラリ
ー事業 

テレビ番組等に字幕、手話を挿入したビデオカセットテープ（またはＤＶＤ）を貸し出し、
聴覚障害のある人への情報提供に努めます。 

障害福祉課 

情報支援等の実施 
ウ 点字による即
時情報ネットワー
ク事業 

点字によらなければ、日常生活に必要な情報を得られない視覚障害のある人に対して、点訳
化された情報を迅速に提供するとともに、希望する利用者に対してメール版を配信すること
で社会参加を促進します。 

障害福祉課 

障害者ＩＴ総合推
進事業 
 ア 障害者ＩＴサ
ポートセンター運
営事業 

障害のある人の在宅就労やＩＴの利用促進を図る拠点として障害者ＩＴサポートセンター
おかやまを運営し、ＩＴ利用に関する総合的な相談等に応じます。 

障害福祉課 

障害者ＩＴ総合推
進事業 
イ 重度障害者在
宅就労促進事業 

在宅の重度の障害のある人に対して、情報機器やインターネット等を活用し、在宅で就労す
るための訓練等の支援を行うバーチャル工房おかやまを運営します。 

障害福祉課 

障害者ＩＴ総合推
進事業の実施 
ウ パソコンボラ
ンティアの派遣等 

障害のある人のパソコン使用に際し、その操作方法等についてサポートを行うパソコンボラ
ンティアを障害のある人からの要請に応じて派遣します。 

障害福祉課 

(４)障害のある人
の移動支援 

福祉移送支援・福祉
車両の普及 

障害のある人や高齢者等移動に制約のある人の外出手段の整備を図るため、ＮＰＯ等非営利
法人による福祉移送サービスを普及するとともに、安全なサービスが安定的に供給されるよ
う、従事者に対する研修体制の整備や、運送者相互のネットワーク形成をより一層支援して
いきます。 
移動に制約のある車いす使用者が乗り降りしやすい福祉車両の普及を図るため、その取得に
ついて助成を行い、障害のある人の自由な外出を支援します。 

障害福祉課 

(５)地域移行の推
進・障害者支援施

設の入居者の生活
の質向上（グルー
プホームや一般住

宅等への移行推
進） 

グループホーム等
の居住基盤整備等
の推進 

障害のある人本人の意向を尊重し、入所（入院）者の地域生活への移行を促進するため、そ
の居住の場となるグループホームの整備を促進します。 
また、グループホームの整備の促進に当たっては、社会福祉施設等施設整備費補助事業など
により、創設、大規模修繕等について補助するとともに、必要とされる地域に適切に配置さ
れ医療機関や福祉施設等との連携が充分に確保され、適切なサービス提供がなされるよう必
要な助言等を行っていきます。 

障害福祉課 

障害のある人の地
域生活を支える関
係者間のネットワ
ークの充実 

障害のある人の地域生活を支えるため、各市町村が設置している地域自立支援協議会の適切
な運営を支援するとともに、相談支援専門員の養成と資質向上を図ることにより、障害のあ
る人の地域生活を支える関係者間のネットワークを充実します。 

障害福祉課 

障害のある人の社
会参加を支える人
材の育成 

障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、その社会参加を支える様々な
人材の育成を推進します。 

障害福祉課 

地域生活支援拠点
等の整備 

障害のある人の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を
更に推進する観点から、グループホーム又は障害者支援施設に、次の機能を付加した拠点の
整備を図っていきます。 
① 相談（地域移行、親元からの自立等） 
② 体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム等） 
③ 緊急時の受け入れ・対応（ショートステイの利便性・対応力向上等） 
④ 専門性（人材の確保・養成、連携等） 
⑤ 地域の体制づくり（サービス拠点、コーディネーターの配置等） 

障害福祉課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

（６）精神障害の
ある人の地域移行
の推進 

精神障害者地域移
行・地域定着支援の
体制整備 

精神科病院に入院している退院可能な精神障害のある人に対し、本人の意向を尊重しなが
ら、地域体制整備コーディネーターを中心として、関係機関が連携し、地域生活への円滑な

移行及び安定した地域生活の実現を図ります。また、ピアサポーターをはじめとする地域移
行に必要な社会資源の開発や活用も推進し、地域生活支援体制の充実を図ります。また、精
神科病院と地域援助事業者等との連携の強化、入院患者の退院意欲喚起のための環境整備を

促進します。 
※ピアサポーター 
病状が安定し、条件が整えば退院可能であるにも関わらず地域生活への意欲を持てない入院

患者や、退院後間もない、不安を抱える患者に対して、地域生活への意欲を持たせたり、悩
み相談に対応するための当事者。 

健康推進課 

地域移行促進セン
ター事業 

地域の精神保健及び精神障害のある人の福祉に関する各般の問題について、精神障害のある
人からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、地域生活を維持・継続するため

に必要な援助を総合的に行い、また、精神科病院に社会的入院を余儀なくされている患者が、
退院後に地域生活に移行する上で必要な訓練及び援助を総合的に行い、もって、精神障害の
ある人の自立と福祉の向上を図ります。 

健康推進課 

精神障害者アウト
リーチ（訪問支援）

事業 

医療を中心とする専門職で構成する多職種チームが、保健所、市町村、相談支援事業所等の

関係者と支援ネットワークを形成し、医療導入や治療継続が困難な人の地域生活定着のため
に、医療と生活面の包括的支援を提供します。併せて、多機関ネットワークによる訪問支援
活動の普及を目指し、支援体制を構築します。 

健康推進課 

入院患者社会復帰
促進事業【再掲】 

精神障害のある人の住まいを確保するため、住居確保が困難な人に対し民間による家賃保証

制度に要する経費の一部を助成します。 
また、不動産関係者に対する精神障害のある人への偏見の解消等に向けた普及啓発を図りま
す。 

健康推進課 

家族への支援 

精神障害のある人の家族の抱える問題などに関する研修や家族会活動への支援等を実施し

ます。また、精神障害のある人の家族に対して、精神障害に関する正しい知識や情報を共有
して同じ立場で相談を受けるための研修を実施している家族会とも連携して、家族に対する
支援の充実を図ります。 

健康推進課 

ピアサポート支援
事業 

精神科病院に入院中の精神障害のある人等の希望によりピアサポーターを派遣し、同じ疾患

を抱えるピア（＝仲間）の立場から、病や障害を持った経験に根ざした理解と共感を基盤に、
精神障害のある人が「自分の人生を自分らしく生きていく（＝自立生活）」のために必要な
支援（話し相手や生活支援等）を行います。 

健康推進課 

(７)高齢の障害の
ある人に対する支
援 

障害福祉サービス
と介護サービスの
関係機関等の連携
強化 

高齢となった障害のある人の相談やニーズに適切に対応するため、市町村や地域自立支援協
議会、地域包括支援センターなどの関係機関の連携強化を図ります。 
介護サービス計画を作成する介護支援専門員、サービス等利用計画を作成する相談支援専門
員の連携強化を図ります。 

障害福祉課 
長寿社会課 

地域包括ケアシス
テムの構築 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計
画」に基づき、市町村の取組を支援するとともに、介護サービス基盤の整備と介護人材の確
保を図ります。 

長寿社会課 

障害福祉と介護の
両面を担う人材育
成等 

障害特性を理解した介護職員等の人材育成に向け研修内容を充実し、介護職員等の資質向上
を図っていきます。 

長寿社会課、障害福
祉課、保健福祉課 

障害者支援施設の
バリアフリー化等 

障害者支援施設の高齢入所者受入れ機能の強化に向けて、施設職員の介護技術の習得を働き
かけるとともに、高齢入所者が安心して生活できるよう、施設内のバリアフリー化に努めま
す。 

障害福祉課 

地域生活支援拠点
等の整備【再掲】 

障害のある人の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を
更に推進する観点から、グループホーム又は障害者支援施設に、次の機能を付加した拠点の
整備を図っていきます。 
① 相談（地域移行、親元からの自立等） 
② 体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム等） 
③ 緊急時の受け入れ・対応（ショートステイの利便性・対応力向上等） 
④ 専門性（人材の確保・養成、連携等） 
⑤ 地域の体制づくり（サービス拠点、コーディネーターの配置等） 

障害福祉課 
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３ サービスの質の向上 
重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)福祉サービス
第三者評価事業 

福祉サービス第三
者評価事業  

県が認証した公正中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から、事業者の提供するサ
ービスの質を評価し、その評価結果を公表する福祉サービス第三者評価事業を推進します。 

保健福祉課 

(２)福祉サービス
に関する苦情の解
決 

福祉サービスに関
する苦情の解決 

岡山県社会福祉協議会内に「運営適正化委員会（苦情解決合議体）」を設置し、公正・中立
な第三者機関として、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決します。 

保健福祉課 

(３)障害福祉サー
ビスの適切な利用
に向けた必要な支
援等  

障害福祉サービス
の適切な利用に向
けた必要な支援等 

知的障害のある人又は精神障害のある人（発達障害のある人を含む。）が障害福祉サービス
を適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重しながら必要な支援等を行いま
す。 

障害福祉課 
健康推進課 

発達障害のある人
の障害福祉サービ
スの適切な利用に
向けた必要な支援
等 

県発達障害者支援センターでは、発達障害のある人の総合相談窓口として、福祉、保健等の
各領域の関係機関と協働し、発達障害のある人の各ライフステージに応じた必要な支援を提
供します。また、発達障害者支援コーディネーターを配置する市町村においても、身近な相
談窓口として個別のニーズに対応した相談支援を提供します。 

障害福祉課 

(４)岡山県障害福
祉計画の策定・計
画的な推進 

岡山県障害福祉計
画の策定・計画的な
推進 

障害福祉計画の策定に当たり、国の定める基本指針を基に、障害福祉サービス及び相談支援
並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図
られるように取り組みます。 

障害福祉課 

(５)障害福祉サー
ビスの提供体制の
整備 

岡山県自立支援協
議会【再掲】 

障害のある人への支援体制の整備及び障害福祉サービス等の推進に必要な関係機関の連携
強化を図るため、岡山県自立支援協議会の運営を行うとともに、市町村地域自立支援協議会
と連携し地域における課題の把握及び解決に向けた取組を進めます。 

障害福祉課 

(６)重症心身障害
児者に対するサー
ビス向上 

レスパイトサービ
ス拡大促進事業【再
掲】 

市町村（岡山市を除く。）と連携し、重症心身障害児者による短期入所の利用日数に応じて
事業所に対して補助を行います。 

障害福祉課 

レスパイトサービ
ス施設開設等支援
事業【再掲】 

重症心身障害児者の新規受入れ又は受入れ拡大を行う短期入所事業所に対し、設備整備又は
備品購入の経費の補助を行います。 

障害福祉課 

レスパイトサービ
ス職員研修等事業
【再掲】 

短期入所事業所の看護職員等を対象とした専門機関でのケア実習や、短期入所事業所への専
門家、担当医の派遣等を行います。 

障害福祉課 

(７)難病等の特性
に配慮した障害福
祉サービス等の提
供 

難病等の特性に配
慮した障害福祉サ
ービス等の提供 

難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、市町村において、難病等の特
性（病状の変化や進行、福祉ニーズ等）に配慮した円滑な事務が実施されるよう、市町村の
理解と協力の促進を図ります。 

医薬安全課 

 
４ 障害児支援の充実 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

 
(１)子ども・子育
て支援法等を主軸

とする障害児支援
の充実 

地域組織活動（母親
クラブ等）の促進 

親子及び世代間の交流、文化活動、児童養育に関する研修活動、児童の事故防止活動などに
取り組んでいる母親クラブ等の活動を支援します。 

子ども未来課 

地域子育て支援拠
点事業 

子育て中の家庭の不安を解消するため、親子が気軽に集い交流する場を開設するとともに、
子育て相談や情報提供、各種研修会等を実施します。 

子ども未来課 

子育て支援員研修 

市町村と連携し、子ども・子育て支援新制度において実施される小規模保育、家庭的保育、
ファミリー・サポート・センター、一時預かり、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点等
の事業や家庭的な養育環境が必要とされる社会的養護について、保育や子育て支援等の仕事
に関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、全国
共通の研修制度を実施し、子育て支援員の養成を図ります。 

子ども未来課 

愛育委員会活動推
進 

母子保健を中心とした公衆衛生の向上に取り組むための愛育委員会の育成を図ります。  健康推進課 

ファミリー・サポー
ト・センターの充実
支援 

労働者の仕事と家庭の両立を支援するため、市町村が設置する「ファミリー・サポート・セ
ンター」事業が拡充されるように支援し、労働者が仕事と家庭を両立できる環境を整備しま
す。 

労働雇用政策課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(２)相談体制機能
の充実等 

子ども家庭電話相
談事業 

複雑多様な問題で悩む児童や家庭などの相談に適切かつ迅速に対応するために電話相談を
行います。 

子ども未来課 

家庭相談室の運営 
家庭における人間関係の健全化及び児童養育の適正化など家庭児童福祉の向上を図るため
に、家庭児童相談室を福祉事務所に設置し、相談・指導・援助を行います。 

子ども未来課 

ひきこもり等児童
福祉対策事業 

ひきこもり等の児童に対し、夏休み等を利用した野外活動等を行います。また、社会的な立
ち直りを側面的に支援する「メンタルフレンド」の派遣を行います。 

子ども未来課 

児童環境づくり基
盤整備事業 

子どもに地域で身近に相談に応じる全ての児童委員及び主任児童委員を対象とした研修会
を開催し、支援技術の向上を図ります。 

子ども未来課 

児童家庭支援セン
ター運営事業 

地域住民等からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、関係機関等との連絡・連絡調整
等を行い、地域の児童、家庭の福祉向上を図ることを目的に児童家庭支援センターを設置し
ます。 

子ども未来課 

すこやか育児テレ
ホン事業 

子育てに関する不安や悩みを持つ親等を支援するため、電話と電子メールで、いつでも、ど
こからでも気軽に相談できる体制を整備します。 

教育庁生涯学習課 

仕事と家庭の両立
支援 

各種法制度や情報を網羅したガイドブックを作成し、事業主や労働者に広く配布し、意識啓
発を図るとともに、育児・介護休業法などの法律の趣旨、各種支援制度の普及浸透を進め、
仕事と家庭が両立しやすい職場環境づくりへの取組を推進します。 

労働雇用政策課 

(３)幼児期の学校
教育・保育の拡充
等(４）受入体制の

促進・幼稚園等に
おける特別支援教
育体制の整備等 

発達障害児支援保
育士研修【再掲】 

保育所等において、発達障害児への正しい支援が行える実践力の向上を図るため、保育士等
に対する実践研修を実施します。 

子ども未来課 

放課後児童クラブ
障害児受入サポー
ト事業 

放課後児童クラブが３人以上の障害児を受け入れるために専任指導員を配置した場合、その
経費を補助し、障害児対応の充実を図ります。 

子ども未来課 

障害児を受け入れ
る保育所のバリア

フリー化の促進 

児童福祉施設・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所について、社会福祉施設
等施設整備費補助事業などによりバリアフリー化に係る大規模修繕等について補助を行い

ます。 

障害福祉課 
建築指導課 

幼稚園等の子育て
活動の推進 

幼稚園等が地域の幼児教育センターとしての役割を果たせるよう、園庭、園舎の開放や幼児
教育相談等を実施する私立幼稚園等に助成します。 

総務学事課 

預かり保育の推進 
地域の実態や保護者の要請に応じて、希望する園児を対象に、通常の教育時間の終了後に預
かり保育を実施する私立幼稚園等に助成します。 

総務学事課 

障害児就園対策事
業 

特別支援教育を積極的に推進している私立幼稚園等に助成します。 総務学事課 

幼児教育支援事業 
質の高い環境で子どもを安心して育てることができるよう、施設や設備を整備する私立幼稚

園等に助成します。 
総務学事課 

幼稚園等における
特別支援教育体制
の整備 

幼稚園における特別支援教育支援員の配置等を推進します。 教育庁特別支援教育課 

 
 

 
 
(５)児童福祉法・

障害者総合支援法
等に基づく支援等 
 

 
 

児童発達支援 通所利用の未就学の障害児に対し身近な療育の場を提供するサービスです。 
障害福祉課 

 

医療型児童発達支
援 

児童発達支援に加え、肢体不自由児に対する治療を行うサービスです。 
障害福祉課 
 

放課後等デイサー

ビス 

学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のた

めの訓練等を継続的に提供するサービスです。 

障害福祉課 

 

保育所等訪問支援 
保育所等を利用中の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のため

の専門的な支援を提供するサービスです。 

障害福祉課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

 

 
 
 

(５)児童福祉法・
障害者総合支援法
等に基づく支援等 

 
 
 

 
 

発達障害者支援体
制整備事業【再掲】 

乳幼児期から成人期までの一貫した発達障害のある人への支援体制の整備を図るため、発達
障害のある人への支援を推進します。 
発達障害者支援センター等において、発達障害のある人及びその家族に対し、相談支援や就

労支援等を行うとともに、早期発見とライフステージを通じた支援が行えるよう各種研修等
による人材育成や関係機関の連携強化を図ります。 
また、身近な地域で発達障害のある人を支援する市町村の取組を促進するとともに、発達障

害のある人及びその家族に対し適切な個別支援を行うため、ペアレントメンターの養成・派
遣の実施を通じ、家族の支援及び家族同士で支援できる体制を構築し、発達障害のある人に
対する総合的な支援体制の整備を図ります。 

障害福祉課 

発達障害児(者)支
援医師研修事業 
【再掲】 

発達障害の早期発見及び早期支援については、医師の役割が重要であることから、小児科医
や乳幼児検診に携わる医師に対する研修を通じて発達支援に関する専門性の確保等、体制の
充実を図ります。 

障害福祉課 

聴覚・言語障害児巡

回相談事業 

在宅の聴覚・言語障害児に対し、巡回して医学的審査及び必要な諸相談に応じるとともに、

適切な指導を行い福祉の増進を図ります。 
障害福祉課 

難聴児補聴器交付
事業 

軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、
難聴児の健全な発育を支援します。 

障害福祉課 

居宅介護【再掲】 
ホームヘルパー等が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介護、掃除・洗濯等の家事援助等
を行うサービスです。 

障害福祉課 

短期入所【再掲】 
居宅において障害のある人の介護をする人が病気等の場合に、夜間も含め短期間、施設で入

浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援等を行うサービスです。 
障害福祉課 

日中一時支援事業
【再掲】 

障害のある人の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援と介護者の一時的な休息を
提供する事業です。 

障害福祉課 

障害児通所支援事
業等の施設整備 

社会福祉施設等施設整備費補助事業などを活用して、障害児通所支援事業等の施設の計画的
な整備を促進します。 

障害福祉課 

(６)在宅障害児の
支援  

障害児等療育支援
事業 

在宅障害児等（在宅の重症心身障害児者、知的障害児、身体障害児、発達障害児）の地域に

おける生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受けられるよう療育機能の充実
を図ります。 

障害福祉課 

(７)児童発達支援
センター及び障害

児入所施設の整備 

児童発達支援セン
ター 

通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、地域で生活する障害児や家族への
支援、地域の障害児を預かる施設に対する支援などの地域支援を実施する施設です。 

障害福祉課 

障害児入所施設 

（福祉型障害児入
所施設） 

障害児を入所させ、保護及び日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の提供を行う施設
です。 

障害福祉課 

障害児入所施設 
（医療型障害児入

所施設） 

障害児を入所させ、保護及び日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能とともに、医療の
提供を行う施設です。 

障害福祉課 

 
 
 

 
 
(８)経済的支援等

や生活環境整備 
(手当等の支給) 
 

 
 
 

 
 

特別児童扶養手当 
【再掲】 

精神又は身体・知的に障害のある２０歳未満の児童を家庭において監護している児童の父母
又は養育者を対象に手当を支給します。 

障害福祉課 

特別障害者手当の
支給【再掲】 

精神又は身体・知的に、重度の障害があるため日常生活において、常時特別な介護を必要と
する２０歳以上の在宅の重度の障害のある人を対象に手当を支給します。 

障害福祉課 

障害児福祉手当の

支給  
【再掲】 

精神又は身体・知的に、重度の障害があるため日常生活において、常時介護を必要とする２
０歳未満の在宅の重度の障害のある子どもを対象に手当を支給します。 

障害福祉課 

経過的福祉手当の
支給【再掲】 

昭和６１年４月１日に従来の福祉手当の受給資格があった２０歳以上の人で「特別障害者手
当」「障害基礎年金」「特別障害給付金」のいずれも支給されない人を対象に手当を支給し

ます。 

障害福祉課 

児童手当 次代を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当を支給します。 子ども未来課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

 
(８)経済的支援等
や生活環境整備 

(手当等の支給) 
 
 

児童扶養手当 
子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定を図るため、児童扶養手当を支給しま
す。 

子ども未来課 

心身障害者医療費公

費負担制度【再掲】 

重度心身障害者（児）が必要とする医療を受けやすくするため、その医療費の一部を公費負

担します。 
障害福祉課 

小児医療費公費負
担制度 

小児の健康の保持・増進を図るため、小児の医療費について、自己負担分の一部を助成しま
す。 

障害福祉課 

(８)経済的支援等
や生活環境整備 

(教育費の負担軽
減) 

高等学校等就学支
援金 

経済的理由により修学に支障をきたす私立高校生等に対し修学支援金を支給します。 総務学事課 

私立高等学校納付

金減免補助金 

経済的理由により修学に支障をきたす生徒に対し納付金減免を行う私立高等学校に助成し

ます。 
総務学事課 

修学のための給付
金 

低所得者世帯の高等学校等における教育に係る経済的負担を軽減するため奨学のための給
付金を支給します。 

総務学事課 

奨学金貸与事業 
私立学校に通う保護者の経済的負担の軽減を図り、生徒及び学生の修学を支援するため、公
益財団法人岡山県私学振興財団が行う奨学金の貸与等の事業及びその運営を助成します。 

総務学事課 

特別支援教育就学
奨励費 

障害のある幼児児童生徒が、特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級で学ぶ際に、保
護者が負担する教育関係経費について補助を行います。 

教育庁特別支援教育課 

(８)経済的支援等
や生活環境整備 
（子育て家庭に配

慮した良質な住宅
の確保） 
 

県営住宅への優先

入居【再掲】 

母子世帯、父子世帯及び多子世帯が県営住宅の入居募集に応募した場合に当選率の優遇措置

を実施します。また、多家族世帯向けの住戸があります。 
住宅課 

おかやま子育て応
援マンション認定

事業 

子育てに配慮した仕様と、子育てを支援する環境を備えた良質な民間マンションを県が認定
する制度を新たに設け、実施します。 

住宅課 

(８)経済的支援等
や生活環境整備 

(発達障害のある
子どもへの支援) 

発達障害者支援体
制整備事業【再掲】 

乳幼児期から成人期までの一貫した発達障害のある人への支援体制の整備を図るため、発達
障害のある人への支援を推進します。 

障害福祉課 

発達障害者支援セ

ンター運営【再掲】 

専門的な相談支援等を行う拠点として県発達障害者支援センターを県南・県北に各１ヶ所設

置・運営します。発達障害のある人及びその家族からの相談に対する助言指導、就労相談の
実施、関係機関の連携強化等の総合的支援の充実を図ります。 
また、「発達障害者地域支援マネージャー」の配置により同センターの体制を強化し、就労

支援、障害福祉サービス事業所等との連携等、機能の充実を図ります。  

障害福祉課 

発達障害児（者）支
援医師研修事業 
【再掲】 

発達障害の早期発見及び早期支援については、医師の役割が重要であることから、小児科医
や乳幼児検診に携わる医師に対する研修を通じて発達支援に関する専門性の確保等、体制の
充実を図ります。 

障害福祉課 

発達障害者支援キ
ーパーソン登録・活

用促進事業【再掲】 

各職種や職域ごとの研修会等を修了し、発達障害のある人への支援に携わっている専門職を

発達障害者支援キーパーソンとして登録し、多職種連携の支援、個々のスキルアップ機会の
提供など、発達障害のある人のトータルライフを支える人材をサポートするとともに、地域
における支援体制の充実など幅広い活用を図ります。 

障害福祉課 

発達障害児支援保

育士研修事業【再
掲】 

保育所等において、発達障害児への正しい支援が行える実践力の向上を図るため、保育士等
に対する実践研修を図ります。 

子ども未来課 

子どもの健やか発
達支援事業【再掲】 

障害児又はその疑いのある子どもや、育児不安を持つ母親に対し、児童精神科医、小児神経
科医等の専門家による相談窓口を設置します。 

健康推進課 

専門指導員派遣事

業【再掲】 

発達障害等の児童生徒に対する適切な支援のため、特別支援学校の教員等からなる専門指導

員が学校の要請に応じて指導・支援を行います。 
教育庁特別支援教育課 

多様な学びの場 
「特別支援教室」事
業【再掲】 

通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童に、自立活動の視点での教科の取り出し指

導を行うモデル事業を小学校において実施します。 
教育庁特別支援教育課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(８)経済的支援等
や生活環境整備 
(子ども・子育て支
援新制度の着実な
実施) 

施設型給付費 
市町村が確認を行った幼稚園、保育所、認定こども園に対し、その運営に必要な経費の一部
を負担します。 

子ども未来課 

地域型保育給付費 
市町村が認可を行った小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保
育事業に対し、その運営に必要な経費の一部を負担します。 

子ども未来課 

(８)経済的支援等
や生活環境整備 
(きめ細かな保育
の充実) 
 

一時預かり事業 
突発的な事情や社会参加等による保育困難、育児疲れによる負担軽減などに対応するため、
一時預かりを実施します。 

子ども未来課 

病児保育事業 
子どもが病気の際、病院や保育所等に付設された専用スペースで、看護師等が一時的に病児
等の保育を実施します。 

子ども未来課 

延長保育事業 通常の利用日、利用時間以外に、保育所等で引き続き保育を実施します。 子ども未来課 

発達障害児支援保
育士研修【再掲】 

保育所等において、発達障害児への正しい支援が行える実践力の向上を図るため、保育士等
に対する実践研修を実施します。 

子ども未来課 

(８)経済的支援等
や生活環境整備 
(放課後児童クラ
ブの拡充) 

放課後児童クラブ
障害児受入サポー
ト事業【再掲】 

放課後児童クラブが３人以上の障害児を受け入れるために専任指導員を配置した場合、その
経費を補助し、障害児対応の充実を図ります。 

子ども未来課 

(８)経済的支援等
や生活環境整備 
(放課後子ども総
合プランの推進) 

放課後子どもプラ
ン合同研修事業 

国の「放課後子ども総合プラン」に基づき、各市町村の放課後児童クラブの従業員・放課後
子ども教室の参画者の資質向上や両事業の従事者・参画者と小学校の教職員等との間で情報
交換・情報共有を図るため、合同研修会を行います。 

子ども未来課 

(８)経済的支援等
や生活環境整備
(多様なニーズに
対応できる人材の
養成・確保) 

放課後児童指導員
等研修事業 

放課後児童クラブの指導員等に対し、業務を遂行するために必要な知識・技術を習得するた
めの研修を実施します。 

子ども未来課 

子育て支援員研修
事業 

子ども・子育て支援新制度で実施される子育て支援員の研修を行い、養成を図ります。 子ども未来課 

(９)障害児虐待防
止対策の充実 
(障害者虐待防止
法に基づく対策) 

県障害者権利擁護
センターの適正な
運営 

障害者虐待防止法に基づき、障害のある人に対する虐待防止等を促進します。 障害福祉課 

法律相談窓口（市町
村向け）の設置 

市町村が、虐待を受けた障害のある人の保護や権利擁護について専門的助言を得られるよう
法律的技術援助窓口を設置します。 

障害福祉課 

研修事業や普及啓
発事業等の実施 

障害者施設関係者・市町村担当者等を対象とした研修会を実施します。また、啓発パンフレ
ットを作成し、普及啓発を図るとともに、障害者権利擁護セミナーを開催します。 

障害福祉課 

(９)障害児虐待防
止対策の充実 
(児童相談所の体
制の強化（児童虐
待防止対策支援事
業）) 

児童相談所カウン
セリング事業 

虐待を行った保護者に対するカウンセリングを実施します。 子ども未来課 

児童相談所法的対
応強化事業 

児童相談所が行う法的対応に弁護士の協力が得られる体制を整備します。 子ども未来課 

児童相談所２４時
間・３６５日相談体
制強化事業 

児童相談所の休日夜間体制を強化するため、夜間対応相談員と休日相談員を配置します。 子ども未来課 

一時保護機能強化
事業 

一時保護所の機能の充実を図るため、一時保護対応協力員を配置します。 子ども未来課 

一時保護所体制強
化事業 

一時保護所の体制強化のため、心理判定員を配置します。 子ども未来課 

児童相談所スーパ
ーバイズ機能強化
事業 

児童相談所における専門性の強化を図るため、スーパーバイザー（専門的助言者）の助言が
得られる体制を整備します。 

子ども未来課 

児童虐待対応力向
上事業 

児童相談所、市町村及び施設職員等を対象にした研修会を開催し、資質向上を図ります。 子ども未来課 

児童虐待対応強化
事業 

児童福祉司に協力して児童虐待に関する調査や関係機関との連絡調整を行う「児童虐待対応
協力員」を各児童相談所に配置します。 

子ども未来課 

児童虐待防止等ネ
ットワーク事業 

県要保護児童対策地域協議会と市町村要保護児童対策地域協議会連絡会を開催し、関係機関
の連携強化を図ります。 

子ども未来課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(９)障害児虐待防
止対策の充実 

(妊婦や子育て家
庭の相談体制の整
備) 

乳児家庭全戸訪問
事業（地域子ども・
子育て支援事業） 

保健師等が生後４ヶ月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、不安や悩みの相談に応じると
ともに、子育て支援に関する情報提供等を行い孤立化を予防します。 

子ども未来課 
健康推進課 

養育支援訪問事業 
（地域子ども・子育
て支援事業） 

子どもの養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対して、保健師・助産師・保育
士・ホームヘルパー等が居宅を訪問し、養育に関する相談支援や育児・家事援助などを実施
します。 

子ども未来課 
健康推進課 

子ども家庭電話相
談事業 

雑種多様な児童問題で悩む児童や家庭などの相談に適切かつ迅速に対応するために電話相
談を行います。 

子ども未来課 

家庭相談室の運営 
家庭における人間関係の健全化及び児童養育の適正化など家庭児童福祉の向上を図るため
に、家庭児童相談室を福祉事務所に配置し、相談・指導・援助を行います。 

子ども未来課 

児童環境づくり基
盤整備事業 

子どもに地域で身近に相談に応じる全ての児童委員及び主任児童委員を対象とした研修会
を開催し、支援技術の向上を図ります。 

子ども未来課 

おかやま妊娠・出産
サポーター事業 

妊娠や出産に関して不安や悩みを抱えた方からの相談や、思春期から更年期まで幅広い世代
の女性の身体や健康に関する相談に関する窓口としてサポートセンターを設置します。 

健康推進課 

ハイリスク妊産婦
保健指導。妊娠中か
らの切れ目のない
支援システム 

妊娠中から医療・社会的な観点から児童虐待防止の視点でハイリスク妊産婦に対し、産婦人
科医療機関と連携してハイリスク妊産婦を保健師が訪問指導します。 

健康推進課 

ハイリスク児家庭
訪問指導 

市町村が実施する乳幼児健康診査等で児童虐待発生のリスクが高いと把握した家庭や小児
科医から連絡があったハイリスク児家庭へ保健師が訪問し、育児相談、保健指導を行います。 

健康推進課 

(９）障害児虐待防
止対策の充実(児童

虐待による死亡事例

等の重大事例の検証) 

死亡事例等の検証 
虐待による児童の死亡事例等について、事実の把握を行い、死亡した児童の視点に立って発
生原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討します。 

子ども未来課 
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５ 人材の育成・確保 
重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)福祉専門職、
医学的リハビリテ

ーションの養成・
確保等 
(福祉・介護人材の

確保及び定着) 

「岡山県福祉人材
センター」の運営 
（福祉人材の育

成・資質の向上） 

岡山県社会福祉協議会内に設置された「岡山県福祉人材センター」において、関係機関・団
体と連携し、無料職業紹介や就職相談・斡旋、福祉サービスに関する広報・啓発、研修会等
を行い、豊かな人間性を備えた質の高い人材の福祉・介護職場への就業と、就業した人材の

定着を図ります。 
「福祉の就職総合フェア」の開催や専門員によるきめ細かなマッチング、また、「福祉人材
確保研究会」を開催し、求人事業者が一体となって求職者にアプローチする仕組みづくり等

を実施しています。 

保健福祉課 

「福祉・介護人材確
保対策推進協議会」

の運営 

福祉・介護人材の確保に向けて、県、福祉人材センター、事業所（団体）、職能団体、養成
施設、労働局などの関係機関や団体で構成するネットワーク組織を設置し、目標を共有し、

役割分担を明確にしながら、連携と協働の意識を醸成し、オール岡山で取り組みます。 

保健福祉課 

福祉・介護人材確保
推進事業 

福祉・介護人材の職場への定着支援や学生等の福祉・介護分野への進路選択支援、潜在的有
資格者の掘り起こし、職場体験事業など福祉・介護人材確保の支援を行います。 

保健福祉課 

(１)福祉専門職、
医学的リハビリテ

ーションの養成・
確保等(入職者を
増やす取組) 

 

中学生・高校生向け
の取組 

介護職員による中学校・高校での出前講座を実施します。 保健福祉課 

女性、高齢者等興
味・関心がある方向

けの取組 

女性、高齢者向けに次のような取組を実施します。 
○ 仕事の魅力ややりがいを伝えるセミナー等の開催 
○ 職場体験（３日～11日）の実施 

○ 職場見学ツアー（１日）の実施 
○ 介護の日（11月11日）に開催する啓発イベントの支援 

保健福祉課 

養成施設の学生向

けの取組 
「介護福祉士等修
学資金」の貸付 

介護福祉士及び社会福祉士の養成施設等の在学者で、卒業後、介護福祉士等として県内にお
いて指定業務に従事しようとする人に対し、修学資金を無利子で貸与し、修学を容易にする

ことにより、介護福祉士等の確保を図ります。 

保健福祉課 

求職者向けの取組 福祉人材センターのキャリア支援専門員によるきめ細かなマッチングを実施します。 保健福祉課 

(１)福祉専門職、

医学的リハビリテ
ーションの養成・
確保等(離職者の

再就職を促す取
組) 
 

離職者の再就職を
促す取組 

潜在的有資格者の再就職に向けた研修・就職相談の実施や、再就職の動機付けを促す啓発資
材の作成・配布を行います。 

保健福祉課 

(１)福祉専門職、
医学的リハビリテ
ーションの養成・

確保等(離職者を
減らす取組) 
 

離職者を減らす取

組 

離職者を減らすため、以下のような取組を実施します。 
○ 新任職員合同入職式の開催 
○ 社会保険労務士による仕事の悩み相談の実施 

○ 職場を離れにくい小規模事業所等への訪問研修の実施 
○ 職員の研修期間中の代替職員の派遣 
○  若手職員による実践事例発表の表彰 

保健福祉課 

(１)福祉専門職、
医学的リハビリテ

ーションの養成・
確保等(働きやす
い職場環境づく

り) 
 

働きやすい職場環

境づくり 
職場環境の改善に取り組む事業者の表彰等を実施します。 保健福祉課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(２)障害福祉サー
ビス・相談支援の
提供者、指導者等

の養成 
(３)相談支援従事
者等の養成・資質

の向上等 

盲ろう者向け通
訳・介助員指導者養

成研修会 

盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の企画立案に携わる人を養成します。 
(養成派遣事業の一部として実施) 

障害福祉課 

強度行動障害支援
者の養成【再掲】 

行動障害を有する人のうち著しい不適応行動を頻回に示す強度行動障害に適切に対応する
ため、その支援者の養成研修を実施します。 

障害福祉課 

高次脳機能障害支

援研修会 

高次脳機能障害の診断、評価、リハビリテーション支援など関連する諸問題について、必要

な知識と技術を取得することを目的に関係者への研修を実施します 
健康推進課 

精神障害関係従事
者養成研修 

かかりつけ医等心の健康対応力向上研修、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修を
実施します。 

健康推進課 

相談支援従事者の
養成【再掲】 

障害のある人の意向に基づき、障害福祉サービス等が総合的かつ適切に利用できるよう支援
する相談支援従事者（相談支援専門員等）の養成研修を実施します。 

障害福祉課 

サービス管理責任

者の養成【再掲】 

事業所や施設において個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理が適切に行われ

サービスの質が確保されるよう、サービス管理責任者の養成研修を実施します。 
障害福祉課 

障害支援区分認定
調査員等の養成 
【再掲】 

障害支援区分の判定等が客観的かつ公平・公正に行われるよう障害支援区分認定調査員や市

町村審査会委員等の養成研修を実施します。 
障害福祉課 

身体障害者・知的障

害者相談員への研
修【再掲】 

市町村が委託する身体障害者相談員や知的障害者相談員の相談対応能力の水準の向上が図
られるよう、相談員に対する研修を実施します。 

障害福祉課 

相談支援体制整備
事業【再掲】 

相談支援体制の強化を図るため、相談支援アドバイザー等を市町村や地域自立支援協議会に
派遣し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行います。 

障害福祉課 

民生委員・児童委員

の研修会の実施 

民生委員・児童委員活動を進めるにあたって必要な知識、役割及び地域社会における問題等

について研修会を実施し、民生委員・児童委員の資質の向上、相互理解の促進に努めます。 
保健福祉課 

介護職員等による
喀痰吸引等の実施
のための研修の実

施 

在宅等において喀痰吸引及び経管栄養を必要とする人に介護職員等がその行為を行えるよ
う、関係団体の協力を得て、介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修を実施します。 

障害福祉課 

(４)障害福祉関係
法令、労働法規の
遵守の指導 

関係法令の遵守の

指導 

障害福祉サービス等を提供する事業者に対して、障害福祉関係法令や労働法規を遵守するよ

う指導します。 
障害福祉課 

 

６ 福祉用具等の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 
重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)福祉用具等の

研究開発・普及の
推進 

「ハートフルビジ
ネスおかやま」の活
動支援 

利用者ニーズを反映した福祉用具の開発、商品化を支援する産学官民の連携組織「ハートフ
ルビジネスおかやま」の活動を通じて、より使いやすい福祉用具の開発と普及を支援し、利
用者利便性の向上を図ります。 

産業振興課 

福祉現場とのマッ
チング等 

障害のある人にやさしい社会の実現のため、産学官民の連携組織「ハートフルビジネスおか
やま」の活動を通じて、障害のある人等のニーズを踏まえた誰もが使いやすい福祉用具等の
開発と普及を支援します。 

障害福祉課 
産業振興課 

補装具【再掲】 
義肢、装具、車いす等、障害のある人の失われた身体機能を補完又は代替し、長期間使用さ
れる用具について、その購入又は修理に要した費用を支給するものです。 

障害福祉課 

日常生活用具給付
等事業【再掲】 

日常生活を営むことに支障がある重度の障害のある人等に対し、自立生活支援用具等の日常
生活用具の給付又は貸与を行う事業です。 

障害福祉課 

福祉用具等の情報
提供 

身体障害者更生相談所、市町村、福祉事務所、社会福祉施設、リハビリテーション病院等に
おいて福祉機器相談等を担当している専門職員によって、障害のある人のニーズに沿った福
祉用具等の相談に応じます。 

障害福祉課 

(２)身体障害者補助
犬の育成等 

身体障害者補助犬
育成事業【再掲】 

身体障害者補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）を必要とする方に対し、育成した補助犬を貸
与します。 

障害福祉課 
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Ⅲ 生活環境                                 

 
１ 障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 

重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(1)福祉のまちづ
くりの総合的な推

進(①福祉のまち
づくり条例・バリ
アフリーの推進) 

福祉のまちづくり
条例・バリアフリー
の推進 

岡山県福祉のまちづくり条例及びバリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律）に基づき、指導・助言等の必要な措置を適切に講じることで、障害の

ある人や高齢者をはじめ全ての県民が安全かつ快適に公共的施設を利用できるよう推進し
ます。 

建築指導課 

障害福祉課 

生活関連施設の届
出・協議 

岡山県福祉のまちづくり条例では、特定生活関連施設の新築等を行う場合、設置者は知事

へ届出を行う義務があります。また、生活関連施設のうち、規則で定める大規模な建築物
の新築等を行う場合、設置者は、知事に協議することを規定しています。 

建築指導課 

バリアフリーステ
ッカーの交付 

障害のある人や高齢者等へバリアフリー施設等の情報提供を進めるため、玄関付近に貼付

して車いす用トイレやエレベーター等が設置されていることを表示するバリアフリーステ
ッカーを、市町村を窓口として交付します。 

障害福祉課 

「ほっとパーキン
グおかやま」駐車場

利用証制度の推進
【再掲】 

車いすマークの駐車場を利用できる方を明らかにした上で、その対象者（障害のある方や
高齢の方、妊産婦などで歩行が困難な方）に専用の利用証を交付する一方、県と協定を結

んだ施設に駐車スペースを確保し、利用証を交付された方がそのスペースを優先して利用
できるよう、車いすマークの駐車場の適正利用を図ります。 

障害福祉課 

(1)福祉のまちづ
くりの総合的な推
進(②心のバリア

フリーの推進) 

おかやま心のバリ
アフリー普及・促進
事業【再掲】 

企業・団体等を対象に、障害のある人の特性や障害者差別解消法等についての啓発や、啓
発を行うことで心のバリアフリーを推進し、また、障害のある人の就労に対する意識向上

を図るとともに、働きやすい環境の整備と新たな職場開拓を図ります。また、啓発冊子等
を活用した県民への普及啓発を推進します。 

障害福祉課 

心のバリアフリー

支援事業【再掲】 

高齢者や障害のある人等への理解を深めるため、市町村や地域住民が取り組む車いす・ア
イマスク体験会や高齢者疑似体験等の開催に対して、助言や資機材の提供等の支援を行い、
県内全域での体験事業の実施を推進します。 

障害福祉課 

 

障害者週間の普及
啓発【再掲】 

「障害者週間（１２月３日～９日）」に当たり、関係団体等と協働で各種啓発事業を行い、
障害のある人の福祉についての関心と理解を深め、障害のある人の社会参加を促進します。 

障害福祉課 

発達障害のある人
への理解を促進す

るための啓発・広報
【再掲】 

世界自閉症啓発デー（発達障害者週間）で街頭啓発等を実施します。 障害福祉課 

難病のある人への
理解を促進するた

めの啓発・広報【再
掲】 

難病のある人の就労支援として、雇用主側へ難病のある人への理解を促進するための啓発

等を実施します。患者交流会等において、難病についての普及啓発を行います。 
医薬安全課 

精神障害のある人
への理解を促進す
るための啓発・広報

【再掲】 

 
精神保健福祉普及運動期間を中心に、正しい精神保健知識の普及を図るとともに、広く県

民の心の健康づくりの重要性の認識と精神障害に対する正しい理解を向上させ、さらには、
身近な相談者となりうるよう心の健康づくりの県民講座を開催しています. 
 

健康推進課 

インクルーシブな
交流・分野横断的な
啓発の推進 

【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人も

ない人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携
による就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的

に実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出
していきます。 
 学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れながら、興味や

関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、相互理解を
深めていきます。 

障害福祉課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(1)福祉のまちづ

くりの総合的な推
進(③情報のバリ
アフリーの推進) 

バリアフリーガイ
ドホームページの
管理・充実 

障害のある人が外出する際に役立つ情報を提供するため、県内の様々な施設のバリアフリ
ー状況をまとめたホームページ「岡山県バリアフリー施設ガイド楽々おでかけ便利帳」に

より、幅広く情報提供します。また、新たな施設の掲載や情報の更新を行い、内容の充実
を図ります。     

障害福祉課 

バリアフリー相談
事業 

利用者参加によるバリアフリー施設整備の促進を図るため、県有施設を対象に、施設の計
画・設計段階から、障害のある人や高齢者等の意見を聴くバリアフリー相談検討会を開催

するとともに、これまで養成したアドバイザーの資質向上を図ります。 

障害福祉課 

移動支援のための

情報提供方法等の
研究 

バリアフリー環境の構築をソフト面から推進するため、国等が促進している歩行経路の段
差や幅員等の状況を含む歩行空間ネットワークデータの整備や歩行者移動支援に関する取
組に注視しつつ、各種施設情報等の有効活用や、障害のある人の移動支援を推進するため

の効果的な情報提供方法等の研究を行います。 

障害福祉課 

(2)道路等のバリ
アフリー化の推進 

 
道路等のバリアフ
リー化の推進 

（安心して利用で
きる道づくり） 
 

道路整備に当たっては、幅広い歩道の整備、視覚障害のある人のための誘導ブロックやス

ロープの設置、横断歩道橋の改善など、障害のある人が安心して利用できる道づくりを進
めます。県内の市町村において、駅等の交通拠点から主要な公共施設等へのアクセス道路
をバリアフリーネットワークとして選定し、歩道の段差解消等の道路上のバリア（障壁）

の除去を継続的に進めます。 

道路建設課 
道路整備課 
都市計画課 

高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の
促進に関する法律

に基づく道路の構
造の基準を定める
条例 

障害のある人や高齢者が安全で安心して利用できる道路空間の構造基準を定め、バリアフ

リーネットワークの整備を推進します。 
道路整備課 

無電柱化事業の整

備 

電線類地中化協議会にて無電柱化路線に指定された道路について、安全かつ円滑な交通の

確保のため無電柱化事業を推進します。 
道路整備課 

「道の駅」のバリア
フリー化の推進 

「道の駅」の県管理施設についてユニバーサルデザイン（ＵＤ）化総点検により整備計画
を策定し、その計画に基づいて段差の解消やトイレの多目的化等を推進します。 

道路整備課 

(３)バリアフリー
法に基づく障害の

ある人に配慮した
交通対策の推進 

視覚障害者用付加
装置の整備 

視覚障害者用付加装置(擬音により視覚障害のある人等に対し、歩行者用信号が青になった
ことを知らせる装置)での整備を図り、視覚障害のある人等の交通弱者の安心・安全な横断

を支援します。 

警察本部交通規制課 

高齢者等感応化装

置の整備 

シルバー用押ボタンや又は携帯発信器(ペンダント)を押すと、通常より３割程度、歩行者
用信号の青時間を延長する装置）の整備を図り、視覚障害のある人等の交通弱者の安心・
安全な横断を支援します。 

警察本部交通規制課 

視覚障害者用道路
横断帯(エスコート
ゾーン)の設置 

視覚障害のある人が横断歩道を利用する際、横断場所と横断方向を明確にするため、横断
歩道上に視覚障害者用道路横断帯(点字ブロック状横断誘導表示)を設置することで、視覚
障害のある人の安心・安全な横断を支援します。 

警察本部交通規制課 

信号灯器のLED化 
従来の白熱電気を使用した電球式信号灯器を、省電力・視認性に優れた発光ダイオードを
使用したLED式灯器に交換整備します。 

警察本部道路整備課 

ゾーン３０事業 
日常生活が営まれる住宅区域等をゾーンとして設定し、区域内の最高速度を時速30キロメ
ートルに規制することにより、その区域の抜け道利用や自動車の走行速度を抑制して歩行
者・自転車の安全を確保します。 

警察本部交通規制課 

(４)都市公園等の
まちづくりの推進 

都市公園等のバリ
アフリー化の推進 

公園は、憩いやスポーツ・レクリエーションの場として、誰もがうるおい・やすらぎを享

受できる生活空間であり、障害のある人が利用しやすい通路や便所など園内施設の整備を
進めます。 

都市計画課 
河川課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(４)都市公園等の
まちづくりの推進 

高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の

促進に関する法律
に基づく特定公園
施設の設置の基準

を定める条例 

条例の基準を満たすよう、公園施設の適切な維持管理に努めます。  都市計画課 

(５)ユニバーサル
デザインの普及 

ユニバーサルデザ

イン推進事業 

多くの県民にユニバーサルデザイン（ＵＤ）の考え方を理解してもらい、定着させるため
に、ＮＰＯ等と協働し、ワークショップやＵＤ体験等を組み込んだ多彩な事業の実施によ
り、ＵＤの学びの場と機会を提供します。 

人権施策推進課 

ＩＴ分野における

ユニバーサルデザ
イン（ＵＤ）の推進 

能力や年齢、国籍などに関わらず、ＩＴにより提供される情報を利用できるように、ＵＤ

の講座やメールマガジン等を通じて、読みやすいフォント、見えやすい色の組み合わせ、
多言語化等の普及啓発を行い、ＩＴ分野におけるＵＤを推進します。 

人権施策推進課 

 
２ 住宅の確保・生活関連施設のバリアフリー化 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)公営住宅等の

バリアフリー化等
の推進 

公営住宅のバリア
フリー化 

本県の公営住宅は、「岡山県住生活基本計画」に基づき、障害のある人及び高齢者の生活
に適切に配慮した仕様で施設の改善に取り組んでおり、今後の建替えに当たっても、障害

のある人及び高齢者が安全かつ快適に生活できるバリアフリー化の推進を図ります。 

住宅課 
建築指導課 

県営住宅への優先
入居【再掲】 

障害のある人が県営住宅の入居募集に応募した場合に、当選率の優遇措置を実施します。 
また、身体障害者世帯向けの住戸があります。 

住宅課 

(２)民間住宅等へ
の障害のある人の
円滑な入居の推進 

住宅セーフティネ

ット法等に基づく
民間賃貸住宅への
円滑な入居促進 

住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律。

平成19年法律第112号）に基づき設置した岡山県居住支援協議会と連携し、賃貸人、障害
者双方に対する情報提供等の支援、必要な相談体制の整備等を行うとともに、家賃債務保
証制度の活用を促進し、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進します。 

住宅課 

住宅確保要配慮者
あんしん居住推進
事業 

国と岡山県居住支援協議会の連携による、障害のある人や高齢者等の「住宅確保要配慮者」
の優先入居を条件に、住宅リフォーム費用の一部を補助する事業を有効活用しながら、障
害のある人の住まいの確保を推進します。（国土交通省の制度） 

住宅課 

バリアフリー住宅

の普及促進 

加齢や不慮の事故等により身体機能に障害が生じた場合にも住み慣れた家に住み続けられ
るように、障害のある人の世帯や高齢者世帯に対して、住宅の増改築のための生活福祉資
金の貸付を行います。（貸付は社会福祉協議会が実施） 

障害福祉課 

バリアフリー相談
事業【再掲】 

利用者参加によるバリアフリー施設整備の促進を図るため、県有施設を対象に、施設の計

画・設計段階か障害のある人や高齢者等の意見を聴くバリアフリー相談検討会を開催する
とともに、これまで養成したアドバイザーの資質向上を図ります。 

障害福祉課 

入院患者社会復帰
促進事業【再掲】 

精神障害のある人の住まいを確保するため、民間による家賃保証制度に要する経費の一部
を助成します。また、不動産関係者に対する精神障害のある人への偏見の解消等に向けた

普及啓発を図ります。 

健康推進課 

 

 
 
 

 
(３)バリアフリー
改修の促進・日常

生活用具の貸与等 
 
 

 
 

バリアフリー住宅
の普及促進【再掲】 

加齢や不慮の事故等により身体機能に障害が生じた場合にも住み慣れた家に住み続けられ

るように、障害のある人の世帯や高齢者世帯に対して、住宅の増改築のための生活福祉資
金の貸付を行います。（貸付は社会福祉協議会が実施） 

障害福祉課 

住宅確保要配慮者
あんしん居住推進
事業【再掲】 

国と岡山県居住支援協議会の連携による、障害のある人や高齢者等の「住宅確保要配慮者」
の優先入居を条件に、住宅リフォーム費用の一部を補助する事業を有効活用しながら、障
害のある人の住まいの確保を推進します。（国土交通省の制度） 

住宅課 

バリアフリー相談

事業【再掲】 

利用者参加によるバリアフリー施設整備の促進を図るため、県有施設を対象に、施設の計
画・設計段階から障害のある人や高齢者等の意見を聴くバリアフリー相談検討会を開催す
るとともに、これまで養成したアドバイザーの資質向上を図ります。 

障害福祉課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(４)グループホー
ム等の整備促進 

グループホーム等
の居住基盤整備等

の推進【再掲】 

障害のある人本人の意向を尊重し、入所（入院）者の地域生活への移行を促進するため、そ
の居住の場となるグループホームの整備を促進します。 

また、グループホームの整備の促進にあたっては、社会福祉施設等施設整備費補助事業など
により創設、大規模修繕等について補助するとともに、必要とされる地域に適切に配置され
医療機関や福祉施設等との連携が充分に確保され、適切なサービス提供がなされるよう必要

な助言等を行っていきます。 

障害福祉課 

(５)グループホー

ム等の防火安全体
制 

障害のある人の地
域生活を支える関
係者間のネットワ

ークの充実【再掲】 

障害のある人の地域生活を支えるため、各市町村が設置している地域自立支援協議会の適切

な運営を支援するとともに、相談支援専門員の養成と資質向上を図ることにより、障害のあ
る人の地域生活を支える関係者間のネットワークを充実します。 

障害福祉課 

 
３ 公共交通機関・移動手段等のバリアフリー化の推進等 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

 
 
 

 
 
(１）公共交通機関

や関係施設のバリ
アフリー化の推進 
 

 
 
 

 
 

低床型バスの導入
促進 

障害のある人が、安全かつ身体的負担の少ない方法で、公共交通機関を利用して移動できる
よう、低床型バスの導入、運行を促進します。 

障害福祉課 

「ほっとパーキン
グおかやま」駐車場

利用証制度の推進
【再掲】 

車いすマークの駐車場を利用できる方を明らかにした上で、その対象者（障害のある方や高
齢の方、妊産婦などで歩行が困難な方）に専用の利用証を交付する一方、県と協定を結んだ

施設に駐車スペースを確保し、利用証を交付された方がそのスペースを優先して利用できる
よう、車いすマークの駐車場の適正利用を図ります。 

障害福祉課 

公共交通機関のバ
リアフリー化の推

進等（井原線等・運
輸・交通） 

障害のある人の利用に対する配慮の観点から、バス事業者がノンステップバスを導入する場
合に、導入に要する経費について、国と協調して支援を行うととともに、障害のある人をは

じめ誰にとっても暮らしやすいまちづくり、社会づくりを進めるため、鉄道駅等のバリアフ
リー化等を実施するための国土交通省の補助制度について、市町村に紹介・周知を行います。 

県民生活交通課 

岡山空港のバリア
フリー化の推進等 

・県の取組としては、岡山空港について、バリアフリー化に対応する整備を旅客施設設置管
理者や各航空会社等に対して要請していきます。また、駐車場における身体障害者等用駐車

枠の設置や、ノンステップバスによる駐車場シャトルバス運行を実施していきます。 
・岡山空港を管理している旅客施設設置管理者の取組としては、貸し出し用車イスの配置、
車イス対応トイレの整備、及び、ユニバーサルデザインに配慮したエレベーターの整備等を

実施していきます。 

航空企画推進課 

(２)公共交通機関

や関係施設におけ
るユーザビリティ
の推進等 

公共交通機関や関
係施設におけるユ
ーザビリティの推

進等 

公共交通機関の旅客施設及び車両内において、障害特性に配慮した案内表示や情報提供の充
実が推進されるよう、関係団体・事業者等に対して要望していきます。 

障害福祉課 

公共交通機関や関
係施設におけるユ
ーザビリティの推

進等 

障害のある人の立場にたって、公共交通を「より使いやすく」していくために、公共交通に

関する計画を策定した市町村等が実施する待合施設の整備等の取組に対して支援を行いま
す。 

県民生活交通課 

岡山空港における
ユーザビリティの

推進等 

・県としては、旅客施設（空港）において、障害特性に配慮した案内表示や情報提供の充実
が推進され障害のある人の利便性が向上されるよう、旅客施設設置管理者や各航空会社等に
対して要請していきます。 

・ホームページ等を運営する任意団体の取組としては、アクセシビリティに配慮した岡山空
港ウェブサイトの企画・制作等を実施していきます。 

航空企画推進課 

(３)教育訓練の実
施等 

教育訓練の実施等 
交通事業者や旅客施設等における障害のある人に対する適切な対応の確保を図るため、教育
訓練の実施等が促進されるよう要請していきます。 

障害福祉課 
県民生活交通課 

航空企画推進課 

(４)福祉移送支

援・福祉車両の普
及・移動支援等 
 

 

福祉移送支援事業

の推進【再掲】 

福祉有償運送に取り組むＮＰＯ法人、社会福祉法人等のネットワーク形成を支援することを
通じて、ＮＰＯ法人等の特性を活かした福祉移送サービスの普及促進を図り、移動制約者の
外出機会の拡大をめざします。 

障害福祉課 

福祉車両の普及 

【再掲】 

移動に制約のある車いす使用者が乗り降りしやすい福祉車両の普及を図るため、その取得に

ついて助成を行い、障害のある人の自由な外出を支援します。 
障害福祉課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(４)福祉移送支

援・福祉車両の普
及・移動支援等 
 

 
 
 

移動支援事業 
【再掲】 

屋外での移動に著しい制限などがある障害のある人に対して、社会生活上必要不可欠な外出
及び余暇活動の社会参加のための外出の際の移動を支援します。 

障害福祉課 

移動支援事業者情

報提供事業【再掲】 

重度の視覚障害のある人が、都道府県・指定都市間を移動する場合に、その目的地において

ガイドヘルパーの紹介・あっせん・情報提供を行います。 
障害福祉課 

「ほっとパーキン
グおかやま」駐車場
利用証制度の推進

【再掲】 

車いすマークの駐車場を利用できる方を明らかにした上で、その対象者（障害のある方や高
齢の方、妊産婦などで歩行が困難な方）に専用の利用証を交付する一方、県と協定を結んだ
施設に駐車スペースを確保し、利用証を交付された方がそのスペースを優先して利用できる

よう、車いすマークの駐車場の適正利用を図ります。 

障害福祉課 

(５)ユニバーサル
ツーリズムや移動
支援の研究等 

ユニバーサルツー
リズムや移動支援
の研究等 

ユニバーサルツーリズム（障害のある人や高齢者等が気軽に快適な旅行を楽しめるように配
慮がなされた旅行）の推進等を図るため、移動支援に必要な情報提供手段の研究等を行い、
障害のある人が観光や外出を楽しめる機会の提供に努めます。 

障害福祉課 

観光課 

インクルーシブな
交流・分野横断的な

啓発の推進 
【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人もな

い人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携に
よる就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的に

実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出して
いきます。学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れながら、
興味や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、相互理

解を深めていきます。 

障害福祉課 

 
４ 公共的施設等のバリアフリー化の推進 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)公共的施設の
バリアフリー化の

推進 

公共的施設のバリ
アフリー化の推進 

不特定多数の人が利用する公共的な施設については、岡山県福祉のまちづくり条例で定めら
れた施設において、建築主、設置者等に対する基準の遵守が図られるように、県、市等が指
導・助言を行い、障害のある人等が安全・快適に利用できるようバリアフリー化を進めます。 

また、岡山県福祉のまちづくり条例やバリアフリー法に基づく建築物の整備促進を積極的に
進めます。 

建築指導課 
障害福祉課 

(２)(３)県有施設
のバリアフリー化

の推進 

 

県有施設のバリア
フリー化の推進 
 

県有建築物を新設する場合は、岡山県福祉のまちづくり条例の整備基準を遵守するととも
に、ユニバーサルデザインの概念（すべての人にとって安全で使いやすいものにするという

考え方）を踏まえ障害のある人等が安全・快適に利用できるよう整備を図ります。また、既
存施設については、重要度・緊急度の高いものから、段差解消や車いすトイレの設置などバ
リアフリー化を図ります。一般県民と接することの多い窓口業務を行う施設については、特

にバリアフリー化の推進を図ります。 

 
財産活用課 
建築営繕課 

住宅課 
 

(４)バリアフリー
相談及び人材育成
等 

バリアフリー相談

や人材育成等 

■バリアフリー相談検討会 
利用者参加によるバリアフリー施設整備の促進を図るため、県事業を対象に、施設の整備計
画・設計段階から高齢者や障害のある人等の意見を聴くバリアフリー相談検討会を開催しま

す。 
■バリアフリーアドバイザーの資質向上 
これまで養成したバリアフリーアドバイザーの資質向上を図ります。 

障害福祉課 
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Ⅳ 教育・文化芸術活動・スポーツ・国際交流等                               

 
１ 特別支援教育推進のための取組 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)インクルーシ
ブ教育システムの
理念に基づく就学

先決定への取組 

インクルーシブ教
育システムの理念
に基づく就学先決

定への取組 

市町村教育委員会は、障害のある児童生徒の就学先決定に当たり、障害の状態、本人の教育
的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地
域の状況等を踏まえた総合的な観点から、就学先の判断を行うこととなります。 

なお、この場合において、市町村教育委員会が本人・保護者に対し十分な情報提供しつつ、
本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的
ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として、最終的には市町村教育委員

会が行政上の役割として就学先を決定することとなります。 

教育庁特別支援教育課 

(２)障害のある児
童生徒に対する適
切な合理的配慮の

提供 

障害のある児童生

徒に対する適切な
合理的配慮の提供 

障害のある児童生徒に対する合理的配慮については、児童生徒一人一人の障害の状態や教育

的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定
し、提供されることが望ましいことを周知します。 

教育庁特別支援教育課 

(３)多様な学びの
場の充実 

多様な学びの場の
充実 

合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、障害のある人とない人が同じ場で共に学ぶこと
を追求するとともに、個別の教育的ニーズのある子どもに対して、自立と社会参加を見据え
て、その時点で教育的ニーズに最も的確に応えた指導を提供できるようにするため、小・中

学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校という連続性のあ
る「多様な学びの場」のそれぞれの充実を図ります。 

教育庁特別支援教育課 

 

（４）特別支援学校の教育の充実と教育体制の整備 

●一人一人の教育的ニーズに対応した学校づくり 

事業・取組名 事業・取組内容 
事業・取組内容 

教育委員会 特別支援学校 

知的障害、肢体不自由の

専門的な教育をできる限
り身近な地域で受けられ
る体制整備 

近隣に肢体不自由特別支援学校のない地域については、既存の知的障
害特別支援学校が肢体不自由を伴う重複障害のある児童生徒を積極的

に受け入れるよう、体制の整備に努めます。 

■既存の知的障害特別支援

学校における肢体不自由を
伴う重複障害のある児童生
徒の受入体制の整備。 

  

一人一人の教育的ニーズ
に対応した教育の充実 

特別支援学校においては、それぞれの障害種における教育の専門性を

確保するとともに、重複障害のある児童生徒の指導の充実に努めます。 
また、発達障害を併せ有する児童生徒について、その特性等に対応し
た指導・支援の充実に努めます。 

■重複障害や発達障害のあ
る児童生徒に関する研修の

充実 

■発達障害を併せ有する
児童生徒の指導・支援の充

実 

知的障害特別支援学校の

児童生徒数増加に対応し
た学校設置等 

児童生徒の急増対策として、これまでプレハブ校舎等の設置により対

応してきましたが、老朽化したプレハブ校舎について、教室整備を検
討していきます。 

■老朽化しているプレハブ

校舎解消に向けての教室整
備の検討 

  

就労による社会自立を目
指した専門的な教育を実

施する特別支援学校の設
置等 

知的障害の程度が比較的軽い生徒が増加していることから、施設の状
況等も勘案しながら、高等支援学校等の募集定員の拡大について検討
します。 

また、県立高等学校の余裕教室を活用し、高等学校生徒と特別支援学
校高等部生徒との日常的な交流及び共同学習を行うことのできる分
校・分教室の設置について研究します。 

■高等支援学校等の募集定
員の拡大に関する検討 

■県立高等学校への特別支
援学校高等部の分校・分教室
の設置に関する研究 

■「倉敷まきび支援学校」職
業コースの設置 

  

医療的ケア実施体制等の

整備 

医療的ケア実施に際しては、安全・安心な環境で行う必要があること
から、医療的ケアに対応した教室等の整備について検討するとともに、
医療的ケアの実施内容や対象児童生徒数の推移等を見ながら、医療的

ケアが適切に実施できる看護師の時間数を確保します。 
また、看護師が必要な研修を受けた教員と連携して医療的ケアにあた
る体制などについて整備します。 

■医療的ケアに対応した教
室等の設置に関する検討 

■医療的ケアを安全に実施
できる看護師の時間数の確
保 

■医療的ケア実施運営協議
会の開催 

■看護師による適切な医

療的ケアの実施 
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●教員の専門性の向上 

事業・取組名 事業・取組内容 
事業・取組内容 

教育委員会 特別支援学校 

特別支援学校教諭免許状
保有率の向上 

特別支援学校の特別支援学校教諭免許状の保有率の向上を図るため、
特別支援学校を希望する同免許状保有者の採用枠の拡大や、免許法認

定講習の拡充に努めます。 
また、現在、特別支援学校に勤務している教員について、免許状の取
得をさらに推進します。 

■特別支援学校を希望する
免許状保有者の採用枠の拡
大 

■免許法認定講習の拡充 

■免許未取得者への取得
の促進 

自立活動の指導等に関す
る専門性の向上 

各学校においては、自立活動の指導に関する教員の専門性を一層高め
るため、学校の現在のニーズに沿った研修を実施して、実態把握、自

立活動の指導計画作成、評価等に関する教員の力量の向上に努めます。
また、外部専門家を活用し、自立活動の指導が改善・充実するように
します。 

 

■自立活動の指導に関する
研修講座の実施 
■各学校の外部専門家の活

用の促進 
■指定校による公開授業の
実施と研究資料の作成・配布 

■国立特別支援教育総合研
究所等への内地留学の実施 
■知的障害の自立活動に関

する指導事例集の作成 
 

■自立活動の指導に関す
る校内研修の計画・実施 

■外部専門家との連携に
よる指導・支援の改善 
■研修講座や他校の公開

授業等への参加 
■研修資料を活用した校
内研修の実施 

発達障害を含む様々な障

害種に対応できる指導力
の向上 

各障害種に対応した専門性とともに、発達障害や障害の重複化に対応
できる指導力の向上を図るための研修を充実します。 

■発達障害や重複障害の理
解と支援に関する研修講座

の充実 
■校内研修等に指導主事を
派遣しての指導・助言 

■発達障害や重複障害の

指導に関する校内研修の
計画・実施 

 

●センター的機能の充実 

事業・取組名 事業・取組内容 
事業・取組内容 

教育委員会 特別支援学校 

地域における教育と福祉

との連携 

就学前から卒業後の福祉サービス利用まで、一貫した支援を継続する
ために、特別支援学校は、地域の自立支援協議会等関係機関と積極的

に連携し、小・中学校等の支援に活かします。また、各地域の相談窓
口について保護者や地域の人々への周知に努めます。 

■（県教育委員会） 
関係機関等と連携しての相
談窓口一覧表の作成・周知 

■（市町村教育委員会） 
関係機関や保護者等への相
談窓口一覧表の配布、周知 

■地域自立支援協議会の
積極的な活用 
■相談窓口の明確化 

県総合教育センターと特

別支援学校との連携・協
力体制の整備 

県総合教育センターと特別支援学校の関係者で構成する連絡協議会を
開催し、連携・協力体制を整備し、情報の共有化等に努めます。 

■（県教育委員会） 

連携・協力体制整備のための
連携協議会の開催 

■県総合教育センターと
の情報の共有化 

センター的機能の充実 

特別支援学校のセンター的機能として発達障害を含む障害のある幼児

児童生徒一人一人に応じた適切な指導・支援の方法（アセスメントを
含む）、「個別の教育支援計画」等の作成、関係機関との連絡等に関
する助言又は援助等を行います。各学校で構成する連絡協議会を設置

し、センター的機能の充実を努めます。 

■（県教育委員会） 
センター的機能の明確化の
ための連絡協議会の開催 

 
■（市町村教育委員会） 
センター的機能の理解と活

用に関する小・中学校等への
指導・助言 
 

■地域の実情に合わせた
センター的機能の充実 

（障害のある幼児児童生
徒一人一人に応じた指
導・支援の方法、「個別の

教育支援計画」等の作成、
各種助言又は援助等） 

センター的機能発揮のた

めの校内支援体制の整備 

特別支援学校がセンター的機能を十分に発揮するため、障害の特性に
ついて専門的な知識を有する専門指導員を任命し、地域の小・中学校

等からの要請に応じて適切な対応ができるよう校内体制の整備に努め
ます。 

■センター的機能充実のた

めの条件整備 

■センター的機能充実の

ための校内体制整備 
（地域の小・中学校等から
の要請に応じて対応でき

る「専門指導員」の任命等） 
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●高等部教育の充実 

事業・取組名 事業・取組内容 
事業・取組内容 

教育委員会 特別支援学校 

中学校等からの生徒の情

報の引継ぎの充実 

高等部入学後に、中学校等の必要な指導・支援を適切に引き継ぐこと
ができるよう、中学校等が作成する「個別の教育支援計画」等による
引継ぎを推進します。 

■高等部入学に際して、中学
校が作成する「個別の教育支
援計画」等の引継ぎの要請 

■中学校等との連携によ
る「個別の教育支援計画」
等による引継ぎ 

キャリア教育の視点を踏
まえた教育内容等の充実 

 
 

各学校において、生徒一人一人が卒業後の生活を見据え、自立への意
欲を高めることができるよう、キャリア教育の視点を踏まえ、卒業後
のＱＯＬ（生活の質）の向上につながる教育課程の見直しや教育実践

に取り組みます。 
また、複数の種類の障害を併せ有する生徒については、専門的な知識
や技能を有する教員のもとに指導を行うことや、必要に応じて医師及

びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして、指導・支援の充実
に努めます。 
 

 

 
 
 

■キャリア教育の視点を踏
まえた指導・助言 
■校内研修等に指導主事を

派遣しての指導・助言 
 
 

 
 

■キャリア教育の視点を

踏まえた校内研修等の実
施 

 
■誕生寺支援学校高等部

アンテナショップ「野の花
ショップ夢元」 
誕生寺支援学校中等部、高

等部の生徒らが授業で作
った作品を、高等部生徒が
接客業務を体験しながら

ＪＲ弓削駅構内で、アンテ
ナショップを構え、販売し
ています。体験が生徒の自

信につながるとともに、地
域コミュニティーの拠点
として欠かせない存在に

なっています。 
 

就労による社会自立に向

けた教育課程の改善と企
業等との連携・協力 

全ての特別支援学校において、実社会からの学びができる地域型の実
習の研究・校内検定の実施や各種の資格取得等を通して、職業教育に

関する教育課程の改善・充実に努めるとともに、引き続き、早期から
の職場体験の拡充とキャリア教育の充実に努めます。また、教員の指
導力を育成するために、企業等への内地留学や、県総合教育センター

における就労支援に対応した研修講座を実施します。 
また、高等部に配置している就労支援コーディネーター等が開拓した
就労先や実習先の情報については、学校間での情報を共有します。 

 
■倉敷まきび支援学校職業
コースの充実 

■職業教育の改善について
の指導 
■早期からの職場体験の推

進 
■県総合教育センターにお
ける研修の充実 

■関係機関と連携した協議
会等の開催 
■就労支援データベースに

よる情報管理 

 
■高等支援学校、職業コー

ス等における職業教育の
取組 
■職業教育の改善 

■早期からの職場教育の
実施 
■県総合教育センターに

おける研修への参加 
■企業との連携会議等の
開催 

■就労支援データベース
による情報共有 
 

重度の障害のある生徒の
移行支援と進路先の保障 

重度の肢体不自由のある生徒について、保健、福祉等関係機関との連
携を促進します。進路先における支援の継続を図るため、保護者と共
通理解をした上で、「個別の教育支援計画」等が、福祉施設等の進路

先へ円滑に引き継がれるように働きかけます。 
また、地域の自立支援協議会等の協力を得て、肢体不自由連絡協議会
を開催するとともに、特別支援学校を中心とした地域ごとの生活介護

事業所説明会等を実施することにより、卒業後の進路を充実させ、卒
業後のＱＯＬ（生活の質）の向上を図る取組を進めます。 

■肢体不自由連絡協議会の

開催 
■生活介護事業所説明会へ
の協力 

■地域の自立支援協議会

や事業所等との連携・協力 
 
■生活介護事業所説明会

の開催 
 
■「個別の教育支援計画」

等を活用したケース会議
の実施等による進路先へ
の情報の引継ぎ 
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（５）就学前、小学校、中学校、高等学校等における特別支援教育の充実 

●就学前における支援の充実 

事業・取組名 事業・取組内容 
事業・取組内容 

教育委員会 特別支援学校 

早期支援のための関係機
関との連携 

幼稚園等は保護者の気持ちを受け止めながら教育相談を実
施し、地域の相談支援の情報提供を行うとともに、指導・
支援の充実に努めます。そのためには、教育・保健、福祉

等の地域の関係機関との連携のもとに、幼稚園等において、
保護者と共に「個別の教育支援計画」等を作成し活用する
ことが必要であるため、作成・活用に向けて市町村教育委

員会への助言・援助を行います。 

■県教育委員会 
「個別の教育支援計画」等の作成・活用

の普及 
■市町村教育委員会 
・「個別の教育支援計画」等の作成・活

用の指導 
・関係機関との連携による幼稚園等への
指導・助言 

■保護者との教育相談の
実施 

■「個別の教育支援計画」
等の作成・活用 
■相談支援機関の情報提

供と引継ぎ 
■関係機関と連携した適
切な指導・支援 

幼稚園等の教職員の特別
支援教育に関する専門性
の向上 

幼稚園等においては、特別な支援を必要とする乳幼児への
適切な支援を行うことが必要です。県教育委員会は、市町

村教育委員会と連携し、教職員が早い段階に気づき、特別
支援教育の視点をもって指導・支援にあたることができる
ようするため、研修等を実施し、教職員の特別支援教育に

関する専門性の向上を図るとともに、就学前についての指
導資料を作成し周知します。 

■県教育委員会 

・専門指導員派遣事業等による校内研修
やケース会議等への支援 
・県総合教育センターによる研修の充実 

・指導資料の作成・周知 
■市町村教育委員会 
・教職員の実践力向上のための研修会の

実施 

■特別支援学校のセンタ
ー的機能等を活用した校

内研修等の充実 
■研修会等への参加 

適切な就学に向けた支援

の充実 

地域の保健・福祉等関係関係機関の協力を得ながら、相談
機関の一覧や就学手続き等を示したパンフレットを作成
し、就学に関する情報を保護者にわかりやすく提供します。 

また、市町村教育委員会による保護者への情報提供、学校
への指導・助言等により、適切な就学指導ができるよう、
連絡協議会を開催します。併せて、保護者が早期から身近

な相談ができるよう、市町村教育委員会に対して、地域の
保健・福祉等の相談機関と連携した就学相談会の実施を働
きかけます。 

特別支援学校への就学については、就学前の在籍校・園等
での支援の状況や、将来に向けた教育的ニーズがより明確
になるよう、「個別の教育支援計画」等による引継ぎが行

われるよう指導していきます。 
知的障害児施設に入所する児童生徒については、障害の状
態によって、特別支援学校に就学している現状があります

が、入所する知的障害児施設の住所地を学区とする公立
小・中学校等への就学の可能性や必要性について、市町村
教育委員会に働きかけます。 

【県教育委員会】 
■就学に関する情報の保護者向けパン
フレットの作成 

■就学指導に関する協議会等の開催 
■市町村教育委員会による就学相談会
への助言・援助 

■特別支援学校への就学を希望する幼
児児童生徒について、「個別の教育支援
計画」等の引継ぎの要請 

■知的障害児施設の入所児童生徒の適
切な就学についての働きかけ 
 

【市町村教育委員会】 
■就学に関する情報の保護者向けパン
フレットの配布と周知 

■就学指導に関する協議会等への参加 
■就学相談会の実施 
■「個別の教育支援計画」等の作成・活

用についての指導・助言 
■知的障害児施設の入所児童生徒の適
切な就学についての検討 

■就学に関する情報の保
護者向けパンフレットの
配布と周知 

 
■就学指導に関する協議
会等への参加 

 
■「個別の教育支援計画」
等の作成・活用 

就学前からの支援の継
続、学校園間の連携 

地域の保健、福祉等関係機関と連携し、幼稚園等における
「個別の教育支援計画」等の作成と活用を促進します。ま

た、就学前の支援の継続を図るため、保護者と共通理解を
した上で、「個別の教育支援計画」等が小学校等へ円滑に
引き継がれるよう働きかけます。 

【県教育委員会】 

■「個別の教育支援計画」等の作成・活
用、小学校等への円滑な引継ぎについて
の働きかけ 

■関係機関との連携。協力体制の構築 
■幼稚園等と小学校との連絡会議実施
の促進 

 
【市町村教育委員会】 
■「個別の教育支援計画」等の作成・活

用、小学校等への円滑な引継ぎについて
の助言・指導 
■関係機関との連携。協力体制の構築 

■幼稚園等と小学校との連絡会議につ
いての指導・助言 

■「個別の教育支援計画」

等の作成・活用 
■「個別の教育支援計画」
等を基礎資料とした小学

校等への円滑な引継ぎ 
■関係機関との連携・協力 
■幼稚園等と小学校との

連携会議の実施 
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●小・中学校における特別支援教育の充実 
 

事業・取組名 事業・取組内容 
事業・取組内容 

教育委員会 特別支援学校 

校内支援体制の機能化 

校長のリーダーシップのもと、全教職員が、特別支援教育
に関する専門性を高めていきます。また、特別支援教育コ
ーディネーターの役割を明確にし、校内委員会を適切に開

催し、校内支援体制の機能化を図ります。 
「個別の教育支援計画」等の作成と活用を促進し、一人一
人に対応できる校内支援体制づくりについて指導をしてい

きます。また、特別支援学校の教員からなる専門指導員等
を要請のあった学校等に派遣し、特別な支援を必要とする
児童生徒への適切な対応に関する指導・助言等を引き続き

行います。 

【県教育委員会】 

■学級担任制を対象とした研修の充実 
■県総合教育センターによる市町村を
中心とした校内支援体制の機能化に関

する指導 
■専門指導員派遣事業の充実 
■特別支援学級等教育課程研究協議会

の開催 
 
【市町村教育委員会】 

■「個別の教育支援計画」等の作成と活
用についての指導 

■「個別の教育支援計画」
等の作成と活用 
■「個別の教育支援計画」

等に基づく適切な指導・支
援の工夫 
■県総合教育センターが

行う学校支援等を活用し
た校内支援体制の機能化 
■専門指導員派遣事業等

を活用した校内研修等の
工夫 
■特別支援学級等教育課

程研究協議会への参加 

特別支援教育の観点を取
り入れた授業づくりと学
級づくり 

通常学級において特別な支援の必要な児童生徒の学習指導

の充実を図るため、障害特性に配慮した授業づくりと学級
づくりを推進します。 
また、発達障害のある児童生徒の多くが通常学級に在籍し

ていることから、発達障害に関する研修の拡充等により、
指導・支援の充実を図ります。また、特別な支援を必要と
する全ての児童生徒について、「個別の教育支援計画」等

を作成し、職員間での共有に努めます。 

【県教育委員会】 
■指導資料作成による授業改善 
■県総合教育センターによる研修の充

実 
■指定校における授業づくりや集団づ
くりの研究の推進 

 
【市町村教育委員会】 
■指導資料等を活用した指導・助言 

■中学校区における研修会の工夫 
■指定校における授業づくりや集団づ
くりの研究への指導・助言 

■校内研修の工夫 
 

■県総合教育センター等
での研修への参加 
 

■指定校における授業づ
くりや集団づくりの研究 

特別支援学級の自立活動

の計画的な取組と指導内
容の充実 

特別支援学級に在籍する全ての児童生徒について、保護者

との共通理解を図りながら、「個別の教育支援計画」等に
基づいた指導が行われるよう努めます。 
自立活動については、児童生徒の実態を的確に把握し、教

育課程に明確に位置づけた上で指導を行うことが重要であ
り、研究協議会等を通して取組が進むよう努めます。 
特に、自閉症・情緒障害特別支援学級においては、個別指

導の充実とともに、大きな集団の中でも充実した学習や生
活ができるよう、ソーシャルスキルトレーニング等により、
人間関係の育成やコミュニケーション能力等、将来の社会

生活において必要な力の育成に努めます。また、教員の特
別支援教育の専門性の維持と向上に努めます。 

【県教育委員会】 
■特別支援学級等教育課程研究協議会
の実施 

■指導資料の作成 
■特別支援学校との人事交流 
■特別支援学校との兼務 

 
【市町村教育委員会】 
■指導資料を活用した取組への指導・助

言 

■特別支援学級等教育課
程研究協議会への参加 
■指導資料を活用した指

導の工夫・改善 

交流及び共同学習の充実 
障害のある児童生徒と障害のない児童生徒の相互理解を進
めるため、交流及び共同学習を実施し、共生社会の実現に

向けた取組を推進します。 

【県教育委員会】 
■交流及び共同学習についての研究 

■研究指定校の研究成果の普及 
【市町村教育委員会】 
■県教育委員会と連携した指導・助言 

■研究指定校の研究成果の普及 

■研究指定校の研究成果
を活用した指導の工夫・改

善 

通級指導教育の充実 

通級による指導を希望する児童生徒の増加に対応するよ
う、通級指導教室の充実に努めます。また、発達障害等多
様な教育的ニーズに対応した効果的な指導の充実を図るた

めに研究協議会を実施し、特別支援教育に関する専門性の
確保と指導力の向上に努めるとともに、通級指導教室担当
教員間の連携強化を図ります。 

 また、児童生徒の在籍校と協力し、保護者との共通理解
を図りながら、通級による指導を受けている全ての児童生
徒について「個別の教育支援計画」等の作成活用を行うよ

うに努めます。 

【県教育委員会】 
■通級指導教室担当教員を対象とした

研修の充実 
■特別支援学級等教育課程研究協議会
の実施 

 
【市町村教育委員会】 
■通級指導教育の指導・運営の充実 

■通級指導教室担当者の
研修への参加 

 
■特別支援学級等教育課
程研究協議会への参加 
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事業・取組名 事業・取組内容 
事業・取組内容 

教育委員会 特別支援学校 

中学校区域等における学
校間連携の促進・強化 

特別な支援を必要とする幼児児童生徒への適切な指導・支
援には、地域内での研修の充実や情報の共有化等の促進が

大切です。中学校区等を単位とした幼稚園（保育所）・小
学校・中学校等の学校間連携の促進が図られるよう、市町
村教育委員会への助言、援助を行います。 

【県教育委員会】 

■中学校区等における学校間連携の促
進 
【市町村教育委員会】 

■中学校区単位での学校間連携体制の
整備 

■中学校区での研修会や
連絡会等への参加 

特別支援教育支援員等の

効果的な活用 

特別支援教育支援員活用の手引きの作成や、支援員を対象
とした研修会の開催などにより、支援員の効果的な活用を
図ります。 

【県教育委員会】 
■支援員を対象とする研修会への指導

主事等の派遣 
【市町村教育委員会】 
■支援員等の配置 

■支援員活用の手引きの作成、支援員対
象の研修会の実施 

■支援員等の効果的な活

用のための校内体制整備 

地域人材等の活用 
教員ＯＢ等の地域人材や大学生を小・中学校の特別支援学
級等で活用できるよう、市町村教育委員会等と連携し、人
材活用のための仕組みづくりに努めます。 

【県教育委員会】 
■地域人材や大学生の人材活用のため

の仕組みづくり 
 
【市町村教育委員会】 

■地域人材や大学生の人材活用のため
の仕組みの運用 

■必要に応じた地域人材

や大学生の活用 

 

●高等学校における特別支援教育の充実 

事業・取組名 事業・取組内容 
事業・取組内容 

教育委員会 特別支援学校 

特別な支援を必要とする
生徒に対する理解の促進 

県総合教育センター等での研修を充実させ、特別支援教育

や発達障害に関する教職員の理解を深めるとともに、特別
支援教育コーディネーターやミドルリーダーの養成に努めま
す。 

各学校においては、校長のリーダーシップのもと、特別支援
教育コーディネーターを中心として、全教職員の理解促進に
努めます。また、特別支援学校の教員からなる専門指導員

等を要請のあった学校に派遣し、特別な支援を必要とする生
徒への適切な対応に関する指導・助言等を行います。 
特に、定時制高等学校については、適切な指導・支援の充

実が急務であり、教員を対象とした研修の充実や、専門指導
員の派遣等により支援します。 

【県教育委員会】 
■県総合教育センターによる研修の充実 
■発達障害者連絡協議会の開催 

■専門指導員の派遣 

■校外研修への参加と校

内研修の開催 
■発達障害等連絡協議会
への参加 

■専門指導員派遣事業の
活用 

 

 

各学校の実情に応じた機

能しやすい支援体制づく

り 

 

 

  

県総合教育センターでは、特別支援教育コーディネーターの
養成及びスキルアップのための研修を実施します。また、
特別支援教育推進の中心となる教員について、高等学校と

特別支援学校との兼務や人事交流、特別支援教育総合研究
所等での研修の機会の設定を通して、教職員の専門性の向
上に努め、高等学校の特別支援教育の充実を図ります。 

また、生徒の卒業後の社会自立に向けて、インターンシップ
など校内外の教育活動の充実とともに、教育相談や生徒指
導、進路指導等に特別支援教育の観点を取り入れ、発達障

害者支援センター等の関係機関と連携を図りながら相談支
援体制が整備されるよう、助言等を行います。 
 

【県教育委員会】 
■特別支援教育コーディネーター研修の
充実 

■管理職対象の特別支援教育に関する
研修講座の実施 
■独立行政法人国立特別支援教育総合

研究所等への派遣 
■特別支援学校との兼務・人事交流 

■特別支援教育コーディ
ネーター研修等への参加 

■校内委員会やケース会
議の実施 
■発達障害者支援センタ

ー等の関係機関との連携 
■インターンシップやボラ
ンティア活動などの社会貢

献活動等の実施 
■特別支援教育の観点を
取り入れた指導・支援の充

実 
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事業・取組名 事業・取組内容 
事業・取組内容 

教育委員会 特別支援学校 

中学校からの情報を引き

継ぐ仕組みづくり 

特別な支援を必要とする生徒に対して、入学後の指導・支援
の方針を早期に立てられるよう、中学校からの情報の引継

ぎについて、市町村教育委員会や校長会等の協力を得なが
ら進めます。特に、特別支援学級に在籍していた生徒や通
級による指導を受けていた生徒については、中学校で作成

している「個別の教育支援計画」等を高等学校へ引き継ぐこ
とにより、全教職員の共通理解のもとで、必要な指導・支援
が行われるよう指導します。また、特別な支援を必要とする

生徒の入学者選抜については、その手続きに関し、中学校
の進路指導担当者等への周知に努めます。 

【県教育委員会】 

■情報引継ぎについての理解促進 
■入学者選抜における特別な配慮等に
ついての手続きの周知 

 
【市町村教育委員会】 
■高等学校への情報引継ぎに関する中

学校への指導 

■手引きに基づいた中学

校との情報の引継ぎ 

特別な支援を必要とする
生徒に対する指導等の充

実 

中学校から引き継いだ情報をもとに、個々の教育的ニーズ

を踏まえた「個別の教育支援計画」が作成されるよう、県総
合教育センターにおける研修を充実させるとともに、各学校
に指導主事や専門指導員等を派遣し、具体的な作成の仕方

等の指導・助言を行うことにより、特別な支援を必要とする全
ての生徒について、「個別の教育支援計画」の作成と活用が
推進されるよう努めます。 

また、生徒の介助等のため、必要に応じて特別支援教育支
援員を配置するなどして、支援の充実を図ります。発達障害
のある生徒に対しては、中学校との連携や、特別支援教育

の観点を取り入れた授業づくりや評価方法の工夫等につい
て、研究を行い、先進的な取組を進め、その成果を提供する
ことで各学校における指導・支援の改善を図ります。 

また、そうした研究成果等を踏まえ、少人数指導や効果的な
ティームティーチング等による一人一人の教育的ニーズに
対応した指導・支援について研究します。 

【県教育委員会】 
■「個別の教育支援計画」の作成に関す

る指導・助言 
■県総合教育センターにおける研修の
実施 

■県総合教育センターにおける発達障
害に関する指導資料の作成 
■推進校による実践研究成果の普及 

■指導・支援の改善についての指導・助
言 
■一人一人の教育的ニーズに対応した

指導・支援についての研究の推進 
■定時制高等学校の教員に対する研修
の実施や専門指導員の派遣等による支

援 
【市町村教育委員会】 
■「個別の教育支援計画」の作成に関す

る指導・助言 
■定時制高等学校の教員に対する研修
の実施や支援体制の充実に向けた指導・

助言 

■「個別の教育支援計画」
の作成と活用 

■県総合教育センター等
における研修への参加 
■教育相談、進路指導の

充実 
■特別支援教育の観点を
取り入れた指導・支援の充

実 

 
１ 特別支援教育推進のための取組 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(６)発達障害のあ
る子どもの支援 

発達障害者支援体制
整備事業【再掲】 

乳幼児期から成人期までの一貫した発達障害のある人への支援体制の整備を図ります。 障害福祉課 

発達障害者支援セン
ター運営事業【再掲】 

専門的な相談支援等を行う拠点として県発達障害者支援センターを県南・県北に各１ヶ所
設置・運営します。発達障害のある人及びその家族からの相談に対する助言指導、就労相
談の実施、関係機関の連携強化等の総合的支援の充実を図ります。 

また、「発達障害者地域支援マネージャー」の配置により同センターの体制を強化し、就
労支援、障害福祉サービス事業所等との連携等、機能の充実を図ります。  

障害福祉課 

発達障害児（者）支
援医師研修事業【再
掲】 

発達障害の早期発見及び早期支援については、医師の役割が重要であることから、小児科
医や乳幼児検診に携わる医師に対する研修を通じて発達支援に関する専門性の確保等、体
制の充実を図ります。 

障害福祉課 

発達障害者支援キー
パーソン登録・活用

促進事業【再掲】 

各職種や職域ごとの研修会等を終了し、発達障害のある人への支援に携わっている専門職

を発達障害者支援キーパーソンとして登録し、多職種連携の支援、個々のスキルアップ機
会の提供など、発達障害のある人のトータルライフを支える人材をサポートするとともに、
地域における支援体制の充実など幅広い活用を図ります。 

障害福祉課 

発達障害児支援保育
士研修事業【再掲】 

人間形成の基礎となる乳幼児期を過ごす保育所等において、子どもの発達の課題や特徴を
理解した正しい支援が行えるよう、保育士等を対象とした実務研修を実施し、保育の実践

力の向上を図ります。 

子ども未来課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(６)発達障害のあ
る子どもの支援 

子どもの健やか発達
支援事業【再掲】 

各保健所・支所において、児童精神科医などの専門医による発達障害の疑いのある子ども
の相談を実施するなど、早期発見、早期療育による子育ての環境整備を図ります。 

健康推進課 

児童養護施設等対応
機能強化事業【再掲】 

児童養護施設等に入所している発達障害児等への適切な支援が行えるよう、施設職員を対
象とした研修を実施し、支援技術の向上を図ります。 

子ども未来課 

専門指導員派遣事業
【再掲】 

発達障害等の児童生徒に対する適切な支援のため、特別支援学校の教員等からなる専門指
導員が学校の要請に応じて指導・支援を行います。 

教育庁特別支援教育課 

多様な学びの場 
「特別支援教室」事
業【再掲】 

通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童に、自立活動の視点での教科の取り出し
指導を行うモデル事業を小学校において実施します。 

教育庁特別支援教育課 

(７)先進的な事例
の収集・関係者へ
の情報提供 

指導資料「通常学級
の特別支援教育ガイ
ド」 

授業のユニバーサルデザインの考え方に基づき、特別支援教育の観点を取り入れた授業づ
くりについての指導資料を作成し、活用します。 

教育庁特別支援教育課 

(８)障害のある児
童生徒の就労支援
の充実 

岡山県就労・生活支
援研究協議会 

特別支援学校卒業生の円滑な就労移行等を支援するため、企業団体等と連携し障害のある
生徒の就労意欲を高め、将来の社会自立に資する「岡山県就労・生活支援研究協議会」を
継続的に実施することにより、「岡山の就労応援団」など企業団体との協力関係を構築す
るとともに、就労支援コーディネーターを活用した職場開拓、高等部の産業現場等におけ
る実習の充実を図ります。 

教育庁特別支援教育課 

ジョブ支援員の活用 
生徒の進路意識の高揚を図るため、ジョブ支援員を活用して中学部からの職場体験を実施
していきます。 

教育庁特別支援教育課 

「岡山の就労応援
団」の構築や「地域
型実習」の推進 
【再掲】 

卒業後、企業等での就労による社会自立を目指す特別支援学校生徒の「働く力」をより一
層育成し、職業教育・就労支援の充実を図るため、「岡山の就労応援団」を構築し、特別
支援学校高等部におけるこれまでの産業現場実習に加え、中学部における実習や地域と連
携した「地域型実習」を県内全域で推進できるよう取り組んでいきます。 

教育庁特別支援教育課 

可能性にチャレンジ
～特別支援学校技能
検定～【再掲】 

特別支援学校生徒の就職意識を高め、企業等に雇用を促すため、企業団体と連携して開発
した認定資格を付与するための技能検定を実施します。 

教育庁特別支援教育課 

ジョブマッチング～
特別支援学校生徒の
ためのジョブフェア
～【再掲】 

特別支援学校生徒の就労による社会自立を促進するため、生徒が企業担当者と面談を行い
ます。 

教育庁特別支援教育課 

(９)ＩＣＴ等を活
用した教育支援機
器の充実 

県総合教育センター
におけるＩＣＴ活用
研修 

県総合教育センターにおいて、「特別支援教育の観点におけるICT活用研修講座」を実施
します。 

教育庁特別支援教育課 

(１０)指導方法の
調査・研究・普及 

県総合教育センター
における調査・研究 

障害のある児童生徒に対する指導方法に関する調査・研究を推進するとともに、研究成果
の普及を図ります。 

教育庁特別支援教育課 

 
２ 教育環境の整備等 

重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)生涯学習 
の推進 
(地域社会におけ
るつながりや支え
合いを創り出す
場・組織の充実) 

おかやま子ども応
援事業 

地域住民の参画による「学校支援地域本部」、「放課後子ども教室」、「家庭教育支援」の
活動を効果的に組み合わせた取組を推進し、学校・家庭・地域が連携して地域ぐるみで子ど
もを健やかに育むとともに、学校・家庭・地域の教育力の向上を図ります。 

教育庁生涯学習課 

土曜日教育支援事
業 

すべての子供たちの土曜日の教育活動の充実のため、地域の多様な経験や技能を持つ人材・
企業等の豊かな社会資源を活用し、体系的・継続的なプログラムの実施や地域と連携した土
曜授業の補助を通じて、土曜日の教育支援体制等の構築を図ります。 

教育庁生涯学習課 

親のグッドスター
ト事業 

小学生低学年における不登校や問題行動等は、保護者の教育力の低下も要因の一つとして指
摘されています。小学校入学前に「親育ち応援学習プログラム」を実施することにより、子
どもに対する最低限の躾や集団生活への動機づけ等、学校生活を見通した子育てについて、
保護者の意識が向上するとともに、保護者間同士が繋がり、互いに学び合う環境が醸成され
ることが期待されます。 

教育庁生涯学習課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)生涯学習 
の推進 
(地域社会におけ

るつながりや支え
合いを創り出す
場・組織の充実) 

 
 

親育ち応援隊！家
庭教育支援チーム
推進事業 

市町村において、子育て支援に関する地域人材（主任児童委員、保健師、大学（院）生、PTA
関係者等）による家庭教育支援チームを結成し、学校園、保育所、専門機関等と連携しなが

ら、就学前の子どもを持つ家庭を中心に、家庭訪問、相談交流事業等を通して、効果的な家
庭教育支援を推進します。 

教育庁生涯学習課 

おかやま子ども応
援センター 

(子ども応援人材バ
ンク) 

全ての学校で地域人材による支援の仕組みが構築されることを促進するとともに、子どもや

学校のもつ課題への支援や専門的な知識・技術を生かした支援等の充実を図ります。 
教育庁生涯学習課 

防災キャンプ推進
事業 

学校等を避難所とした生活体験など体験型の防災教育プログラムを実施します。防災キャン
プを地域住民の参加を得て実施し、青少年の防災教育及び地域の絆づくりを推進します。 

教育庁生涯学習課 

「ぱっちり！モグ

モグ」生活リズム向
上キャンペーン 

チャレンジカード等を活用し、生活リズムを見直す取組など、関係部局・団体・企業等と連
携して「早ね早おき朝ごはん」県民運動を推進します。 

教育庁生涯学習課 

(１)生涯学習 
の推進(地域社会
に参加・参画する

プログラムの充
実) 

「地域デビュー」支
援事業 

身に付けた知識や経験等を生かして、退職後、地域活動に参加・参画できるよう、企業等へ
の出前講座を実施します。 

教育庁生涯学習課 

地域づくり人材養
成セミナー 

県内市町村の生涯学習グループリーダーやリーダーを志す人、学校・行政担当者、大学生、

高校生を対象に、地域活動の中核的な役割を担い、学習支援体制を推進していこうとする人
材の育成を図ります。 

教育庁生涯学習課 

(１)生涯学習 
の推進(生涯学習
コーディネーター

の育成) 

教育支援活動コー
ディネーター等研
修会 

学校と家庭、地域のそれぞれの関係づくりを進めるコーディネーターや、家庭教育支援を推

進するリーダー等の資質向上を図ります。 
教育庁生涯学習課 

親育ち応援学習リ
ーダー養成講座 

学校園や身近な地域で互いに交流しながら楽しく学び合うことができる参加型の学習教材

「親育ち応援学習プログラム」を効果的に活用し、子育てに必要な知識やスキル等の習得、
親同士のネットワークづくりを支援するリーダーを養成します。 

教育庁生涯学習課 

生涯学習・社会教育
関係職員研修講座 

県内・市町村の生涯学習・社会教育関係職員及び関係施設職員等を対象に、地域課題の把握
や具体的な解決方法を探るための基本的な知識・技能の研修を通して、地域社会づくりの中

核的役割を担う職員等の育成を図ります。 

教育庁生涯学習課 

(１)生涯学習 
の推進(青少年の

キャリア形成への
支援) 

生きる力応援事業

「夢さがしの旅」 

不登校等で悩む子どもや保護者を対象に、教育関係者・カウンセラー・学生ボランティア等
で構成するスタッフが、社会教育施設等において、体験活動や交流活動を通して、子どもた
ちの自立を支援する取組を展開します。 

教育庁生涯学習課 

学校における文化

活動の促進 

音楽・演劇公演、国際文化交流事業、高等学校総合文化祭等を通して、学校における文化活

動を促進します。 
教育庁生涯学習課 

(１)生涯学習 
の推進(学習機会

のユニバーサルデ
ザイン化の推進) 

親育ち応援学習リ

ーダー養成講座 

学校園や身近な地域で互いに交流しながら楽しく学び合うことができる参加型の学習教材
「親育ち応援学習プログラム」を効果的に活用し、子育てに必要な知識やスキル等の習得、
親同士のネットワークづくりを支援するリーダーを養成します。 

教育庁生涯学習課 

デジタル岡山大百

科 

岡山情報ハイウェイを活用し、岡山の姿を百科事典的に調べることができる電子図書館シス

テムのコンテンツの充実を図ります。 
教育庁生涯学習課 

(１)生涯学習 

の推進 
(多様な個性・能力
の伸長の支援) 

岡山県生涯学習大
学 

本県の特性を生かした講座を開設するとともに、多様な学習講座を体系化し、県民に系統
的・継続的な学習機会を提供します。 

教育庁生涯学習課 

(２）高等学校入学
者選抜試験におけ

る配慮 

高等学校入学者選
抜試験における配

慮 

障害により特別な配慮を必要とする志願者については、引き続き、入学者選抜の公平性を基
本としつつ、志願者の障害の状況等を踏まえ、必要な配慮を行います。 

教育庁高校教育課 

(３)災害発生時に
も配慮した学校施
設等のバリアフリ

ー化 

災害発生時にも配

慮した学校施設等
のバリアフリー化 

災害発生時における利用等の観点も踏まえつつ、ユニバーサルデザインの整備を計画的に進
めていくとともに、必要なバリアフリー化の整備を推進していきます。 

建築指導課 
教育庁財務課 
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３  大学等における障害のある学生への支援 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

大学等における障
害のある学生への

支援 

コミュニケーショ

ン等の合理的配
慮・施設のバリアフ
リー化等の要請 

大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加でき

るよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮、教科書・教材に関する配
慮等を促進するとともに、施設のバリアフリー化を推進するよう、障害のある学生への国の
支援指針等を参考に、県内大学等に要請していきます。 

障害福祉課 

大学入試センター
試験での配慮の周

知等の要請 

大学入試センター試験において実施されている障害のある受験者の配慮については、障害者

一人一人のニーズに応じて、より柔軟な対応に努めるとともに、高等学校及び大学関係者に
対し、配慮の取組について、一層の周知を図るよう、障害のある学生への国の支援指針等を
参考に、県内大学等に要請していきます。 

障害福祉課 

大学等の入試や単

位認定等の試験に
おける適切な配慮
の実施の要請 

障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試や単位認
定等の試験における適切な配慮の実施を促進するよう、障害のある学生への国の支援指針等

を参考に、県内大学等に要請していきます。 

障害福祉課 

配慮内容・バリアフ

リー化等の情報公
開の促進の要請 

入試における配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、

障害のある学生の受入れ実績等に関する各大学等の情報公開を促進するよう、障害のある学
生への国の支援指針等を参考に、県内大学等に要請していきます。 

障害福祉課 

支援体制整備等の
要請 

各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置など、支援体制の整備を促進するよ
う、障害のある学生への国の支援指針等を参考に、県内大学等に要請するとともに、障害の

ある学生への修学支援に関する先進的な取組を行う大学等の事例収集等を実施するととも
に、大学等間や地域の地方公共団体、高校及び特別支援学校等とのネットワーク形成を促進
するよう努めます。 

障害福祉課 

 

４ 障害のある人の文化芸術活動の推進 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)障害者アート
等文化芸術活動の
推進 

障害のある人の県
庁アートギャラリ

ー【再掲】 

「障害」と「障害のある人」に対する理解を深めていただき、障害のある人が創作活動を頑
張る契機となるよう、県庁県民室に障害のある人のアートギャラリーを開設し、個性輝く作

品を展示します。 
障害福祉課 

こころをつなぐ作
品展【再掲】 

県内の特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級の幼児児童生徒が授業等で作成した作品
を展示することにより、社会の人々の障害のある子どもに対する理解を深めます。 

教育庁特別支援教育課 

障害者アート等 文
化芸術活動の普及・ 

推進 

文化芸術活動の発表・発信機会の更なる確保や、障害者アートを通しての障害のある人とな

い人の交流の創出など、県民に広く普及・周知するための取組の研究等を行い、障害のある
人が発信する障害者アート等の文化芸術活動を推進します。また、障害のある人とない人の
交流を通じて、「障害」と「障害のある人」に対する理解を深める啓発も併せて推進します。 

障害福祉課 

県民文化祭との連

携 

障害の有無に関わらず、文化芸術活動への参加の機会を増やすため、県民文化祭の「岡山県
美術展覧会」や「岡山県文学選奨」への参加を呼びかけ、障害のある人の作品発表の機会を
増やすとともに、障害のある人とない人との交流に努めます。 

障害福祉課 

文化振興課 

文化芸術活動に携

わる人材の派遣 

文化芸術活動に携わる人材の派遣等の取り組みを行い、障害の有無に関わらず、文化芸術活

動を行うことのできる環境づくりに取り組みます。 
文化振興課 

インクルーシブな
交流・分野横断的な
啓発の推進【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人もな
い人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携に

よる就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的に
実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出して
いきます。 

学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れながら、興味や関心
を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、相互理解を深めて
いきます。 

障害福祉課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(２) 文化施設での

字幕・音声案内サ
ービスの提供等 

文化施設での字
幕・音声案内サービ
スの提供等 

博物館、美術館等における文化芸術活動の公演・展示等において、字幕や音声案内サービス

の提供等、障害のある人のニーズに応じた工夫・配慮が提供されるように努めます。 

県立博物館 
（教育庁文化財課） 

県立美術館 
（文化振興課） 

県立美術館観覧料
の免除【再掲】 

身体障害者手帳・療育手帳・特定疾患の受給者票等をお持ちの方（付き添いの方１名を含む。）
は無料でご覧いただけます。 

文化振興課 

県立博物館入館料

の免除【再掲】 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳もしくは特定疾患の受給者票等を有す

る方（付き添いの方含む。）は無料でご覧いただけます。 
教育庁文化財課 

後楽園入園料の免
除【再掲】 

障害者手帳・療育手帳・特定疾患等の医療受給者証およびスモン健康管理手帳をお持ちの方
の入園料を免除します。また、介護の必要な方は介護者１名無料となります。 

都市計画課 

 

５ 障害者スポーツの振興 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)障害者スポー

ツの普及等 

岡山県障害者スポ
ーツ大会の開催 

障害のある人が競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、県民の障害に対する
理解と認識を深め、障害のある人の社会参加を促進することを目的に開催します。 

障害福祉課 
福祉相談センター 

全国障害者スポー
ツ大会への派遣 

全国障害者スポーツ大会に県選手団を派遣します。団体競技については、全国障害者スポー
ツ大会の中国・四国地区予選会への派遣も行います。 

障害福祉課 
福祉相談センター 

障害者スポーツ教

室の開催 

障害のある人がスポーツやレクリエーションに親しむ機会の提供を通して、障害のある人の

体力増強、交流、余暇の活用等に資するため、障害者スポーツ教室を開催します。 

障害福祉課 

福祉相談センター 

(２)パラリンピッ
ク等におけるアス

リートの育成強化 

パラリンピック等
への参加支援 

障害者スポーツの普及と理解を促進するため、パラリンピック等の国際的な障害者スポーツ
大会への参加を支援します。 

障害福祉課 

(３) 障害のある人
とない人のスポー
ツによるふれあ

い・交流の促進 

障害者スポーツに
係る情報提供 

岡山県障害者スポーツ協会では、機関誌やホームページなどの媒体を活用し、障害者スポー
ツに関する情報提供を行います。 

障害福祉課 
福祉相談センター 

岡山吉備高原車い
すふれあいロード

レースの開催 

障害のある人の体力の増進と社会参加の促進を図ることを目的として、車いすふれあいロー
ドレースを開催します。（主催者である組織委員会の構成員として参画） 

障害福祉課 
福祉相談センター 

スポーツの場の提
供 

統合型地域スポーツクラブにおいて、障害のある人も含めて、スポーツイベントなどスポー
ツ活動に参加できる環境作りを推進します。 

スポーツ振興課 

インクルーシブな
交流・分野横断的な

啓発の推進【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人もな
い人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携に

よる就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的に
実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出して
いきます。学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れながら、

興味や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、相互理
解を深めていきます。 

障害福祉課 

バリアフリー情報

の提供【再掲】 

障害のある人が外出する際に役立つ情報を提供するため、県内の様々な施設のバリアフリー
状況をまとめたホームページ「岡山県バリアフリー施設ガイド楽々おでかけ便利帳」により、

幅広く情報提供します。また、新たな施設の掲載や情報の更新を行い、内容の充実を図りま
す。 

障害福祉課 

ゴルフ場利用税の
非課税 

障害のある人のスポーツ活動に参加する機会を拡大するため、一定の要件を満たす場合に、
ゴルフ場利用税を非課税とします。 

税務課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(３) 障害のある人
とない人のスポー

ツによるふれあ
い・交流の促進 

岡山県総合グラウ

ンドの有料公園施
設利用料金、駐車場
料金の減免等 

○身体障害者、知的障害者、精神障害者で組織する団体が主催し、スポーツのために使用す
る場合は、原則として、有料公園施設の利用料金の２分の１に相当する額を減免します。 

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がスポーツの
ために使用する場合、（グループ利用については、利用者の半数以上が手帳の交付を受けて
いる者であること）有料公園施設（駐車場を除く）の利用料金の２分の１に相当する額を減

免します。また、駐車場料金の全額を免除します。 

都市計画課 

倉敷スポーツ公園
の有料公園施設の
利用料金の減免 

身体障害者等で組織する団体が主催し、スポーツのために使用する場合に、利用料金の２分
の１に相当する額を減免します。（入場料を徴収する場合は利用料金の３分の１に相当する
額） 

都市計画課 

(４）障害者スポー
ツの指導者の養

成・ボランティア
活動の推進等 

障害者スポーツ指
導員の養成 

障害の特性に応じた専門的な知識や技術、技能を備え、地域で障害者スポーツを支える指導

者の育成を図るため、競技団体や障害者スポーツ指導者連絡協議会等と連携を図りながら講
習会の開催や他県での講習会等へ派遣するとともに、養成された障害者スポーツ指導員の活
用を促進します。 

障害福祉課 
福祉相談センター 

障害者スポーツボ

ランティア活動の
推進 

障害者スポーツボランティア活動を通して、障害に対する正しい認識と理解を深め、障害者
スポーツへの関心を高めていきます。 

障害福祉課 
福祉相談センター 

移動支援事業者情
報提供事業【再掲】 

重度の視覚障害のある人が、都道府県・指定都市間を移動する場合に、その目的地において
必要となるガイドヘルパーの紹介・あっせん・情報提供を行います。 

障害福祉課 

観光等のホームペ
ージの充実 

障害のある人が、旅行、観光、娯楽などにより充実したレクリエーション活動を楽しむこと

ができるように、県内の情報を集約して、県のホームページで公表するなど、情報提供の充
実を図ります。 

観光課 
障害福祉課 

 

 

６ 障害のある人等の国際交流の推進 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

障害のある人等の

国際交流の推進 

福祉分野を中心と
した国際交流 

国際交流団体が行う各種活動や在住外国人との交流等、又は諸外国における障害のある人を
取り巻く状況や諸福祉施策等の情報交換等を通してネットワークの構築等に努めます。 

障害福祉課 

障害者スポーツに

よる国際交流 

スペシャルオリンピックスへの参加等、民間団体等が行う障害者スポーツを通じた国際交流

の取組を支援します。 
障害福祉課 

インクルーシブな
交流・分野横断的な

啓発の推進【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人もな
い人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携に

よる就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的に
実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出して
いきます。学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れながら、

興味や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、相互理
解を深めていきます。 

障害福祉課 
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Ⅴ 雇用・就業、経済的自立の支援                             
 
１ 障害のある人の雇用の推進 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

障害のある人の雇
用の推進 

経済団体等への要
請行動の実施等 

知事、教育長及び岡山労働局長による経済団体への要請行動や三者連名による県内事業主に

対する要請文の発出等により、障害のある人の雇用の確保・拡大を働きかけるとともに、障
害者雇用率制度の啓発・周知を図ります。 

労働雇用政策課 

「障害者ワークフ
ェア・インおかや

ま」の開催 

優秀勤労障害者や障害者雇用優良事業所の表彰、セミナー等を行う「障害者ワークフェア・
インおかやま」を開催し、障害のある人の適性や能力に応じて就業の場が確保され、雇用の

安定が図られる社会の実現に向けた普及・啓発を図ります。 

労働雇用政策課 

法定雇用率制度の
周知による障害の
ある人の雇用促進 

障害者法定雇用率達成のため、岡山労働局等関連機関と協力しながら事業主に対し制度を周
知するとともに、各種助成金制度の普及を促進し、関係機関と連携して障害者雇用を推進し
ます。 

労働雇用政策課 

精神障害のある人

の雇用に対する理
解促進 

障害者雇用促進法の改正により、岡山労働局等関連機関と協力しながら精神障害のある人の
雇用が義務化されたことについて 啓発・周知を行ない、事業主等の理解促進を図ります。 

労働雇用政策課 

中小企業等障害者
雇用促進事業 

(障害者雇用促進ア
ドバイザー） 

障害のある人の雇用を検討している中小企業等に、「障害者雇用促進アドバイザー」を派遣

して適切な相談・助言等を行い、中小企業等における障害者雇用の促進を図ります。 
労働雇用政策課 

 
２ 総合的な就労支援 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)障害者就業・
生活支援センター
による就労支援 

障害者就業・生活支
援センター事業 
【再掲】 

障害のある人の就業と職場定着を促進するため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関の連

携の下、身近な地域において就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施します。  

障害福祉課 

労働雇用政策課 

多様な就労ニーズ
への対応 

多様な就労ニーズに対応するため、各公共職業安定所や障害者就業・生活支援センター、就

労移行支援事業所と連携して、在宅就労や短時間勤務などが可能な事業所等の職場開拓を行
います。 

障害福祉課 
労働雇用政策課 

(２)雇用・保健福
祉・教育等の関係

機関の連携 

障害者就業・生活支
援センター等によ

る連携の強化 

障害者就業・生活支援センターや地域自立支援協議会が中心となって、雇用、保健福祉、教
育等の関係機関の連携を推進し、障害のある人の就業面及び生活面からの一体的な相談支援

を実施するためのネットワークを構築します。 

障害福祉課 

障害者就労支援サ

ポート事業 

就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所における福祉的就労から一般就労への移行が
促進されるよう、障害者就業・生活支援センターが中心となって、関係機関の連携体制を整
備するとともに、効果的な就労アセスメント及び支援方法の普及を図ります。 

障害福祉課 

(３)障害のある人

の在宅就労・ＩＴ
利用等の促進 

障害者ＩＴサポー
トセンターおかや
まの運営 

障害のある人の在宅就労やＩＴの利用等の促進を図る拠点として、総合福祉・ボランティ
ア・ＮＰＯ会館（きらめきプラザ）内に障害者ＩＴサポートセンターおかやまを設置し、Ｉ

Ｔ利用に関する総合的な相談等に対応するとともに、パソコンボランティア養成等の事業と
連携し、障害のある人のデジタルディバイドの解消を図ります。 

障害福祉課 

バーチャル工房お
かやまの運営 

通勤など移動に制約を抱え、あるいは健康上の理由から企業での勤務に耐えられない重度の

障害のある人に対して、ＩＴを活用した「バーチャル工房おかやま」を運営し、在宅就労機
会の拡大を図ります。 

障害福祉課 

(４)就業機会の拡
大と雇用の促進 

障害者就職準備講
習会・就職面接会の

開催 

就職準備講習会や就職面接会を岡山労働局等と共催し、障害のある人の就業を支援します。 労働雇用政策課 

職場適応訓練の実
施 

求職中の障害のある人などの職業生活への円滑な移行を図るため、職場の作業環境に適応
し、定着できるよう訓練を実施します。 

労働雇用政策課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(４)就業機会の拡

大と雇用の促進 

手話協力員の配置 
県下の岡山、倉敷中央、津山の計３か所のハローワークに手話協力員を配置し、障害のある

人の職業相談に対応します。 
労働雇用政策課 

障害のある人自身
の一般就労等に関
する理解の促進 

障害のある人自身が、一般就労や雇用支援策に関する理解を深めることができるよう、障害
者就業・生活支援センターや発達障害者支援センター、就労支援事業所等において、相談や
支援を行います。 

障害福祉課 

障害のある人を雇
用するための各種

制度等の利用促進
のための周知 

障害のある人の雇用に関連する各種助成金制度等の利用促進のため、岡山労働局、地域障害

者職業センター等関係機関と連携して周知を行います。 
・特定求職者雇用開発助成金 
・障害者初回雇用奨励金 

・中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 
・障害者雇用安定奨励金 
・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 

・障害者トライアル雇用奨励金 
・障害者作業施設設置等助成金 
・障害者福祉施設設置等助成金 

・障害者介助等助成金 
・障害者雇用安定奨励金（訪問型、企業配置型） 
・重度障害者等通勤対策助成金 

・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 
・障害者職場復帰支援助成金 
・障害者職業能力開発助成金 

・職業転換訓練費負担金 

労働雇用政策課 

障害のある人を雇
用するための相

談・助言 

障害者雇用の促進を図るため、障害者雇用促進アドバイザーを設置し、障害のある人の雇用
を検討している中小企業等からの依頼に応じて、適切な相談・助言等を行います。 

労働雇用政策課 

(５)職業訓練・職
業能力の開発 

職業訓練の推進 
県立高等技術専門校では、公共職業安定所等との連携のもとに、多様化する訓練ニーズに応
じた職業訓練を推進します。 

労働雇用政策課 

技能競技大会を通
じての啓発 

障害者技能競技大会（アビリンピック）等を通じて、障害のある人の技能に対する社会の認
識を高め、技能が尊重される社会の形成を目指します。 

労働雇用政策課 

(６)学校現場等で

の職業指導等の充
実 
 

岡山県就労・生活支

援研究協議会【再
掲】 

特別支援学校卒業生の円滑な就労移行等を支援するため、企業団体等と連携し障害のある生
徒の就労意欲を高め、将来の社会自立に資する「岡山県就労・生活支援研究協議会」を継続

的に実施することにより、企業団体との協力関係を構築するとともに、就労支援アドバイザ
ー及び就労支援コーディネーターを活用した職場開拓、高等部の産業現場等における実習の
充実を図ります。 

教育庁特別支援教育課 

ジョブ支援員の活
用【再掲】 

生徒の進路意識の高揚を図るため、ジョブ支援員を活用して中学部からの職場体験を実施し
ていきます。 

教育庁特別支援教育課 

「岡山の就労応援
団」の構築や「地域
型実習」の推進 

【再掲】 

卒業後、企業等での就労による社会自立を目指す特別支援学校生徒の「働く力」をより一層
育成し、職業教育・就労支援の充実を図るため、「岡山の就労応援団」を構築し、特別支援
学校高等部におけるこれまでの産業現場実習に加え、中学部における実習や地域と連携した

「地域型実習」を県内全域で推進できるよう取り組んでいきます。 

教育庁特別支援教育課 

可能性にチャレン

ジ～特別支援学校
技能検定～【再掲】 

特別支援学校生徒の就職意識を高め、企業等に雇用を促すため、企業団体と連携して開発し
た認定資格を付与するための技能検定を実施します。 

教育庁特別支援教育課 

ジョブマッチング
～特別支援学校生

徒のためのジョブ
フェア～【再掲】 

特別支援学校生徒の就労による社会自立を促進するため、生徒が企業担当者と面談を行いま

す。 
教育庁特別支援教育課 
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３ 一般就労への移行推進 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)障害福祉サー

ビスによる一般就
労への移行推進 

就労移行支援 
【再掲】 

一般就労を希望する６５歳未満の障害のある人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練や適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行うサ
ービスです。 

障害福祉課 

就労継続支援 
（Ａ型）【再掲】 

継続的に就労することが可能な６５歳未満の障害のある人に、雇用契約に基づく働く場を提
供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、一般就労への移行に向けた

支援を行うサービスです。 

障害福祉課 

就労継続支援 
（Ｂ型）【再掲】 

一般企業や就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験があって、年齢や体力の面で就労が困難
となった人や、就労移行支援事業を利用したものの一般企業や就労継続支援（Ａ型）の雇用
に結びつかなかった人などに、雇用契約に基づかない働く場を提供するとともに、知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。 

障害福祉課 

障害者就労支援サ

ポート事業【再掲】 

就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所における福祉的就労から一般就労への移行が
促進されるよう、障害者就業・生活支援センターが中心となって、関係機関の連携体制を整
備するとともに、効果的な就労アセスメント及び支援方法の普及を図ります。 

障害福祉課 

(２)その他関係機

関等と連携した取
組 

障害のある人の態

様に応じた多様な
委託訓練事業の受
講 

企業、社会福祉法人等の多様な委託先を活用し、障害のある人の能力、適正及び地域の雇用
ニーズに対応した委託訓練を実施し、就職に必要な知識・技能の習得を図ることにより障害

のある人の就職の促進を図ります。 

労働雇用政策課 

岡山県精神障害者
職場研修事業 

障害のある人を、県庁の職場に短期間、研修生として受け入れて職場体験の機会を提供する

ことにより、就労意欲の醸成、就労に必要なマナー等の習得を図り、一般就労移行を促進し
ます。 

健康推進課 

おかやま心のバリ
アフリー普及・促進

事業【再掲】 

企業・団体等を対象に、障害のある人の特性や障害者差別解消法等についての啓発や、啓発
を行うことで心のバリアフリーを推進し、また、障害のある人の就労に対する意識向上を図

るとともに、働きやすい環境の整備と新たな職場開拓を図ります。 

障害福祉課 
 

知的障害のある人
の岡山県非常勤職
員への採用 

県の職場において、知的障害のある人を、主に事務補助に従事する非常勤職員として採用し、

一般就労移行を促進します。 
人事課 

 

４ 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)精神障害（発
達障害含む）のあ

る人の就労支援 

精神障害（発達障害
含む）のある人の就

労支援 

精神障害（発達障害含む）に関する事業主等の理解を促進するとともに、障害者就業・生活
支援センターで就業面と生活面のきめ細かな支援を行い、障害の特性に応じた支援の充実・

強化を通じて、精神障害（発達障害含む）のある人の雇用拡大を図ります。 

健康推進課 
障害福祉課 

発達障害のある人

への就労支援 

発達障害のある人の就労支援として、発達障害者支援センターで就労相談等を行うととも
に、岡山労働局や岡山障害者職業センターが行う就労支援事業等とも緊密に連携し、手帳取
得の有無に関わらず発達障害のある人の就労を支援します。 

障害福祉課 

(２)難病患者の就
労支援 

岡山県難病相談・支

援センター事業 
【再掲】 

難病患者の就労支援を促進するため、岡山県難病相談・支援センターに就労支援専門員を配

置し、難病患者就職サポーターが配置された公共職業安定所等関係機関とも連携を図りなが
ら、きめ細やかな相談・援助、情報の提供を行います。 

医薬安全課 

(３)農業分野にお
ける障害者就労、

就労訓練の推進  

農業分野における
障害者就労、就労訓

練の推進 

中国四国農政局を事務局とする「岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク」等の協力体
制を活用しながら、農業と福祉の連携を深め、障害福祉サービス事業者や農業法人等のニー

ズを汲みながら、障害のある人の就労支援を推進していきます。 

障害福祉課 
農産課 

インクルーシブな
交流・分野横断的な
啓発の推進【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人もな
い人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 
本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携に

よる就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的に
実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出して
いきます。 

障害福祉課 
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５ 福祉的就労の底上げ 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)工賃向上等に

よる福祉的就労の

底上げ 

所得向上計画の策

定と推進 

岡山県障害のある人の自立に向けた所得向上計画に基づき、就労継続支援Ｂ型事業所等にお

ける工賃水準向上に向けた取組を支援します。 
障害福祉課 

所得向上支援組織

による取組の促進 

所得向上支援組織が実施する事業所製品等の共同受注や販路拡大、製品等情報の発信や情報

共有・意識啓発のための研修会など、工賃向上に向けた取組を促進します。 
障害福祉課 

(２）障害者優先調

達等の推進 

障害者優先調達の

推進 

障害者優先調達推進法に基づき、毎年度策定する調達方針に基づき、障害者就労施設等から

の物品等の調達を推進します。 
障害福祉課 

県建設工事におけ

る入札参加資格 

県建設工事に係る入札参加資格の審査において、障害のある人の雇用状況を評価する制度を

導入しています。 
監理課 

県の物品購入等に

おける入札参加資

格 

県の物品購入・役務の提供に係る入札参加資格審査において、障害のある人の雇用状況を評

価する制度を導入しています。 
用度課 
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Ⅵ  保健・医療                                
 
１  保健・医療の充実等 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)地域医療体制

の充実等 

岡山県保健医療計
画の推進 

計画の基本理念である「すべての県民がいきいきとした生活を送れるよう、県内どこに住ん
でいても質の高い保健医療サービスが効率的に受けられる体制の充実」を目指し、限られた

医療資源を有効・効率的に活用しながら、住民・患者の視点に立った、医療情報の提供や疾
病の予防・治療・リハビリテーション、介護まで、より良質で効率的な保健医療体制の確立
を図ります。 

医療推進課 

医療連携体制の構
築 

医療機関の役割分担と連携の促進を図り、効率的で質の高い医療を提供するため、病院の電
子カルテや画像等の診療情報を、かかりつけの診療所等で閲覧することができる「医療ネッ

トワーク岡山(愛称：晴れやかネット）」の円滑な運用を推進します。 
中核病院と地域の診療所などとの適切な役割分担により、脳卒中、糖尿病、５大がん、心筋
梗塞の発病時の急性期治療から在宅での療養まで、地域連携クリティカルパスの活用等によ

り切れ目のない医療を提供する体制の構築を進めます。 

医療推進課 

在宅医療推進事業

（在宅医療提供体
制推進事業） 

多職種が連携・協働した在宅医療と介護を提供する体制を構築するため、医療と介護に関わ
る職能団体の代表者等で構成する「岡山県在宅医療推進協議会」を設置し、各職種の役割や
多職種の連携のあり方、各団体の取組等について協議し、協働に向けた合意形成と医療・介

護関係団体間の連携を図ります。 

医療推進課 

在宅医療推進事業

（人材育成・確保事
業） 

可能な限り住み慣れた生活の場で、必要な医療・介護サービスを受けられる体制を構築する
ため、医師・歯科医師・薬剤師・看護職員・ケアマネジャー等の多職種によるチーム医療を
担う人材の育成に努めるとともに、多職種連携による医療・介護にまたがる様々な支援を包

括的・継続的に提供する体制を整備します。 

医療推進課 
長寿社会課 

難病医療提供体制
整備事業 
（難病医療ネット

ワークの構築） 

難病患者の身近な入院施設の確保、相談体制の整備等のため、二次保健医療圏（５圏域）に
拠点病院・協力病院を指定し、難病医療ネットワークにより、入院調整等を行います。 

医薬安全課 

地域包括ケアシス
テムの構築【再掲】 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計

画」に基づき、市町村の取組を支援するとともに、介護サービス基盤の整備と介護人材の確
保を図ります。 

長寿社会課 

地域包括ケア体制
推進事業 

地域包括支援センターの機能強化のための職員資質の向上に取り組むとともに、訪問看護の
活性化のため訪問看護コールセンターの運営を支援します。また、予防給付の一部が市町村

事業に移行することなどを踏まえ、介護予防事業が効果的に推進されるよう市町村職員等へ
の研修を実施するほか、地域包括ケアの普及啓発のため、多様なサービスの担い手となるＮ
ＰＯ、ボランティア等と市町村が一堂に会し情報交換・交流等を行うフォーラムの開催など

に取り組みます。 

長寿社会課 

地域包括ケア体制
づくり市町村支援

事業 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、地域の実情に応じた地域包括ケアシ
ステム構築のための事業を実施する市町村に対し補助します。 

長寿社会課 

高齢者在宅生活支
援事業 

高齢者等の居宅における日常生活を容易にするとともに、介護者の負担を軽減するため、住

宅を高齢者の居住に適するよう改造する場合に、その費用の一部を助成する市町村に対し補
助します。 

長寿社会課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(２)重症心身障害
児者とその家族の
支援 

レスパイトサービ
ス拡大促進事業 
【再掲】 

市町村（岡山市を除く。）と連携し、重症心身障害児者による短期入所の利用日数に応じて
事業所に対して補助を行います。 

障害福祉課 

レスパイトサービ
ス施設開設等支援
事業【再掲】 

重症心身障害児者の新規受入れ又は受入れ拡大を行う短期入所事業所に対し、設備整備又は
備品購入の経費の補助を行います。 

障害福祉課 

レスパイトサービ
ス職員研修等事業
【再掲】 

短期入所事業所の看護職員等を対象とした専門機関でのケア実習や、短期入所事業所への専
門家、担当医の派遣等を行います。 

障害福祉課 

(３)医療費等の助

成 

自立支援医療（更生
医療）【再掲】 

身体障害のある人の職業能力を増進し、又は日常生活を容易にするため、指定医療機関で行
われた障害を除去・軽減する治療について、医療費の一部を公費負担します。 

障害福祉課 

自立支援医療（育成
医療）【再掲】 

身体障害のある１８歳未満の児童を対象に、指定医療機関で行われた障害を除去・軽減する
治療について、医療費の一部を公費負担します。 

障害福祉課 

自立支援医療（精神
通院医療）【再掲】 

精神障害のある人の障害の治療と自立、社会復帰を促進するため、指定医療機関等により行
われた医療について、医療費の一部を公費負担します。 

健康推進課 

心身障害者医療費
公費負担制度 
【再掲】 

重度心身障害者（児）が必要とする医療を受けやすくするため、その医療費の一部を公費負
担します。 

障害福祉課 

特定疾患治療研究

事業【再掲】 

原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、特定の疾患にり患している人
で、病態など一定の基準を満たす人に対して、原因の究明と治療法開発のため、医療受給者
証を交付し、医療費の自己負担分について、公費負担を行います。 

医薬安全課 

指定難病への医療
費助成【再掲】 

難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病にり患している人で、病態など一定

の基準を満たす人に対して、原因の究明と治療法の開発のため、医療受給者証を交付し、医
療費の自己負担分について、保険が同一の世帯の所得に応じて公費負担を行います。 

医薬安全課 

小児慢性特定疾病
への医療費助成【再
掲】 

小児慢性疾病のうち、特定の疾病にり患している１８歳未満の児童（引き続き治療が必要で
あると認められる場合は、２０歳未満）に対して、治療の確立と普及を図るため、小児慢性

特定疾病医療受給者証を交付し、医療費の自己負担分について、保険が同一の世帯の所得に
応じて公費負担を行います。 

医薬安全課 

(４)福祉サービス
と保健サービスの

提供体制の充実 

保健所保健福祉サ
ービス調整推進会

議 

新しい地域ニーズに対応し、地域の特性等に応じた先駆的・モデル的な保健事業をより効果
的、積極的に推進するとともに、保健・医療・福祉等関係者との連携を図り、地域における

包括的なサービスの提供システムを構築することを目的に開催します。 

保健福祉課 

(５)障害のある人
の歯科疾患の予防
等・歯科専門職の

育成等 

歯科保健医療の推
進  
 ア 子どもの歯の

健康づくり支援事
業 

むし歯に罹患しやすい６才臼歯を中心に､むし歯を予防することは､将来の８０２０の達成
につながるため、学校園等に歯科衛生士を派遣し、子どもたちに歯磨き指導を行い、教職員
等と連携して、むし歯予防プログラムを実施します。対象学校園には特別支援学校・学級を

含んでいます。また、むし歯予防効果が高く、安全性が保たれ、かつ公衆衛生的手法として
最適な集団フッ素洗口を実施します。 

健康推進課 

歯科保健医療の推
進 イ ８０２０健
康長寿社会づくり

推進事業 

歯科疾患を予防し、歯の喪失を防止することで、高齢期になっても何でもおいしく食べられ
ることは、生きがいにつながります。このため、市町村等と連携して高齢期の歯科保健施策

に取り組みます。また、超高齢社会を迎え、要介護者や認知症患者の増加により口腔管理の
必要性及び重要性が高まっており、歯・口の健康状態を維持し、かつ口腔機能の低下を防止
するため、かかりつけ歯科医をもつこと、健口体操に取り組むことを県民に普及しています。 

健康推進課 

歯科保健医療の推

進 ウ 母子歯科保
健の充実 

母子に対する早期の歯科保健対策として、市町村の取組を支援するため、妊婦期からのむし
歯対策となるゼロ次予防の考えを取り入れた妊婦歯科健診モデル事業を実施しています。 

健康推進課 

歯科保健医療の推
進 

エ 在宅歯科医療
体制の充実 

在宅等で歯科治療が随時、適切に受けられるよう、県歯科医師会内に歯科往診サポートセン
ターを、地区歯科医師会には在宅歯科往診普及センターを設置しています。本サポートセン

ターは、居宅療養者とその家族、医科・介護職等からの歯科往診の要望に対する派遣歯科医
師の調整のほか、県民からの口腔ケア等の相談に応じます。普及センターは地区歯科医師会
ごとに設置し、地域包括ケアシステムへの参画や、地域での歯科往診のニーズに対応してい

ます。また、歯科往診、訪問指導に欠かせない、口腔ケアや摂食嚥下指導に習熟した訪問歯
科衛生士を養成しています。 

健康推進課 
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 重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(５)障害のある人
の歯科疾患の予防
等・歯科専門職の

育成等 

歯科保健医療の推
進 オ 障がいの

ある子ども（人）の
歯科保健医療対策
「こんにちは歯医

者さん事業」                                                                                                                                                                                                             

発達障害児の歯科保健医療対策として、「こんにちは歯医者さん事業」の実施、それを普及

するための推進ガイドの作成、歯磨きや歯科治療の円滑な導入を目指す絵カードを作成し、
関係者へ配布するとともに、研修会を開催して発達障害児の歯科保健医療についての理解を
深めています。 

健康推進課 

歯科保健医療の推
進 カ 在宅療養
者（児）の歯科保健

医療対策                                                            

在宅療養者（児）の歯科保健医療の提供体制の整備と、健診や指導を受ける機会の少ない人

（児）に対し、訪問班を編成して健診と指導を行うとともに、要治療の場合は治療が可能な
歯科医療機関を紹介する在宅療養者に対する歯科医療推進事業に取り組んでいます。 

健康推進課 

 

２ 精神保健・医療の提供等 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)精神障害のあ
る人の地域移行の

推進・社会資源の
整備  
 

(２)精神障害のあ
る人等に対する相
談体制の構築 

 
(３)精神医療にお
ける人権の確保等  

精神保健知識の普

及啓発 

「精神保健福祉普及運動」の実施期間を中心に正しい精神保健知識の普及を図り、県民の心

の健康の保持増進に努めます。 
健康推進課 

精神保健相談 
保健所において、精神科医師等による精神保健相談を行います。また、精神保健福祉センタ
ーにおいて、アルコール依存症、薬物中毒等の専門的な精神保健相談に応じるとともに、心
の電話相談を行います。 

健康推進課 

高次脳機能障害及

びその関連障害に
対する支援事業 

高次脳機能障害及びその関連障害のある人への支援体制の確立を図るため、支援拠点機関に

相談コーディネーターを配置して専門的相談や生活上の支援を行うとともに、関係機関の職
員に対しての研修等を実施します。 

健康推進課 

精神障害者地域移
行・地域定着支援事
業【再掲】 

精神科病院に入院している退院可能な精神障害のある人に対し、本人の意向を尊重しなが
ら、地域体制整備コーディネーターを中心として、関係機関が連携し、地域生活への円滑な

移行及び安定した地域生活の実現を図ります。また、ピアサポーターをはじめとする地域移
行に必要な社会資源の開発や活用も推進し、地域生活支援体制の充実を図ります。 

健康推進課 

精神障害者アウト
リーチ（訪問支援）
事業【再掲】 

医療を中心とする専門職で構成する多職種チームが、保健所、市町村、相談支援事業所等の
関係者と支援ネットワークを形成し、医療導入や治療継続が困難な人の地域生活定着のため

に、医療と生活面の包括的支援を提供します。併せて、多機関ネットワークによる訪問支援
活動の普及を目指し、支援体制を構築します。 

健康推進課 

入院患者社会復帰
促進事業【再掲】 

精神障害のある人の住まいを確保するため、民間による家賃保証制度に要する経費の一部を
支援します。 

健康推進課 

ひきこもり予防支

援事業 

ひきこもりの予防やひきこもりの本人及び家族を支援するため、ひきこもりサポーターを活

用し、本人や家族の相談に応じたり、精神科医や臨床心理士等が地域に出向いて、本人や家
族等との座談会を開催します。また、居場所を提供することにより対人関係等を醸成し、社
会復帰への足がかりとします。さらに地域の実情に応じた対応を図るため、保健所を中心と

した相談体制の充実を図るとともに、地域の関係機関による連絡会議を開催します。 

健康推進課 

地域移行促進セン
ター事業【再掲】 

旧県立内尾センターの施設において、精神障害のある人の地域移行・地域定着関連事業を実
施する拠点施設として、24時間電話相談事業及びホステル事業等を実施します。 

健康推進課 

精神科救急医療シ
ステム 

休日夜間に精神障害のある人が緊急な対応を必要とする場合に、精神科救急情報センターに
おいて、相談・情報提供や応急入院指定病院等との連絡調整を行うほか、病院群輪番制によ

る休日夜間の診療体制により、迅速かつ適正な医療を提供します。 

健康推進課 

岡山県精神保健福

祉センター 

精神保健及び精神障害のある人の福祉に関する総合的な技術中枢機関として、知識の普及・
調査研究や相談指導事業を行うとともに、保健所や市町村等に対する技術指導、技術援助を
行います。 

健康推進課 

岡山県精神科医療
センター 

精神科救急、依存症、児童・思春期、司法精神科など、民間では対応が困難な専門的医療を

推進するための先駆的・モデル的施設整備を進め、機動的・弾力的な財政運営、目標設定に
よる業務管理等自立的な運営を行っていきます。 

健康推進課 
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３ 保健・医療人材の育成・確保 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)医師・看護職
員等の確保・養成 

医師確保対策事業 

人口 10 万人当たりの医師数が、県北の３医療圏では全国平均を下回ることから、岡山大学

での地域枠医師の養成や、寄付講座による地域医療実習など教育の充実により、将来こうし
た地域で診療に従事する医師の確保を推進します。 

医療推進課 

看護職員確保対策

事業 

新人看護職員等の離職防止をはじめとする職場定着対策のさらなる推進や、看護職員の潜在
化防止のための離職時のナースセンターへの届出制度等による再就業の促進、養成力の強

化、看護職員の資質向上、「看護の心」・看護の総合的な普及啓発など、総合的な看護職員
確保対策に取り組みます。 

医療推進課 

かかりつけ医研修
会 

地域医療の中核を担う医師等医療従事者を対象に、難病に関する最新知識の普及を図るため
の研修会を行います。 

医薬安全課 

(２)保健所、保健
センター等の職員

の資質の向上等 

保健師活動 

保健師は、市町村の保健事業に対する支援や二次的サービス、児童虐待予防活動、精神保健

福祉対策、難病対策、感染症対策等の専門的な活動を行います。複雑多様化する保健活動の
課題に適切に対応していくため、保健師の人材確保及び育成等を図ります。 

保健福祉課 

保健所保健福祉サ
ービス調整推進会

議【再掲】 

新しい地域ニーズに対応し、地域の特性等に応じた先駆的・モデル的な保健事業をより効果
的、積極的に推進するとともに、保健・医療・福祉等関係者との連携を図り、地域における

包括的なサービスの提供システムを構築することを目的に開催します。 

保健福祉課 

保健所、保健センタ
ー等の職員の資質
の向上 

社会の変化等に対応した保健福祉サービスを提供するとともに、保健福祉施策の企画等総合

的な活動が的確に実施できるよう、保健師等地域保健関係職員の資質向上を図ります。 
保健福祉課 

(３)在宅医療と介
護を支える人材の

育成 

在宅医療推進事業
（人材育成・確保事

業）【再掲】 

可能な限り住み慣れた生活の場で、必要な医療・介護サービスを受けられる体制を構築する

ため、医師・歯科医師・薬剤師・看護職員・ケアマネジャー等の多職種によるチーム医療を
担う人材の育成に努めるとともに、多職種連携による医療・介護にまたがる様々な支援を包
括的・継続的に提供する体制を整備します。 

医療推進課 
長寿社会課 

 

４ 難病に関する施策の推進 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)難病患者等の
安定した療養生活
の確保と生活の質

の向上 
(２)難病医療ネッ
トワークの充実 

(３)難病に関する
医療の確立・普及、
難病患者の医療費

助成 
(４)難病相談・支
援センター等によ

る相談支援や地域
交流活動の促進 
(５)在宅人工呼吸

器使用患者の支援 
(６)難病等の特性
に配慮した理解と

協力の促進 
 
 

 
 
 

 

難病特別対策推進

事業 

難病患者の療養生活の質の向上を基本に、医療費等の助成、各種の相談、訪問指導、患者・
家族の集い事業、難病患者等居宅介護支援事業の実施を行うとともに、在宅重症難病患者に
重点を置いた施策の積極的な展開を図ります。 

医薬安全課 

難病医療提供体制

整備事業（難病医療
ネットワークの構
築）【再掲】 

難病患者の身近な入院施設の確保、相談体制の整備等のため、二次保健医療圏(５圏域）に
拠点病院・協力病院を指定し、難病医療ネットワークにより、入院調整等を行います。 

医薬安全課 

在宅難病患者一時

入院事業 

難病患者の一時的な入院を推進することにより、最も身近で介護している家族の負担軽減を

図り、在宅における安定的な療養生活の継続を図ります。 
医薬安全課 

特定疾患治療研究

事業【再掲】 

原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、特定の疾患にり患している人
で、病態など一定の基準を満たす人に対して、原因の究明と治療法開発のため、医療受給者
証を交付し、医療費の自己負担分について、公費負担を行います。 

医薬安全課 

指定難病への医療
費助成【再掲】 

難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病にり患している人で、病態など一定

の基準を満たす人に対して、原因の究明と治療法の開発のため、医療受給者証を交付し、医
療費の自己負担分について、保険が同一の世帯の所得に応じて公費負担を行います。 

医薬安全課 

小児慢性特定疾病
への医療費助成【再
掲】 

小児慢性疾病のうち、特定の疾病にり患している１８歳未満の児童（引き続き治療が必要で
あると認められる場合は、２０歳未満）に対して、治療の確立と普及を図るため、小児慢性

特定疾病医療受給者証を交付し、医療費の自己負担分について、保険が同一の世帯の所得に
応じて公費負担を行います。 

医薬安全課 

先天性血液凝固因
子障害等治療研究

事業 

先天性血液凝固因子欠乏症にり患している患者に対し、治療研究事業として医療費の自己負
担分について公費負担を行い、患者の負担軽減を図ります。 

医薬安全課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)難病患者等の

安定した療養生活
の確保と生活の質
の向上 

(２)難病医療ネッ
トワークの充実 
(３)難病に関する

医療の確立・普及、
難病患者の医療費
助成 

(４)難病相談・支
援センター等によ
る相談支援や地域

交流活動の促進 
(５)在宅人工呼吸
器使用患者の支援 

(６)難病等の特性
に配慮した理解と
協力の促進 

スモン患者に対す
るはり・きゅう及び
マッサージ治療研
究事業 

スモン患者に対して、はり等を実施することにより、スモンについてのはり等の治療に関す
る研究を行い、さらにスモン患者の療養費の負担軽減を図ります。 

医薬安全課 

岡山県難病相談・支
援センター事業 

【再掲】 

難病対策の拠点施設として、各種相談、専門研修や地域交流会等を実施することにより、難
病患者等の療養や生活の支援を行います。 

医薬安全課 

在宅人工呼吸器使
用患者支援事業 

在宅で人工呼吸器を装着している難病患者が対象で、医療保険の枠を超える訪問看護を提供
します。（年間２６０回以内） 

医薬安全課 

障害福祉サービス

の提供 

障害者の範囲に難病が加わり、当該サービスの実施主体である市町村において難病のある人

への対応が円滑かつ適切に進められるよう、市町村の取組を支援します。 

医薬安全課 

障害福祉課 
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５ 障害の原因となる疾病等の予防・早期発見・治療 

重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)疾病・障害等
の早期発見・治

療・早期療養の推
進等 
 

周産期医療体制の
確保 

周産期母子医療センター、地域における周産期医療に関連する病院、診療所及び助産所の機

能分担と連携により、安心して妊娠・出産できる環境づくりを推進します。また、周産期医
療従事者への研修を実施します。 

医療推進課 

先天性代謝異常検
査 

先天性代謝異常を早期に発見し、早期治療を行うことにより、障害の予防を図ります。 健康推進課 

新生児聴覚検査 
新生児を対象とした聴覚検査体制を推進するとともに、聴覚障害のある児童やその家族へ早

期の支援ができる体制の整備を促進します。 
健康推進課 

発達障害児支援強

化事業 

発達障害のある児童の健全な発達を支援するため、早期発見から各ライフステージにおける
継続的な支援ができるよう、共通様式の活用や勉強会、研修会を実施し、関係者のスキルア
ップを図るとともに支援体制を整備します。 

健康推進課 

(２)母子保健の推
進(①子どもを生
みたい人が出産で

きる環境づくりの
推進) 

母子保健の推進 

国の「健やか親子２１（第２次）」に基づき策定した本県の母子保健計画（平成 27 年度を

始期とする「岡山いきいき子どもプラン２０１５」内に含まれる。）を推進し、より質の高
い母子保健サービス提供体制を構築します。 

健康推進課 

不妊治療対策 
不妊専門相談センターにおいて、不妊に関する医学的な相談や、不妊による心の悩みの相談
を実施するとともに、医療保険が適用されず高額な治療費がかかる配偶者間の不妊治療に要

する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。  

健康推進課 

(２)母子保健の推

進(②満足度の高
い妊娠・出産・育
児への支援) 

相談体制の整備 
おかやま妊娠・出産サポートセンターにおいて、妊娠や出産をはじめとする幅広い世代の女
性の心と身体に関する相談を実施します。 

健康推進課 

産後ケアの充実 
出産直後の産婦に対する心身のケアや育児サポートを行い、安心して子育てができる支援体
制をつくるため、産科医療機関の空きベッド等を利用した産後ケア事業を実施した市町村に

対して助成を行います。 

健康推進課 

市町村母子保健活
動の支援 

各市町村の行う母子保健事業等について評価を行い、市町村が母子保健に関する課題に対し
効率的、効果的に事業を実施できるよう支援するとともに、妊娠中からのハイリスク妊産婦
への支援等が適切に実施できるよう支援します。 

また、市町村保健師を対象とした体系的な研修（母子保健指導アカデミー）を実施し、母子
保健施策全体のボトムアップを図ります。 

健康推進課 

(２)母子保健の推
進(③子どもの健
やかな育ちへの支

援と思春期からの
健康づくり支援の
充実) 

乳幼児の先天性疾

病予防対策 

乳幼児の心身の異常を早期に発見し、早期治療による心身障害の予防を行うため、先天性代
謝異常等検査を実施します。 また、市町村が実施する自動聴性脳幹反応（自動ＡＢＲ）に

よる新生児聴覚検査事業が適切に実施できるよう研修等を行うとともに、新生児聴覚検査事
業推進協議会を開催する等、精度管理に努めます。 

健康推進課 

子どもの健やか発

達支援 

市町村が実施する乳幼児健康診査や保健所で把握した障害児又はその疑いのある子どもの
発育・発達等について、小児科医、児童精神科医による「子どもの発達支援相談」を実施す

るとともに、「すこやか親子支援教室」を開催し、育児困難感等から虐待のリスクがある親
を対象に、育児不安の軽減や育児能力を高めるための支援を行います。また、発育・発達に
問題がある子どもや虐待のリスクのある家庭の地域支援について、市町村、医療機関、福祉

関係機関等と連携し、支援方法を検討するとともに、関係職員の資質向上のための研修を行
います。 

健康推進課 

小児医療対策 
市町村が実施する小児医療費助成事業について補助を行います。 
（助成対象年齢は、通院が義務教育就学前まで、入院が小学校６年生まで） 

健康推進課 

妊娠･出産に関する
正しい知識の普及 

将来、親になろうとする中高生等の若い世代へ、妊娠、出産に関する正しい知識を普及する

ための啓発活動を教育現場等で行います。また、思春期の子どもたちが命や健康の大切さを
実感し、様々な思春期の健康問題に対応していくスキルを身につけるため、赤ちゃんふれあ
い体験事業や研修会等を実施します。 

健康推進課 

(３)精神障害の早
期発見・早期治
療・心の健康づく

り 

精神保健相談 

保健所において、精神科医師等による精神保健相談を行います。また、精神保健福祉センタ

ーにおいて、アルコール依存症、薬物中毒等の専門的な精神保健相談に応じるとともに、心
の電話相談を行います。 

健康推進課 

普及啓発事業 
【再掲】 

「精神保健福祉普及運動」の実施期間を中心に正しい精神保健知識の普及を図り、県民の心
の健康の保持増進に努めます。 

健康推進課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(３)精神障害の早
期発見・早期治
療・心の健康づく

り 

心の健康づくり 
家庭や学校、地域や職場における心の健康づくりを支援するとともに、心の健康づくりに関
する知識の普及を図ります。 

健康推進課 

ひきこもり予防支

援事業【再掲】 

ひきこもりの予防やひきこもりの本人及び家族を支援するため、ひきこもりサポーターを活

用し、本人や家族の相談に応じたり、精神科医や臨床心理士等が地域に出向いて、本人や家
族等との座談会を開催します。また、居場所を提供することにより対人関係等を醸成し、社
会復帰への足がかりとします。さらに地域の実情に応じた対応を図るため、保健所を中心と

した相談体制の充実を図るとともに、地域の関係機関による連絡会議を開催します。 

健康推進課 

(４)子どもの心の
ケア・健康づくり
の推進 

子どもの心の問題

への対応 

発達障害等様々な子どもの心の問題や被虐待児の心のケア等に対応するため、診療拠点病院
を整備し、拠点病院を中心とした保健・医療・福祉・教育・司法等の各機関が連携した支援
体制ネットワークの構築を図ります。 

健康推進課 

不登校対策のため
の教員派遣事業 

不登校生徒が多い中学校において、不登校の未然防止や不登校生徒への対応を充実させるた

め、不登校対策を担当する教員が十分活動できるよう、中学校４０校に非常勤講師を配置し
ます。 

教育庁教職員課 

スクールカウンセ
ラー配置事業 

公立小中学校に臨床心理士等の専門家を配置し、子どもたちの心のケアや教員研修を実施し
ます。 

教育庁生徒指導推進室 

スクールソーシャ

ルワーカーを活用
した行動連携推進
事業 

スクールソーシャルワーカーを活用し、関係機関等と連携しながら児童生徒の背景要因への
支援を行い、問題行動等の解決を図ります。 

教育庁生徒指導推進室 

思春期サポート事

業 

全県立高等学校に対し、臨床心理士等を招へいし、子どもたちの心のケアや教員研修を実施

します。 
教育庁生徒指導推進室 

教育相談体制の整

備 

いじめや不登校の問題など、児童生徒や保護者等からの相談に適切に対応するため、電話相
談への２４時間対応、県下４地域と県総合教育センターへの相談室の設置により、電話及び
面談で相談に応じる体制を整備します。 

教育庁生徒指導推進室 

学級サポートチー
ム派遣事業 

学級がうまく機能しなくなった公立小・中学校に対して、教員ＯＢ、児童相談所ＯＢ等によ

る学級サポートリーダーを派遣するとともに、教育支援員を一定期間配置し、問題解決を図
ります。 

教育庁生徒指導推進室 

小学校における不
登校対策実践研究

事業 

新たな不登校を生まないための実践的な研究を行うため、公立小学校に登校支援員を配置
し、登校しづらい状況が見え始めた児童に対する登校支援や別室での学習支援等を行うとと

もに、組織対応の核となる学校の担当教員に対する研修を行います。 

教育庁生徒指導推進室 

いじめ防止対策等
総合推進事業 

県の基本方針に基づき、いじめ問題への対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ問
題等対応専門チームやネットパトロールによる支援等を行います。 

教育庁生徒指導推進室 

子どもの運動の習
慣化事業（チャレン

ジランキング） 

園児児童生徒の運動の習慣化を図ることを目的として、クラス等のグループ単位で様々な運
動に楽しみながら挑戦し、記録をホームページ上で競います。 

教育庁保健体育課 

(５)健康づくりの
推進（ア 第２次健

康おかやま２１推
進事業） 

第２次健康おかや
ま２１推進体制整

備事業 

健康づくり対策の方向と生活習慣病やメタボリックシンドローム対策について定めた「第２
次健康おかやま２１」を県民運動として展開するため、幅広い関係機関・団体等による推進
体制を整備します。 

また、南部健康づくりセンターでは、健康増進指導やスポーツ医科学サポートにおいて、障
害のある人等の健康増進機能の維持に配慮した管理運営を行います。 

健康推進課 

健康生活環境整備
事業 

県民の健康づくりを支援するため、「栄養成分表示の店登録事業」や「禁煙・完全分煙実施
施設認定事業」など、環境整備に取り組みます。また、県民の利用頻度が高い飲食店等を、

県民の健康づくりを支援する「健康応援スポット」として登録します。 

健康推進課 

(５)健康づくりの
推進（イ 健康寿命
延伸プロジェクト

事業） 

健康寿命長期化モ
デル事業 

楽しく長続きする健康づくりを推進するため、各種団体（市町村、ＮＰＯ等）がモデル的に
行う事業を支援し、得られた知見や成果を全県的に波及させます。 

健康推進課 

禁煙推進事業 
電話禁煙相談窓口（たばこクイットライン）を設置し、たばこをやめたいと考えている人か
らの相談に応じる体制を整備するとともに、普及啓発資材（ＤＶＤ等）を活用して、未成年

者の喫煙防止に努めます。 

健康推進課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(５)健康づくりの

推進（イ 健康寿命
延伸プロジェクト
事業） 

岡山禁煙サポート
事業 

禁煙治療が保険適用とならない未成年者や若者等に対して、禁煙治療費の一部を助成すると
ともに、禁煙相談を行っている医療機関相談者等のための研修会等を開催します。 

健康推進課 

アルコール健康障
害対策事業 

アルコール健康障害対策研修により地域リーダー養成を行うとともに、若い世代へのスクリ

ーニング検査や適正飲酒セミナーのモデル的実施を行い、依存症にならないための予防対策
を充実します。  

健康推進課 

(５)健康づくりの
推進(ウ 健康寿
命延伸セカンドシ

ョット事業) 

データヘルス推進
モデル事業 

保険者がレセプト等のデータを分析し、効果の高い保健事業に取り組めるよう、スーパーバ
イザーを派遣するほか、その評価をもとに研修会を開催し、多くの保険者が推進できるよう

支援します。 

健康推進課 

晴れの国３３プロ
グラム活用事業 

仲間と誘い合って楽しく参加できる健康増進プログラム「晴れの国３３プログラム」を市町
村や県内企業等へ広く普及させます。 

健康推進課 

働くあなたの健康
づくり応援事業 

健康づくりを支援するフィットネスクラブ等の企業と連携して、特定保健指導の要指導者等
を対象に運動習慣の定着に取り組むきっかけをつくります。 

健康推進課 

(５)健康づくりの
推進 

糖尿病予防戦略事
業 

糖尿病等の生活習慣病発症予防のためには、働き盛り世代全体へのアプローチが重要である

ことから、市町村や職域などでの健康教室や講演会等を通じた啓発活動を推進します。また、
家庭での健康づくりの要となる主婦や自営業者、小規模事業所等でも効果的な実践活動を推
進します。 

健康推進課 

(５)健康づくりの
推進 

生活習慣病等対策
推進事業 

年々増え続けるがん、糖尿病、脳卒中等の生活習慣病への対策として、第２次健康おかやま

２１、岡山県保健医療計画等に基づき、県、市町村、医療機関、大学、企業等が一体となり
生活習慣病対策を推進します。 

健康推進課 

(５)健康づくりの
推進(カ  健康づ

くり施設の運営) 

岡山県南部健康づ
くりセンター 

保健所、市町村の健康づくり事業の支援や障害のある人等に対する健康増進施設機能を維持
するため、指定管理者（(公財)岡山県健康づくり財団）により岡山県南部健康づくりセンタ

ーを運営します。 

健康推進課 

「健康の森」の管理    
ふるさとの自然に親しみながら、心身の健康づくりを実現できる空間として、施設の維持管
理及び利用促進を図ります。 

健康推進課 

(５)健康づくりの
推進 

地域・職域保健連携
の推進 

がん検診、特定健診・特定保健指導等の生活習慣病対策について、地域と職域が連携して取
り組むため、地域・職域保健連携推進協議会を開催し、情報交換や協働した活動について協

議します。 

健康推進課 

(５)健康づくりの

推進 

特定健診・特定保健

指導への支援 

平成 20 年度から生活習慣病の予防として、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）
に着目した特定健診・特定保健指導が医療保険者に義務づけられたことから、医療保険者に
対して受診しやすい環境整備など受診率の向上に向けて支援を行います。 

健康推進課 

(５)健康づくりの

推進(健康づくり
地区組織の育成・
強化) 

岡山県愛育委員連
合会（愛育委員） 

愛育委員は、すこやか育児の推進等母子保健を中心に、生活習慣病・感染症等の予防、歯科

保健、思春期保健、精神保健、献血活動、禁煙運動の推進等、住民の生涯にわたる健康づく
りを目指して、地域の健康づくりボランティアとして活動しています。 

健康推進課 

岡山県栄養改善協
議会（栄養委員） 

栄養委員は市町村が実施する栄養教室を修了した地域のボランティアで、「私達の健康は私
達の手で」をスローガンに、食事、運動、休養の面から地域の健康づくりを支える活動を行

っています。 

健康推進課 

(６)専門医療機
関、身近な医療機

関及び在宅医療、
保健サービス等の
提供体制の充実 

(在宅医療の推進) 

在宅医療推進事業

（人材育成・確保事
業）【再掲】 

可能な限り住み慣れた生活の場で、必要な医療・介護サービスを受けられる体制を構築する
ため、医師・歯科医師・薬剤師・看護職員・ケアマネジャー等の多職種によるチーム医療を
担う人材の育成に努めるとともに、多職種連携による医療・介護にまたがる様々な支援を包

括的・継続的に提供する体制を整備します。 

医療推進課 
長寿社会課 

小児等在宅医療連

携拠点事業 

ＮＩＣＵ等退院後や医療の必要度の高い小児等へ在宅において必要な医療・福祉のサービス
等が提供され、地域で安心して療養できるよう、医療・福祉・学校等、関係機関間の連携調
整等を行う拠点を整備し、小児等の在宅療養を支える体制の構築を図ります。 

医療推進課 

(６)専門医療機
関、身近な医療機
関及び在宅医療、
保健サービス等の
提供体制の充実
(保健所の保健サ
ービス等の充実) 

保健師活動【再掲】 

保健師は、市町村の保健事業に対する支援や二次的サービス、児童虐待予防活動、精神保健

福祉対策、難病対策、感染症対策等の専門的な活動を行います。複雑多様化する保健活動の
課題に適切に対応していくため、保健師の人材確保及び育成等を図ります。 

保健福祉課 

保健所保健福祉サ
ービス調整推進会

議【再掲】 

新しい地域ニーズに対応し、地域の特性等に応じた先駆的・モデル的な保健事業をより効果
的、積極的に推進するとともに、保健・医療・福祉等関係者との連携を図り、地域における

包括的なサービスの提供システムを構築することを目的に開催します。 

保健福祉課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(６)専門医療機
関、身近な医療機
関及び在宅医療、

保健サービス等の
提供体制の充実
(保健所の保健サ

ービス等の充実) 

精神保健福祉セン

ターの保健サービ
ス等の充実 

岡山県精神保健福祉センターにおいて、精神保健及び精神障害のある人の福祉に関する総合
的な技術中枢機関として、知識の普及・調査研究や相談指導事業、及び保健所や市町村等に

対する技術指導、技術援助を行います。 
また、多職種による訪問支援チームを設置し、精神障害のある人の地域生活定着のためのア
ウトリーチ支援において保健所及び市町村への技術指導を行うとともに普及を図ります。 

健康推進課 

児童相談所の保健

サービス等の充実 

児童相談所において、児童福祉に関する専門的な窓口として、児童に関する諸問題について

相談を受け、助言、指導、判定、措置及び一時保護を行います。 
子ども未来課 

(７)救急、急性期

医療等の提供体制
の確保等 

救急、急性期医療等
の提供体制の確保 

救急医療は、初期、二次、三次救急医療機関からなる救急医療体制により対応することとし、
その確保に努めてきたところです。 
高度化・複雑化する救急需要に対応するため、救急医療施設の整備、関係機関の連携の強化、

救急医療従事者の資質の向上を図ります。 

医療推進課 

 
 

Ⅶ 情報アクセシビリティ                             
 
１  情報通信における情報アクセシビリティの向上 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)通信環境整備

等による情報バリ
アフリー化の推進 

通信環境整備等に

よる情報バリアフ
リー化の推進 

県内各地域の市役所等の公共施設と連携した岡山情報ハイウェイ等の高速ネットワーク網
や、公衆無線 LAN サービス「おかやまモバイル SPOT」の整備を活用するとともに、障害の

ある人や高齢者を含む誰もが、ウェブで提供されている情報を利用しやすくする、いわゆる
ウェブアクセシビリティに配慮しながら、時間・距離に制約されない幅広い交流を促進しま
す。 

情報政策課 

(２)情報通信機器

及びサービス等の
情報アクセシビリ
ティの向上 

情報通信機器及び

サービス等の情報
アクセシビリティ
の向上 

【ウェブアクセシビリティの向上】 
県のホームページが、高齢者や障害のある人を含め、誰にも支障なく利用できるよう、ホー
ムページ管理システム（CMS:Content(s) ManagementSystem）を使用して、アクセシビリテ

ィに配慮したホームページを作成できるようにするとともに、システムで対応できない部分
を補うため、アクセシビリティに配慮したホームページ作成の手引の策定や職員研修の実施
などにより、職員の意識啓発やスキル向上に努めてきたところです。今後も、全ての画像へ

の説明文の付加、職員研修や定期的なホームページ全体のアクセシビリティ対応状況の検証
などを行いながら、継続的にウェブアクセシビリティの向上を図ります。 

情報政策課 

岡山県ウェブアク
セシビリティ方針 

「JIS X 8341-3:2010」（高齢者・障害者等配慮設計指針－第３部：ウェブコンテンツ）へ
の対応方針を定め、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。 

情報政策課 

(３)障害のある人
の情報通信技術の

利用及び活用の機
会の拡大 

障害者ＩＴサポー
トセンターおかや

まの運営【再掲】 

障害のある人の在宅就労やＩＴの利用等の促進を図る拠点として、総合福祉・ボランティ

ア・ＮＰＯ会館（きらめきプラザ）内に障害者ＩＴサポートセンターおかやまを設置し、Ｉ
Ｔ利用に関する総合的な相談等に対応するとともに、パソコンボランティア養成等の事業と
連携し、障害のある人のデジタルディバイドの解消を図ります。 

障害福祉課 

パソコン利用促進
事業 

ＩＴ基礎技術の習得機会の少ない障害のある人を対象として、講習会を開催し、情報化に向
けた生活訓練を行います。 

障害福祉課 

重度障害者在宅就
労促進事業【再掲】 

在宅の重度の障害のある人に対して、情報機器やインターネット等を活用し、在宅で就労す
るための訓練等の支援を行うバーチャル工房おかやまを運営します。 

障害福祉課 
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２ 情報提供の充実等 
重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)岡山県視覚障
害者センターの運

営等 

岡山県視覚障害者
センターの運営【再
掲】 

視覚障害のある人の社会参加の促進を図るため、点字図書、録音図書の貸出、点訳奉仕員・
朗読奉仕員の養成や点字情報ネットワーク事業等を行う岡山県視覚障害者センターを運営
します。 

障害福祉課 

点字による即時情
報ネットワーク事
業【再掲】 

点字によらなければ、日常生活に必要な情報を得られない視覚障害のある人に対して、点訳
化された情報を迅速に提供するとともに、希望する利用者に対してメール版を配信すること
で社会参加を促進します。 

障害福祉課 

(２)岡山県聴覚障
害者センターの運
営等 

岡山県聴覚障害者
センターの運営【再
掲】 

聴覚障害のある人の社会参加活動を促進するため、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、
字幕入り映像ビデオライブラリーの貸出等を行う岡山県聴覚障害者センターを運営します。 

障害福祉課 

手話通訳者設置事
業【再掲】 

岡山県聴覚障害者センターに手話通訳者２名を配置し、会議等の通訳を行うとともに、聴覚
障害のある人の各種相談に対応するなど、コミュニケーション支援に努めます。 

障害福祉課 

字幕入り映像ビデ
オライブラリー事
業【再掲】 

テレビ番組等に字幕、手話を挿入したビデオカセットテープ（またはＤＶＤ）を貸し出し、
聴覚障害のある人への情報提供に努めます。 

障害福祉課 

情報機器の貸出 
聴覚障害のある人のコミュニケーションを確保するため、各地域で行われる会合等へ情報機
器を貸し出します。 

障害福祉課 

(３)県内施設のバ

リアフリー情報の
提供等 

バリアフリー情報
の提供【再掲】 

障害のある人が外出する際に役立つ情報を提供するため、県内の様々な施設のバリアフリー
状況をまとめたホームページ「岡山県バリアフリー施設ガイド楽々おでかけ便利帳」により、
幅広く情報提供します。また、新たな施設の掲載や情報の更新を行い、内容の充実を図りま
す。 

障害福祉課 

３ 意思疎通支援の充実 
重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)コミュニケー

ション支援の人材
育成・確保 

手話奉仕員養成研
修事業（市町村地域
生活支援事業） 
【再掲】 

聴覚障害のある人との交流活動の促進、市町村の広報活動の支援者として期待される日常会
話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。 

障害福祉課 

盲ろう者向け通
訳・介助員派遣事業
【再掲】 

盲ろう者の社会参加を促進するため、養成した盲ろう者向け通訳・介助員を派遣し、盲ろう
者のコミュニケーションと情報の保障及び移動等を支援します。 

障害福祉課 

手話通訳者・要約筆
記者派遣事業 
【再掲】 

障害者団体が主催する広域的かつ公益的な行事並びに市町村での対応が困難な手話通訳者
等の派遣に対し、専門性の高い手話通訳者等を派遣します。 

障害福祉課 

手話通訳者等の養
成【再掲】 

障害のある人の自立と社会参加が十分に図られるよう、手話通訳者、盲ろう者向け通訳・介
助員、点訳奉仕員、朗読奉仕員、要約筆記者、音声機能障害者発声訓練指導者を養成するた
めの研修を実施します。 

障害福祉課 

パソコンボランテ
ィアの派遣等 
【再掲】 

障害のある人のパソコン使用に際し、その操作方法等についてサポートを行うパソコンボラ
ンティアを障害のある人からの要請に応じて派遣します。 

障害福祉課 

点字による即時情
報ネットワーク事
業【再掲】 

点字によらなければ、日常生活に必要な情報を得られない視覚障害のある人に対して、点訳
化された情報を迅速に提供することで社会参加を促進します。 

障害福祉課 

(２)情報やコミュ
ニケーションに関

する支援機器の普
及・周知 

意思疎通支援事業 
（市町村地域生活
支援事業）【再掲】 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とそ
の他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者、要約筆記者等の派遣などを行います。 

障害福祉課 

日常生活用具給付
等事業（市町村地域
生活支援事業） 
（情報・意思疎通支
援用具）【再掲】 

重度の障害のある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付又は貸与を行いま
す。点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具
等の整備に対して支援を実施します。 

障害福祉課 



 203 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(３)絵記号（ピク
トグラム）等の普

及 

絵記号（ピクトグラ
ム）等の普及 

意思疎通に困難を抱える人が自分の意志や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうことを
支援するための絵記号等の普及を図ります。 

障害福祉課 

 
４ 行政情報のバリアフリー化 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)行政情報の電
子的提供における
ウェブアクセシビ

リティの向上 

障害に配慮したホ

ームページ等の運
営 

県ホームぺージにおいては、ウェブアクセシビリティ（誰もが利用できるような各種情報の
提供）に配慮したシステムの運営を図ります。 

情報政策課 

(２)知的障害のあ
る人等にも分かり
やすい情報の提供

の検討 

知的障害のある人

等にも分かりやす
い情報の提供 

障害のある人や障害者施策に関する情報提供等を行う際には、ルビ版による配布を行うとと

もに、知的障者のある人等に対する情報提供の方法について職員研修等で各課にも周知を図
るなど、知的障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めます。 

障害福祉課 

(３)県関係施設や

情報のバリアフリ
ー化 

岡山県視覚障害者
センターでの点字
図書、録音図書の貸

出、対面朗読 

視覚障害のある人を対象に、岡山県視覚障害者センターで、点字図書、録音図書の貸出、対
面朗読を行います。 

障害福祉課 

点字広報「おかや
ま」の発行 

視覚障害のある人を対象に、県政の動き、話題などを紹介します。 公聴広報課 

図書の郵送貸出・録
音図書・対面朗読室

（県立図書館） 

重度の障害のある人への図書の郵送貸出や視覚障害のある人への録音図書の郵送貸出を実
施しています。また、館内にはボランティアが代読する対面朗読サービスや、音声パソコン

などの機器を利用できる対面朗読室を設けています。 

岡山県立図書館 

研修講座で配付す

る資料や聴覚障害
のある人への配慮 

研修講座で配付する資料の文字のフォント、ポイント、色合い、白黒反転印刷等での対応、
また、申し出により事前に資料を送付等して視覚に障害のある人へ配慮しています。聴覚に
障害のある人へは、手話通訳者の配置及び聞き取りやすい声の大きさやスピードで配慮して

います。※対象者（受講者）は、教職員。 

総合教育センター 

講演会等における
配慮 

講演会等で聴覚障害のある人への対応として手話通訳や要約筆記を付ける等を行っている
ものもあります。 

教育庁 

「ファックス１１
０番」・「メール１

１０番」の運用 

言葉の不自由な方等のための110番手段として、携帯電話・スマートフォン等のメール機能、
ファックスを利用した110番通報が可能なシステムを運用しています。 

警察本部通信指令課 

岡山国際交流セン

ターのバリアフリ
ー化 

・国際交流センター情報相談コーナーを、車いす利用者にも対応できるカウンターに取り替
えました。（H24年度） 
・エレベーター内スイッチを点字表示し、エレベーターに音声案内機器を設置しています。 

・障害者用駐車場を設けています。 

国際課 
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Ⅷ 安全・安心                                
 
１  防災対策の推進（（１）災害に強い地域づくりの推進） 

重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

①地域防災計画等
の作成 

地域防災計画等の
作成 

防災関係部局と福祉関係部局の連携の下で、地域防災計画を必要に応じて適宜見直し、障害
のある人等にも配慮した計画づくりに努めます。 

危機管理課 
保健福祉課 

障害福祉課等 

②防災訓練の実施 防災訓練の実施 

・県が実施する防災訓練において障害特性に応じた災害時要配慮者対象の訓練を積極的に取
り入れるとともに、市町村や保健福祉施設等における適切な防災訓練の実施を促進し、被災
時の安全の確保を図ります。 

・障害のある人等に配慮した自主防災組織の防災訓練計画の指導、助言に努めます。 

危機管理課 

保健福祉課 
障害福祉課等 

③災害への対応 災害への対応 

災害対策本部規程に基づき、災害救助法の適用に関する事務、救援物資の要請、調達及び備
蓄に関する事務等を実施しており、備蓄については、「緊急物資等の備蓄・調達に関する報
告書」に基づき、アルファ米等を計画的に購入し、県民局、地域事務所の倉庫等に分けて備

蓄します。 
また、提供体制については、「大規模災害時における救援物資要請マニュアル」を定めて、
関係部局、市町村等への周知を図ります。 

保健福祉課 

④福祉避難所の指
定促進等 

福祉避難所の指定

促進 

災害時に、要配慮者が必要な生活支援など、一定の配慮を受けられる福祉避難所の指定を促

すため、岡山県老人福祉施設協議会の会員施設である特別養護老人ホームなどを福祉避難所
として活用することについて、同協議会、市長会、町村会及び県の4者で基本的な枠組みを
基本協定として締結しています。これを踏まえ、個別協定の締結、福祉避難所の指定に向け

た働きかけを行います。 

保健福祉課 

福祉避難所の物
資・器財等の確保や
施設・設備の整備等 

市町村に対して、災害時の福祉避難所の設置の際に必要となる物資・器財等の確保や施設・
設備の整備等に要する経費の一部を助成する福祉避難所設置促進事業補助金の活用を呼び
かけ、一層の指定を促進します。 

保健福祉課 

⑤難病患者等の支

援、防災意識の高
揚 

難病患者等の支援、
防災意識の高揚 

平成２２年度に策定した「難病患者等の行動・支援マニュアル」に基づき、関係機関・団体

等とも連携し、迅速かつ安全で適切な支援活動を行うとともに、緊急時の援護に有益な情報
を記載した緊急医療支援手帳を難病患者に配布することで、防災意識の高揚を図ります。 

医薬安全課 

⑥災害に強いＩＴ
基盤の構築 

岡山情報ハイウェ
イの災害対策強化 

岡山情報ハイウェイは、大規模災害発生時においても、ライフラインであるＩＴ基盤として
重要な役割が求められているため、主要な通信機器等を収容し、市町村をはじめとする団体

との接続機能等を有する接続拠点施設について、地震動や津波、大雨等による浸水被害に備
え、一部施設の移転や局舎のかさ上げ、非常用電源の充実、回線の二重化、回線容量の増強
等、接続拠点施設の被害想定や立地条件に応じた効果的な災害対策を実施します。 

さらに、光ファイバーが広範囲・多地点で断線するなど、既存設備の二重化だけでは対応で
きないような大規模災害が発生した場合に備えて、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の衛星回線
を利用した災害対策を図ります。 

情報政策課 

災害発生時等にお

けるホームページ
へのアクセス集中
等を軽減するため

の他県及び民間事
業者との連携 

災害発生時に県ホームページにアクセスが集中した場合でも必要な情報を継続して提供で

きるよう、情報ハイウェイを相互接続している鳥取県や、世界規模でＩＴインフラを有する
日本マイクロソフト(株)と連携して、アクセス集中の軽減対策を検討します。 

情報政策課 

避難所となる公共

施設等における無
線 LAN 利用環境の
整備促進 

通常時だけでなく災害発生時においてもスマートフォン等を活用した情報収集に役立てる
ため、岡山情報ハイウェイを活用して、市町村等の庁舎や災害時に避難場所となる公共施設

を中心に公衆無線LAN の整備を促進します。 
また、大規模災害発生時には、避難場所等で無線LAN を誰でも簡易に利用できるよう、認証
なしで「おかやまモバイルSPOT」を利用できる仕組みを検討し、避難訓練等の機会に併せて、

その有効性を検証します。 

情報政策課 

情報システムの分
散管理等による住
民データの安全な

保管の推進 

市町村と連携した「自治体クラウド」の推進により、情報システムの効率化やコスト削減は
もとより、安全なデータセンターへのシステム設置により、住民データなど重要データの消
失や情報システムの被災を防ぎ、災害発生時にも必要な業務の継続又は早期再開を図るとと

もに、情報漏えい等情報セキュリティ上のリスクへの対策を強化します。 

情報政策課 
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１  防災対策の推進（（２）ハード・ソフト一体となった土砂災害防止対策） 

重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

①土砂災害防止対

策（ハード対策の
推進） 

土砂災害防止対策 

（ハード対策の推
進） 

土砂災害警戒区域の指定を進めるとともに、土砂災害の恐れのある箇所について、砂防、地

すべり、急傾斜地崩壊対策事業等のハード対策を推進します。要配慮者利用施設などがある
箇所のうち、緊急性の高い箇所から順次整備を推進していきます。 

防災砂防課 

②土砂災害防止対
策（ソフト対策の
推進） 

ハザードマップ等
の公表 

県はホームページで土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等を公表し、市町村に対し、土砂
災害警戒区域等を地域防災計画へ位置付けるとともに、ハザードマップを作成し、住民へ周

知するよう働きかけます。 

危機管理課 
防災砂防課 

警戒避難体制の充
実・強化 

土砂災害のおそれのある箇所に立地する要配慮者利用施設に対して、市町村や地域の防災関
連機関、自主防災組織と連携し、土砂災害を対象とした避難訓練や避難場所の確保など避難
体制の強化を促進します。 

危機管理課、防災砂
防課、保健福祉課 
障害福祉課 

総合防災情報シス
テム・防災情報ネッ
トワーク等と連動
した土砂災害警戒
情報等の提供 

県は気象台と共同で土砂災害警戒情報を発令し、総合防災情報システム、防災情報ネットワ
ーク等を活用して情報提供を行うとともに、地域の詳細な土砂災害発生の危険度を、メッシ
ュで区割りした地図上に着色表示でお知らせし、県民の早期避難や防災関係機関の危機管理
体制強化を支援します。 

危機管理課 
防災砂防課 

「土砂災害防止月
間」における各種啓
発活動 

土砂災害防止月間（６月１日～３０日）に合わせて、ＪＲ岡山駅、倉敷駅、津山駅での啓発
チラシなどの配布、県庁舎への懸垂幕の掲出、土砂災害防止に関する絵画・作文の募集を行
っています。 

防災砂防課 

 

１  防災対策の推進（（３）障害特性に配慮した情報伝達の体制整備） 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

①障害特性に配慮
した情報伝達 

情報伝達の際の役
割等の明確化 

県及び市町村は、被災者等に対して必要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、
情報伝達の際の役割・責任等の明確化に努めます。 

危機管理課 

情報伝達の確保 

伝達手段の多重
化・多様化 

情報伝達にあたっては、市町村に対し、地震・津波情報や気象警報、避難勧告・指示などの

危機管理情報について、障害の内容や程度に対応した提供手段の構築を働きかけるととも
に、市町村防災行政無線や緊急速報メール等の多様な情報伝達手段の整備を促進します。 
併せて、新聞、ラジオ、テレビ等のマスコミ及びポータルサイト・サーバー運営業者の協力

を得て迅速に行い、また、避難所への掲示、広報車なども活用して、警報、安否情報等の伝
達手段の多重化・多様化に努めます。 

危機管理課 

避難所・避難者への
情報伝達等 

避難所避難者への情報伝達等については、避難所の維持管理責任者を窓口にし、避難者の自
治組織を通じる等により伝達等を行います。広報に当たっては、関係機関相互の連携を保ち、

情報の混乱が生じないようにします。 

保健福祉課 
障害福祉課 

②ＩＴ等を活用し
た防災・減災対策 

総合防災情報シス

テム・防災情報ネッ
トワーク等の効果
的な運用 

県民への情報伝達や市町村との情報共有を行う総合防災情報システムによって、インターネ
ットや防災情報メール、地上デジタル放送のデータ放送等により効果的な情報提供を行って
いくとともに、防災メール配信の設定方法をわかりやすくするなど、視認性や操作性の向上

等を図っていきます。また、防災行政無線と岡山情報ハイウェイを併用した防災情報ネット
ワークを安定的に運用します。 

危機管理課 

放送事業者との連
携や県内自治体と

連携した災害関連
情報システムの導
入検討 

災害情報を集約し住民に届けるため、放送事業者等に一括して提供する情報連携システムで
あるＬアラートについて、放送事業者等と調整しながら適切な運用を図ります。 

また、災害発生時、住民基本台帳のデータをもとに被災者台帳を作成し、被災状況を入力す
ることで、罹災証明書の発行、支援金や義援金の交付、救援物資の管理、仮設住宅の入退居
などを一元的に管理できる被災者支援システムの県内市町村への導入を働きかけます。 

危機管理課 
保健福祉課 

岡山県防災マップ 

日ごろから地域の災害危険性を認識し、災害発生時には迅速な非難行動や災害応急対応を行

えるよう、危険度情報を提供します。岡山県では、洪水浸水想定や土砂災害危険箇所など５
種類の危険度情報を、おかやま全県統合型ＧＩＳを利用して公開しています。 

危機管理課 

おかやま防災情報
メール 

「おかやま防災情報メール」は気象台が発表する大雨、洪水等の警報、注意報や、岡山県内
で観測された雨量、河川水位、潮位など最新の防災情報が配信されるサービスです。 

危機管理課 

③ファックスやEメー
ル等による通報体制
整備や利用促進等 

聴覚障害のある人
の通報手段の拡大 

聴覚障害のある人の火災や急病等の対策として、各消防本部に働きかけ、ファックスやその
他の通報手段の拡大に努めます。 

消防保安課 



 206 

１  防災対策の推進（（４）災害時における要配慮者等の安全確保） 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(４)災害時におけ
る要配慮者等の安
全確保 

避難行動要支援者

名簿の作成・活用の
推進 

県は、市町村が、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、

平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握して避難行動要支援者名簿を作成し、災害
発生時に効果的な利用により、避難行動要支援者に対する避難支援や迅速な安否確認等が適
切に行われるよう働きかけるとともに、自治会組織、自主防災組織、消防団、民生委員・児

童委員等福祉関係者が情報を共有し、災害時に要支援者名簿を活用できる体制を整えるよう
市町村に働きかけます。 

危機管理課 

要配慮者に対する
支援 

防災マップの作成、見守りネットワークの構築など、要配慮者に対する平素から日常的な支
え合い活動の体制づくりを進めます。 

危機管理課 
障害福祉課 

地域の自主防災組
織の育成及び消防
団の活性化 

「自主防災組織」は地域住民が自分たちの地域は自分たちで守るという連帯感に基づき、自
主的に結成する組織です。 

県は、市町村における自主防災組織の設置・育成と活動活性化に向けた取組や消防団活動を
支援するとともに、自らも普及・啓発活動等を行い、地域防災力の向上を図ります。 

危機管理課 

消防保安課 

出前講座や自主防
災組織支援講師団

講師の派遣 

各県民局や危機管理課で実施する出前講座のほか、自主防災組織等が実施する研修会等に講
師を派遣します。 

危機管理課 

地域防災力強化総

合支援事業 

自主防災活動の促進や活性化を図るため、市町村が地域の危険箇所の点検や避難訓練、また
は自主防災リーダーの養成等の事業を行う町内会や自主防災組織等に助成を行う場合、県は
当該市町村に補助を行います。 

危機管理課 

県民に向けた普及
啓発 

防災週間(8/30-9/5)や防災とボランティア週間(1/15-1/21)の時期を中心に、総合防災訓練

や各県民局の主催する防災パネル展などで啓発パンフレットを配布するほか、県の広報媒体
や市町村広報紙を活用した普及啓発を実施します。 

危機管理課 

避難支援・生活支援
策に係る計画作成
等 

・県は、県社会福祉協議会等関係団体と連携し、避難行動要支援者の避難支援・生活支援策
に係る全体計画及び個別計画の作成を市町村に働きかけ、支援体制の整備を促進します。 

・県は、災害時要配慮者の利用に配慮した福祉避難所の指定や避難所運営マニュアル等の整
備を市町村に働きかけます。 

保健福祉課 

災害時の障害のあ
る人の相談体制 

災害時の福祉避難所における障害のある人に対する相談については、各地域の相談支援事業
所や、障害のある人の支援団体等と連携を図りながら、適切な支援を行うための体制を整備

します。 

障害福祉課 

難病患者等に対す
る災害時の支援 

難病患者等については、各保健所において、災害時要援護者リストを作成し、各市町村とも
情報共有して連携を図りながら、適切な支援を行うための体制整備に努めます。 

医薬安全課 

災害救援専門ボラ
ンティアの登録推

進・技術向上等 

災害救援専門ボランティア（災害ボランティア・コーディネーター、介護、要約筆記、手話
通訳、外国語通訳・翻訳及び建築物応急危険度判定）を平常時から登録し、把握するととも

に、専門分野別の研修の実施により登録ボランティアの技術向上等を図ります。 

県民生活交通課 
障害福祉課 

保健福祉課 

 

１  防災対策の推進（ (５）福祉避難所の確保・バリアフリー化の推進・必要な物資の確保等） 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(５）福祉避難所の
確保・バリアフリ

ー化の推進・必要
な物資の確保等 

福祉避難所の確保
への協力・バリアフ

リー化の推進 

市町村に対して、災害時の福祉避難所の設置の際に必要となる物資・器財等の確保や施設・

設備の整備等に要する経費の一部を助成する福祉避難所設置促進事業補助金の活用を呼び
かける等、福祉避難所の確保に協力します。また、福祉避難所の整備にあたっては、バリア
フリー化の推進を働きかけます。 

保健福祉課 

専門的人材の確保 
備蓄の充実等 

県は、市町村が行う福祉避難所の確保に協力し、必要な場合は社会福祉施設等の関係団体と

協力協定の締結等を行う等、専門的人材の確保に努めます。また、災害発生に備え、生活必
需品等の備蓄を行います。 

保健福祉課 

バリアフリー化に
向けて施設管理者

等への要請 

段差の解消、スロープの設置、手すり等の設置など福祉避難所施設のバリアフリー化に向け
て施設管理者等への要請等を行います。 

保健福祉課 
障害福祉課 
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１  防災対策の推進（（６）障害者支援施設・医療機関等における災害対策の推進、ネットワークの形成） 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

①医療機関等にお
ける災害対策の推

進・ネットワーク
の形成 

医療機関等におけ
る災害対策の推

進・ネットワークの
形成 

岡山県地域防災計画等に基づき、災害拠点病院、県医師会、消防等の関係機関と連携して災

害時における被災者の救命を図ることとしており、災害拠点病院やＤＭＡＴ等の体制の充実
に取り組んでいきます。 
また、大規模地震等の災害時において、被災者等に対する医療を安定して提供できるよう、

医療施設の耐震化を促進します。 

医療推進課 

災害時精神科医療
体制の整備 

岡山県地域防災計画に基づき、災害時精神科医療中核病院を指定しており、大規模災害発生
時における精神科医療の提供を行うとともに、ＤＰＡＴ受入等の体制整備に取り組みます。 

健康推進課 

②障害者支援施設
等における災害対
策の推進・ネット

ワークの形成 

障害者支援施設等
における災害対策

の推進、ネットワー
クの形成 

災害発生後にも障害福祉サービスを継続して提供することができるよう、障害者支援施設等
における災害対策を推進するとともに、他の社会福祉施設等とのネットワーク形成を促進し
ます。 

障害福祉課 

障害者支援施設等
に対する災害協定

の締結の推進等 

また、障害者支援施設、介護保険施設等に対し、あらかじめ、県内や近隣県における同種の
施設やホテル等の民間施設等と施設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう指導

に努め、併せて、その内容を県に登録するよう要請します。 

保健福祉課 
障害福祉課 

障害者支援施設・介
護職員等の派遣体
制の整備 

県は、あらかじめ介護保険施設、障害者支援施設等に対して災害時に派遣可能な職員数の登
録を要請することや関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護
職員等の派遣体制の整備に努めます。 

保健福祉課 

障害福祉課 

在宅重症難病患者

の療養継続確保 

災害発生時における在宅重症難病患者の療養継続確保を図るため、市町村や医療機関などと

協力して災害時の個別支援計画の策定を進めます。 
医薬安全課 

③災害時協力協定
の締結の推進 

災害時協力協定の
締結の推進 

災害や事故発生に際して、組織力や専門性を生かした人的、物的、技術的な応援を受けるこ
とができるよう、民間団体等との災害時応援協定の締結を推進します。 

危機管理課 

 

１  防災対策の推進（（７）ボランティアの確保・養成等） 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

①ボランティアの

確保・養成等 

災害救援専門ボラ
ンティアの登録推
進・技術向上等 

【再掲】 

災害救援専門ボランティア（災害ボランティア・コーディネーター、介護、要約筆記、手話

通訳、外国語通訳・翻訳及び建築物応急危険度判定）を平常時から登録し、把握するととも
に、専門分野別の研修の実施により登録ボランティアの技術向上等を図ります。 

県民生活交通課 

障害福祉課 
保健福祉課 

防災教育を中心と
した実践的安全教
育総合支援事業 

実践校を指定し、新たな防災教育の指導方法や教育手法の開発を行うとともに、緊急地震速
報等を活用した避難訓練等の先進的・実践的な防災教育に取り組む学校への支援を行いま
す。 

教育庁保健体育課 

高校生地域防災ボ

ランティアリーダ
ー養成事業【再掲】 

東日本大震災を契機として、災害発生時には、高校生らが地域の力として貢献できるよう、

防災に関する基本的な理解を深め、搬送法や救急法、炊き出し、消火器使用法等の実践力を
身につけるためのリーダー養成研修会を実施していきます。 

教育庁保健体育課 

防災キャンプ推進
事業【再掲】 

市町村において防災キャンプを実施し、地理的特性に応じた災害対応のノウハウを蓄積して
いきます、例えば、防災弱者となりがちな住民への配慮や ユニバーサルデザインの視点を

取り入れたプログラムを実施し、事業効果の向上と広がりを持たせていきます。 

教育庁生涯学習課 

ボランティア・ＮＰ
Ｏ活動の拠点施設
の運営【再掲】 

ボランティア・ＮＰＯの活動の健全な発展を支援するとともに、ボランティア・ＮＰＯをは

じめ、広く県民、事業者、行政機関の職員が気軽に集い、情報交換、交流及び連携を進める
場を提供するため、岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センターを運営し、県民総参加の
もと、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、各種団体などが、手を携えて、いきいきと活動しな

がら社会・地域づくりを進める多参画社会の形成を目指します。 

県民生活交通課 

大学生災害ボラン

ティア研修会の開
催【再掲】 

県、岡山県社会福祉協議会及び県内１６大学では、「災害時における被災者支援ボランティ

アに関する協定」を締結しており、このうち希望する大学に対しては、学生を対象として災
害ボランティア研修を実施しています。 

県民生活交通課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

②ネットワーク化
の推進 

ボランティア関係

機関の連絡応援体
制の整備 

・県、日本赤十字社岡山県支部及び岡山県社会福祉協議会は、定期的な連絡会議の開催等に
より、相互の連携を促進することにより、災害発生時においてボランティア活動を円滑に実

施できるよう努めます。 
・県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会は、災害発生時において迅速な対応ができる
よう、近隣府県の社会福祉協議会を含めて連絡応援体制の整備を図ります。 

保健福祉課 
障害福祉課 

③防災知識等の普
及啓発 

防災知識等の普及
啓発 

県は市町村と協力して、要配慮者の実情に配慮した防災知識の普及啓発を行うとともに、社

会福祉施設等において適切な防災教育が行われるよう必要な助言を行います。 
また、避難行動要支援者に対して、市町村において作成する避難行動要支援者名簿を活用し
た体制や、個別計画などの支援体制の徹底が図れるよう周知を働きかけます。 

危機管理課 

「おかやま防災知

識情報」 

フェイスブックを活用して、平常時に、防災に関する知識や取組についての情報を発信して

いくことで、防災知識の啓発を推進します。 
危機管理課 

 

１  防災対策の推進（（８）東日本大震災からの復興支援等） 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(８)東日本大震災
からの復興支援等 

「心の復興」に向け
た取組 

東北のボランティア団体等とも連携しながら、現地で頑張っている人々や東北の復興の様

子、又は現地の人々の心や健康のケア等の復興支援をはじめとした様々なボランティア情報
や必要性を、ホームページ等を通して県民に対して周知する等、記憶を風化させず、東北の
人々の気持ちに寄り添う「心の復興」支援に努めます。 

障害福祉課 

東北との社会課題
の共有 

東北の課題を、社会共通の先進的課題としてとらえ、本県の福祉施策等に役立てていきます。

また、学生を中心に東北に学ぶことで、社会・地域課題への関心、防災意識、社会貢献意識
を高め、本県の将来の福祉人材等の育成に努めます。 

障害福祉課 

インクルーシブな

交流・分野横断的な
啓発の推進【再掲】 

「障害のある人もない人も一緒の社会をデザインする」をコンセプトに、障害のある人もな
い人も一緒に参加できる交流型・分野横断型の啓発活動に取り組みます。 

本障害者計画の分野別施策（ボランティア、文化芸術活動（障害者アート等）、農福連携に
よる就労支援、観光・まちづくり、国際交流 等）と、啓発活動とを掛け合わせ、横断的に
実施することで、多くの一般県民に参加・交流できる機会を提供し、相乗効果等も創出して

いきます。学生等若者を中心に、ワークショップやフィールドワーク等も取り入れながら、
興味や関心を持てる分野への参加を募集・推進し、障害のある人と交流することで、相互理
解を深めていきます。 

障害福祉課 

 

２ 防犯・交通安全対策の推進 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(1)犯罪被害防止

に向けた取組 

犯罪被害防止に向
けた取組概要 

くらしの安全Web Mapや岡山県警察ももくん安心メール、交番・駐在所が実施する巡回連絡
及びミニ広報紙発行等のあらゆる手段を通じて、不審者情報・防犯情報等を発信し、障害の

ある人を始めとした県民に犯罪防止啓発を行うなど支援体制を強化します。 

警察本部総務課・情

報管理課・子ども女
性安全対策課・通信
指令課 

くらしの安全 Web 
Map 

「くらしの安全 Web Map」は、身近な犯罪や不審者の情報を始め、交通事故の発生や交通取

締り情報等を県警察ホームページでタイムリーに表示することにより、県民の自主的な防犯
意識や交通安全意識の高揚を図るものです。 

警察本部総務課 

スマートフォン・ア
プリ「くらしの安全

音声Navi」 

  ｢くらしの安全音声Navi｣は、スマートフォン端末で取得したGPS情報を利用し、利用者の

現在地付近の交通安全情報、犯罪情報及び不審者情報を地図上に表示するとともに音声ガイ
ダンスによる注意喚起を行うことにより、県民の自主的な防犯意識や交通安全意識の高揚を
図るものです。 

警察本部情報管理課 

ももくん安心メー
ル 

 ももくん安心メールは、登録された県民の方の携帯電話やパソコンへ子供や女性に対する
声掛け、つきまとい等の発生情報等をメール配信しているものです。提供している情報の内

容は、「子供不審者情報」、「子供防犯情報」、「女性不審者情報」、「女性防犯情報」の
ほか、振り込め詐欺やひったくり等の防犯情報等や交通事故防止ワンポイントアドバイス等
を内容とする「一般防犯情報」や「交通安全情報」で広く県民に配信して安心感の醸成を図

るものです。 

警察本部子ども 
女性安全対策課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)犯罪被害防止

に向けた取組 

「ファックス１１
０番」・「メール１

１０番」の運用 
【再掲】 

聴覚・言語障害のある人等の事件・事故発生時の１１０番通報を目的に、警察本部通信指令
室に設置されている「ファックス１１０番」及び「メール１１０番」の一層の普及促進を図
ります。 

警察本部通信指令課 

(２)安全・安心の
まちづくり 

県民運動の推進 

安全・安心まちづくりの行動計画を策定し、県民総ぐるみで犯罪のない安全で安心な岡山県
づくりを進めるため、安全・安心まちづくり旬間（10月11日～20日）や毎月第２金曜日の

「犯罪ゼロの日」等を中心に、障害のある人を含め県民の理解を深めるための広報啓発活動
を行うとともに、特に功績のあった個人・団体の顕彰を行います。 

くらし安全安心課 

防犯ボランティア
の活動促進等 

現場で活動する防犯ボランティアのスキルアップを図るため、防犯活動に精通し、指導力・
経験がある者を有する法人に委託し、地域の防犯ボランティア団体に対する出前講習等を行

うほか、障害のある人・高齢者等を含むすべての県民の自主防犯意識の向上や防犯ボランテ
ィアの拡充を図るための研修会や防犯力診断等を開催するとともに、「安全・安心通信」等
を活用し、先進的な取組事例の紹介やタイムリーな情報提供を行います。 

くらし安全安心課 

自主防犯活動を支

援 

青色防犯パトロール実施団体への広報機材の貸与や募金型自動販売機紹介事業、活動時のけ

がに対する見舞金制度等により、幅広く自主防犯活動を支援します。 
くらし安全安心課 

障害のある人・高齢
者等の犯罪被害防
止 

「犯罪のない安全・安心まちづくり講師」を派遣するなど、障害のある人・高齢者等犯罪に

対して弱い立場にある者の犯罪被害防止を図ります。 
くらし安全安心課 

特殊詐欺被害の防

止 

「岡山県特殊詐欺被害防止条例」に基づき、関係機関・団体等と連携しながら、詐欺の手口

や防止対策に関する広報啓発を行うほか、金融機関、コンビニ、運送事業者等と結成した「特
殊詐欺被害防止ネットワーク」を活用して、被害に遭いやすい障害のある人・高齢者などの
被害を水際で防止する対策を推進するとともに、特殊詐欺被害防止に功労があった団体・個

人の顕彰を行います。 

くらし安全安心課 

情報紙「安全・安心
通信」の発行 

障害のある人・高齢者を守るなど、県民総ぐるみによって犯罪のない安全で安心なまちづく
りを進める機運を一層高めるための情報紙「安全・安心通信」を発行します。 

くらし安全安心課 

岡山県防犯カメラ
設置支援事業 

自転車盗等の街頭犯罪や少年非行、障害のある人・子ども・女性等弱者を狙った犯罪等の防
止を図り、犯罪の起きにくい社会環境を整備するため、市町村や住民団体が設置する防犯カ

メラを支援します。 

くらし安全安心課 

(３)交通安全対策 

県交通安全教育講

師団講師の派遣 

県では交通安全ボランティア団体等の依頼により、無料で講師を派遣し、交通安全指導や助
言を行います。障害のある人についても、必要に応じて、交通安全に必要な技能及び知識の
習得のため、社会福祉団体と連携し、障害の程度に応じた交通安全教育を推進に努めます。 

くらし安全安心課 

高齢者交通安全県

民運動等による交
通安全意識の啓発 

高齢社会の進展に伴い、高齢者が関係する交通事故を防止するため、県民一丸となった高齢

者交通安全県民運動を展開し、高齢の障害のある人自身の交通安全意識の高揚と保護・誘導
啓発活動の推進を図ります。またＤＶＤの貸出等により交通安全教育を実施します。 

くらし安全安心課 

ITS（高度道路交通
情報システム）の推

進と活用によるバ
リアフリールート
マップの提供等 

災害や工事に伴う道路通行規制や、冬期の道路状況等の情報をホームページ「岡山県道路規
制情報」や「岡山県冬期道路気象情報システム」、道路情報板等を通じてリアルタイムに提
供するとともに、段差等の障害物情報を掲載したバリアフリールートマップを提供するな

ど、ITS の一層の推進と活用を図り、道路利用者の安全性・利便性の向上を図ります。 

道路整備課 

道路等のバリアフ

リー化の推進（安心
して利用できる道
づくり）【再掲】 

道路整備に当たっては、幅広い歩道の整備、視覚障害のある人のための誘導ブロックやスロ
ープの設置、横断歩道橋の改善など、障害のある人が安心して利用できる道づくりを進めま
す。県内の市町村において、駅等の交通拠点から主要な公共施設等へのアクセス道路をバリ

アフリーネットワークとして選定し、歩道の段差解消等の道路上のバリア（障壁）の除去を
継続的に進めます。 

道路整備課 

高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の
促進に関する法律
に基づく道路の構

造の基準を定める
条例【再掲】 

高齢者、障害のある人が安全で安心して利用できる道路空間の構造基準を定め、バリアフリ
ーネットワークの整備を推進します。 

道路整備課 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(３)交通安全対策 

視覚障害者用付加
装置の整備【再掲】 

視覚障害者用付加装置(擬音により視覚障害のある人等に対し、歩行者用信号が青になった

ことを知らせる装置)での整備を図り、視覚障害のある人等の交通弱者の安心・安全な横断
を支援します。 

警察本部交通規制課 

高齢者等感応化装
置の整備【再掲】 

シルバー用押ボタンや又は携帯発信器(ペンダント)を押すと、通常より３割程度、歩行者用
信号の青時間を延長する装置）の整備を図り、視覚障害のある人等の交通弱者の安心・安全

な横断を支援します。 

警察本部交通規制課 

視覚障害者用道路
横断帯(エスコート
ゾーン)の設置 

【再掲】 

視覚障害のある人が横断歩道を利用する際、横断場所と横断方向を明確にするため、横断歩

道上に視覚障害者用道路横断帯(点字ブロック状横断誘導表示)を設置することで、視覚障害
のある人の安心・安全な横断を支援します。 

警察本部交通規制課 

信号灯器のLED化 
【再掲】 

従来の白熱電気を使用した電球式信号灯器を、省電力・視認性に優れた発光ダイオードを使
用したLED式灯器に交換整備します。 

警察本部交通規制
課、道路整備課 

ゾーン30事業 
【再掲】 

日常生活が営まれる住宅区域等をゾーンとして設定し、区域内の最高速度を時速 30 キロメ
ートルに規制することにより、その区域の抜け道利用や自動車の走行速度を抑制して歩行

者・自転車の安全を確保します。 

警察本部交通規制課 

 

３ 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

消費者トラブルの
防止及び被害から

の救済 

消費生活センター

等での消費生活相
談等 

障害のある人の消費生活の安定と向上を促進するため、消費生活に関する情報の提供、消費
生活相談及び苦情処理等を実施します。 
全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)を活用し、効果的な相談業務を展開しま

す。また、市町村における相談体制の拡充や消費生活相談員の資質向上を支援します。 

くらし安全安心課 

消費者意識の啓発 

複雑化、多様化する消費者問題に対応するためには、障害のある人及び障害のある人を支え

る家族や福祉関係者等を含め地域住民が自ら考え判断し、消費活動を行う能力を高めること
が必要であることから、消費者に対し悪質商法による被害防止等について啓発を行うととも
に、的確な情報の提供に努めます。 

くらし安全安心課 

消費者教育を推進
するコーディネー

ターの配置 

岡山県消費生活センターを消費者教育の拠点として位置づけ、消費者教育の中心となるコー
ディネーターを配置します。また県関係部局、市町村、障害者団体、福祉関係者等が連携し

て、障害のある人の消費者トラブルの防止及び早期発見に取り組みます。 

くらし安全安心課 

消費生活サポータ
ーの養成 

地域において安全で安心な消費生活を支える県民を養成するための講座を開催し、サポータ
ー等によって、障害のある人や高齢者等を地域で見守るネットワークの構築を進めます。 

くらし安全安心課 

消費者被害防止啓

発活動の推進 
「消費者被害撲滅
事業」 

 

消費者月間(５月)、安全・安心まちづくり月間(10月)を中心に消費者団体等と協働して消費
者被害撲滅キャンペーンを実施します。 
 

くらし安全安心課 
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Ⅸ 差別の解消及び権利擁護の推進                               

１ 障害を理由とする差別の解消の推進 
重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)障害者差別解
消法に基づく差別

の解消の推進 

県職員を対象とし

た対応要領の策定 

平成２８年４月の障害者差別解消法の施行に伴い、障害のある人に対する差別的な取扱の禁
止と、障害のある人にとって必要な合理的配慮の提供を推進するため、県職員を対象とした
対応要領を、国の基本方針・対応要領等を基に策定し、障害者差別の解消に取り組みます。 

障害福祉課 
教育庁 
警察本部 

職員研修による県
職員の意識啓発 

各種職員研修等において、県職員に対して障害者差別解消法の趣旨及び対応要領の周知等を
行うとともに、障害や障害のある人への理解促進を図っていきます。 

障害福祉課 

事業者に対する意
識啓発 

「心のバリアフリー普及・促進事業」等により、事業所訪問や事業所向け研修会等を実施し、
障害者差別解消法の周知・啓発を行うことで、障害や障害のある人への理解促進を図ってい

きます。 

障害福祉課 

県民に対する意識
啓発 

県民を対象とした講演会の開催や啓発冊子、ホームページ等を活用した障害者差別解消法の
周知・啓発を行うことで、障害や障害のある人への理解促進を図っていきます。 

障害福祉課 

「ほっとパーキン

グおかやま」駐車場
利用証制度の推進
【再掲】 

車いすマークの駐車場を利用できる方を明らかにした上で、その対象者（障害のある方や高

齢の方、妊産婦などで歩行が困難な方）に専用の利用証を交付する一方、県と協定を結んだ
施設に駐車スペースを確保し、利用証を交付された方がそのスペースを優先して利用できる
よう、車いすマークの駐車場の適正利用を図ります。 

障害福祉課 

障害者差別解消支
援地域協議会の組

織の活用等 

地域の関係機関が、相談事例の情報共有等を通じ、各自の役割に応じた事案解決のための取
組など、差別解消のための取組を主体的に行う連携組織として、「障害者差別解消支援地域

協議会」を組織し、それを活用した障害者差別の解消に向けた取組を推進します。 

障害福祉課 

あいサポート運動
の紹介【再掲】 

様々な啓発活動等の一環で、「あいサポート」運動を紹介していきます。 障害福祉課 

(２)雇用分野にお
ける差別の禁止等 

雇用分野における
差別の禁止等 

すべての事業主が改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定

に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」（障害者差別禁止指針）と、「雇
用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者
である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主

が講ずべき措置に関する指針」（合理的配慮指針）に基づき、障害のある人の雇用にあたっ
ての配慮等について、岡山労働局等関係機関と連携して啓発・周知を行ないます。 

労働雇用政策課 

(３)差別防止のた

めの相談支援体制
の整備等 

相談・紛争解決体制
の整備 

県民からの相談については、基本的には各市町村（又は地域自立支援協議会等）で対応しま

す。困難事例や全県で対応すべき事案については岡山県障害者権利擁護センター（岡山県社
会福祉士会）や岡山県自立支援協議会で対応します。（予定） 

障害福祉課 
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２ 権利擁護の推進 
重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１)障害者虐待防

止法に基づく虐待
の防止・啓発 

障害者虐待防止体

制の整備 

障害者権利擁護センター機能を有する県は、障害者虐待防止センター機能を有する市町村、
岡山労働局等関係機関との連携を図りながら、虐待防止体制を整備し、虐待の防止・早期発
見・早期対応を図ります。 

障害福祉課 

市町村担当者、障害

者福祉施設の職員
等向けの研修 

障害者虐待を防止するため、虐待の相談・通報先である市町村の職員、障害者の支援に関わ
る障害者福祉施設等の職員に対する研修を実施します。 

障害福祉課 

法律相談窓口（市町
村向け）の設置 

市町村が、虐待を受けた障害のある人の保護や権利擁護について専門的助言を得られるよう
法律的技術援助窓口を設置します。 

障害福祉課 

普及啓発事業 

啓発パンフレットを作成し、障害者虐待防止法に関する普及啓発を図ります。また、県民の

障害者虐待防止への関心と意識を高揚することを目的として障害者権利擁護セミナーを開
催します。 

障害福祉課 

(２)成年後見制度
の利用促進等 

成年後見制度の利
用促進【再掲】 

判断能力が不十分な障害のある人の財産管理や各種契約などの法律行為を支援し、権利を擁
護することを目的とした成年後見制度の適正な利用を周知、促進します。 

障害福祉課 

(３)相談窓口の設

置や相談員の資質
向上等 

岡山県障害者権利

擁護センターによ
る相談等 

障害者虐待防止法に基づき、岡山県障害者権利擁護センターを設置し、虐待を受けた障害の
ある人や養護者支援に関する相談、相談機関の紹介等を行います。 

障害福祉課 

相談員の資質向上
（研修会等） 

市町村が委託する身体障害者相談員や知的障害者相談員の相談対応能力の水準の向上が図
られるよう、相談員に対する研修を実施します。 

障害福祉課 

(４)障害児虐待防

止対策の充実 
(障害者虐待防止
法に基づく対策) 

岡山県障害者権利

擁護センターの適
正な運営【再掲】 

障害者虐待防止法に基づき、障害のある人に対する虐待防止等を促進します。 障害福祉課 

法律相談窓口（市町
村向け）の設置 

【再掲】 

市町村が、虐待を受けた障害のある人の保護や権利擁護について専門的助言を得られるよう
法律的技術援助窓口を設置します。 

障害福祉課 

研修事業や普及啓
発事業等の実施 
【再掲】 

障害者施設関係者・市町村担当者等を対象とした研修会を実施します。また、啓発パンフレ

ットを活用した普及啓発を図るとともに、障害者権利擁護セミナーを開催します。 
障害福祉課 

(４)障害児虐待防
止対策の充実 

(児童相談所の体
制の強化（児童虐
待防止対策支援事

業）) 

児童相談所カウン

セリング事業 
【再掲】 

虐待を行った保護者に対するカウンセリングを実施します。 子ども未来課 

児童相談所法的対
応強化事業【再掲】 

児童相談所が行う法的対応に弁護士の協力が得られる体制を整備します。 子ども未来課 

児童相談所２４時

間・３６５日相談体
制強化事業【再掲】 

児童相談所の休日夜間体制を強化するため、夜間対応相談員と休日相談員を配置します。 子ども未来課 

一時保護機能強化
事業【再掲】 

一時保護所の機能の充実を図るため、一時保護対応協力員を配置します。 子ども未来課 

一時保護所体制強

化事業【再掲】 
一時保護所の体制強化のため、心理判定員を配置します。 子ども未来課 

児童相談所スーパ
ーバイズ機能強化
事業【再掲】 

児童相談所における専門性の強化を図るため、スーパーバイザー（専門的助言者）の助言が

得られる体制を整備します。 
子ども未来課 

児童虐待対応力向

上事業【再掲】 
児童相談所、市町村及び施設職員等を対象にした研修会を開催し、資質向上を図ります。 子ども未来課 

児童虐待対応強化
事業【再掲】 

児童福祉司に協力して児童虐待に関する調査や関係機関との連絡調整を行う「児童虐待対応
協力員」を各児童相談所に配置します。 

子ども未来課 
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重点施策(項目) 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(４)障害児虐待防止
対策の充実 
(児童相談所の体制の
強化（児童虐待防止対
策支援事業）) 

児童虐待防止等ネ
ットワーク事業 
【再掲】 

県要保護児童対策地域協議会と市町村要保護児童対策地域協議会連絡会を開催し、関係機関

の連携強化を図ります。 
子ども未来課 

(４)障害児虐待防
止対策の充実 
(妊婦や子育て家

庭の相談体制の整
備) 

乳児家庭全戸訪問
事業（地域子ども・

子育て支援事業） 
【再掲】 

保健師等が生後４ヶ月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、不安や悩みの相談に応じると

ともに、子育て支援に関する情報提供等を行い、孤立化を予防します。 

子ども未来課 

健康推進課 

養育支援訪問事業 
（地域子ども・子育

て支援事業）【再掲】 

子どもの養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対して、保健師・助産師・保育
士・ホームヘルパー等が居宅を訪問し、養育に関する相談支援や育児・家事援助などを実施

します。 

子ども未来課 
健康推進課 

子ども家庭電話相
談事業【再掲】 

雑種多様な児童問題で悩む児童や家庭などの相談に適切かつ迅速に対応するために電話相
談を行います。 

子ども未来課 

家庭相談所の運営 
【再掲】 

家庭における人間関係の健全化及び児童養育の適正化など家庭児童福祉の向上を図るため
に、家庭児童相談所を福祉事務所に配置し、相談・指導・援助を行います。 

子ども未来課 

児童環境づくり基

盤整備事業【再掲】 

子どもに地域で身近に相談に応じる全ての児童委員及び主任児童委員を対象とした研修会

を開催し、支援技術の向上を図ります。 
子ども未来課 

おかやま妊娠・出産
サポーター事業 
【再掲】 

妊娠や出産に関して不安や悩みを抱えた方からの相談や、思春期から更年期まで幅広い世代

の女性の身体や健康に関する相談に関する窓口としてサポートセンターを設置します。 
健康推進課 

ハイリスク妊産婦

保健指導。妊娠中か
らの切れ目のない
支援システム 

【再掲】 

妊娠中から医療・社会的な観点から児童虐待防止の視点でハイリスク妊産婦に対し、産婦人

科医療機関と連携してハイリスク妊産婦を保健師が訪問指導します。 
健康推進課 

ハイリスク児家庭
訪問指導【再掲】 

市町村が実施する乳幼児健康診査等で児童虐待発生のリスクが高いと把握した家庭や小児
科医から連絡があったハイリスク児家庭へ保健師が訪問し、育児相談、保健指導を行います。 

健康推進課 

(４)障害児虐待防止
対策の充実 
（児童虐待による死
亡事例等の重大事例
の検証） 

死亡事例等の検証 

【再掲】 

虐待による児童の死亡事例等について、事実の把握を行い、死亡した児童の視点に立って発

生原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討します。 
子ども未来課 

 

３ 行政機関等における配慮及び障害のある人の理解促進等 
重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(１) 社会的障壁の
除去の実施につい
て必要かつ合理的
な配慮 

県職員を対象とし
た対応要領の策定
【再掲】 

平成２８年４月の障害者差別解消法の施行に伴い、障害のある人に対する差別的な取扱の禁
止と、障害のある人にとって必要な合理的配慮の提供を推進するため、県職員を対象とした
対応要領を、国の基本方針・対応要領等を基に策定し、障害者差別の解消に取り組みます。 

障害福祉課 
 

(２)県における必
要な研修等の実施 

職員研修による県
職員の意識啓発【再
掲】 

各種職員研修等において、県職員に対して障害者差別解消法の趣旨及び対応要領の周知等を
行うとともに、障害や障害のある人への理解促進を図っていきます。 

障害福祉課 
 

(３)アクセシビリ
ティに配慮した情
報提供 

障害に配慮したホ
ームページ等の運
営【再掲】 

県ホームぺージにおいては、ウェブアクセシビリティ（誰もが利用できるような各種情報の
提供）に配慮したシステムの運営を図ります。 

情報政策課 

点字広報「おかや
ま」の発行【再掲】 

視覚障害のある人を対象に、県政の動き、話題などを紹介します。 公聴広報課 

図書の郵送貸出・録
音図書・対面朗読室
【再掲】 

重度の障害のある人への図書の郵送貸出や視覚障害のある人への録音図書の郵送貸出を実
施しています。また、館内にはボランティアが代読する対面朗読サービスや、音声パソコン
などの機器を利用できる対面朗読室を設けています。 

岡山県立図書館 
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重点施策 事業・取組名 事業・取組内容 所管課 

(３)アクセシビリ

ティに配慮した情
報提供 

研修講座で配付す
る資料や聴覚障害

のある人への配慮
【再掲】 

※対象者（受講者）は、教職員。 

・研修講座で配付する資料の文字のフォント、ポイント、色合い、白黒反転印刷等での対応、
また、申し出により事前に資料を送付等して視覚に障害のある人へ配慮しています。 
・聴覚に障害のある人へは、手話通訳者の配置及び聞き取りやすい声の大きさやスピードで

配慮しています。 

総合教育センター 

講演会等における
配慮【再掲】 

講演会等で聴覚障害のある人への対応として手話通訳や要約筆記を付ける等を行っている
ものもあります。 

教育庁 

岡山国際交流セン
ターのバリアフリ
ー化【再掲】 

・国際交流センター情報相談コーナーを、車いす利用者にも対応できるカウンターに取り替
えました。（H24年度） 

・エレベーター内スイッチを点字表示し、エレベーターに音声案内機器を設置しています。 
・障害者用駐車場を設けています。 

国際課 
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第４章 数値目標 
 

【基本的な考え方】 

●計画の基本理念等を踏まえ着実な推進を図るため、「第２章 施策の展開」のそれぞれの分野に掲げる各推

進施策を、他の分野の施策等との連携のもと総合的に実施することにより、計画期間中に達成を目指す県全

体の水準として数値目標を設定します。 

●障害のある人の動向、国の障害者基本計画等を踏まえ、計画に掲げる施策に関して、具体的な数値目標を

設定し、また、県が策定した他の計画との連携を図ります。 

●なお、これらの数値目標のうち、主に市町村、民間団体等の県以外の機関・団体等が実施する取組項目に

ついては、県がこれらの機関・団体等に働きかけることにより達成を目指す水準として位置づけます。 

 

Ⅰ 啓発・広報・社会参加 

目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証
制度の推進（協力施設、又は区画等の数等） 

955施設 
2,116区画 

H26 
1,200施設 
2,600区画 

H32 障害福祉課 

高校生地域防災ボランティアリーダー養成数 803人 H26 1,800人 H28 教育庁保健体育課 

大学生災害ボランティア研修会開催大学数 7大学 H27 10大学 H32 県民生活交通課 

「今住んでいる地域の行事に参加している」
と回答した生徒の割合 

36.3% H26 50.0% H28 教育庁義務教育課 

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と回
答した生徒の割合 

73.5% H26 80.0% H28 教育庁義務教育課 

 

Ⅱ 生活支援 

目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

相談支援利用者数（計画相談支援） 1,403人／月 H26 1,905人／月 H29 障害福祉課 

相談支援利用者数 
（地域相談支援（地域定着支援）） 

194人／月 H26 302人／月 H29 障害福祉課 

発達障害者支援キーパーソンの登録者数 87人 H26 300人 H28 障害福祉課 

発達障害者支援体制整備事業（市町村支援体
制整備事業）実施市町村数〔累計〕 

18市町村 H26 27市町村 H32 障害福祉課 

「発達障害者支援センター」の運営事業の利
用者数（県地域生活支援事業） 

485人 H26 500人 H32 障害福祉課 
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目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

訪問系サービス利用者数 56,131時間／月 H26 75,634時間／月 H29 障害福祉課 

日中活動系サービス利用者数(生活介護) 71,971人日／月 H26 84,946人日／月 H29 障害福祉課 

日中活動系サービス利用者数 
(自律訓練（機能訓練）) 

84人日／月 H26 512人日／月 H29 障害福祉課 

日中活動系サービス利用者数(生活訓練) 3,540人日／月 H26 4,146人日／月 H29 障害福祉課 

短期入所サービス 2,660人日／月 H26 3,933人日／月 H29 障害福祉課 

療養介護 利用者数 448人／月 H26 470人／月 H29 障害福祉課 

共同生活援助（グループホーム）利用者数 1,338人／月 H26 1,829人／月 H29 障害福祉課 

施設入所支援 利用者数 2,278人／月 H26 2,148人／月 H29 障害福祉課 

医療的ケアを行う短期入所施設数 9施設 H26 17施設 H28 障害福祉課 

自立支援拠点活動支援事業 
（各種講習会受講者数） 

626人 H26 1,000人 H32 障害福祉課 

オストメイト社会適応訓練（回数 参加者数） 12回 278人 H26 11回 275人 H32 障害福祉課 

音声機能障害者発声訓練（回数 参加者数） 33回 1056人 H26 33回 1056人 H32 障害福祉課 

移動支援事業者情報提供事業 ガイドヘルパ
ー利用者数 （県地域生活支援事業） 

13人 H26 13人  H32 障害福祉課 

地域生活移行者数（施設入所から地域移行し
た人の数）※１ 

754人 
H17
～
H25 

1,032人 
H17
～
H29 

障害福祉課 

障害のある人の地域生活の支援（地域生活支
援拠点等の整備） 

0 H26 
各市町村又は各
圏域に少なくと
も１つ 

H32 障害福祉課 

共同生活援助（グループホーム）の整備見込
量（定員数） 

1,615人 H26 1,920人 H29 障害福祉課 

精神科病院の入院者に在院患者の割合 
（３ヶ月未満在院患者） 

22.1% H24 25.0% H29 健康推進課 

精神科病院の入院者に在院患者の割合 
（１年満在院患者） 

40.8% H24 45.0% H29 健康推進課 

精神科病院の入院者に在院患者の割合 
（５年未満在院患者） 

70.1% H24 75.0% H29 健康推進課 
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目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

入院中の精神障害のある人の地域生活移行・
入院後１年未満平均退院率 

75.7% H24 80.0%以下 H29 健康推進課 

ピアサポーター登録者数 24人 H26 40人 H29 健康推進課 

児童発達支援・利用者数 
（月あたり実利用人数） 2,685人／月 H26 3,149人／月 H29 障害福祉課 

医療型児童発達支援・利用者数 
（月あたり実利用人数） 28人／月 H26 55人／月 H29 障害福祉課 

放課後等デイサービス・利用者数 
（月あたり実利用人数） 1,634人／月 H26 2,314人／月 H29 障害福祉課 

保育所等訪問支援・利用者数 
（月あたり実利用人数） 26人／月 H26 101人／月 H29 障害福祉課 

福祉型障害児入所施設・利用者数 
（月あたり実利用人数） 

140人／月 H26 134人／月 H29 障害福祉課 

医療型障害児入所施設・利用者数 
（月あたり実利用人数） 86人／月 H26 100人／月 H29 障害福祉課 

障害児相談支援・利用者数 
（月あたり実利用人数） 

192人／月 H26 798人／月 H29 障害福祉課 

病児・病後児保育の実施箇所数 37か所 H26 60か所 H31 子ども未来課 

「おかやま子育て応援宣伝企業」登録企業・
事業所数 

557か所 H26 750か所 H31 子ども未来課 

おかやま地域子育て支援拠点数 173か所 H26 200か所 H31 子ども未来課 

子育て短期支援事業（ショートステイ） 
実施か所数 

11か所 H26 13か所 H31 子ども未来課 

放課後児童クラブ実施箇所数 425か所 H26 540か所 H31 子ども未来課 

ファミリー・サポート・センター 
実施市町村数 

15市町村 H26 17市町村 H31 労働雇用政策課 

手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 
（養成者数）（県地域生活支援事業） 

手話4人 
要約筆記29人 

H26 
手話5人 

要約筆記10人 
H32 障害福祉課 

盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 
（養成者数）（県地域生活支援事業） 

10人 H26 11人 H32 障害福祉課 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 
（派遣時間数）（県地域生活支援事業） 

363時間 H26 400時間 H32 障害福祉課 

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 
（派遣時間数）（県地域生活支援事業） 

2006時間 H26 2400時間 H32 障害福祉課 
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目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

障害支援区分認定調査員等の養成 
（障害支援区分認定調査員 研修） 
（県地域生活支援事業） 

114人／年 H26 100人／年 H32 障害福祉課 

障害支援区分認定調査員等の養成（市町村審
査会委員 研修）（県地域生活支援事業） 21人／年 H26 30人／年 H32 障害福祉課 

相談支援従事者の養成（初任者研修） 
（県地域生活支援事業） 233人／年 H26 200人／年 H32 障害福祉課 

相談支援従事者の養成（現任研修） 
（県地域生活支援事業） 49人／年 H26 60人／年 H32 障害福祉課 

サービス管理責任者の養成 
（県地域生活支援事業） 412人／年 H26 400人／年 H32 障害福祉課 

強度行動障害支援者の養成 
（県地域生活支援事業） 

40人／年 H26 50人／年 H32 障害福祉課 

身体障害者相談員への研修 
（県地域生活支援事業） 

170人／年 H26 200人／年 H32 障害福祉課 

知的障害者相談員への研修 
（県地域生活支援事業） 

80人／年 H26 100人／年 H32 障害福祉課 

身体障害者補助犬の育成 
（盲導犬、介助犬、聴導犬） 

0 H26 1頭 H32 障害福祉課 

※１）：H17年10月から平成26年3月までの累計目標は、これに、H29年度末時点までの移行者数（目標）を加算した数 

 

Ⅲ 生活環境 

目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

高齢者(６５歳以上の者)の居住する住宅の一
定のバリアフリー化率 

41.30% H25 75% H32 住宅課 

岡山県福祉のまちづくり条例による届出及び
協議における整備項目適合率 

49.20% H26 60% H32 建築指導課 

旅客施設※２)のバリアフリー化率 
（段差の解消） 

96.00% H27 100% H32 県民生活交通課 

旅客施設※２)のバリアフリー化率 
（誘導ブロックの整備） 

96.00% H27 100% H32 県民生活交通課 

旅客施設※２)のバリアフリー化率 
（多目的トイレの整備） 

71.00% H27 100% H32 県民生活交通課 

低床バスのバリアフリー化率 
（ノンステップ・ワンステップバスの割合） 

45.10% H25 70% H32 障害福祉課 

※２）１日当たりの平均的な利用者数3,000人以上の旅客施設（岡山県内対象駅 24駅） 
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Ⅳ 教育・スポーツ・文化芸術活動・国際交流等 

目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

特別支援学校教諭免許状を保有している公立
特別支援学校教員の割合 

76.1% H26 77.0% H29 教育庁特別支援教育課 

高等部入学に際して、「個別の教育支援計画」
等による引継ぎを行った入学者の割合 

61.8% H26 100.0% H29 教育庁特別支援教育課 

特別支援教育支援員を対象とした研修会を実
施している市町村教育委員会の割合 

100.0% H26 100.0% H29 教育庁特別支援教育課 

特別支援学校高等部卒業生の就職率 39.5% H26 40.0% H28 教育庁特別支援教育課 

「個別の教育支援計画｣等を作成している幼
児児童生徒の割合（幼稚園） 

18.7% H26 100.0% H29 教育庁特別支援教育課 

「個別の教育支援計画｣等を作成している幼
児児童生徒の割合（小学校） 

16.2% H26 100.0% H29 教育庁特別支援教育課 

「個別の教育支援計画｣等を作成している幼
児児童生徒の割合（中学校） 

10.0% H26 100.0% H29 教育庁特別支援教育課 

「個別の教育支援計画｣等を作成している幼
児児童生徒の割合（高等学校） 

24.6% H26 100.0% H29 教育庁特別支援教育課 

学校支援地域本部の設置等を行っている中学
校区の割合 

71% H25 100.0% H31 教育庁生涯学習課 

家庭教育相談員の養成 869人 H25 1,000人 H31 教育庁生涯学習課 

障害者スポーツ・レクリエーション教室等の
開催（参加者数） 

1,180人/年 26 1,220人/年 29 福祉相談センター 

障害者スポーツ指導者の養成 30人/年 26 30人/年 32 福祉相談センター 

 

Ⅴ 雇用・就業、経済的自立の支援 

目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

一般就労への移行 
（福祉施設から一般就労への移行者数） 

99人／年 H24 198人／年 H29 障害福祉課 

就労移行支援事業の利用者数 3,441人日／月 H26 7,017人日／月 H29 障害福祉課 

就労継続支援（A型）の利用者数 44,296人日／月 H25 58,111人日／月 H29 障害福祉課 

就労継続支援（B型）の利用者数 56,857人日／月 H25 69,047人日／月 H29 障害福祉課 
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目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

福祉施設の利用者のうち、公共職業安定所に
おけるチーム支援件数 

77人 H25 150人 H29 障害福祉課 

障害者の様態に応じた多様な委託訓練事業の
受講者数 

1人 H25 10人 H29 障害福祉課 

障害者トライアル雇用事業の開始者数 5人 H25 10人 H29 障害福祉課 

職場適応援助者支援の利用者数 11人 H25 20人 H29 障害福祉課 

障害者就業・生活支援センター事業の支援対
象者数 

21人 H25 40人 H29 障害福祉課 

障害者就業・生活支援センター事業の登録者
数 

2,194人／年 H26 3,045人／年 H29 障害福祉課 

特別支援学校高等部卒業者の就職率【再掲】 39.5% H26 40.0% H28 教育庁特別支援教育課 

就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃 
（「工賃向上計画」で定める目標工賃） 

12,873円 H26 15,100円 H29 障害福祉課 

 

Ⅵ 保健・医療 

目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

県北医療圏における医師数 362人 H26 400人 H29 医療推進課 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の 
利用者数（１月当たり） 

118人／月  H26 460人／月 H29 長寿社会課 

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介
護）の利用者数（１月当たり） 

12人／月  H26 221人／月 H29 長寿社会課 

卒業後に県内の地域医療を担う 
医学部学生の数 

57人 H27 64人 H29 医療推進課 

１歳６か月児の健康診査受診率 93.2% H25 96% H31 健康推進課 

３歳児健康診査受診率 90.2% H25 94% H31 健康推進課 

新生児聴覚検査の受診率 88.9% H25 100% H31 健康推進課 

その年度において､いじめが解消している､又
は一定の解消が得られたが継続支援中である
公立学校の割合 

97.7% H26 99.4% H31 教育庁生徒指導推進室 
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目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

不登校について、専門的な相談・指導・治療
を受けた不登校児童生徒の割合（小学校） 

81.7% H26 94.7% H31 教育庁生徒指導推進室 

不登校について、専門的な相談・指導・治療
を受けた不登校児童生徒の割合（中学校） 

79.8% H26 91.5% H31 教育庁生徒指導推進室 

１週間の総運動時間数が 60 分未満の児童生
徒数の割合（小５男子） 

5.7% H26 6.2% H32 教育庁保健体育課 

１週間の総運動時間数が 60 分未満の児童生
徒数の割合（小５女子） 

12.1% H26 14.5% H32 教育庁保健体育課 

１週間の総運動時間数が 60 分未満の児童生
徒数の割合（中２男子） 

7.0% H26 5.8% H32 教育庁保健体育課 

１週間の総運動時間数が 60 分未満の児童生
徒数の割合（中２女子） 

22.7% H26 21.2% H32 教育庁保健体育課 

かかりつけ医等心の健康対応力向上研修累計
参加者数 

533人 H26 800人 H32 健康推進課 

特定健康診査実施率 38.8% H24 70% H29 健康推進課 

特定保健指導の実施率 16.6% H24 45% H29 健康推進課 

 

Ⅶ 情報アクセシビリティ 

目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

障害者ＩＴサポートセンター運営事業 
（利用者数） 

938人 H26 1,000人 H32 障害福祉課 

重度障害者在宅就労促進特別事業（利用者数） 17人 H26 17人 H32 障害福祉課 

パソコンボランティアの派遣等（派遣数） 21件 H26 25件 H32 障害福祉課 

手話通訳者設置事業（活動件数） 399件 H26 400件 H32 障害福祉課 

字幕入り映像ビデオライブラリー事業 
（新規利用登録者数） 

28人 H26 40人 H32 障害福祉課 

点字による即時情報ネットワーク事業 
（登録者数） 

62人 H26 60人 H32 障害福祉課 
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Ⅷ 安全・安心 

目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

避難行動要支援者の個別計画作成のための名
簿作成市町村数 

11市町村 H27 27市町村 H28 危機管理課 

福祉避難所指定済み市町村数 27市町村 H27 27市町村 H28 保健福祉課 

防災メールの登録件数 39,256件 H27 
※3) 

50,000件 H28 危機管理課 

自主防災組織率 64.4% H26 72.0% H28 危機管理課 

護岸等の整備により高潮被害が解消される防
護面積及び戸数 

1,169ha 
(11,697戸) 

H26 
1,940ha 

(20,975戸) 
H28 

港湾課、防災砂防課、 
耕地課、水産課 

区域指定等により土砂災害の避難体制を整え
る箇所数 

8,125箇所 H26 12,000箇所 H28 防災砂防課 

子ども110番セーフティコーン設置校数 211校 H26 250校 H31 くらし安全安心課 

高校生地域防災ボランティアリーダー養成数
【再掲】 

803人 H26 1,800人 H28 教育庁保健体育課 

大学生災害ボランティア研修開催大学数 
【再掲】 7大学 27 10大学 32 県民生活交通課 

※３）Ｈ27年7月1日時点での件数 

 

Ⅸ 差別の解消及び権利擁護の推進 

目 標 項 目 
現 状 目 標 

所管課 
現状数値 

根拠 
年度 

目標数値 
目標 
年度 

「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証
制度の推進（協力施設、又は区画等の数等）
【再掲】 

955施設 
2,116区画 

26 
1,200施設 
2,600区画 

32 障害福祉課 
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第３期岡山県障害者計画（仮称）策定に関する県民意識調査結果 
 

【調査の概要】 

（１）調査地域：岡山県全域 

（２）回答状況：調査数 1,000 回答数 431 （回収率 43.1％） 

（３）調査方法：郵送配付－郵送回収 

（４）調査期間：平成２７年６月～７月 

１ 「共生社会」又は「ノーマライゼーション」 

（１）認知度 

問１ あなたは、障害のある・なしにかかわらず、誰もが社会の一員としてお互いを尊重し、

支え合って暮らすことを目指す「共生社会」又は「ノーマライゼーション」という考え

方を知っていますか。 

 

「共生社会」又は「ノーマライゼーション」の考え方を「知っている」24.6％、「言葉だ

けは聞いたことがある」29.9％、「知らない」41.5％となっている。 

 

（２）「共生社会」又は「ノーマライゼーション」についての考え 

問２ 国や地方公共団体では、「共生社会」又は「ノーマライゼーション」の考え方に基づ

いて、障害のある人もない人も共に生活できるための環境作りを進めています。あなた

は、この「障害のある人が身近で普通に生活しているのが当たり前だ」という考え方に

ついて、どう思いますか。この中から１つだけお答えください。 

 

24.6% 29.9% 41.5% 3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件数：431

(ア) 知っている (イ) 言葉だけは聞いたことがある (ウ) 知らない 無回答

47.8% 31.8%
2.1%

0.9%
9.0%

4.4%
4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件数：431

(ア) そう思う (イ) どちらかといえばそう思う
(ウ) どちらかといえばそう思わない (エ) そう思わない
(オ) 一概にいえない (カ) わからない
無回答
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「障害のある人が身近で普通に生活しているのが当たり前だ」という考え方について、

「そう思う」47.8％、「どちらかといえばそう思う」31.8％と肯定意見が 79.6％、一方「そ

う思わない」0.9％、「どちらかといえばそう思わない」2.1％と否定意見が 3.0％、「一

概にいえない」が 9.0％となっている。 

 

２ 障害者週間 

（１）認知度 

問３ 国は、障害や障害のある人に関する理解と関心を深め、障害のある人の社会参加への

意欲を高めるために、毎年１２月３日から１２月９日までの１週間を「障害者週間」と

決めて、さまざまな取り組みを行っています。あなたは、「障害者週間」を知っていますか。 

 
「障害者週間」について、「月日も含め知っている」3.2％、「月日までは知らないが、

「障害者週間」があることは知っている」33.4％、「知らない」59.6％となっている。 

（２）認知したきっかけ 

問４ （ア）（イ）と答えた方に伺います。それは何によって知りましたか。この中からい

くつでもあげてください。（件数：158） 

 

「障害者週間」を知ったきっかけは、「テレビ、ラジオ、新聞などの報道」が 72.2％と

最も多く、以下「国・地方公共団体の広報」41.1％、「障害者団体などの活動」15.2％な

どとなっている。 

3.2% 33.4% 59.6% 3.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

件数：431

(ア) 月日も含めて知っている

(イ) 月日までは知らないが、「障害者週間」があることは知っている

(ウ) 知らない

無回答

41.1%

72.2%

4.4%

15.2%

4.4%

4.4%

2.5%

1.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

(ア) 国・地方公共団体の広報

(イ) テレビ、ラジオ、新聞などの報道

(ウ) インターネット

(エ) 障害者団体などの活動

(オ) 人から聞いて

(カ) その他

(キ) わからない

無回答
件数：158
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（３）行事や催しへの参加意向 

問５ 国や地方公共団体では、「障害者週間」を中心に障害のある人に対する理解を深める

ために、次のようなさまざまな行事や催しを行っています。あなたは、このような行事

や催しに今後参加してみたいと思いますか。 

  ・障害のある人のことをテーマとしたセミナーやシンポジウム 

  ・障害のある人による演劇・コンサート 

  ・障害のある人とともに行うスポーツ 

  ・障害のある人が作成した絵画等展示会・作品展 

  ・福祉バザー 

 
障害のある人に対する理解を深めるための行事や催しに「ぜひ参加したい」3.7％、「機

会があれば参加したい」55.9％、「参加したいと思わない」15.1％、「わからない」20.4％

となっている。 

 

３ 障害のある人とのふれあい 

（１）周囲の状況 

問６ あなたの身近に障害のある人がいますか、または、これまでいたことがありますか。

この中からいくつでもあげてください。 

 

身近に障害のある人がいたかについて、「自分自身又は家族等身近な親族」が 34.6％と

最も多く、以下「隣近所」26.7％、「学校」21.3％、「自分の職場」19.5％、「仕事関係（自

分の職場以外）」14.8％などと続き、「身近にいたことはない」が 17.2％となっている。 

3.7% 55.9% 15.1% 20.4% 4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

件数：431

(ア) ぜひ参加したい (イ) 機会があれば参加したい

(ウ) 参加したいと思わない (エ) わからない

無回答

34.6%

21.3%

19.5%

14.8%

26.7%

4.9%

8.6%

17.2%

2.1%

3.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

(ア) 自分自身又は家族等身近な親族

(イ) 学校

(ウ) 自分の職場

(エ) 仕事関係（自分の職場以外）

(オ) 隣近所

(カ) 趣味等の活動

(キ) その他

(ク) 身近にいたことはない

(ケ) わからない

無回答件数：431
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（２）交流の有無 

問７ あなたは、障害のある人と気軽に話したり、障害のある人の手助けをしたりしたこと

がありますか。 

    

 

障害のある人と気軽に話したり、障害のある人の手助けをしたりしたことが「ある」

67.1％、「ない」28.5％となっている。 

 

（３）交流する際の気持ち 

問８ 問７で「ある」と答えた方に伺います。それはどのような気持ちからでしょうか。こ

の中からいくつでもあげてください。（ないと答えた場合は問１０へ） 

障害のある人と気軽に話したり、障害のある人の手助けをしたことに対しては、「困

っているときはお互い様という気持ちから」が 62.6％と最も多く、以下「身内などに

障害のある人がいて、その大変さを知っているから」36.0％、「自分の仕事に関連して」

22.5％、「近所付き合いや親戚付き合いなどで」20.4％などとなっている。 

 

 

 

67.1% 28.5% 4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件数：431

(ア) ある (イ) ない 無回答

36.0%

20.4%

62.6%

22.5%

14.2%

16.6%

5.5%

0.7%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

(ア) 身内などに障害のある人がいて、その大変さを知っているから

(イ) 近所付き合いや親戚付き合いなどで

(ウ) 困っているときはお互い様という気持ちから

(エ) 自分の仕事に関連して

(オ) 将来、自分も障害をもつ可能性があるから

(カ) 何となく

(キ) その他

(ク) わからない

無回答
件数：289
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（４）交流の内容 

問９ 問７で「ある」と答えた方に伺います。それはどのような話や手助けでしたか。この

中からいくつでもあげてください。 

 
障害のある人と気軽に話したり、障害のある人の手助けをした内容は、「相談相手、話

し相手」が 42.2％と最も多く、以下「車椅子を押した」34.6％、「席をゆずった」30.8％、

「横断歩道や階段で手助けをした」28.0％、「一緒に遊んだ」25.3％、「家事や買物など

の手伝い」17.0％などとなっている。 

 

（５）交流がなかった理由 

問 10 問７で「ない」と答えた方に伺います。なかったのはどうしてでしょうか。この中か

らいくつでもあげてください。 

 

障害のある人と気軽に話したり、障害のある人の手助けをしたことがなかった理由は、

「たまたま機会がなかったから」が 61.8％と突出しており、以下「特に理由はない」25.2%、

「どのように接したらよいかわからなかったから」17.1％、「専門の人や関係者にまかせ

た方がよいと思ったから」12.2％などとなっている。 

30.8%

28.0%

34.6%

25.3%

17.0%

13.5%

42.2%

6.2%

10.0%

8.7%

16.3%

0.7%

1.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

(ア) 席をゆずった
(イ) 横断歩道や階段で手助けをした

(ウ) 車椅子を押した
(エ) 一緒に遊んだ

(オ) 家事や買物などの手伝い
(カ) 入浴や着替えなどの手伝い

(キ) 相談相手、話し相手
(ク) 手話、点訳、音読など
(ケ) 寄附等の金銭的な援助

(コ) 募金活動
(サ) その他

(シ) わからない
無回答

件数：289

61.8%

10.6%

17.1%

6.5%

12.2%

4.9%

2.4%

25.2%

3.3%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

(ア) たまたま機会がなかったから

(イ) 自分が何をすればよいかわからなかったから

(ウ) どのように接したらよいかわからなかったから

(エ) お節介になるような気がしたから

(オ) 専門の人や関係者にまかせた方がよいと思ったから

(カ) 自分にとって負担になるような気がしたから

(キ) その他

(ク) 特に理由はない

(ケ) わからない

無回答
件数：123
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４ 障害のある人に対する差別 

（１）差別の有無 

問 11 あなたは、世の中には障害のある人に対して、障害を理由とする偏見や差別があると

思いますか。 

 

世の中には障害のある人に対して、障害を理由とする偏見や差別が「あると思う」48.7％、

「少しはあると思う」37.1％、「ないと思う」6.0％、「わからない」3.2％となっている。 

 

（２）５年前と比べた差別の改善状況 

問 12 あなたは５年前と比べて障害のある人に対する偏見や差別は改善されたと思います

か。 

 

 

５年前と比べて障害のある人に対する偏見や差別は改善されたかについて、「かなり

改善されている」9.7％、「少しずつ改善されている」37.6％と肯定意見が 47.3％、一方

「改善されていない」4.4％、「あまり改善されていない」19.5％と否定意見が 23.9％、

「どちらともいえない」8.6％、「わからない」18.1％となっている。 

  

48.7% 37.1% 6.0%

3.2%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件数：431

(ア) あると思う (イ) 少しはあると思う (ウ) ないと思う

(エ) わからない 無回答

9.7% 37.6% 19.5%
4.4%

8.6% 18.1% 2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

件数：431

(ア) かなり改善されている (イ) 少しずつ改善されている

(ウ) あまり改善されていない (エ) 改善されていない

(オ) どちらともいえない (カ) わからない

無回答
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５ 「障害者計画」策定のための委員会への参加意向 

問 13 「障害者基本法」では、都道府県や市町村が、障害のある人への支援や社会参加を進

めるための基本的な計画（障害者計画）をつくることとなっています。この計画をつく

るに当たって、意見や要望を出すことができる場が設けられるとしたら、あなたは参加

したいと思いますか。 

 
障害者計画をつくるに当たって、意見や要望を出すことができる場が設けられるとし

たら、参加したいかについて、「参加したい」12.8％、「参加したいと思わないが、検討

状況を知りたい」32.9％、「障害のある人々や専門家で十分議論すべきこと」16.7％、

「関心がないので、参加したいと思わない」5.1％となっている。 

 

６ 発達障害への理解 

問 14 平成１７年４月に、新たに発達障害者支援法が施行され、学習障害（ＬＤ）や注意欠

陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）、自閉症などの発達障害を持つ本人やその家族に対する支

援が求められています。そのためには、発達障害についてまわりの理解が重要ですが、

あなたは、発達障害について社会の理解は深まっていると思いますか。 

 

発達障害について社会の理解は「深まっていると思う」5.6％、「どちらかといえば深

まっていると思う」34.1％と肯定意見が 39.7％、一方「深まっているとは思わない」17.9％、

「どちらかといえば深まっているとは思わない」17.2％と否定意見が 35.1％、「どちら

ともいえない」7.9％、「わからない」15.3％となっている。 

12.8% 32.9% 16.7%

5.1% 5.8%

23.7% 3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

件数：431 (ア) 参加したい
(イ) 参加したいと思わないが、検討状況を知りたい
(ウ) 障害のある人々や専門家で十分議論すべきことなので、参加したいと思わない
(エ) 関心がないので、参加したいと思わない
(オ) その他
(カ) わからない
無回答

5.6% 34.1% 17.2% 17.9% 7.9% 15.3% 2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
(ア) 深まっていると思う (イ) どちらかといえば深まっていると思う

(ウ) どちらかといえば深まっているとは思わない (エ) 深まっているとは思わない

(オ) どちらともいえない (カ) わからない

無回答
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６ 「障害者差別解消法」の認知度 

問 15 国では、平成２５年６月、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とす

る差別の解消を推進することを目的として、「障害者差別解消法」を制定し、平成２８

年４月から施行することとしていますが、あなたはこのことを知っていますか。 

 

障害者差別解消法の認知度について、「法律の内容も含めて知っている」2.1％、「詳し

い内容は知らないが、法律ができたことは聞いたことがある」15.1％、「知らない」77.3％、 

「わからない」3.7％となっている。 

 

７ 障害者のための配慮や工夫 

（１）配慮や工夫を行わないことが「障害を理由とする差別」にあたるか 

問 16 障害のある人とない人が同じように生活するためには、例えば、「車椅子が利用でき

るように商店やレストランの入り口のスロープやトイレを整備」「目の不自由な人や耳

の不自由な人が地域の集会や会社の会議に参加できるように、点字資料の用意や手話通

訳者の配置」などいろいろな配慮や工夫が必要になることがあります。あなたは、こう

した配慮や工夫を行わないことが「障害を理由とする差別」だと思いますか。 

 

2.1%

15.1% 77.3%

3.7%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

件数：431 (ア) 法律の内容も含めて知っている

(イ) 詳しい内容は知らないが、法律ができたことは聞いたことがある

(ウ) 知らない

(エ) わからない

無回答

12.3% 19.3% 10.0% 25.3% 22.7% 8.4%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

件数：431
(ア) 差別になると思う
(イ) どちらかといえば差別に当たると思う
(ウ) どちらかといえば差別に当たるとは思わない
(エ) 差別に当たるとは思わない
(オ) 一概にいえない
(カ) わからない
無回答
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障害のある人とない人が同じように生活するためにいろいろな配慮や工夫を行わない

ことが「障害を理由とする差別」と思うかについて、「差別になると思う」12.3％、「ど

ちらかといえば差別に当たると思う」19.3％と肯定意見が 31.6％、一方「差別に当たると

は思わない」25.3％、「どちらかといえば差別に当たるとは思わない」10.0％と否定意見

が 35.3％、「一概にいえない」22.7％、「わからない」8.4％となっている。 

 

（２）配慮や工夫を求められた場合の経済的な負担 

問 17 障害のある人とない人が同じように生活していくために必要とされるこうした配慮

や工夫を行うことをあなたが求められた場合、経済的な負担を伴うこともありますが、

あなたはどうしますか。  

 

障害のある人とない人が同じように生活していくために必要とされるこうした配慮や

工夫を行うことをあなたが求められた場合、経済的な負担を伴うことについて、「負担の

程度にかかわらず、配慮や工夫を行う」3.7％、「可能な範囲の負担であれば、配慮や工

夫を行う」53.4％と肯定意見が 57.1％、一方「配慮や工夫を行うことは難しい」5.6％、

「負担がなければ、配慮や工夫を行う」21.1％と否定意見が 26.7％、「一概にいえない」

が 7.9％となっている。 

 

  

3.7% 53.4% 21.1%

5.6%

7.9%

6.3%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

件数：431 (ア) 負担の程度にかかわらず、配慮や工夫を行う

(イ) 可能な範囲の負担であれば、配慮や工夫を行う

(ウ) 負担がなければ、配慮や工夫を行う

(エ) 配慮や工夫を行うことは難しい

(オ) 一概にいえない

(カ) わからない

無回答
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８ 民間団体が行う活動に対する希望 

問 18 あなたは、障害のある人のために企業などの民間団体が行う活動について、どのよう

なことを希望しますか。この中からいくつでもあげてください。 

 (ア) 障害のある人の雇用の促進  
  (イ) 障害者になっても継続して働くことができる体制の整備  
  (ウ) 障害や障害のある人への理解を深めるための研修の実施  
  (エ) 障害のある人のスポーツ、文化、レクリエーション活動に対する支援 
  (オ) 障害のある人に配慮した事業所等の改善・整備  
  (カ) 障害のある人に配慮した商品の開発  
  (キ) 職場での精神的な不安を解消する相談体制の整備  
  (ク) 職場での事故防止体制の充実  
  (ケ) 障害のある人を支援するための介護休暇制度やボランティア休暇制度の充実  
  (コ) 障害者団体に対する経済的支援  
  (サ) 障害に関連する分野での国際協力の推進  
 (シ) その他  
 (ス) わからない 

 

障害のある人のために企業などの民間団体が行う活動への希望について、「障害者になっ

ても継続して働くことができる体制の整備」64.5％、「障害のある人の雇用の促進」58.2％

が多く、以下「障害のある人に配慮した事業所等の改善・整備」49.0％、「職場での精神的

な不安を解消する相談体制の整備」36.9％、「障害のある人を支援するための休暇制度等の

充実」31.8％、「職場での事故防止体制の充実」30.9％などとなっている。 

 

 

58.2%

64.5%

29.5%

29.2%

49.0%

26.7%

36.9%

30.9%

31.8%

24.4%

12.5%

4.2%

6.0%

3.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

(ア) 障害のある人の雇用の促進

(イ) 障害者になっても継続して働くことができる体制の整備

(ウ) 障害や障害のある人への理解を深めるための研修の実施

(エ) 障害のある人のスポーツ、文化、レクリエーション活動に対する支援

(オ) 障害のある人に配慮した事業所等の改善・整備

(カ) 障害のある人に配慮した商品の開発

(キ) 職場での精神的な不安を解消する相談体制の整備

(ク) 職場での事故防止体制の充実

(ケ) 障害のある人を支援するための介護休暇制度やボランティア休暇制度の

充実

(コ) 障害者団体に対する経済的支援

(サ) 障害に関連する分野での国際協力の推進

(シ) その他

(ス) わからない

無回答件数：431
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９ 行政の施策 

問 20 障害のある人に関する国や地方公共団体の施策のうち、あなたがもっと力を入れる必

要があると思うものをこの中からいくつでもあげてください。 

(ア) 障害のある人への理解を深めるための啓発・広報活動  
  (イ) ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実  
  (ウ) 生活の安定のための年金や手当の充実  
  (エ) 障害のある人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備  
  (オ) 障害のある子どもの相談・支援体制や教育の充実  
  (カ) 障害に応じた職業訓練の充実や雇用の確保  
  (キ) 保健医療サービスやリハビリテーションの充実  
  (ク) 点字・手話、字幕放送などの情報提供の充実  
 (ケ）生涯を通じての多様な学習機会の充実 

  (コ) その他  
  (サ) わからない 

 

障害のある人に関する国や地方公共団体の施策のうち、力を入れる必要があると思うも

のについて、「障害に応じた職業訓練の充実や雇用の確保」が 56.1％と最も多く、以下「障

害のある子どもの相談・支援体制や教育の充実」49.9％、「障害のある人に配慮した住宅や

建物、交通機関の整備」48.5％「生活の安定のための年金や手当の充実」43.9％、「ホーム

ヘルプサービスなどの在宅サービスの充実」40.8％などとなっている。 

 

 

32.5%

40.8%

43.9%

48.5%

49.9%

56.1%

32.3%

23.2%

26.0%

2.6%

4.6%

3.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

(ア) 障害のある人への理解を深めるための啓発・広報活動

(イ) ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実

(ウ) 生活の安定のための年金や手当の充実

(エ) 障害のある人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備

(オ) 障害のある子どもの相談・支援体制や教育の充実

(カ) 障害に応じた職業訓練の充実や雇用の確保

(キ) 保健医療サービスやリハビリテーションの充実

(ク) 点字・手話、字幕放送などの情報提供の充実

(ケ） 生涯を通じての多様な学習機会の充実

(コ) その他

(サ) わからない

無回答件数：431
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10 ５年前と比べた障害者施策の進捗状況 

問 22 ５年前と比べて福祉・教育・雇用・まちづくりなどの障害者施策は進んだと思いますか。 

 

５年前と比べて福祉・教育・雇用・まちづくりなどの障害者施策は進んだと思うかに

ついて、「かなり進んだと思う」9.3％、「少し進んだと思う」32.9％と肯定意見が 42.2％、

「ほとんど進んだと思わない」7.0％、「あまり進んだと思わない」26.0％と否定意見が

33.0％、「どちらともいえない」5.3％、「わからない」16.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3% 32.9% 26.0% 7.0% 5.3% 16.5% 3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

件数：431

(ア) かなり進んだと思う (イ) 少し進んだと思う

(ウ) あまり進んだと思わない (エ) ほとんど進んだと思わない

(オ) どちらともいえない (カ) わからない

無回答









資料１

○平成２６年度月額工賃実績の状況（就労継続支援Ｂ型事業所）

事業所数 平均月額工賃

19 19,653円

53 13,877円

42 12,344円

31 10,180円

15 6,484円

160 12,873円

２０～２５時間

　 平成２６年度工賃実績について、１６０の就労継続支援Ｂ型事業所から県に報告がありました
が、その内訳等は次のとおりとなっています。

　 このグラフは、千円刻みで工賃実績（月額）別に事業所の数を見たものです。

　 最も多い金額帯は、５千円台で１２事業所あります。８千円台から１万３千円台の間にかけての

ものが、計６２事業所あり、これらで全体の４割近くを占めています。また、平均月額工賃の２倍

（25,746円）を超える事業所が、７つを数えます。

週平均就労時間別平均月額工賃

週平均就労時間

２５時間以上

１５～２０時間

１０～１５時間

１０時間未満

１事業所平均１８．４時間

　 この表は、一人当たりの週平均就労時間ごとに事業所をグループ分けし、グループごとに平
均月額工賃を算出したものです。
　 週平均就労時間が、２０～２５時間の事業所が５３と最も多く、その平均月額工賃は、13,877円

となっています。週平均就労時間が短くなるにしたがい、平均月額工賃も下がり、１０時間未満の

事業所（１５事業所）では、6,484円となっています。

　 なお、事業所全体では、１事業所当たりの週平均就労時間は、１８．４時間です。
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就労継続支援Ａ型事業所

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

月額工賃（円） － 73,393 71,368 62,872 66,651 66,880 65,793 67,005 68,582

伸び率 － － -2.76% -11.90% 6.01% 0.34% -1.63% 1.84% 2.35%

伸び率の平均

事業所数 0 3 9 17 30 53 80 104 126

定員合計（人） 0 40 145 309 542 889 1,339 1,789 2,336

就労継続支援Ｂ型事業所

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

月額工賃（円） 10,750 10,116 10,276 10,729 10,967 11,077 11,829 12,126 12,873

伸び率 － -5.90% 1.58% 4.41% 2.22% 1.00% 6.79% 2.51% 6.16%

伸び率の平均

事業所数 81 88 83 97 111 123 134 145 160

定員合計（人） 1,950 2,063 2,027 2,111 2,271 2,455 2,728 3,006 3,331

（Ｈ２３までは旧授産施設を含む。）

○月額工賃実績の年度別推移

-2.76% -1.85% 0.86%

-2.16% 2.54% 5.15%

　 Ａ型事業所は、過去５
年間に３０事業所から１２
６事業所に急増し、これ
に伴い定員も大幅に伸
びています。
　 工賃（賃金）額は、平
成２２年度以降６万円台
後半を維持し、平成２４
年度に一度減少した以
外は、前年度を上回っ
て推移しています。

　 Ｂ型事業所（平成２３
年度までは旧授産施設
を含む。）は、過去５年
間に１１１事業所から１６
０事業所へと４割以上増
加し、定員も千人以上増
加しています。
　 工賃額は、年度によっ
て伸び率に変動がある
ものの、毎年度着実に
増加しています。
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